
平成２１年第３回（９月）坂城町議会定例会会期日程 

平成２１年９月１日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内         容 

１  ９月 １日 火 午前10時 

○本会議 ・町長招集あいさつ 

・議案上程 

（一般会計決算案詳細説明） 

・監査報告 

２  ９月 ２日 水  ○休 会（一般質問通告午前１１時まで） 

３  ９月 ３日 木  ○休 会 

４  ９月 ４日 金  ○休 会 

５  ９月 ５日 土  ○休 会 

６  ９月 ６日 日  ○休 会 

７  ９月 ７日 月  ○休 会 

８  ９月 ８日 火 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

９  ９月 ９日 水 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

１０  ９月１０日 木 午前10時 

○本会議 ・一般質問 

・一般会計決算案総括質疑 

委員会付託 

・特別会計決算案説明 

総括質疑 委員会付託 

１１  ９月１１日 金 午前９時30分 ○委員会（総務産業、社会文教） 

１２  ９月１２日 土  ○休 会 

１３  ９月１３日 日  ○休 会 

１４  ９月１４日 月 午前９時30分 ○委員会（総務産業、社会文教） 

１５  ９月１５日 火  ○休 会 

１６  ９月１６日 水  ○休 会 

１７  ９月１７日 木 午前10時 

○本会議 ・委員長報告 質疑 討論 採決 

・条例案、補正予算案等質疑 

討論 採決 

 



付議事件及び審議結果 

９月１日上程 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ９月 １日 適任 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ９月 １日 適任 

議案第３１号 坂城町教育委員会委員の任命について ９月 １日 同意 

議案第３２号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 

 

９月 １日 同意 

議案第３３号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任につ

いて 

 

９月 １日 同意 

議案第３４号 長野県市町村総合事務組合を組織する市町村

数の減少について 

 

９月 １日 可決 

議案第３５号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村

数の減少について 

 

９月 １日 可決 

議案第３６号 長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市

町村数の減少について 

 

９月 １日 可決 

議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の

認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第３８号 平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第３９号 平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第４０号 平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

 

９月１７日 認定 

議案第４１号 平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第４２号 平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第４３号 平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第４４号 平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳  



出決算の認定について ９月１７日 認定 

議案第４５号 平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 

９月１７日 認定 

議案第４６号 坂城町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について 

 

９月１７日 可決 

議案第４７号 坂城町営住宅等管理条例の一部を改正する条

例について 

 

９月１７日 可決 

議案第４８号 平成２１年度坂城町一般会計補正予算（第４

号）について 

 

９月１７日 可決 

議案第４９号 平成２１年度坂城町有線放送電話特別会計補

正予算（第１号）について 

 

９月１７日 可決 

議案第５０号 平成２１年度坂城町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）について 

 

９月１７日 可決 

議案第５１号 平成２１年度坂城町同和地区住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 

 

９月１７日 可決 

議案第５２号 平成２１年度坂城町老人保健特別会計補正予

算（第１号）について 

 

９月１７日 可決 

議案第５３号 平成２１年度坂城町下水道事業特別会計補正

予算（第２号）について 

 

９月１７日 可決 

議案第５４号 平成２１年度坂城町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について 

 

９月１７日 可決 

議案第５５号 平成２１年度坂城町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について 

 

９月１７日 可決 

 

９月１７日上程 

発委第 ５号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種

化を早期に求める意見書について 

 

９月１７日 可決 

発委第 ６号 高齢者の肺炎球菌予防接種への公費助成等に

関する意見書について 

 

９月１７日 可決 
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平成２１年第３回坂城町議会定例会会議録 
 

１．招集年月日   平成２１年９月１日 

２．招集の場所   坂城町議会議場 

３．開   会   ９月１日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員   １４名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

５．不応招議員   なし 

６．出 席 議 員   １４名 

７．欠 席 議 員   なし 

８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  村 田 茂 康 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  

総 務 係 長  
青 木 知 之 君 

総 務 課 長 補 佐  

財 政 係 長  
柳 澤   博 君 

企画政策課長補佐  

企 画 調 整 係 長  
山 崎 金 一 君 

代 表 監 査 委 員  三 井 幸 雄 君 

９．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ６ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ７ 議案第３１号 坂城町教育委員会委員の任命について 

第 ８ 議案第３２号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第 ９ 議案第３３号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について 

第１０ 議案第３４号 長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少に

ついて 

第１１ 議案第３５号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少に

ついて 

第１２ 議案第３６号 長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市町村数の減

少について 

第１３ 議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第１４ 議案第３８号 平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第１５ 議案第３９号 平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第１６ 議案第４０号 平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

第１７ 議案第４１号 平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第１８ 議案第４２号 平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

第１９ 議案第４３号 平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

第２０ 議案第４４号 平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認
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定について 

第２１ 議案第４５号 平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

第２２ 議案第４６号 坂城町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

第２３ 議案第４７号 坂城町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について 

第２４ 議案第４８号 平成２１年度坂城町一般会計補正予算（第４号）につい

て 

第２５ 議案第４９号 平成２１年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第

１号）について 

第２６ 議案第５０号 平成２１年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

第２７ 議案第５１号 平成２１年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）について 

第２８ 議案第５２号 平成２１年度坂城町老人保健特別会計補正予算（第１号）

について 

第２９ 議案第５３号 平成２１年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について 

第３０ 議案第５４号 平成２１年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について 

第３１ 議案第５５号 平成２１年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 

11．本日の会議に付した事件 

10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２１年第３回坂城町議会定例会を開

会いたします。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可して

あります。 

 ただちに本日の会議を開きます。 
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 地方自治法第１２１条の規定により、出席を求めた者は理事者を初め各課等の長

であります。 

 なお、片桐企画政策課長から欠席の届け出がなされており、これを許可してあり

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（春日君） 会議規則第１２０条の規定により、２番 中嶋登君、３番 塚田忠

君、４番 大森茂彦君を会議録署名議員に指名いたします。 
 
 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（春日君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１７日までの１７日間といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から９月１７日までの１７日間とすることに決定

いたしました。 

 なお、一般質問の通告は２日午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含

め１人１時間以内とし、発言順位は抽選で行いますのでご承知願います。 
 
 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（春日君） 町長から、招集のあいさつがあります。 

町長（中沢君） 本日ここに平成２１年第３回坂城町議会定例会を招集いたしました

ところ、議員各位におかれましては全員のご出席をいただきまして開催できますこ

とを心から御礼申し上げます。 

 ８月３０日、第４５回衆議院議員総選挙、第２１回最高裁判所裁判官国民審査が

執行され、民主党主導の政権が誕生することになり、内政外交の基軸が大きく変わ

るものと推測されるところであります。発表されていますマニフェストの実現にも

数々の問題を秘めております。社会経済基盤整備、国民生活の充実はもとより、自

律する町として基礎的自治体への対応など注視してまいりたいと考えております。
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坂城町の投票率も前回の７３．０３％を３．５８ポイント上回る７６．６１％とな

り、関心の高さをうかがわせたところであります。 

 ８月１５日に行われた第５４回成人式には成人者１５５名が出席し、ご来賓の

方々より祝福を受けました。実行委員代表者からは「責任ある大人になりたい」と

決意表明もありました。今回の国政選挙には初めての選挙として多くの方々が参加

されたと思われます。将来を担う者として大いに期待をし、見守ってまいりたいと

存じます。 

 ８月２７日、新型インフルエンザに感染された千曲市の３０代男性が残念なこと

に亡くなられました。亡くなられた主な原因は、もともと基礎疾患を有し、治療を

受けていた上にインフルエンザに罹患したためと思われます。町民の皆様におかれ

ましても、新型インフルエンザの暴威が伝わる中で「かからない、広げない」とい

う気持ちを持ち、常に手洗い、うがいの励行、マスクや生活必需品、食料品の備蓄

等にご協力をお願いいたします。 

 町といたしましても、県、医療機関や医師会等関連機関と連携を密にし、皆さん

ともども万全を期してまいります。 

 ８月２０日、高山村において開催されました長野地域の首長と村井知事が懇談す

る「ボイス８１」に春日議長と出席をいたしました。坂城町といたしまして、信州

の伝統野菜として位置づけられるねずみ大根のブランド化推進と国道バイパスの早

期完成、千曲川仮設道路の存置などの地域道路網整備の推進を要望し、さらに坂城

町の特異性として第２次医療圏が長野地域に属すとともに上田地域の医療圏にも属

すことから、上田地域の第２次医療機関及び地域医療支援病院への施設の充実や、

それに伴う財政支援を図る国の地域医療再生事業に参画できるよう要望したところ

でもございます。 

 さて、本定例会は平成２０年度の一般会計、特別会計の審議をいただく決算に関

する議会として位置づけられております。一般会計の決算状況ですが、歳入では、

法人町民税が昨年秋以降の世界的な経済不況の影響を受けて３９．５％の減となる

一方、固定資産税については、長野新幹線関連の特例減額適用が終了したことによ

り１３．６％の増、町税全体では前年度対比マイナス３．４％、約１億７００万円

の減収となったところであります。 

 地方交付税につきましては、基準財政収入額が、税収の法人割について伸びが算

定されたことなどから増加、基準財政需要額は、地方再生対策費が算定に加わった
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ことなどにより総体的に微増という状況で、普通交付税、特別交付税合わせて前年

度対比マイナス２２．５％、約１億５，３００万円の減額となった次第であります。 

 財政力指数は３カ年平均が０．８４９でありまして、県下市町村の中で３位と位

置づけられております。 

 繰入金につきましては、工業用地の売却に伴う工業地域開発事業特別会計からの

繰り入れがあったことなどにより、前年度対比約４億４，２００万円の大きな増と

なり、歳入全体では、前年度対比１４．４％増の７１億１，００２万円となりまし

た。 

 一方、歳出につきましては、行財政改革推進計画により引き続き経常経費の削減

に努めたところでございます。性質別に見ますと、人件費、物件費等が減少しまし

た、平成２０年度老人保健制度から後期高齢者医療制度に移行されたことで、繰出

金が減少し、補助費等が増加いたしております。 

 普通建設事業費につきましては、まちづくり交付金による住宅団地整備、坂城駅

前広場及び周辺道路整備やバラ公園の施設整備、村上小学校体育館の耐震化事業な

どを実施し、災害復旧事業費と合わせて投資的経費は前年度対比５４．８％の大幅

な増となりました。 

 歳出全体では、前年度対比１０．６％増の６７億５，８６０万円、実質収支

６，２５８万円という決算になったところであります。 

 また、ご承知のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、

昨年度から財政健全化判断比率５指標の公表が義務づけられたところであります。

実質赤字比率、連結実質赤字比率については黒字でありまして、実質公債費比率が

１９．３％、将来負担比率が１２５．３％、下水道事業に係る資金不足比率は資金

が充足されており、数値はゼロとなっています。 

 いずれも早期健全化基準を下回っておりますが、起債残高に留意するとともに、

将来にわたる負担の軽減、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

 さて、平成２２年度を目標年次とする第４次長期総合計画につきましては、その

具体的な見直し作業に取り組んでおります。これまでの進捗状況を十分検証し、平

成２３年度から１０年間を展望した第５次長期総合計画に着手してまいります。 

 びんぐし湯さん館は，８月９日、入館者２１０万人を達成いたしました。株式会

社坂城町振興公社につきましては、経費の削減を含めて総合的な経営改善を目指す

とともに、利用者負担の公平性の観点から年間利用券の料金改定等についても検討
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してまいります。 

 製造業を取り巻く経済状況につきましては、一部報道では明るさが見えてきたと

はいえ、依然として厳しい経済状況が続いていることは事実でございます。このた

びの国の経済対策で追加された緊急雇用創出基金事業について、当町については３

年間でさらに３，１００万円が配分されたところでございます。当初の７事業とふ

るさと雇用再生事業の３事業に加え、今回の補正で千曲川水辺公園（野草園）整備

事業など４事業を追加いたしました。 

 鉄の展示館では、９月１９日から１２月６日まで、お守り刀展覧会を開催いたし

ます。この展覧会は、全国の刀匠・刀職者から作品を募り、刀剣美術普及と技術の

高度化に資するものとして始まり、全日本刀匠会、瀬戸内市が共同主催するもので、

平成１８年度から毎年実施したところでございます。 

 備前長船博物館と、今回は坂城町鉄の展示館の２会場で開催されることになり、

当館での開催には、県及び県教委を初め多くの企業、マスコミ、団体のご支援をい

ただいており、コンクールも行われることになっております。 

 このコンクールの授賞式等に全国の刀匠、刀職者の受賞者、県・議会関係者のご

同席をお願いいたしたいと考えております。 

 １０月１４日（水）には復旦大学日本研究センターの郭所長をお迎えし、中国経

済懇談会を開催し、現下の厳しい経済状況への対応について論議いたすこととして

おります。 

 また１０月１７日（土）には、まちづくり交付金・坂城駅周辺地域交流推進事業

として「にぎわい秋祭り２００９」を商工会のお客様感謝祭とあわせて実施してま

いります。 

 現在、担当課において商工会の商業部会の皆さんと集客性の高い催しについて調

整しているところでもあります。 

 昨年、辛味大根全国産地調査を実施したところですが、長野県の伝統野菜である

辛味大根、いわゆるねずみ大根の知名度アップとブランド化に向けて、１１月の

１３日と１４日の両日、坂城テクノセンター、Ａコープびんぐし店を会場に、県内

外１４の辛味大根の産地の皆さんをお招きして、「全国辛味大根フォーラム」を開催

いたします。 

 初日は、それぞれの大根や産地の状況をパネルディスカッション方式で紹介し、

翌日は、当町のおしぼりうどん、そば、そして各地の食味を含めたイベントを計画
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しております。各地の辛味大根の食を通じての競演となりますので、大勢の町民の

皆さんの参加をお待ちしております。 

 ２０年度繰越事業で取り組んでおりましたＡ０１号線について、南条小学校の部

分、山金井側の擁壁工事が完成いたしました。引き続き、２１年度分の小学校側の

擁壁工事に向けて発注準備を進めてまいります。 

 また坂都１号線につきましても、産業道路の交通を確保しながら、旧貞明保育園

周辺の歩道整備を進めてきております。 

 まちづくり交付金事業により実施しております前田川のバイパス整備については、

関係機関との協議を進めてまいり、８月２８日に発注をいたしました。 

 内幅１ｍの自由勾配側溝により、入田川までの約１６０ｍを整備する工事で、年

度内の完成に向けて工事を進めてまいります。 

 下水道事業につきましては、当初予算の網掛１工区、２工区、中之条１工区、２

工区、３工区の面的整備につきましては発注済みで、今日と明日に地元説明会を開

催し、工事着工をいたします。また追加経済対策による南条地域への幹線管渠工事

につきましては、現在、設計及び関係機関との協議をしております。１０月上旬に

は発注してまいりたいと考えております。 

 敬老の日、今年は９月２１日でございますが、この９月６日に米寿、白寿、１００

歳以上の方々８０名に敬老訪問事業を実施いたします。今年の敬老慶祝事業の対象

者は７７歳の喜寿の方が２０６名、８８歳の米寿の方が６７名、８９歳から９８歳

が２７８名、９９歳の白寿の方が３名、１００歳以上が１０名でございまして、全

体での５６４名でございます。 

 現在、２０年度の繰越事業として、子育て応援特別手当を実施しておりますが、

平成２１年度限りの措置として、２１年度版子育て応援特別手当事業を今回の補正

予算に計上させていただいております。小学校就学前３年間に該当する子供第１子

から、１人当たり３万６千円を支給するものであります。 

 また検診率が低い女性特有のがん検診推進事業に対し、国の平成２１年度補正予

算が措置されておりますが、これを受けて町でも２０歳からの特定の年齢に達した

女性に対し、子宮頸がん、乳がんに関する検診手帳及び検診費用が無料になるがん

検診無料クーポン券を交付し、受診促進、がんの早期発見と健康の保持増進を図っ

てまいります。 

 さて、国政選挙と重なり、この９月５日（土）に変更いたしました、平成２１年度
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町総合防災訓練を坂城小学校において、四ツ屋、戌久保区を除く坂城地区自主防災

会の皆さんを初め、消防団、消防署、郵便局、日赤奉仕団など関係機関の協力を得

て開催いたします。 

 ８月１１日の早朝に発生いたしました駿河湾を震源とするマグニチュード６．５

の地震を初め全国各地で地震災害はもとより豪雨災害、土砂災害が頻発しておりま

す。いざというときに備え、訓練等には積極的に参加いただくとともに、家庭と地

域、行政の連携のもとに防災意識の高揚に努めてまいります。 

 各小学校の耐震化事業は、坂城小学校の南校舎、体育館、プレイルーム等耐震補

強工事を進めてまいります。南条小学校は第２次診断を実施中であり、また村上小

学校体育館の耐震化に伴う大規模改修工事も予定どおり完了いたしました。一般棟、

管理棟の耐震２次診断を実施しているところでございます。 

 また学校ＩＣＴ環境整備事業としては、最新のデジタルテレビ、電子黒板、パソ

コン等の機器を導入して、２１世紀にふさわしい教育環境の整備を図るとともに

２０１１年のアナログ放送終了に対応できるようなことを視野に入れて整備を図っ

てまいります。 

 １０月２０日には、世界的数学者、広中平祐先生を本町に五たびお迎えし、坂城

小学校を中心に「算数大好き授業」を開催いたします。子供たちの数学、あるいは

科学に親しみ、夢が広がることを期待しております。 

 食育・学校給食センター建設につきましては、６月２３日に起工式を行い、２２

年度からの運営実施に向けて計画的に進めてまいります。また太陽光発電設備の設

置が国庫補助として採択されました。各小・中学校における課外活動や生きた教材

としての環境・教育、食育教育の拠点として、さらには住民のエコに関する意識の

向上や健康増進の場として活用してまいりたいと考えております。 

 以上町政の概況を申し上げましたが、本議会に審議をいただきます案件は、人事

案件５件、一部事務組合等の組織に関する市町村の変更３件、一般会計、特別会計

の平成２０年度決算の認定９件、条例の一部改正２件、一般会計・特別会計の補正

予算８件でございます。よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願いいた

しまして、招集のごあいさつといたします。 
 
 

◎日程第４「諸報告」 

議長（春日君） 監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。お手
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元に配付のとおりであります。また地方自治法第２４３条の３第２項の規定により

株式会社坂城町振興公社にかかわる平成２１年３月３１日現在の経営状況報告書の

提出がありました。 

 本日までに受理した請願及び陳情は、お手元に配付のとおりであります。 

 所管の常任委員会に審査を付託いたしましたので、報告いたします。 
 
 

議長（春日君） 日程第５「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」

から日程第１２「議案第３６号 長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市町村

数の減少について」までの８件を一括議題とし、議決の運びまでといたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（春日君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（中沢君） 議案説明をいたします。 

 日程第５「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」でございます。 

 本年１２月３１日をもちまして、３年間の任期が満了になります宮坂れん子氏に

人権擁護委員として引き続きご苦労をいただきたく、法務大臣へ推薦するにあたっ

て議会の意見を求めるものでございます。 

 宮坂氏は長野県警察で婦人補導員、安全相談員として長年勤務されました。また

平成１６年１２月より主任児童委員、民生委員、坂城町福祉委員になられ、平成

１９年１月から人権擁護委員として活躍された方でございます。人格、識見ともに

高く、地域の信望も厚く、職務に公正であるということでふさわしい方と存じます。 

 次に、同じく日程第６「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」

でございます。 

 本年１２月３１日をもちまして３年間の任期が満了いたしました手塚松一氏にか

わり、西野入久美子氏に人権擁護委員としてご苦労いただきたく法務大臣へ推薦す

るにあたり議会の同意を求めるものでございます。 

 西野入氏は大妻女子短期大学卒業後、町内小・中学校の心の相談員を歴任し、現

在では上田市女性相談員のほか、母子自立支援員としてご活躍されております。人

格、識見も高く、地域の信望も厚く、職務を公正に行えるということで、ご推薦申

し上げます。 
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 次に、議案第３１号「坂城町教育委員会委員の任命について」でございます。 

 本件につきましては、９月３０日をもって塚田晃久委員の任期が満了になります

が、引き続き、経験豊富で地域の信望も厚い同氏を再任いたしたく議会の同意をお

願いするものでございます。 

 なお、任期は平成２１年１０月１日より平成２５年９月３１日までの４年間でご

ざいます。 

 議案第３２号「坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございま

す。 

 本件につきましては、９月３０日をもって遠藤博敏委員が任期満了ということに

なります。その後任委員として、識見高く、地域の信望も厚い小熊友和氏が適任と

存じ、選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。遠藤氏については、３期９年間にわたりご尽力いただいたこ

とに感謝申し上げる次第でもございます。 

 議案第３３号「千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」でございます。 

 本件につきましては、坂城、千曲市、葛尾組合、千曲坂城消防組合で共同設置し

ております千曲市坂城等公平委員会委員について、本年１１月２０日をもって西澤

正人、千曲市でございますが、委員が任期満了になります。引き続き、経験豊富で

識見もすぐれている同氏を再任いたしたく議会の同意をお願いするものでございま

す。 

 次に、議案第３４号「長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減少につ

いて」でございます。 

 平成２１年度１２月３１日をもって信州新町及び中条村が脱退することに伴い、

組合を構成する市町村数が減少することについて、地方自治法の規定に基づき、協

議の依頼があったものでございます。 

 信州新町、中条村が脱退するということでございます。 

 次に議案第３５号「長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少につい

て」に係る問題でございます。 

 平成２１年１２月３１日をもって信州新町及び中条村が脱退することに伴い、組

合を構成する市町村数の減少について地方自治法の規定に基づき、協議の依頼があ

ったものでございます。 

 次に、議案第３６号「長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市町村数の減少
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について」でございます。 

 平成２１年３月３１日から清内路村が阿智村に編入したこと、並びに平成２２年

１月１日から信州新町及び中条村が長野市に編入するということに伴い、広域連合

を構成する市町村数が減少することについて、地方自治法の規定により協議を依頼

するものでございます。 

 以上よろしくご審議を賜り、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げま

す。 

議長（春日君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため、暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４２分～再開 午前１０時５８分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

◎日程第５「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）適任」 
 
 

◎日程第６「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）適任」 
 
 

◎日程第７「議案第３１号 坂城町教育委員会委員の任命について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 
 
 

◎日程第８「議案第３２号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 
 
 

◎日程第９「議案第３３号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）同意」 
 
 

◎日程第１０「議案第３４号 長野県市町村総合事務組合を組織する市町村数の減

少について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１１「議案第３５号 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減
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少について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１２「議案第３６号 長野県後期高齢者医療広域連合を組織する市町村数

の減少について」 

 これより質疑に入ります。 

１番（田中君） この減少数の議決には直接関係ないんですけれども、一応参考まで

に示していただきたいんですが、当然、広域合併等が進んできて市町村数が３０近

く減っているわけですよね。こういう形で今回３町村が減少するんですけれども、

組合費の負担金なんかはどうなるんですか。合併したところがその分を負担するの

か、あるいはほかの全体で減少を割るのか、その辺わかったらちょっと説明をお願

いします。 

福祉健康課長（中村さん） 合併いたしましても後期高齢者の受給者の人数等変わり

ございませんので、負担金は変わらないということです。 

１番（田中君） ということは、結局は存続する、いわゆる併合する市町村がその分

を、なくなる町村の分を持つということでいいんですね。 

福祉健康課長（中村さん） 合併された町村のところで負担をしていただくというこ

とになります。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

議長（春日君） 日程第１３「議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出

決算の認定について」から日程第３１「議案第５５号 平成２１年度坂城町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」までの１９件を一括議題とし、提

案理由の説明まで行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（春日君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（中沢君） 議案の説明を申し上げます。 

 議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」でご

ざいます。 
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 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算は、歳入総額７１億１，００１万９

千円、歳出総額６７億５，８５９万７千円でありまして、歳入歳出差引額は３億

５，１４２万２千円でございます。そこからまちづくり交付金事業、定額給付金事

業などに係る繰越事業の充当財源として２億８，８８４万２千円を除いた６，２５８

万円が実質収支でございます。この実質収支額から４千万円を財政調整基金に繰り

入れた残額の２，２５８万円が平成２１年度への繰越金となります。 

 歳入の主なものでございますが、法人町民税が昨年秋以降の世界的な経済不況の

影響を受けて３９．５％の減、固定資産税は長野新幹線関連の特例減額適用が終了

したことにより１３．６％の増、町税全体では前年度対比マイナス３．４％、１億

７００万円の減収となります。 

 地方交付税につきましては、算定の基礎となる基準財政収入額が税収の法人割に

ついて伸びが算定されたことなどから増加しております。 

 基準財政需要額は地方再生対策費が策定に加わったことなどにより総体的に増え

てきております。普通交付税、特別交付税合わせて前年度対比マイナス２２．５％、

１億５，３００万円の減額となった次第であります。 

 そのほか国庫支出金につきましては、まちづくり交付金事業や地域活性化生活対

策臨時交付金のほか定額給付金に係る繰越財源を受け入れたことから大きく増加し

たところであります。 

 繰入金は工業用地の売却に伴う工業地域開発事業特別会計からの繰り入れがあっ

たことから、前年度対比４億４，１００万円の大きな増となりました。 

 歳入全体では前年度対比プラス１４．４％、金額で８億９，４５０万円の増とな

った次第であります。 

 次に、歳出でございますが、性質別に見ますと、投資的経費につきましては、継

続事業のＡ０１号線及び坂都１号線事業、まちづくり交付金による住宅団地整備、

坂城駅前広場及び周辺道路の整備、バラ公園の施設整備、村上小学校体育館の耐震

化事業などを実施し、普通建設事業費全体で５５．５％の増となりました。 

 災害復旧事業費では、平成１９年９月の大雨による被災した昭和橋や南日名地区

の道路災害への対応をいたし、前年対比で４７．６％の増でございます。 

 義務的経費でございますが、人件費が行財政改革推進計画、集中プランでござい

ますが、これに沿って２．６％の減額、その他経費につきましては、平成２０年度

老人保健制度から後期高齢者医療制度への移行などがなされたことで、繰出金が
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１６．７％の減少、補助費等が１０．７％増加しております。 

 歳出全体では、１０．６％、金額で６億４，５９０万円の増額となった次第です。 

 詳細については決算の事業別明細をお手元にお配りしてございます。その内容に

ついては後ほど担当課長から説明させます。 

 次に、議案第３８号「平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計決算の認定につ

いて」でございます。 

 歳入総額は６，３８４万６千円、歳出総額は６，２４７万円で、歳入歳出差引残

額は１３７万６千円でございます。このうち７０万円を設備基金に積み立て、残り

の６７万６千円を平成２１年度に繰り越した次第です。 

 歳入の主なものは、有線放送電話使用料、工事負担金収入、各種事務手数料及び

広告放送等でございます。 

 歳出でございますが、有線設備の保守管理を初めとする通常の運営管理費用でご

ざいます。 

 次に、議案第３９号「平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出の決算

の認定について」でございます。 

 歳入総額が１５億４，１３７万８千円、歳出総額が１５億１，８１２万６千円で、

歳入歳出の残高は２，３２５万２千円でございます。このうち１，２００万円を国

民健康保険基金に積み立て、残りの１，１２５万２千円を平成２１年度に繰り越し

といたしたところでございます。 

 歳入の主なものでございますが、国民健康保険税４億１，５００万円、国庫支出

金３億３，９００万円、療養給付費交付金１億５千万円、前期高齢者交付金３億

６，８００万円、共同事業交付金１億３，９００万円、繰入金６，６００万円でご

ざいます。 

 歳出でございますが、保険給付金が１０億５，３００万円、老人保健拠出金が

５，３００万円、介護納付金が７，４００万円、後期高齢者支援金が１億７千万円、

共同事業拠出金が１億３千万円でございます。 

 療養給付療養費、高額医療費を合わせた支払額を前年に比較いたしますと、医療制

度改正の影響等により一般被保険者が６８．８％の増、退職被保険者等が７４．２％

の減、全体では４．８％の減となっております。 

 老人保健拠出金は、対前年度７８．４％の減、介護納付金は、対前年比１１％の

減、共同事業拠出金は、８．８％の増となっております。 
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 次に、議案第４０号「平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」でございますが、歳入総額が７２７万９千円、

歳出総額が６９８万円でございます。歳入歳出残額が３０万２千円、平成２１年へ

の繰り越しということでございます。 

 歳入ですが、貸付金元利収入が６７０万円、歳出は元利償還金等で６３４万円で

ございます。 

 次に、議案第４１号「平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定

について」でございます。 

 歳入総額が１億６，８２８万５千円、歳出総額が１億６，８２８万５千円、同額

でございます。 

 歳入の主なものでございますが、支払基金交付金が８，３００万円、国庫負担金

が７千万円、県負担金が１，２００万円等でございます。 

 歳出でございますが、医療給付費が１億５，１００万円等でございます。 

 次に、議案第４２号「平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」でございます。 

 本案は、大字中之条地区の旧オリンパス用地４万６，９７１㎡及び建物３棟１万

１，６１３㎡を町土地開発公社から取得し、工業用地を希望する企業、柳沢精機さん

でございますが、売却したものでございます。歳入歳出ともに総額１１億９，１９１

万７千円でございます。 

 歳入の主なものですが、財産売却収入が１１億９，１９１万７千円、歳出内容は、

土地取得費が７億９，３６８万７千円、繰出金が３億９，８２３万円でございます。 

 次に、議案第４３号「平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」でございます。 

 公共下水道につきましては、供用区域拡大により平成２０年度末の時点におきま

して、供用面積が３０４ha、下水道普及率は５３．５％となっております。これに

対する接続率でございますが、６８．５％、５，９２７人で、１１３事業が下水道

を使用しております。平成２０年度の決算総額は、歳入が８億７，８４４万３千円、

歳出が８億７，８３０万１千円、差し引き１４万１千円が翌年度繰り越しとなった

次第です。 

 歳入の主なものですが、受益者負担が６，６００万円、下水道使用料及び手数料

が８，４００万円、国庫補助金が６，９００万円、一般会計からの繰入金が３億５
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千万円、町債が２億９，９００万円でございます。 

 歳出の主なものは、上流処理区維持管理負担金が５，１００万円、実施設計計測

等の委託金が２，２００万円、下水道工事請負金が３億２，４００万円、流域下水

道事業負担金が３，６００万円、長期債元利償還金が３億７，７００万円でござい

ます。 

 次に、議案第４４号「平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について」でございます。 

 介護が必要な高齢者ができる限り自立して暮らせるように、社会全体で支え合う

仕組みということで介護保険制度が発足しているわけでございます。 

 歳入総額が１０億１，２３０万６千円、歳出総額が９億９，７５９万円で、歳入

歳出差引残高は１，４７１万６千円でございます。全額を翌年へ繰り越しいたしま

した。 

 歳入の主なものですが、介護保険料が１億８，６００万円、国庫支出金が２億

４，２００万円、支払基金交付金が３億２００万円、県支出金が１億３，９００万

円、繰入金が１億３，４００万円であります。 

 歳出でございますが、保険給付費が９億４，５００万円、地域支援事業費が

１，４００万円、要介護認定事務費の総務費が１，５００万円、基金積立金が２千

万円でございます。 

 次に、議案第４５号「平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について」でございます。 

 平成２０年の４月から老人保健制度にかわり、新たに高齢者の医療制度として創

設された後期高齢者医療制度に係る特別会計であるわけでございます。歳入総額が

１億３，２７１万１千円、歳出総額が１億３，０４２万円で、差引残高は２２９万

１千円でございます。全額を２１年度に繰り越しました。 

 歳入の主なものでございますが、後期高齢者医療費保険料が１億２００万円、一

般会計繰入金が３千万円、歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金１

億２，９００万円、事務費等の総務費が１００万円でございます。 

 次に、議案第４６号「坂城町国民健康保険の一部を改正する条例について」でご

ざいます。 

 本案は、健康保険法施行令の出産育児一時金に関する一部改正でございまして、

坂城町国民健康保険についても同様に対応するものでございます。 
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 内容としては、緊急の少子化対策として、平成２１年度１０月より２３年３月ま

での暫定措置として、出産育児一時金の支給額を４万円引き上げるものでございま

す。 

 次に、議案第４７号「坂城町の町営住宅等管理条例の一部を改正する条例につい

て」でございます。 

 本案は、平成１９年度に公営住宅において暴力団員による立てこもり発砲事件が

発生したことに伴いまして、国から公営住宅における暴力団排除についての基本方

針が示されました。各地方自治体においても公営住宅からの暴力団員の排除に係る

条例の整備が進められているところでございます。 

 本案は、町営住宅の適正な供給と、その入居者ないし周辺住民の生活の安全と平

穏の確保という観点から、町営住宅への暴力団員の入居、同居または入居の承継な

どの入居制限を定め、町営住宅から暴力団員を排除すべく条例の一部改正を行うも

のでございます。 

 なお、本条例適用後は、千曲警察署と町営住宅からの暴力団員排除に関する協定

を結び、県警の協力支援を得る中で暴力団排除に向けた取り組みをしてまいります。 

 議案第４８号「平成２１年度坂城町一般会計補正予算（第４号）について」でご

ざいます。 

 本案は、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４万３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を６４億８，８５０万５千円といたすものであります。 

 歳入の主なものでございますが、地方交付税で５億３，４００万円、子育て応援

特別手当などの国庫支出金で３千万円、緊急雇用創出事業等の県支出金で４００万

円、臨時財政対策債に係る庁費で６，７００万円、前年度繰り越しで１，３００万

円それぞれ増額するものであります。これに関連いたしまして、財政調整基金から

の繰入金については、４億６千万円を減額金からの繰り入れについて１億円をそれ

ぞれ減額するものでございます。 

 一方、歳出の主な内容でございますが、企業の融資に係る保険料補給金で２千万

円、子育て応援特別手当で１，７００万円、びんぐし湯さん館施設改良工事で７００

万円、緊急雇用創出事業で４００万円、下水道事業特別会計繰出金で２，９００万

円でございます。 

 次に、議案第４９号「平成２１年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第１

号）について」でございます。 
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 本件は、予算の総額に歳入歳出それぞれ６６万６千円を追加し、その予算の総額

を、それぞれ５，９５６万３千円といたすものでございます。 

 内容でございますが、平成２０年度決算による剰余金を今年度予算に繰り越し、

有線放送電話基金へ積み立てるものでございます。 

 歳入は前年度繰越金、歳出は総務管理費、共済費、設備基金積立金等でございま

す。 

 次に、議案第５０号「平成２１年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について」でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２３６万５千円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ１６億１，２９１万３千円とするものでございます。 

 その内容でございますが、歳入では介護従事者臨時特例交付金が１１８万円、そ

れと決算の前年度繰越金が１，０７５万２千円を増額するもの。 

 歳出では、国庫支出の返還金が２００万円、それと療養給付費交付金返済金が

６００万円、それと予備費が５００万円それぞれ増額するものでございます。 

 次に、議案第５１号「平成２１年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号）について」でございますが、２０年度の繰越金及び貸付金

元利一環償還に伴う償還金に係る補正でございます。歳入歳出で７６万２千円で、

歳入歳出総額を８３５万７千円といたすものでございます。 

 その内容でございますが、繰越金、住宅新築資金等の元利収入を増額し、そして

歳出といたしましては、長期債定期償還利子等を減額するものでございます。 

 次に、議案第５２号「平成２１年度坂城町老人保健特別会計補正予算（第１号）

について」でございますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３３５万３千円を

追加し、歳入歳出総額を１，６７４万６千円とするものでございます。平成２０年

度国庫負担金、支払基金交付金の精算に伴うものでございまして、収入では他会計

からの繰入金で１，３３４万円余を増額、歳出では、診療報酬支払基金及び国庫へ

の返還金１，３３５万円を増額するものでございます。 

 次に、議案第５３号「平成２１年度坂城町下水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて」でございます。 

 本予算は、予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８７５万４千円を追加し、予算の

総額を１２億２７５万５千円といたすものでございます。 

 歳入でございますが、一般会計繰入金を２，８６１万３千円、そして歳出では、



 －２０－ 

委託料が３，５００万円、人件費が６３８万７千円減額とするものでございます。 

 次に、議案第５４号「平成２１年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について」でございます。 

 本案は、歳入歳出予算に１，４７１万５千円を追加し、予算の総額を、それぞれ

１０億８，６２１万９千円といたすものでございます。平成２０年度分の介護給付

費等に係る国庫負担金、支払基金交付金の精算によるものでございます。 

 歳入でございますが、繰越金が１，４７１万５千円の増額、歳出では、国庫返還

金７００万円、診療報酬支払基金返還金７００万円等を増額するものでございます。 

 議案第５５号「平成２１年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について」でございますが、歳入歳出それぞれ１，０４３万５千円を追加し、歳入

歳出それぞれその総額を１億４，４５１万１千円とするものでございます。 

 歳入でございますが、後期高齢者医療保険料８１４万５千円、繰越金２，２９０

万円を増額、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金１，０４２万４千円増額す

るものでございます。 

 以上よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよう、お願い申し上げます。 

議長（春日君） 説明の途中ですが、昼食のため、午後１時３０分まで休憩をいたし

ます。 

（休憩 午後１２時０５分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 会議に入る前に福祉健康課長より発言を求められております。これを許可いたし

ます。 

福祉健康課長（中村さん） 午前中の答弁の中に誤りがありましたので、訂正をお願

いいたします。 

 長野県後期高齢者医療広域連合の負担金でございますが、負担金総額の中の事務

費の中の１０％分については均等割がございますので、市町村数が少なくなります

と、その分が若干増加することになります。大変申し訳ありませんでした。訂正を

よろしくお願いいたします。 

議長（春日君） 説明のとおり訂正することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 続いて、各課長等に議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算に
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ついて詳細説明を求めます。 

 まず歳入について。 

財政係長（柳澤君） 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の内容につきまして、

逐次ご説明申し上げます。 

 私からは、歳入全般について決算書、事項別明細書の１３ページ、町税からご説

明申し上げます。 

 款１町税につきましては、収入総額が３０億５２４万２千円で、前年度と比較し

まして金額で１億６６９万円、率でマイナス３．４％の減収となりました。内訳で

ございますが、個人町民税については、前年度対比１，８３３万９千円、２．２％

の増加、前年度まで伸びておりました法人町民税は、町内企業においても昨年秋以

降の世界的な経済の不況の影響を受け始めたことにより、３億３４５万８千円、

３９．５％の大幅な減で、町民税全体では１７．６％の減となりました。 

 固定資産税につきましては、主として償却資産に係る長野新幹線関連の特例減額

適用が終了したことから、１億８，４７９万２千円、１３．６％の増、また軽自動

車税については、率でプラス２．８％、町たばこ税についてはマイナス７．９％、

入湯税についてもマイナス１．８％の決算内容となっております。 

 続いて款２地方譲与税につきましては、道路特定財源の暫定税率執行の影響を受

け、全体では７，９８５万５千円で、前年度対比２８８万９千円、３．５％の減と

なっております。 

 １４ページに入りまして、交付金関係では、款３利子割交付金が決算額１，０４９

万８千円で、ほぼ前年度並みですが、款４配当割交付金は決算額３０１万９千円で、

前年度対比４７４万４千円の減額、また款５株式等譲渡所得割交付金については、

決算額１１１万９千円、前年度対比３５６万円の減額となりました。 

 次に款６地方消費税交付金につきましては、個人消費の動向により決算額は１億

７，３８４万４千円で、前年度対比マイナス３．６％、６５４万円の減といった状

況になっております。 

 次に、款７自動車取得税交付金については、２，９８１万６千円で、前年度対比

マイナス１０．３％、３４３万８千円の減となっております。 

 続きまして、１５ページの款８地方特例交付金につきましては、個人住民税にお

ける住宅借入金等特別税額控除の実施に伴い、地方公共団体の減収を補うため、減

収補てん特例交付金が交付され、特例交付金全体では３，９４８万円、前年度対比
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３７．８％、１，０８３万２千円の増額となっております。 

 次に、款９地方交付税についてでございますが、普通交付税は基準財政収入額

が税収の法人割について伸びが算定されたことなどから８．４％の増となってお

ります。また基準財政需要額は地方再生対策費が算定に加わったことなどにより

２．４％の増となり、普通交付税額では４億４４９万１千円で、前年度対比マイナ

ス２５．２％、１億３，６３１万円の減額となったところであります。また特別交

付税については、頑張る地方応援プログラムによる割増算定などもありまして、１

億２，１９４万６千円でしたが、前年度対比ではマイナス１２％、１，６６５万１

千円の減額となりました。 

 なお、財政力指数につきましては、平成１８年度から２０年度までの３カ年平均

が０．８４９でありまして、前年と比較して０．０４４ポイント上昇しており、こ

れは県下８１市町村の中では３番目に位置しております。 

 款１０交通安全対策特別交付金につきましては、決算額２３３万９千円で、前年

度対比１７万５千円の減といった状況であります。 

 次に、１６ページの款１１分担金及び負担金につきましては、１億２，６２９万

５千円で、前年度対比２．０％、２５１万７千円の増となっております。 

 款１２使用料及び手数料については、５，４５４万５千円で、前年度対比

０．９％、４７万７千円の増であります。 

 続きまして、１８ページから２１ページまでの款１３国庫支出金につきましては、

まちづくり交付金事業による住宅団地整備、坂城駅前広場及び周辺道路整備事業、

あるいは食育・学校給食センター建設といった事業や村上小学校体育館の耐震化事

業等に取り組んでいることに加え、平成２０年度においては地域活性化・生活対策

臨時交付金に係る事業展開や定額給付金に係る繰り越し財源の受け入れがあったこ

となどから決算額は８億６，８０６万円で、前年度と比較して５億７，７２８万４

千円の大幅な増加となりました。 

 次に、２２ページから２５ページにかけての款１４県支出金につきましては、２

億５，５９３万４千円で、前年度対比２４４万４千円の増でした。選挙関係の委託

金が減少しましたが、平成２０年度から開始された後期高齢者医療制度に係る基盤

安定負担金の交付や農業用水路の改修事業に伴う農山漁村活性化支援交付金が増加

したことなどから、前年度対比１．０％の増となったところです。 

 款１５財産収入の内容につきましては、普通財産の貸し付け、公有財産売払収入
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として貞明保育園跡地などの売り払い、また基金積立金利子が主なもので、決算額

は８，３７３万３千円で、前年度対比６，７３８万４千円の大きな増となっており

ます。 

 続いて２６ページの款１６寄附金については、主にはふるさと寄附金で、決算額

は１１１万円となっております。 

 次に、款１７繰入金につきましては、工業用地の売却に伴う工業地域開発事業特

別会計からの繰り入れが３億９，８２３万円、財源不足を補うため財政調整基金か

ら１億３，０１３万７千円、公債費に充てるため減債基金から９，６６３万２千円

の繰り入れを行い、また、それぞれ事業目的に応じた特定目的基金からも所要額の

繰り入れを行っておりますが、決算額は６億５，７１２万７千円で、前年度対比４

億４，１７１万円の大幅な増加となりました。 

 次に、２７ページの款１８繰越金につきましては、６，２８２万円で、これは前年

度の純繰越額２，９８８万４千円に繰越明許費に係る繰越充当一般財源の３，２９３

万６千円を加えたものであります。 

 款１９諸収入につきましては、決算額５億４，３８１万６千円で、前年度対比

１，４０１万５千円の減となっております。主なものは町税延滞金、中小企業振興

資金貸付金元利収入、学校給食費納入金、土地開発公社からの人件費負担分等であ

ります。 

 歳入の最後になりますが、３０ページ、款２０町債につきましては、決算額５億

８，４９３万円で、前年度対比６，０６２万７千円の増額となったところでありま

す。主なものは、Ａ０９号線、坂都１号線、村上小学校改修工事に係る前年度から

の繰越事業分に加え、公営住宅建設事業債、まちづくり交付金事業に係る一般補助

施設整備等事業債、そして臨時財政対策債等でございます。 

 以上、歳入総額は７１億１，００１万９，０３５円で、前年度と比較してプラス

１４．４％、金額で８億９，４５０万３千円の増額となりました。 

 なお、調定額に対する収納率は、全体で９６．５３％でございます。これにて歳

入の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（春日君） 次に、歳出について。議会費は省略いたします。 

総務課長（宮下君） 歳出につきまして順次ご説明を申し上げます。 

 事業ごとの詳細説明につきましては、平成２０年度主要施策の成果及び実績報告

書をご覧いただきたいと存じます。 
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 ページ３６からとなります。款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、

主に特別職及び職員２６名分の給料、共済費等経常的経費でございます。報償費は

退職職員への記念品でありまして、対象は１１名でございました。健康スクリーニ

ング健診委託は佐久総合にしておりますが、健康スクリーニングは人間ドックを受

診していない職員、短期雇用の臨時職員を含め、４８名が受診しております。職員

派遣団体補助金は土地開発公社に出向しておりました職員２名分の給料等の負担分、

町村総合事務組合負担金は退職手当分でございます。職員研修事業といたしまして、

初任者向け文書事務研修会を開催いたしました。 

 なお、昨年度は市町村職員研修センター主催による海外研修に中堅職員１名が参

加し、福祉、環境等について学んでまいりました。また２０年度職員等の給与、定

員管理につきましては、町ホームページで公開をしております。 

 ３９ページ、目２文書費は、町から発送いたします文書の通信運搬費、町内文書

配達の委託費、印刷製本費は例規集の加除でございます。目３財政管理費の印刷製

本費は当初予算の印刷、有料道路の通行料は町全体のＥＴＣカードなどで一括管理

をしております。積立金は財政調整基金、減債基金への積み立てでございます。 

 なお、１９年度分の財政状況、財政比較分析表は町ホームページで公開しており

ます。 

会計管理者（中村君） 次に４０ページであります。 

 目４会計管理費でございますが、節１１需用費中消耗品費は一般的な事務用品類

の一括購入をいたしております。印刷製本費につきましては、決算書の印刷のほか

封筒などの印刷代でございます。節１２役務費につきましては、口座振替、公金収

納及び派出所業務それぞれの手数料でございます。 

まちづくり推進室長（塚田君） 続きまして、目５財産管理費についてでございます。

節１３委託料につきましては、金井地籍でご寄附をいただいた土地に係る不動産鑑

定評価の委託経費でございます。目６企画費では、企画政策推進経費につきまして

は、節８報償費はセミナー講師の謝礼等でございます。節１６原材料費は千曲川野

草園の整備に係る原材料、節１９負担金補助及び交付金につきましては、共同事務

等を行う長野及び上田広域連合への運営経費に係る負担金等でございます。 

 ４１ページでございますが、温泉管理事業につきましては、節１５工事請負費で

は、びんぐし湯さん館の外湯目隠し工事等の工事費でございます。節２５積立金で

は、坂城町振興公社からの納付金等をびんぐし湯さん館施設整備等基金へ積み立て
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たものです。まちづくり推進事業でございますが、節１報酬では、２７区の区長さ

ん方の行政協力員としての報酬で、節１３委託料は広報紙の配布等行政事務の委託

経費でございます。節１９負担金補助及び交付金では、地域づくり活動支援事業と

して１４区５団体への補助を行ったものでございます。 

 次に４２ページ、国際交流事業につきまして、節１９負担金補助及び交付金は、

町国際交流協会への補助金でございます。目７広報広聴費についてでございます。

広報広聴一般経費では、節１３委託料はインターネット系サーバー及び端末の保守

管理経費、節１４使用料及び賃借料はインターネット専用回線の使用料、節１８備

品購入費はパソコン端末１９台の購入費でございます。広報発行事業は節１１需用

費のうち印刷製本費で「広報さかき」の印刷費でございます。 

 ４３ページ、有線放送電話特別会計繰出金につきましては、特別会計への繰出金

でございます。電子自治体事業では、節１３委託料は機器の保守料及び設定料、節

１４使用料及び賃借料は機器の使用料であります。節１８備品購入費は設備更新に

伴う機器購入費、節１９負担金補助及び交付金は、高速情報ネットワークに係る負

担金等でございます。目８電算費、電算一般経費では基幹系業務に係るソフトウエ

ア及びハードウエアの保守料、使用料が主なもので、節１８備品購入費は端末の老

朽化に伴い、１２台を更新したものです。 

総務課長（宮下君） ４４ページ、目１０業務管理費は、役場庁舎管理にかかわる消

耗品費、光熱水費、通信運搬費等と庁用車に係る燃料費、自賠責保険料、重量税

等々でございます。地域活性事業債を活用いたしまして、エコ対策車として普通車、

軽乗用の２台の庁用車の更新をいたしました。 

住民環境課長（塩澤君） 次に、４５ページ、目１１防犯対策費でございます。需用

費の主なものは、防犯灯に係る光熱水費、修繕料でございます。工事請負費は各区

から要望のありました防犯灯新設工事で２５カ所設置をいたしました。修繕につき

ましては、３８カ所を実施しております。備品購入費では、更埴防犯協会から助成

をいただく中で防犯パトロール車を購入いたしました。負担金補助及び交付金は、

更埴防犯協会連合会等関係団体への負担金、補助金でございます。 

 続きまして、目１２交通安全対策費では、交通安全対策一般経費といたしまして、

交通指導員の報酬、毎年新入児童にお配りをしております交通安全ヘルメット等の

消耗品費、安協坂城支部に対する補助金等でございます。平成２０年中の町内の人

身事故は８３件で、前年対比マイナス３件、負傷者数も９人マイナスで１０６人と
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減少をいたしております。交通死亡事故につきましては、平成１９年１１月６日、

南条鼠地籍での発生以降、新たに死亡事故ゼロ１０００日を目指すとともに、町民

一人一人の交通安全意識の高揚を図るため、関係機関との連携を深め、交通安全町

民大会の開催、それから各期別の運動を展開をしております。それからまた、万一

の事故に備えて東信地区交通災害共済の加入促進を図っております。 

 ４６ページ、目１３消費生活費の主なものですけれども、消費生活指導員の報酬

と町文化祭にあわせて開催しております消費生活展に係る需用費でございます。廃

天ぷら油を活用した手づくり石鹸の利用促進など環境問題や悪質商法防止等の啓発

に努めました。 

まちづくり推進室長（塚田君） 続きまして、目１４男女共同参画推進費、４６ペー

ジから４７ページにかけまして、男女共同参画推進費では、節８報償費は２月に開

催いたしました「女と男、ふれあいさかき」の講師謝礼でございます。節１１需用

費中印刷製本費は女性団体連絡会の機関紙の印刷代、節１９負担金補助及び交付金

は、女性団体連絡会と男女共同みんなの会への活動補助金でございます。 

総務課長（宮下君） ４７ページ、目１６定額給付金給付事業は国の補助金によりま

して厳しい景気後退時の生活支援、地域の経済対策を目的といたしまして、１８歳

以下と６５歳以上に１人２万円、そのほかの方には１万２千円の給付をいたすもの

で、２０年度事業ということでありましたので、３月末から支給を開始いたしまし

た。印刷製本費、通信運搬費等々これらに係る経費でございます。なお、同事業に

つきましては、２１年度に繰越事業として取り組んでおりますが、８月３１日現在、

世帯数５，９８８世帯、９６．３％、給付済額２億５，４８５万６千円、９８．２％

が給付済みとなっております。 

 ４７ページ、項２町税費になりますが、４８ページ、目１税務総務費は固定資産

評価審査委員３名の報酬、職員１０名分の人件費等経常的経費でございます。 

 ４９ページ、目２賦課徴収費、町税の前納報償金は固定資産税に係るもので、納

期前に完納いただきました件数は３，２９８件でございました。印刷製本費は納税

通知書、申告書記載例等々でございます。委託料は課税収納のための電算委託費、

評価替えに伴います固定資産税の評価基礎資料整備委託等でございます。償還金、

還付加算金は町民法人税における予定納税額と確定納付額の差額でありまして、

３７件、１，１７１万円、個人町民税の税源移譲に伴います減額措置によりまして

５０９件、１，３５１万円でございます。 
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住民環境課長（塩澤君） 次に、４９ページから５０ページにかけまして、項３戸籍

住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費でありますけれども、主なものは、職員

の人件費等経常的経費でございます。需用費では住民票等の用紙、申請書の印刷、

委託料は人口統計処理、住基ネットセキュリティー対策、全国町字ファイルの処理

等の委託料でございます。使用料及び賃借料は戸籍システム、外国人登録システム

のソフト・ハードに係るものでございます。また顔写真付の証明書としまして利用

できます住民基本台帳カードについては、昨年度１０７枚を交付をいたしました。

平成１５年８月からこれまでの発行総数は１８９枚でございます。 

総務課長（宮下君） ページ５０、項４選挙費、目１選挙管理委員会費は選挙管理委

員４名の報酬等でございます。 

まちづくり推進室長（塚田君） 項５統計調査費、目１統計調査総務費、５０ページ

から５１ページです。統計調査総務費につきましては、県民手帳や県政要覧などの

購入費が主なものでございます。目２委託統計調査費、工業統計調査、学校基本調

査、輸出生産実態調査、住宅土地統計調査、経済センサスの５つの指定統計調査に

係る経費でございます。 

総務課長（宮下君） ５２ページ、項６監査委員費、目１監査委員費は、監査委員報

酬等でございます。 

福祉健康課長（中村さん） ５２ページの款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福

祉総務費からご説明いたします。 

 社会福祉一般経費は福祉委員の報酬、職員の人件費でございます。 

 ５３ページの節１９負担金補助及び交付金は、福祉委員協議会への補助金、民生

委員活動費交付金など福祉関係団体への補助金等でございます。社会福祉協議会補

助事業では、結婚相談等のヤングヒューマンネットワーク事業のほか、５４ページ

の戦没者追悼式など社会福祉協議会への補助金でございます。国保特別会計繰出金

事業は国保特別会計への繰出金でございます。 

住民環境課長（塩澤君） 次に、５４ページ、目２国民年金事務費でございますが、

国民年金業務につきましては、町では第１号被保険者の資格取得・喪失、住所変更

などの窓口事務を受け持っております。消耗品費では、成人者への年金手帳ケース

の配布、また年金システムに係る電算委託が主なものでございます。 

福祉健康課長（中村さん） 次に、目３老人福祉費の老人福祉一般経費では、節１９

負担金補助及び交付金で更埴地域シルバー人材センター負担金、５５ページの老人
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クラブ補助金、美山園デイサービスセンター建設償還補助などでございます。老人

福祉町単事業、節１３委託料は社協への委託事業として合同金婚式の開催、節２０

扶助費は敬老祝い事業で対象者は５２２人でございました。老人医療費給付事業で

は、扶助費として６８歳、６９歳の住民税非課税の方に対する医療費の助成でござ

います。高齢者生活支援事業につきましては、医療機関等への送迎などの外出支援

サービス、介護保険利用者負担軽減事業につきましては、介護保険施行以前からホ

ームヘルプサービス利用者で低所得の方に対する利用料の助成でございます。介護

保険特別会計繰出金事業は、介護保険特別会計への繰出金でございます。 

 ５６ページ、後期高齢者医療保険事業でございますが、後期高齢者医療システム

改修の委託料、広域連合への事務費負担金、医療給付費負担金、後期高齢者医療特

別会計への繰出金でございます。 

 次に、介護予防施設運営事業として、ふれあいセンター運営費などの支出でござ

います。５７ページ、目４心身障害者福祉費の心身障害者福祉一般経費では、負担

金補助及び交付金で、障害者程度区分認定審査会負担金、障害者スポーツ大会への

負担金、補助金、聴覚障害者支援としての補助が主なものでございます。重度障害

者介護慰労金支援事業では、報償費として在宅介護者への介護慰労金でございます。

福祉タクシー委託事業では、利用券交付者数１４３人、利用回数が１，８３３件で

ございました。心身障害者町単事業では、腎臓機能障害者通院費や、５８ページに

なりますが、希望の旅事業への補助金が主なものであり、扶助費では重度の障害者

に対する年金の支給、難病の特定患者見舞金が主なものでございます。福祉医療給

付事業では、国保連等への給付事業に関する電算委託、扶助費では重度障害者に対

する福祉医療費の支出でございます。自立支援給付一般事業費は、主治医意見書等

の障害者自立支援給付に係る事務的経費でございます。介護訓練等給付事業費につ

きましては、扶助費で介護給付事業としての居宅介護支援や生活介護支援事業、ま

た訓練給付事業としての就労移行・就労継続支援事業などへの支出でございます。

償還金利子及び割引料では、障害者保護費等に係る国庫補助の精算でございます。 

 ５８ページから５９ページの自立支援医療事業費では、自立支援法に基づき、手

術等により障害の除去、病状等が改善するための医療について自己負担に係る医療

費の給付で、対象者は６人でございました。補装具支給等支援事業費についても、

同じく自立支援法に基づき、身体機能を補う用具の支援について給付を行ったもの

でございます。地域生活支援事業費でございますが、障害のある人の能力や適性に
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応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができる支援として手話通訳等の派

遣事業、千曲市と共同による相談支援事業、移動支援事業、日常生活用具支給等の

事業のほか、地域活動支援センターの委託事業を行ったものでございます。 

 ５９ページから６０ページの自立支援対策特別対策事業につきましては、自立支

援法の施行に伴う激変緩和措置で、新たな事業に直ちに移行できない事業者の経過

措置として円滑な移行促進を図るため、県による障害者自立支援対策臨時特例交付

金により造成された基金を活用して行った事業で、視覚障害者等情報支援整備とし

て拡大器、読み上げ器の購入、補助費として事業運営費、支援通所サービス利用促

進、進行性筋萎縮症緩和事業等を実施したものでございます。 

まちづくり推進室長（塚田君） 続きまして、目５人権同和推進費、６０ページか

ら６１ページ。人権同和推進一般経費では、節８報償費は人権を尊重し、豊かな福

祉の心を育む町民集会の講師謝金及び小集落改善事業に係る弁護士への報酬でござ

います。節１３委託料は、４カ所あります集会所等の委託管理費及び小集落改善事

業に係る土地の測量及び土地鑑定に係る委託で、節１７公有財産購入費は小集落改

善事業に関する土地の購入費でございます。節１９負担金補助及び交付金は、現在

６名お願いしております人権擁護委員さんに係る負担金及び解放運動団体への補助

金でございます。目６隣保館運営費、隣保館運営一般経費でございますが、職員１

名の人件費のほか運営に係る一般経費が主なものでございます。節８報償費では隣

保館ふれあいフェスティバル及びふれあい講座の講師謝金でございます。 

福祉健康課長（中村さん） 続きまして、６２ページ、目７高齢者対策費では、節

２０扶助費で養護老人ホームの入所措置を行い、高齢者の福祉の増進、家族の介護

軽減を図る事業でございます。年度末の入所状況は、はにしな寮７人、昭和寮１人

の計８人でございます。 

 次に、６２ページから６３ページの目８地域包括支援センター費では、要支援・

要介護高齢者及びその家族の地域ケアを支援する中核機関として運営を行ったとこ

ろでございます。臨時職員の賃金のほか委託料、使用料及び賃借料で介護予防ケア

マネジメント業務委託、介護給付システム補修委託、介護給付システムリースなど

が主なものでございます。老人福祉センター委託事業は、社会福祉協議会へ老人福

祉センターの管理委託をしたものでございます。このほか高齢者の寝たきり予防と

しての生きがい活動支援事業、在宅介護支援として家族介護支援事業などを実施し、

介護ニーズの総合的な対応と地域の高齢者やその家族の福祉の向上に努めたところ
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でございます。 

 ６４ページの緊急通報体制整備事業では、報酬としてひとり暮らし老人の訪問員

１１９人分、委託料では１８５台の安心電話の保守管理料でございます。 

 次に、６４ページ、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費では、扶助費の児童手

当が主なものであり、小学校卒業までの児童に対して支給を行ったものでございま

す。 

 ６５ページの乳幼児医療給付事業では、小学校入学前までの乳幼児に対し、医療

費の自己負担分を助成したものでございます。少子化対策事業につきましては、出

産祝金で、対象者は１０８人でございました。目２母子福祉費では家庭の自立育成

のため、扶助費として小・中学校入学と中学校、高校卒業者の母子家庭児童激励祝

金と母子・父子医療給付事業は母子家庭・父子家庭の福祉医療費でございます。目

３保育園総務費では、ここでの主なものは人件費でございます。 

 ６６ページの負担金補助及び交付金においては、他市町村への広域入所負担金と

して対応したものでございます。 

子育て推進室長（中沢君） ６６ページから７０ページにかけまして目４南条保育園

費、目６坂城保育園費、目７村上保育園費は、それぞれ各保育園の運営費で経常的

なものでございます。クラス数及び入所児童数につきましては、南条では１４クラ

ス、年間延べ２，０２４名、坂城保育園では１１クラス、延べ１，３８２名、村上

保育園では６クラス、延べ１，０２７名でございます。特別保育事業といたしまし

て、早朝及び夕方の延長保育、障害児保育及び南条坂城での一時預かり保育の実施、

地域活動事業といたしまして、未就園児に遊びの広場を提供するなかよし広場の開

催、世代間交流事業などを実施いたしました。 

教育次長（塚田君） ７０ページ、７１ページでございますが、目８児童館運営費、

目９放課後児童健全育成費につきましては、館長臨時職員の報酬、賃金のほか３

カ所あります児童館の運営費に係る経費で、３館合わせて２０年度、延べ３万

６，９００人余の利用がありました。開館日数は２５０日ということでございます。

下校時の下校後の時間、夏休みの過ごし方など工夫をし、運営をいたしたところで

ございます。 

子育て推進室長（中沢君） ７１ページ、目１０子育て支援センター事業費は、新セ

ンターの運営費でございます。年間利用者は延べ親子合わせまして７，７５５組、

育児相談等の相談件数は５５１件でございます。赤ちゃんに本を贈呈するブックス
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タート事業では、１２８名の乳児に本を贈呈いたしました。 

福祉健康課長（中村さん） 続きまして、７３ページの目３災害救助費、目１災害救

助費では、火災の見舞金として８件の支出がございました。 

 次に款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費のうち保健衛生一般経費

では、人件費などの経常的な経費でございます。 

 ７４ページ、精神保健福祉等事業では、精神保健福祉法に基づき、精神障害者の

障害者及びその家族等の相談に応じるとともに学習会の開催、あわせて長野精神保

健協議会、長野県家族会連合会等と連携し、活動を支援したものでございます。 

 ７５ページ、目２予防費の予防一般経費の委託料では、休日等の緊急救急医療を

確保するため、在宅当番医療制を千曲医師会、埴科歯科医師会に委託したものであ

り、負担金補助及び交付金では２次救急医療体制づくりのため、病院群輪番制を実

施したものでございます。結核関係一般事業では、結核レントゲン検診を実施し、

感染予防に努めたところでございます。７９１名の方が検診を受けられました。 

 ７５ページから７６ページの乳幼児健診事業では、母子保健法による乳幼児の健

康診査及び健康相談を実施いたしました。役務費として乳幼児の身体、精神の発達

及び歯科検診における医師の検診手数料、委託料では妊婦健診を実施したものでご

ざいます。予防接種事業では、乳幼児、小・中学生、一般を対象とした各種予防接

種に係る費用で、需用費の医薬材料費はワクチン等の購入、委託料ではインフルエ

ンザ、麻疹、風疹等の予防接種の医療機関への委託料でございます。高齢者インフ

ルエンザの予防接種を受けられた方は３，０６２人、接種率は６７．１％で、前年

度より１．３ポイントの増でございました。 

 ７６ページから７７ページ、目４健康増進事業費でございますが、健康診査及び

胃がんなどのがん検診等の受診促進を図り、早期発見に努めたところでございます。

いきいきヘルスアップ事業は特定健康診査、一般健康診査受診者の判定結果から要

経過観察者、要生活改善、要指導者に対し、集団学習会、健康相談、家庭訪問、運

動教室などを実施し、治療の必要性や生活習慣の改善に理解を深めていただきまし

た。 

 ７７ページから７８ページの後期高齢者健康推進事業は、７５歳以上の方の健康

増進を図るため、人間ドック、一般健康診査の助成をいたしたものでございます。

健康づくりサポート事業でございますが、信州大学医学部附属病院院長の小池先生

をお招きし、行いました健康づくり、子育て支援講演会の経費でございます。目５
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保健センター管理費でございますが、工事請負費につきましては、事務費、診察室

を増築し、雨樋の修繕を行ったものでございます。そのほかは保健センター管理に

要した経常的な経費でございます。 

住民環境課長（塩澤君） 次に、目６環境衛生費では、主なものは、雑排水浄化槽汚

泥処理、不法投棄されたごみの撤去、獣医師会への狂犬病予防注射などの委託料と

毎年６月の環境月間にあわせて実施いただいております各区の環境浄化整備事業に

対する補助金でございます。 

 なお、雑排水浄化槽汚泥処理料については、下水道の普及によりまして前年度対

比マイナス６．５％になっております。 

 ７９ページ、目７公害対策費については、町内河川の水質調査等の委託料でござ

います。３月に実施いたしました定期調査結果については「広報さかき」でお知ら

せをいたしております。続きまして目８環境保全対策費でございますが、主に不法

投棄防止のための啓発看板の作成をいたしました。 

建設課長（村田君） ８０ページ、目１０合併処理浄化槽設置費につきましては、浄

化槽３２基分について補助金の交付をいたしたものでございます。 

住民環境課長（塩澤君） 同じく８０ページ、項２清掃費、目１清掃総務費では、毎

年各家庭にお配りをしておりますごみ、資源物、分別収集計画カレンダーの印刷費、

それから区が実施をいたしました収集所の整備に対する補助金が主なものでござい

ます。 

 なお、カレンダーにつきましては、英語、ポルトガル語、中国語版も作成をして

おります。目２塵芥処理費では消耗品費といたしまして指定ごみ袋の購入が主なも

のでございます。すべての指定袋には、ごみの出し方につきまして日本語と同じ内

容を英語、ポルトガル語、中国語で記載をいたしております。また委託料につきま

しては、可燃・不燃、資源ごみ等の収集運搬処理、容器包装等の収集運搬、粗大ご

み不法投棄処理に係る委託費用でございます。さらなるごみの減量化に向けまして

分別収集の徹底を図ってまいったところであります。そのほか長野広域連合葛尾組

合の負担金、ＰＴＡ等の団体が実施しました資源改修事業の奨励金、生ごみの堆肥

化容器等設置に対する補助金などが主な内容でございます。生ごみ堆肥化容器補助

件数については、昨年は２０件ございました。 

 続いて８１ページ、目３し尿処理費については千曲衛生施設組合負担金及びし尿

投入手数料に係る負担金でございます。処理量については、これも下水道の普及に
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よりまして前年度対比マイナス６．７％といった数字になっております。 

産業振興課長（宮﨑君） 続きまして、８３ページにかけまして款５労働費、項１労

働諸費、目１労政費でございますが、主なものといたしまして、まず労政一般経費

では職員１名分の人件費と、８２ページの節８報償費で、駅前清掃謝礼を地元老人

クラブへ支出しております。続いて勤労者福祉対策事業でございますが、節１９負

担金補助及び交付金で関係機関への補助金や補給金として支出しております。主な

ものといたしましては、更埴地域勤労者共済会への補助がございます。また節２１

貸付金につきましては、勤労者生活資金貸付預託金ということでございます。昨年

は３件、２００万円の融資となっています。 

 ８３ページの勤労者総合福祉センター管理一般経費では、節１３のセンターの管

理委託料を支出いたしました。続きまして目２労務対策費では、労務対策一般経費

で節１９のテクノハート坂城協同組合への補助金が主なものとなっております。 

 次に８４ページにかけまして款６農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費

でございます。これは農業委員会にかかわる経費でございます。農業委員会一般経

費の主なものといたしますと、委員１６名分の報酬と職員２名分の人件費、次の農

業者年金業務につきましては、加入推進に向けた経費となっています。 

 次に８５ページにかけて目２農業総務費の農業総務一般経費では、職員４名分の

人件費等の経常経費でございます。２０年度で最後となりましたが、県事業として

実施していた埋設農薬処理事業への負担金、また農業用廃プラスチック処理事業と

してＪＡと２分の１ずつ処理に対する補助を行ったところでございます。 

 次に、８７ページまでの目３農業振興費では、農業振興一般経費として節１３委

託料では有害鳥獣の駆除を猟友会へ委託し、次の８６ページになりますが、節１９

の農業経営基盤強化資金利子の助成については２件分、有害鳥獣から農産物を守る

電気柵等への設置補助、これは２５件分、環境保全型農業を推進するために果樹へ

の消毒を減らすコンヒューザーの実施補助、さらに入横尾等５集落を対象とした中

山間地域直接支払事業補助を行いました。次に地域営農推進事業は、当町に見合っ

た長期的な農業・農村の振興を図る、そういう事業でございます。農業支援センタ

ーの補助や特産品振興事業補助金として、味ロッジわくわくさかきへの補助を行い

ました。 

 ８７ページにかけて生産調整推進対策事業につきましては、坂城町水田農業推進

協議会を通じ、単独の転作推進補助金などを交付し、事業推進に努めたところでご
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ざいます。２０年度につきましては、町民の皆さんのご協力によりまして計画内に

おさめることができたところでございます。農振地域整備促進事業につきましては、

農業振興地域の一部除外にかかわる委員の報酬等の経費でございます。次の農地銀

行活動促進事業につきましては、町内５カ所のファミリー農園の借上料でございま

して、６９件の貸し付けを行ってございます。次の農産物加工施設管理費につきま

しては、農産物加工センターの光熱水費が主な支出となっています。 

 ８８ページにかけまして、目４畜産費でございますが、家畜防疫の推進と家畜衛

生技術の普及研鑚を図るということで、北信地域の市町村、ＪＡによって北信家畜

畜産物衛生指導協会を組織して行っているところでございます。そこにかかわる町

分の負担金を支出してございます。目５農地費では、農地一般経費として１３節で

農道管理ということで上平線の草刈り等をシルバー人材センターに委託しておりま

す。また１９節の負担金については、これまで実施いたしておりました土地改良事

業にかかわる農林漁業資金の償還負担、件数でいうと１０４件分でございますが、

また六ケ郷用水組合やそれぞれの土地改良団体への負担金を交付いたしました。次

の農道等基盤整備町単事業では、町が実施いたしました農道整備、水路改修工事等

９地区を整備いたしました。８９ページの町単補助事業は、自治区からの要望を受

け、原材料支給や工事に対する補助を行いまして、１９地区の整備を進めました。

次の農地水環境保全向上対策事業につきましては、これは１９年度から始まった事

業でございますが、補助対象環境が整っている上平みどりの里への補助に対し、

１９節において地域協議会へ負担したものでございます。次の農山漁村活性化支援

交付金事業につきましては、同じく１９年度から始まった土地改良事業でございま

して、越水や漏水被害を起こしている中之条用水の改良、梅の木のため池の改修を

行ったところでございます。次の農業用水水源地域保全対策事業につきましては、

農業用水の水源地域となる森林整備を行う調査の一環ということで、頭首工台帳の

整備を行うということでございまして、町内に１０カ所の調査及び台帳整備を実施

したところでございます。 

 次に９０ページでございますが、項２林業費、目１林業総務費、これにつきまし

ては職員１名分の人件費でございます。 

 次に、９２ページまでの目２林業振興費でございますが、まず林業振興一般経費

につきましては、９１ページになりますが、１９節の森林整備地域活動支援交付金

ということで、南条生産森林組合と上五明区の森林整備地域活動に対しまして、国、
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県とともに交付金を交付したところでございます。また森林づくり推進支援事業に

つきましては、森林税を活用した事業として間伐事業への補助や小学校での森林教

育に対しての補助ということでございます。 

 ９１ページの松くい虫防除対策事業につきましては、松くい虫の被害を減らすた

め、上平、苅屋原地区の山林２５haへヘリコプターによる空中散布を行いまして、

被害木１，５２７㎥の伐採駆除を行ったところでございます。 

 ９２ページにかけての町有林管理事業につきましては、林業委員を委嘱し、町有

林の管理整備を行っているところでございます。主には節７ということで、下草刈

りや除間伐作業にかかわる賃金を支出しております。次の特用林産振興事業につき

ましては、五里ケ峰トンネル横坑前に建設した特用林産物生産施設、原木きのこの

生産施設でございますが、これにかかわる光熱水費等の経費を支出いたしました。

次に目３林道事業費、林道事業一般経費につきましては、林道の維持管理に伴う経

費でございますが、主なものとして、節１５の工事請負費で、更埴坂城線の土砂撤

去などの９カ所の整備を行ったほか、林道の補修等にかかわる重機借り上げやコン

クリート等の補修用材料を支出したところでございます。 

議長（春日君） 説明の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたしま

す。 

（休憩 午後２時３０分～再開 午後２時４１分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

産業振興課長（宮﨑君） それでは、９２ページをお開きいただきたいと思います。 

 ９２ページから９３ページにかけまして、款７商工費、項１商工費、目１商工総

務費でございますが、その主な内容は職員６名分の人件費となっております。また

１９節におきまして、中小企業能力開発学院事業への補助、坂城テクノセンターへ

の職員派遣団体補助金を支出しております。項２商工振興費でございますが、９４

ページにかけまして商工振興一般経費ということでございます。１９節において、

主なものといたしまして商工業振興補助金、３１社へ交付をしてございます。また

商工会経営改善普及事業、ＩＳＯ取得事業ということで１社への補助、景気浮揚策

として商工会が行ったプレミアム商品券事業への補助金を交付いたしました。中小

企業対策事業といたしまして、１９節で保証料補給金、これについては１３０件に

交付してございますが、あと東京ビッグサイトで開催された機械要素技術展等への

出店補助、節２１貸付金で中小企業振興資金の貸付預託金を町内４金融機関に支出
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し、２０年度においては３２件、１億３，４７０万円の融資を行ったところでござ

います。 

 ９５ページにかけて中心市街地活性化事業につきましては、節１１で中心市街地

コミュニティセンター及び商業インキュベーターにかかわる光熱水費と節１３で株

式会社まちづくり坂城へ同コミュニティセンターの管理を委託したところでござい

ます。まちづくり交付金坂城駅周辺地域交流推進事業につきましては、まちづくり

交付金を活用して実施したハード事業に対し、ソフト事業を展開することにより所

期の目的を効果的に達成しようということで、制度上義務づけられた事業でござい

ますが、実施は２０年と２１年の２カ年でございます。２０年度につきましては、

商工会のお客様感謝祭とあわせて中心市街地コミュニティセンターで絵本の読み聞

かせ、フルート、三味線、琴の演奏会を開催いたしました。全体では感謝祭で２千

人を超えるお客様にお集まりいただいたところでございます。 

 続きまして目３観光費でございますが、９６ページにかけて観光一般経費として

報償費、委託料で葛尾、弧落城遊歩道、南条記念公園の草刈り等手入れ作業を地元

区へお願いしております。１９節において各種観光団体等への負担金を支出いたし

ました。また町民祭り事業につきましては、実行委員会への補助となっております

が、参加連につきましては４６連、１，２４１人ということになってございます。

目４商工企画費でございますが、商工企画一般経費といたしまして、信州大学繊維

学部と町とで連携・協働に関する協定を結ぶ中で産学官連携コーディネート事業を

委託しておりまして、１３節において支出しております。また１９節において工業

関係各種団体への負担金、補助金を交付いたしました。工業団地整備事業につきま

しては、テクノさかき工業団地内にある街灯の電気代、また特別会計で中之条の坂

城オリンパス用地を購入分譲したことに伴う差額の一部を今後の基盤整備等に活用

するために工業振興施設等整備基金へ積み立てを行いました。 

 ９７ページの坂城テクノセンター支援事業につきましては、同センターの運営補

助並びに建設費償還補助を行ったところでございます。これは平成２５年までとい

うことでございます。また同センターが国庫補助を受けて試験計測器を導入するの

に対しまして、センター負担分の一部について補助金を交付いたしました。 

 ９８ページにかけた鉄の展示館管理一般経費では、管理に係る経費の支出でござ

いますが、昨年度は企画展を３回開催したところでございます。これにかかわる８

節の報償費の謝礼、節１１需用費のパンフレット等の印刷費、節１２役務費の通信
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運搬費や展示品の保険料、広告料を支出いたしました。節１３の委託料では、館の

管理等の業務について株式会社まちづくり坂城へ委託料として支出いたしました。

また節１５工事請負費では、鉄の展示館の活動等施設への評価をいただく中で刀剣

のご寄贈も増えてきておりまして、これらを展示するために展示室の改修工事をさ

せていただいたところでございます。 

建設課長（村田君） ９８ページから９９ページ、款８土木費、項１土木管理費、目

１土木総務費でございますが、職員５名分の人件費が主な内容でございます。 

 ９９ページから１００ページ、項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費でございま

すが、節１１需用費の光熱費につきましては、道路照明灯の電気料であります。節

１３委託料につきましては、町道の認定、廃止、改良に伴います道路台帳の保守管

理業務の委託料であります。節１９負担金補助及び交付金は、各区への土木事業の

補助事業でありまして、２５区への補助を行ったものでございます。交通安全施設

整備事業では、カーブミラー、ガードパイプ、路面表示等を２３カ所整備し、また

既存の施設で修繕が必要になったものを修繕したものでございます。 

 １００ページ、目２道路維持費でございますが、節１３委託料につきましては、

Ａ０１号線、文化センター通り、逆木通り、鼠橋通りの街路樹の剪定、除草及び清

掃作業委託でございます。町内主要幹線道路の除雪、融雪剤散布委託につきまして

は、暖冬ということもありまして昨年比３２％の７１万８，６２０円でありました。

節１５工事請負費は町内一円の道路の舗装、側溝等の補修工事で、１９カ所の補修

工事を実施いたしたものでございます。節１６原材料費につきましては、道路補修

用のアスファルト舗装材料、側溝の蓋等の購入費でございます。 

 １００ページから１０３ページ、目３道路新設改良費でございますが、Ａ０１号

線道路改良事業では、節１３委託料につきましては詳細設計、物件調査等３件の委

託料でございます。節１５工事請負費につきましては、南条小学校東側産業道路の

山金井交差点北側の道路改良工事が１件でございます。Ａ０９号線道路改良工事で

ございますが、節１５工事請負費につきましては、７１０ｍの舗装にかかわる道路

改良工事等でございます。 

 １０１ページ、節１７公有財産購入費につきましては、用地代が１件でございま

す。この２０年度工事により平成１０年度から進めてまいりました鼠橋テクノさか

き工業団地への基幹道路の整備が完了いたしました。地権者等関係の方々にご理解

ご協力をいただき、無事に進めることができました。改めて御礼を申し上げる次第
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でございます。 

 １０２ページ、道路新設改良一般事業でございますが、節１７公有財産購入費に

つきましては、用地代が２件でございます。節２２補償補てん及び賠償金につきま

しては、工作物等補償が２件でございます。まちづくり交付金開畝地区道路改良事

業でございますが、中之条団地周辺道路１７０ｍの道路改良工事でございます。ま

ちづくり交付金坂城駅周辺道路整備事業でございますが、節１３委託料につきまし

ては、用地測量等委託が３件でございます。節１５工事請負費につきましては、道

路新設工事が２件でございます。 

 １０３ページ、節１３公有財産購入費につきましては、用地代が７件でございま

す。節２２補償補てん及び賠償金につきましては、電柱等３件、立竹木等の補償２

件でございます。 

 １０３ページ、繰り越しのＡ０１号線道路改良事業でございますが、節１５工事

請負費につきまして、道路改良工事１件でございます。繰り越しのＡ０９号線道路

改良事業でございますが、節１５工事請負費につきまして、道路改良工事３件でご

ざいます。繰り越しのまちづくり交付金坂城駅周辺道路整備でございますが、節

１５工事請負費につきましては、道路新設工事３件でございます。 

 １０３ページから１０４ページ、項３河川費でございますが、目１河川総務費で

は河川愛護団体１９団体への補助金が主な内容でございます。目２河川改良費では、

節１５工事請負費につきましては、水路の新設工事が２件でございます。 

 １０４ページから１０５ページ、項４住宅費、目１住宅管理費につきましては、

職員１名分の人件費のほか町営住宅及び改良住宅の住環境整備にかかわる維持管理

経費でございます。また２月２５日に発生いたしました戌久保団地の住宅火災に伴

いまして被災者用住宅の修繕及び被災住宅の解体工事を実施いたしました。 

 １０６ページから１０７ページ、目２住宅新設改良費、まちづくり交付金住宅団

地整備事業につきましては、中之条団地ＣＤ棟の建設工事にかかわる経費でござい

まして、Ｃ棟が３ＤＫ８戸、Ｄ棟が２ＬＤＫ８戸、計１６戸の整備を行ったところ

でございます。繰り越しまちづくり交付金住宅団地整備事業につきましては、平成

１９年度事業の中之条団地ＡＢ棟２棟２４戸の建設工事でありまして、平成２０年

４月４日に竣工したところでございます。中之条団地につきましては、２階建て４

棟４０戸の整備が完了し、現地見学会、入居申し込み、抽選会を経て入居を開始し

たところでございますが、現在４０戸中３８戸が入居済みという状況でございます。 
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 １０６ページ、目３住宅建築物耐震改修事業は、節１３委託料は住宅の耐震診断

にかかわる診断士の耐震診断業務委託料でありまして、簡易診断１０戸、精密診断

１８戸、避難施設２カ所の診断を実施いたしました。節１９負担金補助及び交付金

につきましては、住宅の耐震補強工事に伴う補助金でございまして、２０年度は２

件の申請があったところでございます。 

 １０６ページから１０７ページ、項５都市計画費、目１都市計画総務費のうち都

市計画総務一般経費は、都市計画事業にかかわります職員の人件費並びに県道上室

賀坂城停線、田町工区整備にかかわる県事業負担金が主な支出となっております。

まちづくり交付金事業坂城駅前広場事業につきましては、駅前広場整備に伴う工事

請負費、公有財産購入費が主な支出でございます。 

 １０７ページから１０８ページ、目２街路事業費でございますが、節１３委託料

につきましては、測量設計委託料１件、補償算定１件でございます。節１５工事請

負費につきましては、道路改良工事４件でございます。節１７公有財産購入費につ

きましては、用地代が１件でございます。節２２補償補てん及び賠償金につきまし

ては、電柱移転等の補償５件でございます。繰り越しの都市計画街路事業でござい

ますが、節１５工事請負費につきまして、道路改良工事６件でございます。 

 １０８ページ、目３下水道費でございますが、下水道事業特別会計への繰出金で

ございます。 

 １０８ページから１１０ページ、目４公園管理費のうち公園管理一般経費は、び

んぐしの里公園、和平公園など、さかき千曲川バラ公園を除く公園緑地の管理費、

事業費で、株式会社坂城町振興公社への委託料の支出及びテニスコート１面の人工

芝張り替え工事が主な支出となっております。花と緑のまちづくり事業は、さかき

千曲川バラ公園にかかわる経費が主な経費で、バラ公園拡張整備のための測量設計

等の委託料、建設工事費、公有財産購入費を支出いたしました。まちづくり交付金

公園整備につきましては、中之条団地の北側隣接地に公園を整備するものでござい

まして、節１７公有財産購入費は公園用地１，６８５㎡の用地取得費でございます。 

 １１０ページから１１１ページ、項６高速交通対策費、目１高速交通総務費につ

いてでございます。節１１需用費、光熱水費は、坂城駅前トイレの上下水道と電気

代、高速バス停駐車場、テクノさかき駅街灯の電気代でございます。修繕料につき

ましては、駅トイレ、水回りの修理代などであります。節１３委託料は、坂城駅及

びテクノさかき駅の管理業務委託費及び町内循環バスの運行事業委託費でございま
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す。節１９負担金補助及び交付金につきましては、坂城町国道バイパス県道整備促

進期成同盟会への負担金及び坂城町地域交通利用促進協議会への補助金でございま

す。 

 １１１ページ、目２高速交通対策整備費につきましては、渇水対策事業として設

置した８カ所の井戸の電気代が主なものでございます。 

 １１１ページから１１２ページ、項７地籍調査費、目１地籍調査事業費につきま

しては、坂城３区及び網掛３区の地籍調査の再調査が主な内容でございまして、節

１３委託料につきましては、再調査にかかわる測量業務委託費でございます。 

住民環境課長（塩澤君） 続きまして、１１２ページから１１４ページにかけて、款

９消防費、項１消防費でございます。目１常設消防費では、千曲坂城消防組合及び

消防防災航空隊の負担金でございます。目２非常備消防費については、消防団員に

係る報酬、退職報償金、共済負担金、出動交付金、分団運営補助金等が主なもので

ございます。平成２０年、暦年の火災件数は９件でありまして、前年対比では１件

の増となった次第であります。内訳は建物火災が７件、その他が２件ということで

ございます。目３消防設備費については、消防団の詰所、ポンプ車、積載車等の機

械器具や防火水槽、消火栓の維持管理に関する経費でございます。主なものといた

しましては、第５分団の積載車及び第６分団の小型動力ポンプの更新でございます。

消火栓工事につきましては、新設が２基、修繕が２基、また防火水槽の修理としま

して４０ｔ級防火水槽の有蓋化１件の整備をいたしたものでございます。 

建設課長（村田君） １１４ページ、目４水防費でございますが、節１１需用費は鼠、

四ツ屋、網掛にございます３カ所の水防倉庫の水防用備蓄材の購入費、水防倉庫の

補修費、水防用機器の整備費等でございます。水防訓練につきましては、町防災訓

練にあわせて実施をいたしたところでございます。 

教育次長（塚田君） 続きまして、１１４ページから款１０教育費、項１教育総務費、

目１教育委員会費について申し上げます。 

 教育委員会費の一般経費につきましては、教育委員報酬を初め委員の運営におけ

る経常的経費でございます。目２事務局費の一般経費につきましては、教育相談に

係る相談員の報酬、特別職、一般職の人件費のほか、１１６ページになりますが、

節１３委託料につきましては、教職員の健康診断、小・中学校のごみ収集運搬手数

料、負担金補助及び交付金につきましては、児童生徒が加入する災害共済掛金及び

会議費等の負担金であります。 
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 なお、２０年度積立金としまして文教施設の整備基金へ２億８，０２１万６千円

を積み立ててございます。 

 続きまして教育振興費の節７賃金ですが、不登校、それから外国籍児童生徒のた

めの指導者賃金、報償費では広中平祐先生によります算数、数学大好き授業、負担

金及び交付金では村上小学校６年生が対象の３０人規模学級任意協力金、特色ある

学校づくり交付金、それから部活動の補助金等が主なものでございます。 

 続いて１１７ページ、小・中学生国際交流事業につきましては、１９負担金及び

交付金におきましては、中国上海嘉定区との教育交流の参加補助、交流事業では外

国人指導者の方との交流を通じての国際理解を深め、豊かな国際感覚を身につける

事業として実施をしたものでございます。私立幼稚園補助事業につきましては、町

内に居住し、私立幼稚園に通う園児に対しまして就園の奨励及び幼稚園の運営費、

給食費及び振興に対する補助事業として実施をいたしたものであります。教員住宅

管理事業につきましては、町内４カ所にあります教員住宅の維持管理に関する経費

であります。 

 続きまして、１１８ページになりますが、学力向上事業につきましては、小学校

２年生以上中学校３年生までの児童生徒の学力調査を行いまして、その実績を踏ま

え、中小共通のテーマをもとに児童生徒の学力向上に向け、問題解決型学習を基本

とする授業改善と指導力の向上を図ってきたところです。また小学校４年生から中

学校３年生につきましても、体力テストの実施を行いまして、バランスのよい体力

づくりに向けた教育指導も行われたところであります。また問題をかかえる子供等

自立支援事業につきましては、相談支援推進協議会によりまして小・中学校、家庭

児童相談員、稲荷山養護施設などの各支援機関におきまして問題を抱える子供たち

の支援や地域ぐるみでの支援事業として取り組みを行ったところであります。学校

支援地域本部事業につきましては、地域全体で学校教育を支援するために学校支援

地域本部事業を導入いたしまして、学生ボランティアによる学級支援、英語教育支

援、ばら栽培支援等々学校と地域との連携体制と学校教育の充実を図ったところで

あります。 

 １１９ページ、項２小学校費、目１小学校総務費の一般経費につきましては、職

員の人件費のほか節１５工事請負費につきましては、南条小学校のプレイルーム改

修工事、坂城小学校プール濾過装置改修工事、音楽室屋根防水工事、村上小学校の

体育館渡り廊下改修工事などを行ったところであります。坂城小学校耐震化事業に
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つきましては、耐震化工事の実施に向けて坂城小学校南校舎及び渡り廊下、プレイ

ルーム棟、体育館の耐震診断を二次診断として実施したところであります。また村

上小学校耐震化事業につきまして、繰越事業になりますが、体育館の老朽化が激し

いということの中で耐震診断の結果も考慮して耐震工事にあわせ、耐震性の確保と

安心して授業が受けられるよう体育館の耐震工事を行ったところであります。 

 続いて１２０ページ、南条小学校管理費ですが、学校運営及び校舎設備の管理の

ための経常的経費でありまして、以下管理費につきましては、各小学校ともほぼ同

じ内容になっておりますので、南条小学校についてのみ申し上げていきたいと思い

ます。 

 節１報酬につきましては、学校医、薬剤師の報酬、節７賃金は図書館司書の賃金、

節１３委託料は警備保障、電気補償等の設備管理と児童の心電図、貧血検査などの

検診委託料及び学校庁務の業務委託料となっております。節１８備品購入費では、

プロジェクター、マグネットスクリーン、掃除機などの校内用の備品となっており

ます。 

 １２１ページ、目３南条小学校教育振興費につきましては、教科学習に係る費用

が主なものであります。管理費同様各小学校ともほぼ同様の内容ですので、南条小

学校について申し上げさせていただきます。 

 節８報償費は体験学習やクラブ指導の講師謝礼、節１１需用費ではパソコン、印

刷機等のインク・マスター、用紙等の消耗品、節１８備品購入費では顕微鏡、オル

ガン、立奏木琴、児童用図書の教材用備品を購入いたしたものです。また節２０扶

助費の就学援助費と特殊教育就学援助費でございますが、２０年度の扶助費の対象

児童は、小・中学校合わせて１１４名、総額７８０万２千円でございました。 

 続いて１２５ページをご覧いただきたいと思います。 

 項３中学校費、目１中学校総務費、一般経費につきましては、職員の人件費と節

１１需用費ではパソコンサーバー等の整備、１３委託料では英語指導助手業務を委

託した経費でございます。目２学校管理費につきましては、小学校同様学校の運営、

校舎設備の管理のための消耗品、光熱水費、校舎の修繕費などの経常的経費が主な

ものでございます。 

 １２６ページ、目３教育振興費、節１１需用費につきましては、各教科の学習の

消耗品、楽器等教材用の備品の修理が主なものであります。また節１８備品購入費

では、吹奏楽器、技術教材としての卓上ボール盤、それからサッカーゴール、教育
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用ビデオなどの購入をしたものでございます。 

 続いて１２７ページになりますが、項４社会教育費、目１社会教育総務費につい

て申し上げます。 

 社会教育委員、生涯学習審議会委員の報酬、職員人件費のほか、１２８ページに

なりますが、１９負担金補助及び交付金では文化協会、婦人会、それから千曲川陣

太鼓保存会などへの補助金が主なものでございます。文化の館事業では、報償費に

おきましてお茶会等の講師謝礼が主なものであります。 

 １２９ページ、目２公民館費、公民館一般経費につきましては、節１報酬につい

ては副館長、分館役員の報酬のほか、節１９負担金補助及び交付金では分館活動費

として２７区への助成が主なものでございます。各種公民館事業がございますが、

公民館事業といたしましては、各種文化講座の開催、納涼音楽会、成人式、文化祭、

それから席書大会、千曲川シネマフェスタ等、また健康体力の増進に関する事業で

は、春のスポーツ大会、町民運動会、分館対抗球技大会等を行っております。また

公民館報は年５回発行をいたしたところであります。 

 １３０ページになりますが、分館等施設整備事業については、１１分館の設備修

理に対しまして補助を行ったところであります。目３図書館費でございますが、一

般経費の節７臨時職員の賃金のほか節８報償費につきましては、図書館講座に係る

講師の謝礼でございます。 

 １３１ページ、１８の備品購入費では、一般図書、約３，６５０冊を購入いたし

ました。また図書館ネットワーク事業では２市２町１村１大学の図書館、学校図書

館等との連携を密にし、検索、予約、貸し出し等の充実を図り、そのための費用と

してネットワークシステムの保守委託料、機器の賃借料、共通経費の負担金を合わ

せ、８０５万３千円の支出となっております。 

 なお、図書館の利用者数は１日平均５５名、１日平均貸出数は２６０冊余、年間

民間１人当たり４．４冊という状況になっております。次に文化財保護費について

でございますが、一般経費につきましては、文化財保護審議会の開催における文化

財センターの管理運営に係るものでございます。 

 １３２ページ、節１９負担金補助及び交付金では、文化財保存会１６団体、無形

文化財保持者への補助が主なものです。坂木ふるさと歴史館事業一般経費につきま

しては、ふるさと歴史館管理運営に係る経費で、信濃村上氏関連の常設展示のほか

「北国街道 横吹の今昔」の企画展示を２０年度は行ったところでもございます。 
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 １３３ページ、さかきルネッサンス文化財展示事業につきましては、青木下遺跡

出土遺物を中心に町内各遺跡で発掘された旧石器時代から中世に至るまでの出土品

を展示し、埋蔵文化財センターに展示室として開室したところでございます。埋蔵

文化財発掘調査事業につきましては、開発行為に伴う立会い調査、試掘調査及び整

理作業を行いまして遺跡保護を努めたところです。試掘調査８カ所、立会い調査

３１カ所、出土品（金属製品）保存処理等を行ったところでございます。 

 １３４ページ、上町遺跡発掘調査事業の４と５につきましては、坂都１号線道路

拡幅工事及び住宅造成に伴う緊急発掘調査として実施したものでございます。 

 １３５ページ、目５の資料館管理費では、格致学校歴史民俗資料館の管理に係る

ものでございまして、歴史の森教室、絵画展を開催し、文化遺産のPRに努めてきた

ところでもあります。目６文化センター管理費、一般経費につきましては、文化セ

ンターの維持管理に係るものが主なものでございます。 

 委託料につきましては、１３６ページになりますが、宿日直、それから清掃、ボ

イラー業務、シルバー人材センターへの委託、エレベーター、電気の保安、浄化槽

等の設備整備に係る委託でございます。節１５工事請負費では文化センターの屋根、

防水改修工事を行ったところでもございます。それから文化センターの第２駐車場

の整備事業、文化センターの利用促進のために土地を取得しまして第２駐車場とし

ての整備を図ってまいりました。８４３㎡、３３台分を確保したところでもありま

す。次に目７青少年育成費の一般経費では、事業をとり行う中で子供会リーダー研

修会、通学合宿の支援、ウォークラリー大会を行い、地域全体として青少年の健全

育成に努めたところであります。負担金補助及び交付金につきましては、青少年を

育む町民会議への補助が主なものであります。 

 １３７ページ、目９生涯学習振興費につきましては、キャッチフレーズになって

おります「いつでも、どこでも、誰でも」をテーマに、さかきふれあい大学を運営

し、生涯学習の推進に努めてきたところです。教養講座として講演会５回、専門講

座を２４回開催しまして大勢の皆さんに参加をいただきました。このほか出前講座、

長野大学坂城町講座等のほか、公表になっておりますライフステージエコーの実施

などに係る費用が主なものでございます。 

 項５保健体育費、目１保健体育総務費の一般経費につきましては、１３８ページ

になりますが、体育指導員への報酬、節８報償費では技術審判員、技術役員への謝

礼、大会参加費等でございます。また各種スポーツ教室開催事業といたしましては、
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町民の方がスポーツに親しみ、健康増進や体力の向上を図るために、高齢者スポー

ツ交流会、よい子のスポーツ教室、キッズスポーツ教室、スキー・スノボー教室等

を開催いたしたところであります。体育施設整備事業につきましては、グラウンド、

体育館等の体育施設の管理補修を行い、利用しやすい施設を目指してきております。 

 続いて１３９ページ、目２武道館管理費一般経費、武道館の施設管理費用が主な

もので、体育協会の剣道、太極拳、なぎなた、スポーツ少年団等心身の鍛練の場と

して活用をされているところです。 

 続いて１４０ページですが、目３給食センター運営費でございます。栄養バラン

スのとれた給食の実施により児童生徒の心身の健全な発達と学力及び体力の向上を

図るために、児童生徒、職員、２０年度は１，４３１名、約２万９，２７０食の提

供を行ったところであります。年間給食費は１日当たり給食費１人、小学生２５２円、

中学生２９７円でございました。支出の主なものは、職員の給与、臨時職員賃金、

賄材料費となっております。 

 １４１ページ、食育・学校給食センターの建設事業でございますが、老朽化しま

した給食センターにつきまして、食育・学校給食センターとしての移転改築、耐震

基準、衛生管理基準に基づき、安心・安全な学校給食を提供するため、給食センタ

ー建設委員会の開催、プロポーザルの実施等、１４２ページになりますが、建設に

向けて施設の設計及び用地の購入等を行ったものでございます。以上です。 

建設課長（村田君） １４２ページから１４３ページ、款１１災害復旧費、項２公共

土木施設災害復旧費、目２道路橋梁災害復旧費でございますが、節１５工事請負費

につきましては、平成１９年に被災した昭和橋の災害復旧工事の関連工事、入田川

の河川改修工事等９件の工事でございます。繰り越しの道路橋梁災害復旧事業でご

ざいますが、節７賃金につきましては、災害復旧工事にかかわる立木の伐採処理等

の作業員賃金でございます。節１５工事請負費につきましては、平成１９年９月６

日に被災した昭和橋南日名２カ所、上平の４件の災害復旧工事でございます。節

２２補償補てん及び賠償金につきましては、昭和橋工事にかかわる損失補償等３件

でございます。 

財政係長（柳澤君） 続きまして、１４３ページ、款１２公債費についてであります

が、これは長期債の償還元金とその利子分の支出でございます。前年度においては

一括償還が３，２９７万円余りありましたが、２０年度は元金利子を合わせて８億

９，４０９万４千円で、前年度対比マイナス３．５％、２，９００万８千円の減と
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なっております。平成１８年度から地方債の発行については国の許可制から協議制

に移行され、従来の起債制限比率にかえて実質公債比率が１７年度決算から導入さ

れました。平成２０年度は３カ年平均で１９．３％になっており、前年度と同じ比

率となったところです。 

 また地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、平成１９年度決算

から新たな財政指標として将来負担比率等の算定、公表が義務づけられました。一

般会計等の地方債残高のほか、下水道事業特別会計や葛尾組合等の一部事務組合、

広域連合への元利償還金に対する繰出金や負担金、さらに土地開発公社等に関する

債務負担も含めた自治体が背負っている実質的な将来負担の重さを示す指標であり

まして、平成２０年度におきましては、１２５．３％で、前年度対比で２２．４ポ

イント減少いたしました。 

 財政健全化判断比率につきましては、主要施策の成果及び実績報告書の２ページ

で報告してございますが、実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字につき、数値は

ゼロとなっています。また下水道事業に係る資金不足比率については、資金が充足

されているため、これも数値はゼロになっています。 

 歳出の最後になりますが、款１４予備費につきましては、町営住宅火災に係る工

事費、災害救助費や坂城小学校の修繕工事等に係るもので、民生費、土木費及び教

育費にあわせて２６５万６千円を充当いたしてございます。 

 以上歳出総額は６７億５，８５９万６，９３２円で、前年度対比プラス１０．６％、

６億４，５９０万１千円の増額となりました。 

 なお、予算に対する執行率は、全体で９３．７６％でございます。 

 これをもちまして平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の詳細説明を終わら

せていただきます。 

議長（春日君） 以上で各課長等による詳細説明が終わりました。 

 次に、日程第１３「議案第３７号」から日程第２１「議案第４５号」までの９件

は、平成２０年度一般会計及び各特別会計の決算認定案であります。これらについ

ては、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により決算審査が

実施されましたので、監査委員の監査所見を求めます。 

代表監査委員（三井君） 議長より発言の許可をいただきましたので、監査委員を代

表いたしまして、平成２０年度坂城町一般会計、特別会計財政援助団体の決算及び

財政健全化判断比率に関する審査の概要を報告いたします。 
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 去る平成２１年７月２３日から７月３０日まで及び８月１７日の間、町長から審

査に付された平成２０年度坂城町一般会計、特別会計の歳入歳出決算は、坂城町一

般会計歳入歳出決算、坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算、坂城町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算、坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算、坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算、坂城町工業地域開発事業特別会

計歳入歳出決算、坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算、坂城町介護保険特別会

計歳入歳出決算、坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、以上９つの２０年

度決算、地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体の決算については、

坂城町商工会、坂城町中小企業能力開発学院の２つの当該財政的援助にかかわるも

のの監査をいたしました。また平成１９年度の決算から義務づけられた財政の健全

化に関する法律の規定による健全化判断比率の審査をいたしました。 

 審査の方法といたしましては、会計管理者所管の関係諸帳簿と照合するとともに、

計数の正確性の審査を行い、関係各課等より主要施策の成果及び説明を聴取するな

ど審査を行った。また坂城町商工会及び坂城町中小企業能力開発学院についても同

様の方法で審査を行った。平成１９年度決算から財政健全化判断比率が審査に付さ

れましたが、同様に算定の基礎となる書類をもとに計数の正確性の審査を行い、関

係課から説明を聴取し、審査を行った。 

 審査の結果、審査に付された各会計の歳入歳出決算及び附属書類は、いずれも関

係法令の定める様式に従って作成されており、決算の計数は諸帳簿と符合して正確

であることを認めた。また地方自治法第１９９条第７項の規定により、町が補助金

を交付している団体のうち坂城町商工会及び坂城町中小企業能力開発学院について

も同様に審査をした結果、いずれも正確に処理されており、適正であると認めた。 

 坂城町商工会については、行政とタイアップし、異業者の苦しみ、何を求めてい

るかを聴く機会を設け、異業者が希望の持てる施策展開を推進してください。 

 坂城町中小企業能力開発学院については、企業の町の看板事業であり、事業を精

査し、町内企業の発展に引き続き努めてください。 

 財政健全化判断比率及び算定書類は、いずれも関係法令の定める様式に従って作

成されており、比率の計数は算定書類と符号して正確であることを認めた。 

 平成２０年度決算において、一般会計の歳入総額は７１億１，００１万９，０３５

円で、前年度と比較して８億９，４５０万２，９４７円の増となり、前年度比１４．４％

の増となりました。 
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 歳出総額は６７億５，８５９万６，９３２円で、前年度と比較して６億４，５９０

万９０２円の増となり、前年度比１０．６％の増でありました。 

 歳入歳出差引残額は、３億５，１４２万２，１０３円で、前年度と比較して２億

４，８６０万２，０４５円増の決算状況でありました。 

 また特別会計では歳入総額４９億９，６１６万５，６０７円で、前年度と比較し

て５．４％の減、歳出総額は４９億５，４０８万８千円で、前年度と比較して

５．７％の減、歳入歳出差引残額は、４，２０７万７，６０７円で、前年度と比較

して１，４５５万１，５３５円増の決算状況でありました。 

 財政構造の良否を示す経常収支比率は、８８．１％となり、前年度より０．９ポ

イントの減となったが、依然として高い比率となっているので、抑制には十分留意

をしてください。 

 なお、数値が１に近いほど財源に余裕があると言われる財政力指数は年々増加傾

向にありますが、引き続き財政の健全化に努めてください。 

 公債費比率は１３．０％で前年比１．６ポイント減少しました。実質公債費比率

については、前年度と同率の１９．３％であったが、単年度では２．６ポイントの

減となっている。起債事業も財政運営上重要なことでありますが、借金であり、将

来にわたり負担を負うものであります。世代間の公平負担を考慮され、運用には財

政規模と均衡を図りながら十分留意をしてください。 

 平成２０年度一般会計決算の歳入総額は７１億１，００１万９，０３５円、調定

額に対する収入率は９６．５％、歳出総額は６７億５，８５９万６，９３２円、予

算現額に対する執行率は９３．８％、歳入歳出差引残額は３億５，１４２万２，１０３

円で、その残額のうち４千万円を地方自治法第２３３条の２の規定により基金とし

て積み立て、残額の３億１，１４２万２，１０３円は翌年度へ繰り越しています。 

 歳入については、予算現額に対する収入率は９８．６％、調定額に対する収入率

は９６．５％であり、前年度と比較して８億９，４５０万２，９４７円増の決算で

ありました。 

 町民税の収入状況については、前年度と比較して１７．６％の大幅な減であった。

特に法人町民税は昨年からの景気後退の影響を受けて３９．５％の大幅な減少とな

った。また、たばこ消費税、入湯税については、年々減少傾向にあります。収入率

については、前年度比０．８ポイントの減となっている。今後も引き続き徴収率の

向上に努めてください。 
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 収入未済額については、前年度と比較して８７１万９２６円の増となり、年々増

加傾向にあります。滞納繰越分の収納率は前年度と比較すると、３．９ポイントア

ップしており、努力の成果が見られます。今後も引き続き滞納状況の実態を把握し

て厳正な措置をとるなど、未納額の解消に努めてください。 

 歳出については、予算現額７２億８０９万７，７３６円に対し、支出済額６７億

５，８５９万６，９３２円、平成２１年度繰越額は４億２，２５９万６，７４０円、

不用額は２，６９０万４，０６４円、予算現額に対する執行率は９３．８％で、歳

出額は前年度と比較して６億４，５９０万９０２円の増でありました。 

 各事務事業については、自治区等が創意工夫し、実施する地域づくり活動支援事

業は４年目を迎え、昨年より３地区多い１４地区に助成され、住民参加のまちづく

りの推進が図られた。村上小学校体育館については耐震工事にあわせて大規模改修

工事が実施され、安心して授業が受けられるよう、整備された。また坂城小学校に

ついては、耐震化工事に向け、南校舎、体育館等の耐震診断を実施した。児童生徒

への安全・安心な給食の提供及び町民の健康づくりのための施設、食育・学校給食

センターの設計及び土地の購入も実施された。町の工業地域開発として旧オリンパ

ス用地を取得し、工業用地取得を希望する町内企業に売却をした。まちづくり交付

金事業としては、高齢者、子育て世帯の住宅の確保に配慮し、定住人口の増加を図

るための中之条団地の整備事業、交通環境の向上と町の顔としてのグレードアップ

と集客力向上に向け、坂城駅周辺道路整備事業、坂城駅前広場の整備事業などが実

施された。生活基盤の面では鼠橋から工業団地への基幹道路となる町道Ａ０９号線

道路改良工事が完成をした。平成１９年９月豪雨により被害を受けた道路、河川施

設、昭和橋の災害復旧工事の繰越事業等が適切な執行され、すべての工事が完了し

た。今後も第４次長期総合計画の後期５カ年計画に基づき、住民、企業、行政が連

携して活力ある地域づくりにさらに積極的に取り組まれ、適切かつ効率的な執行を

望みます。 

 基金の運用状況については、それぞれの計数は正確であり、運用方法についても

公園整備事業、文教施設整備事業、びんぐし湯さん館整備事業等々設置目的に合っ

た活用がされ、その処理は適切であると認めた。また巡検した８カ所の工事につい

ては計画どおり執行されていた。 

 なお、事業計画策定の折にはバリアフリー化に考慮され、施行されるよう努めて

ください。 
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 特別会計各課の指摘事項につきましては、報告処理詳細に申し上げておりますの

で、省略をさせていただきます。 

 最後に、財政健全化法に基づく健全化判断比率の審査概要について報告をいたし

ます。 

 財政健全化判断比率の指標として、１として実質赤字比率、２として連結実質赤

字比率、３として実質公債費比率、４として将来負担比率、５として資金不足比率

の５つの指標があります。 

 １の実質赤字比率及び２の連結実質赤字比率については、いずれも決算額が黒字

となったことから数値がゼロとなった。５の資金不足比率についても資金が充足さ

れていることから、数値がゼロとなった。３の実質公債費比率については、昨年と

同率の１９．３％で、早期健全化基準値より低いが、１８％を超えているので、起

債が許可制になることから今後の動向に十分注意をしてください。４の将来負担比

率については、昨年より２２．４ポイント減となった。早期健全化基準値より低い

が、特別会計、一部事務組合、広域連合、土地開発公社などと連携を図りながら、

新発債の発行に留意をしてください。 

 平成２０年度の健全化判断比率の数値は、いずれも早期健全化基準値以下であり

ますが、将来に向け、負担の軽減、健全な財政運営に努めてください。 

 以上をもちまして平成２０年度の決算審査の報告とさせていただきます。 

議長（春日君） 以上で提案理由の説明及び決算認定案に対する代表監査委員の報告

が終わりました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日２日から９月７日までの６日間は議案調査等のため休会といたしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日２日から９月７日までの６日間は議案調査等のため休会とすること

に決定いたしました。 

 次回は９月８日、午前１０時より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

（散会 午後３時４２分） 
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９月８日本会議再開（第２日目） 
 

１．出 席 議 員   １４名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

２．欠 席 議 員   なし 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  村 田 茂 康 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  

総 務 係 長  
青 木 知 之 君 

総 務 課 長 補 佐  

財 政 係 長  
柳 澤   博 君 

企画政策課長補佐  

企 画 調 整 係 長  
山 崎 金 一 君 

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

（１）びんぐし湯さん館の経営はほか           中 嶋 登 議員 

（２）ごみの減量対策についてほか            林 春 江 議員 

（３）南条地区洞岩沢付近の諸問題についてほか      塚 田 忠 議員 

（４）新型インフルエンザ対策についてほか        山 城 賢 一 議員 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 なお、会議に入る前に一般質問の期間中、カメラ等の使用の届け出がなされてお

り、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「一般質問」 

議長（春日君） 質問者はお手元に配付しましたとおり、１０名であります。質問時

間は答弁を含めて１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件

について、簡明に答弁されるようお願いします。なお、通告者もこれには格段のご

協力をお願いします。 

 それでは順番によりまして、最初に２番 中嶋登君の質問を許します。 

２番（中嶋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、

一般質問をさせていただきます。 

 さて、私も議員として６年目になるわけでございますが、その間２０数回一般質

問をさせていただきました。いつもトリであったり、大トリをとらさせていただき

ましたが、今議会では１番、トップバッターでありますので、長野日大の選手にな

ったつもりで、はなからホームランを打ち、後に続けていく所存であります。 

 １．びんぐし湯さん館の経営は 

 イ．料金改定について 

 町長が社長でもある湯さん館の年間券の値上げの話が全協の場で企画政策課長よ
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り報告されました。このとき全議員が騒然となったことは言うまでもありません。

日本中、また世界中が景気の悪い時代であり、我が坂城町もほとんどの企業、業種

で売り上げが落ちて、まだ、下げ止まったかもわからない現状であり、法人税も大

幅に下落したのも、町長、ご周知のとおりでございます。湯さん館も、このような

社会情勢の影響を受けて入館者が減ってきていることと私は状況判断をしておる次

第であります。 

 一方、湯さん館のホットニュースでは「入館者２１０万人達成、８月９日」と記

されておりましたが、なぜ、この時期に値上げをするのかお尋ねをいたします。 

 ロ．収益改善について 

 収益改善の方策として幾つかのご提案がありましたが、回数券の優遇幅の拡大に

よる１回券来館者の増という項目があります。料金を据え置きにして１１枚の回数

券を１２枚に、３５枚を３８枚綴りにするということでありますが、この件は実質

値下げをし、お客様にサービスを提供して１回券の来館者を増やそうとの提言であ

ります。今の時代にまさにマッチしていると思うものでございます。速やかに実行

をしてほしいが、いつから実行するのか、お尋ねをいたします。 

 ハ．食堂や売店の実情は 

 食堂メニューを見直して客単価の引き下げをし、飲食関係の充実による集客力の

強化という案がありますが、今でも結構メニュー数もあるし、おしぼりうどん、お

とうじ、夏場のソフトクリーム入りラーメン、またカウンターでの季節のいろいろ

な天ぷら、中でも珍しいものはクルミの芽などを食べさせてもらったことも私もあ

ります。１皿全部１００円であり、いろいろと工夫をしていると思うが、また、こ

れよりももっとメニュー数を増やすのか、また一流のシェフでも連れてきてフラン

ス料理などを提供して顧客単価を引き上げるのかをお尋ねをいたします。 

 関連でありますので、食堂、売店の平成１４年から平成２０年度までの年間売り

上げの推移もお尋ねをいたします。 

 売店のねずみ大根焼酎は大変人気を博したが、４０度の販売はいつからか。 

 また焼酎以外の町特産品、ブランド商品などの開発の考えはないのかもお尋ねを

いたします。 

 ニ．経営内容について 

 町長が社長であり、株式会社でもあるので、人件費なども含めた明細な経営内容

を開示できないかをお尋ねを申し上げます。 
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 以上で第１回目の質問といたします。 

町長（中沢君） 中嶋登議員のご質問にお答えしてまいります。 

 びんぐし湯さん館の経営に関することであるわけでございます。 

 びんぐし湯さん館は、平成１４年４月のオープン以来７年間を経過し、平成２０

年度は入館者数２６万９，８１７人、１日平均で７９１人と大変多くの皆さんにご

利用をいただいているところでございます。 

 しかしながら、入館者、売上高ともに減少傾向にあります。平成２０年度の売上

高は１億８，９８４万円で、前年度対比で８０１万円の減、入館者数は１万８０１

人の減となっております。売上高の減少、また原油価格の上昇基調による光熱水費

による経営が高上りになっているということ、あるいは平成２０年におきましては、

入湯税は前年度並みの７３７万円を納付いたしましたが、町への納付金は前年対比

１，７２８万円の減の３３０万円という状況になっています。ある面では経営の転

機を迎えているかなと、そんな思いがいたします。 

 そこで湯さん館の経営の基本的考え方と申しますか、経営理念についてお話しし

ておきたいと思います。 

 まず第１は、健康と癒しの場ということでございます。坂城駅のところに宣伝塔

を建てまして、そこに「のんびり、ゆったり、リフレッシュ」ということが書かれ

ております。実に癒しの場、健康の場ということでもあろうかなと。また温泉浴槽

等を利用し、水中健康教室も行われているところでもございます。 

 二つ目は、天然温水ということで４５度程度の湯が常に噴出していると。そして

単純硫黄泉であって健康に極めていいという評価もいただいております。さらに眼

下の眺望が絶景であるということで、これまた身も心も安らぎを覚えるところにな

っていると。 

 三つ目でございますが、どなたでも利用していただくということでございます。

町外の皆さんが３分の２を占めております。従いまして、町外の皆さんのための湯

でもあると。サービスの公平性は常に確保していかなければいけないということで

もございます。 

 町に対する対応といたしましては、入湯税を７００万円余町に入れておりますの

で、行政としての役割は、それによって行われるべきものであって、公社がという

ことはちょっと違うなと、こんな思いもいたします。 

 そこで公社でございますが、第三セクターで常に独立採算を求められ、健全な経
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営を目指しているわけでございます。あわせて近い将来に向かって施設の整備とい

うこと、改修が求められてくるわけでございます。そうした面での準備をしておか

なければならないということ、これは大事なことかなと思っております。 

 そして五つ目としては、利用者負担の合理性・公平性でございます。今、例えば

全体の皆さんには５００円をいただいておりますが、回数券では１０％ぐらいの減、

あるいはまた年間券では４分の１程度の負担ということにもなっております。こう

した格差を是正する、お客さんには常に受益者として負担を公平であるということ

を求められている経営だと思っております。そして、これからの経営といたしまし

ては、経費の削減に努力するということで、現在、人件費の５％、一般需要費の

１０％を削減すべく指示しているところでもございます。 

 あわせて入場者の増ということが大事でございまして、企業関係等の広報を進め

ていく。そして、さらにお客単価を見直すという中の一端として年間回数券の問題

等も出てきているわけでもございます。 

 先ほど申し上げましたように、振興公社は福祉の施設であるとはいえ、独立採算

制でもございます。坂城の町民はもちろん、広く利用していただく方の施設でもあ

るということが基本でもあるわけでございます。このような事情等を勘案いたしま

して、振興公社では過日新しい経営ということに対しまして八十二銀行にかかわる

長野経済研究所に研究分析を依頼したところでもございます。 

 この報告によりましても、入館者数の増が第一だと。次に経営費の削減というこ

と。そしてまた、三つ目に顧客単価、入館料を含めてお客様がいろいろと消費して

いただくお金をより多くするというようなことが指摘されておるわけでございます。

年間利用券のいろいろな見直し、あるいは食堂メニューの改良、売店の品揃え等々

も大きな要素になってくるかなと、こんなふうに思っております。 

 現在、年間利用券は２万８千円をいただいており、年に５６回ご利用いただけれ

ばお得な制度という設定になっておりますが、平均の来館者の回数は、実際には

２２１回ということでもございます。たくさんのご来館をいただくということは、

にぎわいの創出あるいは健康づくりは、それなりのいろいろとありがたいことなん

ですけれども、この場合に１回当たりの入館料は１２６円、７円ということで、そ

のうち３０円が入湯税に向きますので、１００円足らずということで、一般来館者

の４分の１ということの負担になっているわけでございます。利用者負担の公平性

という面からの見直しが強く求められております。 
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 そして過日、振興公社の取締役会、あるいは総会におきましても、いろいろ依頼

となり、そういった不均衡は直ちに是正すべきということが経営の根幹であるとい

うことでもございます。 

 また２万８千円がどうかということの中で、近隣の類似施設を見てみますと、３

万５千円から４万円というのが普通でございまして、２万８千円は例外なほど格安

の料金設定であるということでもございます。 

 今後、年間利用券の値上げということ、先ほどお話もございました、時期ではな

いでしょうということもありましたけれども、経営は直すべきことは直ちに直すと

いうことが大事で、事業をされている議員さん自身もご理解いただけることだなと、

こんなふうに思っております。 

 今後、回数券の優遇をどういうふうに組み立てていくかということについては、

１２月議会に提案し、来年の４月１日からは是正していくという方針で進めてみた

いと、こんなふうに思っております。施設がいろいろと周辺に完備されている中で、

類似施設との競争もあるわけでございます。格安にということ等だけでは勝負がで

きないということで、長い目で見て、ぜひ直すべきものは直す、これが経営者の責

任ということを強く感じている次第でございます。以上でございます。 

企画政策課長（片桐君） 私からは食堂や売店の実情と経営内容についてお答えを申

し上げてまいります。 

 まず、食堂及び売店の年間売上高の推移についてでございますけれども、平成１４

年度におきましては、食堂が９，０３２万円、売店が２，７０４万円。１５年度で

は食堂が８，９０４万円、売店では２，８７７万円。１６年度、食堂が７，９８８

万円、売店が２，６００万円。１７年度、食堂が７，６３９万円、売店が２，９８５

万円。１８年度、食堂が７，２７１万円、売店が３，０８６万円。１９年度、食堂

が６，８０３万円、売店が２，９３０万円。２０年度では食堂が６，５９１万円、

売店が３，１０９万円という推移でございます。 

 湯さん館のオープン初年度である平成１４年度とは単純に比較できない面もあろ

うかと思いますけれども、昨年２０年度の売店売り上げにつきましては、オープン

当初の１４年度に比べますと、４０５万円の増となっているわけでございますけれ

ども、食堂の売り上げにつきましては、２，４４１万円の大幅な減となっておりま

す。 

 びんぐし湯さん館につきましては、お風呂に入っていただく入館料のみでは採算
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性の確保が大変難しいという面もあるわけでございまして、食堂での食事や売店で

の物販など、お１人のお客様が使っていただく顧客単価を向上させる中で収益を確

保していかなければならないという状況かと思っております。 

 食堂や売店の活用によります飲食関係の充実につきましては、集客力の強化の効

果も期待できるということでございます。単に入浴するだけでなく、食事もする施

設という観点で食事メニューの内容の見直し、ねずみ大根焼酎を初めとする町特産

品の販売増などが必要であるというふうに考えております。 

 メニューの改善などは現在も随時行ってきているところでございますけれども、

具体的な内容につきましては、町も一緒になって今後検討してまいりたいというふ

うに考えております。現在、食事関係ですけれども、販売の多いもの、少ないもの

の洗い出しをしておりまして、それらを今後検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 またアルコール度数４０度のねずみ大根焼酎、新商品大辛ねずみにつきましては、

今年１１月に収穫されますねずみ大根を原材料に使いまして醸造に取りかかるとい

う予定でおります。来年４月の販売開始を現在予定をしておるところであります。 

 また焼酎以外の町の特産品あるいはブランド商品の開発につきましては、味ロッ

ジわくわくさかきや町内の農業振興グループの皆さんのご協力をいただく中で新た

な町の特産品として開発できないか、また、どのようなものがよいかというような

ことを関係機関と連携を図る中で研究をしてまいりたいというふうに現在考えてお

ります。 

 次に、人件費等の経営内容の開示という点でございますけれども、平成２０年度

の主なものを申し上げます。 

 売上高につきましては、合計１億８，９８４万円で、主なものは入館料で８，５１３

万円、食堂売り上げ６，５９１万円、売店売り上げが３，１０９万円でございます。 

 売上原価でございますけれども、合計６，２６０万円であります。主なものは食

堂の仕入れ３，２７９万円、売店仕入れが２，７１４万円であります。 

 販売費及び一般経費につきましては、合計で１億２，９１９万円、この中の主な

ものは、給料手当で５，０５０万円、水道光熱水費で３，８４７万円、それから施

設機器等の保守点検費で９２１万円、賃借料で４８９万円、広告宣伝費４８４万円、

法定福利費４０７万円、消耗品費４５０万円、修繕費３５５万円等々でございます。

このほか営業外収入、前期繰り越し等で最終的に当期末、２０年度末未処分利益金
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が９８万２６０円となっております。その利益金から配当金３３万円を引きまして

次期繰越金は６５万２６０円という状況でございます。 

２番（中嶋君） それぞれご答弁をいただきました。再質問させていただきます。 

 入湯税や公平性などを考えて、いろいろ町長も経営方針については考えていると

いうことでございますが、これは当然かと思いますが。 

 それから、課長からいろいろ細かくご報告いただきました。また後で結構ですの

で、できれば今の食堂、売店の売り上げデータ、それから経営内容のデータは資料

をまたいただければありがたいかなというふうに思います。 

 町長からも今いろいろお話があったわけですが、この中に特に、先ほどもお話が

ありましたように、近隣施設の年間券を考えれば、湯さん館はとても安いと思いま

す。でも、私考えてみますと、ついこの間のような気がするんですが、値上げをし

たばかりなんですよね。お客さんの感覚で物を言わせていただきます。またこの時

期に２回目の値上げをしたというふうに私は思われてしまうというふうに思ってい

るわけでございます。 

 また、ちょっとこれは私の試算ですが、細かなところはまた課長にでもお答えい

ただければいいんですが、値上げをしても１２０万円ぐらいプラスになるだけじゃ

ないかと私は思うわけです。数字が間違っていたら、また後で、課長、ご指摘をし

ていただければ結構です。 

 そういうふうに考えると、果してどれぐらいの経営効果が出るのか、ちょっとこ

れは疑問であるなというふうに思っておるわけです。ましてや先ほどの町長のお話

のようにトータル入館者がどんどん減っているということでございますが、逆にこ

ういう値上げなんかをしたりすれば、マイナス効果が働き、年間券の客も減ってし

まうと思います。だから心配しているんです。 

 それから、先ほど町長からもお話がありましたように、今現在２万８千円でござ

います。この年間券の料金改定案でありますけれども、あの表をちょっと見ますと、

７５歳以上の、これは後期年齢者は３千円の値上がりと。だから３万１千円になる

んだよということでございます。それから７５歳以下の人たち、これは５千円上げ

るということでございます。そうすると３万３千円となりますが、どういう根拠で

こういう値段を設定したか、お尋ねをいたします。 

町長（中沢君） 最初に値上げが今の時期じゃないかということでありますけれども、

前回値上げのときも１度に大幅値上げしたいということは役員会等でもすべきだと
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いうお話もございましたけれども、でき得れば暫時、あるいは幾らかでもだんだん

にという気持ちの中で進めてきたということでございます。そしてまた、これから

の対応といたしまして、いろいろ経営ということが大きく転換していかなければな

らない。ただ値上げということのそれのみではないんですと。というのは、入館者

の増をいかにしていくかということ、そして基本的には１回５００円を維持したい、

しなければならないということでございます。企業の皆さんともどもにいろいろ連

携をとりながら入館者を増やしていくと、これが一番大事なことでございます。 

 ２番目に経費の節減をできるだけするということであります。 

 先ほども申し上げましたように、自ら痛みを分かち合うということで、人件費の

５％、一般経費、燃料費等はどうにもなりませんけれども、それの１０％を目標に、

それを削減しろということをすべきだということをお話ししているところでもござ

います。そうした中での対応ということでございます。周辺が４万円から３万５千

円だと。坂城だけが格別に安くて２万８千円だと、これを痛みを分かち合いながら

３万３千円にぜひ設定してほしいと。 

 ただ、私も何回か利用していただく中で、お年寄りの皆さんも多いわけでござい

ます。後期高齢者、７５歳の皆さんには若干でも何とかということで若干値を下げ

た設定をしていこうかなと、こんなふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、１００万円とか何とかでなくて、たとえ１万円でも

１０万円でも収入を上げるということから始まらないと経営は完全なものにはなり

ませんので、そういった経営の理念もご理解いただきたいなと、こんなふうに思っ

ております。決して私、利用者の年間券設定には他のところより高いとか無理だと

いうような設定はしているつもりもございませんし、できるだけ配慮しているつも

りでございます。よろしくお願いします。 

２番（中嶋君） 町長も１円でも大事だと。全くおっしゃるとおりです。私も商人で

ございますから、１円のためにどのぐらい泣いているかわかりませんし、どのぐら

いの苦労で１円というものを稼ぐかということもよく理解しております。 

 なぜこのようなことをお尋ねをしたかと申しますと、後期高齢者の部分のところ

は、今、町長からもご説明ありました。よくわかります。でも、ちょっとこんな話

にも耳を傾けていただきたいと思います。 

 実は私も今年６０歳となりました。同級生でありました役場の課長も大勢ここに

おりましたが、５人ほど寂しいことに議場内より全員去り、ご退官をなされました。
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団塊の世代でありますので、民間の同級生も含めれば数百人の人が定年退職となっ

ております。農業で百姓ができる人はいいです。給料が下がっても職場に残ってい

る人たちはまだまだいいんです。でも、景気の悪い時代でもあります。年金生活者

となった人も大勢おるわけでございます。私事ではありますが、今年の４月より年

金をもらい始めたのでお話をしたいと思います。 

 私は、約３０年間サラリーマンでしたので、厚生年金を掛けておりました。あと

の１０年間は自営業をしていましたので、国民年金の掛金となり、トータルでは約

４０年間年金を掛けたことになります。 

 さて、もらい始めた金額でございますが、昭和２５年以降に生まれた人は６５歳

からでないと満額はもらえません。ちなみに私は厚生年金の比例部分のみで年間

７２万８，２００円であります。月に直すと６万６８３円でございます。これ、本

当に私の話でございますよ。１カ月６万弱で暮らせということであります。ちなみ

に６５歳になると国民年金、老齢基礎年金と申しますが、これと合わせになり、満

額もらえるのでございます。年間で１４７万４，２００円いただけます。ちょっと

リッチになったかな、金持ちになったかなと。約倍、月に直して。６５歳早くなり

たいですね。１２万２，８５０円をいただけるということであります。ただ、５年

間は月に何と６万６８３円で生活をしていかなければならないということにちょっ

と厳しさがあるなというふうに思うものであります。 

 でも、こういう年代の人もですよ、町長、７５歳以下なんですよ。そうすると、

何と年間券が最高額の５千円値上げをされてしまうということです。そうすると、

とらの子の財布の中から３万３千円となってしまうわけであります。これは弱い者

いじめというよりも、ずばり言いますよ、町長、年間券はもう買えませんね、これ

は。無理ですな。 

 ちょっと話が変わりますが、坂城中学、今は４クラスのようですが、９クラスも

あった団塊の世代が今このような現状に置かれているのも事実でございます。私は

議員でありますので、自分のことを包み隠さずご報告を申し上げましたが、大勢の

人が大変なことになっているようです。ましてこんな恥ずかしいことは町議の中嶋

登ぐらいでなければお話しはしません。皆さん黙っております。町長は、このよう

な実情をご理解した上で、こういう値段設定をなされたのか。はたまた、今、登か

らいい話を聞いたと、これは１２月のことだから、またうんとよく考えて再検討し

ていただけるかどうかということを、一言でよろしゅうございますが、ご答弁をお
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願いいたします。 

町長（中沢君） いろいろ福祉面のお話がございましたが、町が担うべき福祉と、町

の補完として第三セクターが与えられた条件の中でどういうふうに経営するかとい

うこと、これはまた別問題でございますので、一緒にはお考えいただかない方が正

しいかなと、こんなふうに思っております。 

 年間券、先ほども何度も申し上げていますように、例えば東御市のある館は年間

４万円でございます。そしてまた、年間券を廃止してという議論も各所で行われて

おります。坂城町が３万３千円と設定しても、他のところよりも２千円安いという

設定でもございますし、また今の国の中で７５歳という区切りも大事にしていきた

いなと、こういうことでもございます。坂城町の湯さん館は湯もいいし、経営もい

いよ、将来も考えているよということ、そういうことをしていかないと、結局最終

的には赤字を生じたから誰が持つかということは町民に係る問題でもございますの

で、責任の上において一定のものは厳しい対応は迫られるけれども、やるべきだと、

こういうふうに考えておりまして、原案については１２月に一応対応する予定でご

ざいますし、そうさせていただきます。 

２番（中嶋君） 町長のおっしゃること、よくわかります。後期高齢者も大事でござ

いますが、日本をよくするために、うんと苦労して頑張ってきた団塊の世代のこと

も少し頭の片隅に置いておいていただきたいというふうに思います。 

 町長も今おっしゃったように、どうしても値上げをするということであれば、私

も先ほど言いましたように自分も商売をしている人間でございますのでよくわかり

ます。できれば、町長、年齢制限を取り下げて、一律３千円ぐらいの値上げにして

３万１千円として景気のことも考えて、町長は来年度４月と言いましたけれども、

できれば、こういうときはやはり商人、また商売をやっている人間として考えれば、

１年ぐらい凍結をして、それで３万１千円一律に値上げをするというようなふうに

した方が私は経営としてはいい経営ができるのではないかというふうに思っていま

す。町長もいろいろなことをやっている方でご立派でございます。ただ、私は民間

人の商人として申し上げているということもお忘れなくお願いをしたいと思います。

これに対しては、ご答弁は要らないです。 

 それから、食堂のメニューの件ですが、今世の中は値を下げなければ売れない時

代に突入しております。名誉町民であります鈴木さんもイトーヨーカ堂で値下げの

ためにいろいろなアイデアを考えて、我等が誇れる名誉町民の鈴木さんだけのこと
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はあります。売り上げを伸ばしております。総体的なデパートは全部下がっており

ますが、鈴木さんのアイデアのところは伸びております。そういうことが報道され

ておりました。ですから、このような不景気な時代であり、４８０円ぐらいの弁当

も、テレビのコマーシャルではありませんが、２９８円、中身は全く同じです。全

く同じものを２８０円というとんでもない安い値段で出したというお話でございま

す。これは西友です、ちみなに。これがまた大変な売り上げを得たようではありま

す。ここなんです、商売の神髄は。 

 でありますので、新鮮でおいしい地産地消のものを使い、２～３割安く提供でき

るようなメニューをつくることが今の時代にマッチしていると思います。この辺ど

うなるのか、課長や町長に質問をする予定でございましたが、時間の関係もありま

すのでよろしゅうございます。心しておいていただきたいと思います。いろいろな

意味も含めてそういうことを申し上げています、私は。よく町長考えておいていた

だきたいと思います。 

 さて、次の質問に移ります。 

 皆さんもご存じのとおり、第２回目の議会報告会を７月２７日から２９日の３日

間にわたり９会場で行いました。昨年は６０数名でありましたが、今年は約３倍の

１６２名の町民の皆様、また区長さんは９割方来ておるようでございました。その

ときにたくさんのご提言をいただきました。その中より集約しての一般質問をいた

します。 

 ２．ショッピングモールについて 

 イ．誘致はできないか 

 大宮公民館で地区の方から出た話であります。大型スーパーやホームセンターな

ど、この数年間で４店舗も出ていってしまい、農協も旧坂城、中之条、南条、村上

と小さなスーパーが４カ所ございましたが、村上地区へ大型スーパーとして１店舗

に集約されてしまい、お年寄りは大変困っております。また年をとると１カ所で食

品から衣類、日用品など全部間に合う店が欲しい、そういう店が坂城にはないので、

買い物は何でも間に合う上田や千曲市に行ってしまうとのことであります。 

 そこで商工会と町とで話し合い、敷地面積１万から２万坪ぐらいのショッピング

モールを誘致できないかをお尋ねいたします。 

 ロ．商業用地について 

 当然誘致にしても町、商工会で独自に行うにしても、ショッピングモールをつく
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るとなれば土地を用意しなければなりません。工業用地は、坂城町は工業の町であ

ります。当然であります。数カ所団地をつくりましたが、残念なことに商業用地と

しては少なくとも１万や２万坪ぐらいを用意して疲弊している商業を応援するとと

もに、高齢者にやさしい町になるよう、商業団地、ショッピングモール用の商業用

地は開発できないか、この２点をお尋ねをいたします。 

町長（中沢君） ショッピングモールの誘致について、お答えしてまいります。 

 ご案内のとおり、昨年後半から深刻な経済状態に相なっております。政府におい

て底を打ったというような発言も見られますが、当町におきましては、上向いてき

た企業もありますが、依然として厳しい、先が見定めがたいというのが事実であろ

うかと思っております。また商業施設につきましても、昨年来の状況に加えて慢性

的な厳しい状況に置かれているなと、こんな思いがいたします。 

 １９８０年代以降、モータリゼーションの進展に伴いまして大型ショッピングセ

ンター、またはショッピングモールは国内において盛んに建設され、私どもの身近

でも利便性が高く、そういった面でいろいろ利用していただいているというところ

でもございます。 

 町内におきましては、お話のとおり、西友坂城店を初め町内商業施設の閉店がこ

こ数年続いていて、まことに残念な次第でございます。ちなみに小売業の販売額等

を見ましても、各種商品の小売業が、いろいろと消費者の生活が防衛している意識

が高まって節約傾向にあると。あるいは消費者マインドが実に冷え込んでしまって

いると。商品の低価格競争が行われたりして、いろいろと影響が高まっていること

も事実でございます。 

 ご質問のショッピングモールの誘致ということではございますが、町内において

買い物ができる店舗が減少し、町民の皆さん、特に移動が困難なお年寄りの皆さん、

あるいは障害をお持ちの皆さんには大変困った状況があるわけでございます。西友

坂城店の撤退、あるいは最近においてはイトーヨーカ堂の塩尻店も撤退するという

ようなこと、ショッピングモールの核となり得るような国内大手の企業においても

厳しい状態に置かれているわけでございます。新たなショッピングモールの建設は

大変難しく、慎重に対応しなければならない課題だと考えております。 

 さらにショッピングモールを運営するにあたっては、誘客を図られる核となる個

店、これまたいろいろ町外から受け入れなければ成り立たないということ、地域に

密着して古くから頑張っている商店にどのような影響があるか、あるいは圧迫しか
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ない状況でもあるわけでございます。商業の皆さんは、大型店の進出や買い物客の

流出で町内においても実に営業活動が厳しい状態に置かれているわけでございます。

とかく坂城町の皆さんは、どちらかというと、町外で生活用品を購入するというひ

とつの習性というか、そういうものがございまして、これを何とか町で購入してい

ただくべく意識改革というか、あるいはまた、その受け皿もさようにならなければ

ならない状況だなと思っております。 

 現状で町のけやき横丁をつくってみましても、そこに入るいろいろなお店につい

ても大変厳しい状態にあり、商工会ともどもにいろいろ協議し、検討はしているわ

けでございますが、大変厳しい状態にございます。趣旨はわかりますけれども、そ

れにすぐ対応するということは、慎重な上にも、またいろいろと対応していかなけ

ればならないなと思っております。以上でございます。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からはロの商業用地についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 議員さんも言われましたように、当町におきましては、工業団地については長年

計画的に整備をしてきてございます。ご指摘の大規模な商業用地を整備してショッ

ピングモール等の建設というようなお話でございましたが、町におきましては、商

業インキュベーター施設としてけやき横丁の整備や鉄の展示館、ふるさと歴史館の

商業施設の基盤となるにぎわいを創出するための施設を順次整備してきたところで

ございます。 

 大規模なショッピングモールということになりますと、町長からも申し上げまし

たけれども、大手の商業事業者の参入が不可欠ということでございまして、西友坂

城店の撤退などの例を見ましても、大手企業は全国的な展開の中で利益を求めて立

地してくるということでございまして、最悪の撤退という話になると、皆さんご存

じのとおり、あまり地域の状況は考えていただけないというようなことでもありま

す。 

 大規模な商業用地ということになりますと、当然開発ということの中で、まちづ

くり三法等があるわけですが、とりわけ都市計画法の規定が当てはまってまいりま

して、３千㎡を超えると開発行為というような知事の許可も必要になりますし、例

えば、それがさらに大きくなると国、県というような形になってまいります。そう

いう中で出店できる用地の用途地域というのも実は決まってきておりまして、既設

の用途になりますと、坂城町でいえば近隣商業地域、あるいは準工業地域というよ
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うな形となってまいります。 

 この用途地域について申し上げますと、今の都市計画用途の中ですと比較的どう

するのかという問題がありますが、農振農用地ということになりますと、これまた

既設の都市計画の用途の充足としてどうなるのかというようなさまざまな課題があ

ります。そういう中で、条件にもよりますけれども、出店等の契約がはっきりしな

い限りは用地の交渉を含めてなかなか難しいということで、よろしくお願いいたし

ます。 

２番（中嶋君） それぞれお答えをいただきました。 

 いろんなことを考えれば何にもできないわけですが、プラス思考で考えていくと、

いろいろな知恵が出てくると、そういうこともお考えをいただきたいと思います。

今言ったように法律もいろいろなことがありましょうし、町長も慎重にというお言

葉をいただきましたので、考えてはいるなと、そういうふうに私は思っております。 

 素人っぽく言いますと、さっきから話が出ましたように核になる店、例えば名誉

町民の鈴木さんにお願いして大型店舗を入れるとか、もちろん町内の店も全部入っ

てもらうショッピングモールができればいいなと、そんなふうに思うものでありま

す。また商業用地は、今、課長も言ったように難しい部分もあります。でも、やは

り中之条の、例えばインター線の右側、大変荒廃農地が増えております。もちろん

これは農業委員会の方でいろいろまたお考えになっている、そういうお話もござい

ますが、こういうふうなところを開発していかなければ、私は坂城町の商業は元気

になれないんじゃないかなというふうに思います。クリアしていかなければいけな

いなというふうに思います。 

 私なりに考えた夢のようなお話をちょっとしてみたいと思います。 

 坂城ショッピングモールができてからは、高速道路も無料となり、またインター

への出口とあって上田市や千曲市からもお客様が買い物に来て、びんぐし湯さん館

と同じように７割が他町村、３割が町内とのことである。町のお店も全部ショッピ

ングモールに入り、もちろん食堂なども入り、毎日がお祭りのように賑わっており、

売り上げもウナギ登りに伸びているようである。お年寄りもゆっくり買い物ができ

て無料シャトルバスでの送り迎えもあるので、毎日来て社交場ともなっているよう

だ。ブランド商品の店もたくさんできて、土曜日、日曜日ともなれば若い男女のお

客様で賑わって、遠くは佐久市や長野からも来ているようである。工場帰りの人も

食品から日用品まですべてそろっているので、大勢の人が毎日買い物に来るように
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なった。便利な町になったので、他町村から移り住んでくる人もたくさん増えて、

子供の数も県下で一番となり、今では２万人を超える町となった。最近は、坂城の

ショッピングモールへ買い物に行き、バラ公園で散歩し、帰りに湯さん館に行き、

温泉につかってくる、こんな坂城詣でが団塊の世代には流行ってきた。 

 こんな町になることを想定して、最後に一句添えます。「町内で 買い物済ませて 

びんぐしへ」。 

 これで私の一般質問を終わりとさせていただきます。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５８分～再開 午前１１時０８分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、８番 林春江さんの質問を許します。 

８番（林さん） ただいま発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般

質問を行います。 

 ２１世紀は環境の世紀と言われております。二酸化炭素などによる地球温暖化、

酸性雨、森林破壊など地球規模での環境問題が重要な課題となっておりますが、そ

のひとつにごみ問題があります。家庭や事業所から排出されるごみは増え続け、不

燃ごみや焼却灰などを埋め立てる最終処分場は、もはや限界に近づいていると懸念

されておりますが、ごみを広域的に集めて処理することで運営コストの軽減を図る

という国のごみ処理対策を受け、県は、ごみ処理広域化計画を策定し、焼却施設の

集約化を図っております。 

 しかし、用地選定の難航や自治体間の思惑の相違などから停滞状況にあるという

のが実情のようであります。坂城町が所属する長野広域連合では新たに焼却施設２

カ所と最終処分場の建設が予定されておりますが、候補地の選定が難航している状

況を聞くにつけ、身近に焼却施設を有する私たち坂城町住民としては切実な問題と

なりつつあるこの事態が一日も早く好転してくれることを願うところであります。 

 そこで１項目の質問、ごみの減量対策について質問をいたします。 

 イ．可燃ごみ減量化への取り組みと課題は 

 分ければ資源、混ぜればごみ、つまりごみは資源とも言うことができ、ごみの減

量化と資源化は、ごみ問題の核心であり、最も基本的な事項であります。従って、

私たちの家庭や事業所などから出されるごみは、丁寧に分別し、焼却場へ運ばれる

ごみの量は、いかに減量するかが、この問題解決のかぎと考えるところであります。 
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 さて、私たちの町が加入している長野広域連合は、ごみ処理基本計画で平成１５

年度の可燃ごみの排出量を基準に、平成２２年度までに家庭系の可燃ごみは１０％、

事業系可燃ごみは１５％の削減という数値目標を立て、ごみ減量の促進を図ってお

ります。坂城町の場合、事業系可燃ごみの削減量は、平成２０年度で既に目標値を

上回る実績が出ておりますが、家庭系可燃ごみについては、２２年度までにさらに

６４ｔの削減が必要となっております。 

 そこで町における可燃ごみ減量化への取り組みと、そのための課題等はどんなこ

とであるのか、お伺いするところであります。 

 長野広域連合が進めている広域ごみ処理施設の建設や運営に係る経費の負担割合

は、ごみ量割が９０％となっております。ごみの量が負担金に大きく影響するとい

うことであり、町全体のごみ量を減らすことが町の負担金削減、ひいては財政軽減

にもつながるということからも、この減量化を一層進めることを強く感じ、町の取

り組みをお伺いするところであります。 

 ロ．資源化への促進策について 

 ごみの減量化を進めるためには、ごみ発生の抑制と分別による資源化につき、い

わゆる循環型社会システムをより機能的に実践することができるかということであ

ります。坂城町においては、ごみの分別徹底と、ごみ再利用化、資源化の促進を図

るため、資源物回収奨励事業を続けており、これらにより分別は定着し、資源化も

進んでいると思われますが、葛尾組合全体で２０年度の資源物の搬入量は前年に比

べ、減少しているという状況にあります。これは昨年秋以降の景気の悪化が家庭に

おける消費生活を低迷させたということも背景のひとつと考えられますが、一方で

は、事業所において経済生産活動が停滞しているにもかかわらず、事業系の資源物

の搬入量は増えているという実態もあります。 

 このような状況から見て資源物減少の要因をどうとらえているのか。また、さら

なる資源化を促進する方策はどのように考え、どんな取り組みを展開していくのか、

お伺いいたします。 

 ハ．ごみのポイ捨て防止対策について 

 千曲川クリーンキャンペーンや、ごみゼロ運動など町民や企業の皆さんが一体と

なり、継続的に行ってきた環境美化活動に伴い、町内の道路や河川への不法投棄、

ポイ捨ては減っているようでありますが、ビニール袋のごみ、たばこの吸殻、犬の

糞放置など後を絶たない状況があります。さらに２０１１年の地デジ移行に伴うテ
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レビの不法投棄も懸念されるところであります。 

 一方では、ごみ発生抑制と負担の公平性を図るため、近隣市を初め全国的にごみ

処理の有料化が進められており、この面からも、ごみの不法投棄やポイ捨てが増え

るのではないかという心配もありますが、坂城町の場合、ポイ捨ての実態の把握と

問題点をどうとらえているのか、まずお伺いいたします。 

 ごみのポイ捨てや不法投棄は後を絶つことなく続き、その行為による迷惑被害は

膨大なものであります。町は未然防止対策としてパトロールや看板を設置したり周

辺をきれいにしたりと、さまざまな角度からその対応に時間と経費を費やしており

ますが、残念ながら捨てる人と拾う人のイタチごっこは今後も続いていくのでしょ

うか。 

 モラルの向上や環境保全への姿勢を住民と行政とが共有することで防止につなげ

ることを目的にポイ捨て禁止条例を制定した自治体は、近隣では上田市、長和町、

小布施町、高山村、そして山ノ内町と県内３８市町村にわたる上、近々制定の段階

にあるという自治体も２～３あると聞いております。我が坂城町としても、ごみの

ポイ捨て防止対策として、ポイ捨て禁止の条例制定を考えてみることも必要ではな

いかと考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

 ニ．環境基本計画の策定について 

 私たちは坂城町を取り巻く豊かな自然と美しい環境を守り、住みやすく、気持ち

よい環境を次代に引き継いでいかなければなりません。地球環境を守るという大き

な、大切な責務が今に生きる私たちに課せられているわけでありますが、その責務

を実践するために私たち一人一人に何ができるのか、地域としては何ができるのか、

そして行政としては何をすべきなのかと、それぞれの立場で理解し、関心を深め、

意識を持った行動をとることの理念・目標となる環境基本計画の策定についてのお

考えを求めるところであります。 

 今回質問の可燃ごみの減量化、資源化への促進、そして、ごみのポイ捨て防止等

すべて環境基本計画の目標そのものであります。地球温暖化問題の深刻化で個人レ

ベルでも環境意識が高まりつつある今こそ好機ととらえ、その根っことなる基本計

画の策定に対する町長のお考えをお聞かせ願います。 

 以上ごみの減量対策についての１回目の質問といたします。 

町長（中沢君） 林春江議員のご質問にお答えしてまいります。 

 ごみの減量対策等にかかわるご質問でございます。 
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 現在、町では長野広域連合のごみ処理基本計画に基づきまして、平成１５年度の

排出量を基準といたしまして減量化にいろいろ取り組んでいるところでもございま

す。 

 ご案内のとおり、長野広域連合が計画しております新しい焼却施設、いわゆるＢ

施設の建設候補地も千曲市の中島地区、あるいはまたＡ地区は今までの長野市、そ

して最終処分場の候補地は須坂の仁礼町にそれぞれ絞り込まれておりまして、地元

の合意を得るということで関係の皆さんが頑張っているところでもございます。い

ずれも平成２６年度の竣工ということではございますが、若干遅れるのではなかろ

うかなと、こんなふうにも思っております。 

 施設の負担金等については、お話のありましたように人口割が１０％、ごみの実

績割が９０％ということでございます。全体が３１４億円という巨額な経費を要し

ますし、また試算の中では坂城町だけでも１０億円ぐらい負担しなければならない

というような状況に相なっております。 

 坂城町で負担する試算の中で人口割で申し上げますと、全体の２．９６％。とこ

ろが、ある時期の実績割で申しますと、３．２１％ということで、要するにこれを

人口割程度までいろいろ削減していかないと、他の市町村の負担の分まで我が町が

背負うということにもなり兼ねておりまして、これがためにお話のありましたごみ

の有料化とか、あるいは時には堆肥化等々各方面で取り組んでいるわけでございま

す。長野市、千曲市においては、既に有料のごみを４０円にするということでござ

いまして、いろいろな面で値上げすることによっての歯止め策でもあるなと、そん

な思いもいたします。いずれにいたしましても、リサイクルなど循環社会というこ

との到来の中で知恵を絞り、町民の皆さんのご協力をいただきながら進めてまいる

所存でもございます。 

 ポイ捨て条例というお話もございました。しかし、ごみ処理というのは意識がそ

こにあって意識改革をしないと防げるものではないなと、そういうことでは意識改

革の醸成ということに心砕いていきたいと、こんなふうに思っております。 

 また環境基本計画の策定のお話も出たわけでございます。環境基本計画は環境へ

の負荷の少ない循環型社会を基調とする社会的仕組みであるわけで、その実現が大

事でございます。人間が多様な自然、生物とともに生きることができるよう、また、

そのためにあらゆる人々が環境保全の行動に参加して取り組んでいくんだというよ

うな行動指標にもつながるものかなと、こんなふうに考えています。 
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 現在、県内で８０市町村のうち環境基本計画を策定しておりますのは３３市町村、

１９市１０町４村でございます。環境問題については地球規模で関心が高まってい

る中で、本町といたしましても自然環境を保全するだけでなくて、それを回復し、

健全な姿で次の世代に引き継ぐということが、また求められているところでもござ

います。環境保全意識の醸成、町をきれいにするという美化意識の高揚が何よりも

大切であり、また小・中学校の学習活動にも深いかかわりがあるものだと、こんな

ふうに考えております。 

 当町におきましては、環境基本計画の言うことそのものは、現在、温室効果ガス

排出削減ということで、この間民主党の党首が１９９０年から２０２０年の比で

２５％を削減するというような意思表示もしておりますし、先ほどのごみの重要な

面でのいろいろな課題がございますが、取り組まなければならない課題であること

は事実でございます。本年、坂城町第５次の長期総合計画をいろいろ策定準備をし

ておりますので、その中でまず論議を深め、自律のまちづくりと相まって、さらに

緑豊かな自然環境の醸成、そしてまた環境社会の構築、住環境の整備に努めてまい

りたいと、こんなふうに思う次第でございます。以上でございます。 

住民環境課長（塩澤君） 私からは最初にイの可燃ごみ減量化への取り組みと課題は

についてお答えをいたします。 

 長野広域連合のごみ処理広域化計画に基づく目標値は、ご質問の中にもありまし

たが、平成１５年度の排出量を基準といたしまして、平成２２年度までに家庭系可

燃ごみについては１０％の削減、事業系可燃ごみにつきましては１５％の削減を図

るものでございます。 

 当町の平成１５年度の家庭系可燃ごみの実績は、３，５７６ｔでございましたの

で、平成２２年度の排出量の目標は３，２１８ｔとなります。３５８ｔの削減が目

標値となります。 

 一方、事業系可燃ごみにつきましては、平成１５年度の実績が１，７５１ｔであ

りましたので、平成２２年度の排出量の目標は１，４８８ｔということになりまし

て、２６３ｔの削減が目標値ということになります。 

 ７月号の「広報さかき」にごみ量の状況、推移につきまして掲載をいたしました

けれども、平成２０年度の家庭系可燃ごみの実績は、３，２８２ｔでございました。

平成２２年度の目標値までにさらに６４ｔの削減が必要となっております。これは

平成２０年度の達成率ということで見ますと、９８％という状況でございます。
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６４ｔという量でありますけれども、町民１人当たりにしますと、１日６０ｇのご

みを減らしていただくということで削減目標が達成できることになります。 

 また事業系の可燃ごみにつきましては、平成２０年度の実績が１，３０５ｔであ

りましたので、平成１５年度と比較しますと、４４６ｔの減少となっておりまして、

現在のところ目標値を上回っているという状況でございます。達成率にしますと

１１４％ということになります。 

 減量化への取り組みといたしましては、分別等につきまして改めて確認をいただ

くため、広報でごみの出し方、分別の方法等について、よりわかりやすく表現をし

たものを連載いたしました。また毎年１１月には文化祭にあわせて開催をしており

ます消費生活展で生ごみ処理機等の展示を行い、ごみの減量化の啓発を図っている

ところでございます。 

 今後の課題といたしましては、排出される可燃ごみの約２５％を占めております

最後の資源化品目とも言われておる生ごみの堆肥化、リサイクルを推進するため、

生ごみ処理機、あるいは堆肥化容器の普及をさらに進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 また生ごみでありますが、水分を多く含んでいることから重量的にも大変大きな

ウエートを占めております。このことから排出の際に十分な水切りをしていただく、

そういったことで大きな減量ができますので、あわせて啓発を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

 生ごみ処理機につきましては補助制度を設けまして、個人が生ごみ処理機等を購

入した場合には、購入金額の２分の１、上限で２万円の補助を現在行っております。

この補助制度については、平成５年から開始がされておりまして、本年３月の実績

で申し上げますと、ボカシ・コンポスト容器７３１基、電気式などの生ごみ処理機

が３７９基ということで、合わせまして１，１１０基の補助金交付をいたしておる

ところでございます。 

 現在のところ、可燃ごみの排出量については減少傾向にありますけれども、特に

家庭系可燃ごみについては引き続き広報での啓発、生ごみ処理機の普及、消費生活

展といったあらゆる機会をとらえまして、さらなる減量化に向けて努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、ロの資源化への促進策についてでございます。 

 葛尾組合全体での資源物の搬入量が減少している、その要因はということでござ
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いますけれども、資源物だけではなくて可燃ごみ、不燃ごみそれぞれが減少傾向に

ございます。減少の要因としましては、さまざまなことがあろうかと思いますけれ

ども、商品の買い控えや排出抑制への意識の高まりなども、ごみ減量の要因となっ

ているのではないかと推測をいたします。今後さらに資源化・減量化を推進するた

めには、町民の皆様、事業者の皆様、町がそれぞれの立場から役割を分担し、相互

の協力連携を図りながら進めていくことが必要不可欠と考えております。町民の皆

様、事業者の皆様には、いま１度排出されるごみの中にプラスチック製容器包装、

あるいは紙製容器包装などの資源物はないかどうか、こういったところをご確認を

いただきまして、ごみの減量化・資源化に一層のご理解とご協力をお願いをいたす

ものでございます。 

 次に、ハのごみのポイ捨て防止対策についてでございます。 

 毎年、千曲川クリーンキャンペーン、あるいはごみゼロ運動といったことで多く

の町民の皆様、小・中学校の児童生徒さん、企業の皆様にもご参加をいただき、実

施をしております。収集されるごみの量も年々減少しておりまして、これらの美化

活動の成果が上がってきているということに対し、関係の皆さんに感謝を申し上げ

るところでございます。 

 ポイ捨ての実態の把握と問題点ということでございますけれども、ポイ捨てとい

いますと、空き缶やたばこの投げ捨て、犬の糞の放置等が挙げられます。これらは

モラルの問題でもありまして、実態の把握ということについては大変難しい面があ

るわけでございますけれども、町ではポイ捨て禁止、犬の糞の後始末、あるいは不

法投棄禁止の看板等を作成をしまして、町民の皆さんから要望がある場合には無償

にて看板の設置をお願いをしているということであります。また広報、有線放送な

どによりましても定期的な啓発に努めているところでございます。 

 それから不法投棄の関係なんですが、シルバー人材センターに委託をしまして、

毎月１回ないし２回、町内の主要道路、河川、山林、林道などについてパトロール

及びごみの撤去を実施しております。ごみ量につきましては、ほぼ横ばいの状況で

ございます。また２０１１年の地上デジタル放送移行や家電リサイクル法改正等で

対象品目に液晶テレビやプラズマテレビが追加されております。こういったことの

影響によりまして、全国的にも旧型テレビの不法投棄の拡大が懸念をされておりま

す。それに伴って処理費用の増加も予想されるところでございます。当町における

平成２０年度のテレビの不法投棄は７台でありまして、１９年度と比較しますと、
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９台の減という状況になっております。現在のところ不法投棄の増加ということは

ございませんけれども、国の施策であります緊急雇用創出事業等を活用しまして不

法投棄防止パトロールの強化等に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 ポイ捨て禁止の条例化への考え方でございますけれども、現在、廃棄物処理に関

しましては、国の法律であります廃棄物の処理法を初めとしまして町の生活環境保

全条例、あるいは廃棄物の処理及び清掃に関する条例、こういった条例に基づいて、

ごみの減量化・資源化など廃棄物行政を進めているところでございます。坂城町は

自律のまちを目指しております。条例による規制ということではなくて、町民の皆

様の自主性、あるいは協働によりまして環境にやさしいまちづくりを推進していき

たいというふうに考えております。一層のご理解とご協力をお願いをしたいと存じ

ます。以上です。 

８番（林さん） ただいま町長、また課長の方からご答弁をいただいたところであり

ますが、２回目の質問に入ります。 

 可燃ごみの減量化への取り組みは、課題としては２５％を占める生ごみの堆肥化

を進めたいという今ご説明がありました。生ごみを堆肥化したのについては、どの

ようにそれが、場合によっては使うところがなくて、またそれを可燃ごみの中に入

れて処理しているというようなお話も聞いておりますけれども、やはり生ごみの堆

肥化を進めるためには、そういう循環ができるようなシステムがついてこなければ

成果はあったとは言えないと思うんです。ただ、ごみとしてまた燃やしちゃうとい

うような体系ではいかがなものかと思いますけれども、その辺もう１度考え方をお

聞かせください。 

住民環境課長（塩澤君） 生ごみの堆肥化の関係について再質問いただきましたけれ

ども、先ほども申し上げたんですが、生ごみ処理機の関係、あるいはコンポスト等の

堆肥化容器、こういったものの普及を図ることによりまして、生ごみの一層の削減と

いうことで、先ほども数字的なことを申し上げたんですが、これまでに１，１００基

ほど補助の対象としまして設置をいただいているということでありますけれども、

さらに各家庭、まだ設置されていない家庭につきまして、できるだけ、そういった

補助制度もございますので、コンポスト、あるいは生ごみ処理機の普及について一

層の推進を図っていきたいというふうに考えております。 

 生ごみの堆肥化というお話で、そういった推進を図っていくわけですけれども、

これは各家庭におきまして、そういった生ごみの再利用、リサイクルということで、
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家庭菜園ですとかそういったところに、これは農業関係も含まれてくるわけですが、

まずは家庭で、そういった堆肥化へ取り組んでいただいて、それをそれぞれのご家

庭において処理といいますか、活用、リサイクルをしていただくと、そういったこ

とで推進を図っていきたいというふうに考えております。 

８番（林さん） 今ご答弁いただきましたけれども、私が聞きたいのは、堆肥にした

後、それが利用されない家庭もあるということで、そういう方たちは、ごみとして

出しちゃっているのではないかということについて、やはりそういうシステムをち

ゃんとつくるべきではないかということをご答弁を求めたわけです。それについて

もう１度ご答弁ください。 

 それと、ごみの減量化に向けて長野広域の指針に沿ってやっておりますけれども、

１５年度を目標に２２年度の設定があるわけですけれども、ごみを減量するという

ことについて、焼却処分、処理をすることに大分費用がかかっておりますけれども、

１５年度の設定時期と、また２２年度に目標を達成した場合は、どのくらいの費用

が削減できるか、その辺もお聞かせください。 

住民環境課長（塩澤君） 生ごみ処理のシステム化ということで、堆肥化したものを

どのように普及させるかという、そういったことかと思いますけれども、システム

化ということにつきましては、今後の検討課題ということでご理解をお願いしたい

と存じます。 

 それから、平成２２年度の長野広域連合での目標を達成した場合にということの

中で、処理費がどんな形に削減されるかということでございますけれども、現在、

町民１人当たりのごみ処理費ということで、家庭ごみの処理量等から計算をいたし

ますと、葛尾組合の処理費も含むわけですが、１人当たり１年間の処理費というこ

とでいいますと、平成１５年度が６，７００円程度処理費がかかっております。 

 これに対して平成２２年度、１０％の削減目標を達成した場合については、試算

でいきますと５，９００円ということで、１人当たりの処理費については、かなり

削減されてくるだろうというふうに試算をしております。 

町長（中沢君） 先ほどいろいろごみ処理、堆肥化、いろいろした後の処理が大切だ

よというご指摘があったわけでございます。そのとおりで、いろいろ収集し、堆肥

化し、そして利用をどういうふうにするか、そのシステムづくりが大事で、私も認

識しているところでございます。 

 過日、区長会とともどもに福島県の南相馬市へ行ってまいりまして、その後また
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その仕組みがいろいろと勉強になりましたので、葛尾と担当課の課長等で再確認し

てきたところでございますが、利用という面をいろいろと早急にシステムづくりを

していかなきゃならないなと、こんなふうに考えております。 

 それと長野広域のいろいろな削減目標でございますが、これは長野広域が示した

削減目標でございまして、それをいかに坂城町がそれ以上削減するかということが

大事な行政課題でございますが、とりあえず長野広域の削減目標を達成するにつけ

ても、それ以上にいろいろと努力していかないと大変な負担になるということでご

ざいますので、そのような対応をしてまいりたいと考えています。 

８番（林さん） ただいま町長の方から、ごみのシステム化については早急に考える

必要性をお持ちだという、本当に前向きな循環型社会を築くための一番の根本的な

ことであると考えているところでしたが、そのようなお考えをお聞きして早目の実

現に向けた検討をされることを望んでおります。 

 １人当たりにすると、１５年くらいから２２年度までで１人当たり８００円減額

するという試算ですけれども、これはあくまで試算ではありましても、住民の皆さ

んがごみを減らそうという意識を持つひとつの目安になるかなと私は思います。こ

ういう数字であらわすということが町民の皆さんには身近な、ただお話じゃなくて、

やはり具体的なこういうことも必要ではないかなと思って課長の方からご答弁をい

ただいたところであります。啓発活動を進めていければと思います。 

 それでは資源化への促進策について２回目の質問に入りますけれども、資源物の

回収奨励事業、それで大分進んでいて、あれはＰＴＡとか非営利団体の皆さんに対

する処理なんですけれども、資源化をしていくわけで、各自治区の大きな協力があ

るからこそ成り立つ事業だと思っております。 

 そこで自治区のところへも、そういう奨励金を出すこともひとつの張り合いにな

るというか、お金がもらえるからやるということになっちゃうとちょっと寂しいん

ですけれども、やはりそれもひとつの張り合いになる施策ではないかなと思います

けれども、よそと比べることもなんですけれども、いいことですからお話しします

けれども、千曲市なんかもそういう事業の展開で大分効果が出ているとお聞きして

おります。その辺いかがでしょうか。町長の考えをお聞かせください。 

町長（中沢君） 各市でいろいろごみ料の有料化が唱えられています。自らの責任で

自らが負担してということで、そういった方向にまた町も進めると仮定した場合に

は、それを何に使うかということがひとつの課題になるわけでございます。ごみと
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いう処理は地域の皆さんが担っていくということが何より大事でございますので、

そういった面は大切に考えてまいりたいと、こんなふうに思う次第でございます。 

８番（林さん） それから、ポイ捨て、また不法投棄の件でポイ捨て条例をつくった

らどうかということを提案いたしましたけれども、今の答弁では意識改革を醸成し

ていくという、本当に良心的な対応なんですけれども、そういう対応の中で大丈夫

かなということも正直思います。人間というのは嫌な気持ちも持っているもので、

ちょっと楽をしちゃおうかなという気持ちのあらわれがポイ捨てにあらわれている

んだと思いますけれども、よそのポイ捨て状況を見ましても、大分進んでおります

ね。県内３８市町村ではポイ捨て条例を制定してあるというような状況であります

けれども、これについてもう少し前向きな検討、また環境基本計画については、町

長のご答弁の中では第５次基本計画の中で進めていくようなお話でありました。基

本計画の策定ができると、またポイ捨ての方にもいい効果は出てくるというような

期待もありますけれども、その辺に期待をしているところであります。 

 ちなみに千曲市でも環境基本計画ができておりまして、それは住民の皆さんと、

また町とかそれぞれのお立場の人たちが何が自分たちにできるかという考えのもと

でボランティア活動をしているということであります。大変すてきな取り組みだと

思っておりますし、千曲川の上流に位置する坂城町も千曲市とは深いつながりのあ

る中で、そのような活動を一緒に続けていければと思うところであります。 

 それでは、２項目めの質問に入ります。 

 「高額医療・介護合算」新制度について 

 イ．新制度の取り組みと住民への周知は 

 高齢の夫の介護で出費がかさんでいたところに妻が病気で倒れてしまい、高額な

医療費がかかった。こんな医療と介護でダブルの負担を強いられている世帯の家計

を助けてくれる新制度「高額医療・介護合算」制度が昨年からスタートしましたが、

まだほとんど知られていないかに思えるこの制度への町の取り組み状況と周知につ

いて質問をいたすところであります。 

 これまでも医療は高額医療費、介護は高額介護サービス費という制度でそれぞれ

自己負担の上限額が決まっていましたが、高齢化の進展に伴い、医療と介護の両方

で多額の出費が必要になっている世帯が増えているということに配慮したというこ

の新制度は、従来の制度に加えて、同じ世帯で１年間にかかった医療と介護の費用

を合算した新たな負担上限額を定め、それ以上支払った場合に申請すれば超過分が
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還元されるというもので、昨年４月施行され、今年の８月から申請受け付けが始ま

っております。 

 しかし、このようなありがたい制度でありますが、この制度について周知等が行

われているのでしょうか。この新制度への町の取り組み状況は現在どのようである

のか、周知法もあわせてお伺いいたします。 

福祉健康課長（中村さん） 高額介護・高額医療合算制度についてお答えいたします。 

 この制度につきましては、平成２０年４月施行の健康保険法等の一部を改正する

法律により設けられた新たな支給制度で、同一の医療保険制度の世帯を単位として、

１年間に医療に支払った費用と介護サービスに支払った費用を合算した自己負担額

が一定の限度額を超えた場合に、その超えた分の自己負担額について、申請に基づ

き各保険から支給するという制度でございます。医療保険や介護保険の自己負担分

につきましては、従来から、先ほどご質問の中にもありましたように、高額療養費

や高額介護サービス費など月を単位として一定の限度を設けて自己負担の軽減を図

る制度も設けているところでございます。 

 その仕組みといたしましては、保険対象になっております医療費及び介護サービ

スの利用料につきまして、いったん窓口などでお支払いいただき、所得状況により

設定された限度額を超えた部分について高額療養費や高額介護サービス費として後

日お返しするということで自己負担の軽減を図るものですが、医療保険、介護保険

それぞれ独立した別々の制度であることから、本制度により医療と介護を併用し、

高額な負担をしていた世帯の負担が軽減され、さらに安心して医療や介護サービス

をご利用いただけるものと考えるところでございます。 

 町といたしましては、国民健康保険、介護保険の保険者であるとともに両保険並

びに後期高齢者医療制度にご加入の対象者の申請窓口として必要な例規の改正をし、

支給に必要な書類の様式指定などを行い、準備を整えたところでございます。支給

に係る財源につきましては、国民健康保険、介護保険とも通常の給付費や従来の高

額療養費、高額介護サービス費などと同様に定められた負担割合に応じて国、県、

町、支払基金、被保険者などが負担することとなっております。 

 本制度の手続につきましては、一般的な申請の流れといたしまして、まず、ご加

入の介護保険の窓口に介護サービス費に係る自己負担額証明書の交付の申請を行い、

交付された自己負担額証明書を添付した上で加入する医療保険の窓口へ支給申請書

を提出するという２段階の手続となりますが、国民健康保険及び後期高齢者医療制
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度のご加入の方につきましては、福祉健康課の窓口で一緒に申請していただけるよ

うにいたしたところでございます。 

 申請の時期につきましては、本年度支給の対象となっております平成２０年４月

から平成２１年７月の医療及び介護サービスの利用に係る支給申請は、制度上は８

月１日から既に受け付けが始まっているところでございますが、医療保険や介護保

険の利用に係る情報が医療機関や介護サービス事業者から国民健康保険団体連合会

へ送られ、審査等を経て町へデータとして反映されるまでに仕組み上２カ月程度の

時間を要することに加え、その情報をベースに高額療養費、高額介護サービス費と

いった従来の制度による軽減等の調整をした上で最終的な自己負担額が確定するこ

とから、実際に自己負担額が確定し、支給の手続に入るまでにはもうしばらくの時

間を要するという状況でございます。 

 こうした状況につきましては、当町に限るものではなく、同様の流れで運用して

いる多くの保険者に共通の事務フローであることから、申請を受け付けても実質的

に支給手続を進めることができない現段階においては、申請に係る書類の指定など

具体的につめておらない医療保険者も少なくないと聞いております。 

 住民への周知という点につきましては、６月に全戸配布いたしました平成２１年

度版「お年寄りのための老人保健福祉・介護保険サービスガイド」に制度の概要は

掲載してございます。事務処理上の時間的事情や申請主体となる医療保険者の準備

が整わないといった観点から、広報誌等による改めての周知につきましては、そう

した状況を勘案する中で、より適切なタイミングでと考えているところでございま

す。 

 なお、町の国民健康保険及び後期高齢者医療にご加入の該当の方には、そうした

準備が整った段階で文書により直接その旨をお知らせし、申請の手続等についてご

案内してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

８番（林さん） ただいま課長の方からご答弁いただきましたが、この新制度を施行

するにあたり、３月の予算、国民健康保険特別会計予算、また介護保険特別会計予

算では、それぞれ国民健康保険が５５万円、介護保険では３３０万円の額が予算づ

けられておりますけれども、これの対象となる、それは見込んでの予算と思うんで

すけれども、対象となる人はどのくらいと見込んでいるのか、まずお聞かせくださ

い。 
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福祉健康課長（中村さん） 本制度の該当人数や支給金額につきまして、予算計上は

しておりますが、医療保険と介護保険はもともと別の制度でありまして、特に医療

保険の被用者保険に係る医療費の情報については、町では知り得るものではないこ

とから、現時点では掌握はできておりません。総枠ができていない中で高額介護サ

ービス費等を考慮して予算計上をいたしております。国民健康保険につきましては、

国民健康保険の被保険者の介護認定を受けている方等を考慮しまして案分して予算

計上をいたしております。 

８番（林さん） 大変難しくて、私、聞いただけでは状況把握できない部分もたくさ

んあるんですけれども、対象となられる方は、なおというか、高齢に達している方

につきましては、なお状況とか申請とか、どういうふうに自分でやったらいいかと

いうことが迷う制度だと思います。 

 今、課長の方の説明の方では大分親切に該当すると思われる方には対応していく

んだというようなお話がありましたけれども、こういうことになると、もう要望な

んですけれども、申請に該当する方が漏れることのないようなきめ細かな支援で、

本当に困っている人たちが少しでも軽く治療を受けられるような制度が事なく進ま

れることを課長に要望しておきます。また町長の方にも要望しておきます。 

 それでは、いろいろと今日はごみの問題、また高齢者に関する問題をお聞きして

きましたけれども、坂城町の私たち議会は、去る７月２７日、２８日、２９日の３

日間にわたりまして、町内九つの会場に出向きまして町の施策を説明したり、また

議会活動の報告をするという議会報告会をいたしました。 

 大勢の方が昨年よりたくさんの方がお見えになって感謝申し上げましたけれども、

その中でいろいろと出たことは、また議会報を通じてご報告申し上げますけれども、

やはりごみの問題とか高齢者に対する対応とかということが大分出ておりました。

私は今回、議会報告の中で得た町民の皆さんの気持ちを町につなげたいということ

から今回のごみの問題と高齢者の問題を選ばせてもらって質問につなげたという経

過でございます。 

 いろいろと町のお話をお聞きする中で、地球温暖化問題が今大きな問題になって、

それをいかに防ぐかということであります。先ほど町長の方からも新しい政権の目

指す温暖化効果について首長の大きな目標が示されました。それにつきましても、

国民への負担が多いからとか、事業者さんの方でも大分懸念されたことが言われて

おりますけれども、国民の一人として何ができるか、まずそれを考えて負担を伴う
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中で何かできることはしていかなければならないと考えます。この小さな坂城町、

そういう坂城町も遅れをとらないような前向きな政策展開をするべきではないかと

私は考えております。議会報告会の中からヒントを得た質問でしたけれども、これ

もひとつの皆さんの関心を持っていただける手立てになるのではないかと思って今

回の質問をいたしました。以上で質問を終わります。 

議長（春日君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後１２時０６分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、３番 塚田忠君の質問を許します。 

３番（塚田君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いま

して一般質問を行います。 

 早速質問に入らせていただきます。 

 今年も７月２７日から３日間、議会報告会を全議員が３班に分かれて町内９カ所

で住民と懇談を持ちました。私は南条地区の担当となり、３地区を回りました。議

会に対する要望、また町に対する不満、要望等を伺い、話し合ってまいりました。

各地区で出た要望の多くが町単工事の予算が少な過ぎるとのことでした。今後、参

考にしていただければ幸いです。 

 今回、新地地区で出た意見を取り上げさせていただきます。 

 １．南条地区洞岩沢付近の諸問題について 

 イ．Ａ０１号線洞岩沢を中心に追い越し禁止区域ラインの設置を 

 Ａ０１号線が改良され、立派な道路になりました。しかしながら、道路の山手側

には鼠団地、また新地団地があり、その団地への出入りのため取付道路があり、そ

の取付道路の勾配の関係上、Ａ０１号線の洞岩沢の横断箇所の路面をあまり下げる

わけにもいかず、南北にそれぞれ６０～７０ｍぐらいの間で４～５ｍの高低差があ

ります。路面勾配も４％以上と思われます。そのような道路が従来は制限速度が

３０㎞であったが、平成２０年９月２９日より５０㎞に変更になりました。従来の

３０㎞制限の時点でも制限速度を守る人は少ないようでしたが、現在５０㎞に変更

されても、それを上回るスピードを出して通過する車がほとんどのようです。朝夕

のラッシュ時に特に洞岩沢で前方の見通しが悪いにもかかわらず、制限速度を守っ

ている車を追い越しをかけていく変わり者の違反者がいるようです。対向車線には

み出すのであるから対向車には大変迷惑、かつ危険を伴います。今のところ幸い大
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きな事故は発生していないようですが、早急に追い越し禁止のセンターラインを南

条小学校交差点付近から鼠橋団地下のベイシア付近の交差点までの間を要望いたし

ます。 

 はみ出し禁止区域の指定及び表示については、警察、または公安委員会の許可申

請が必要と思われますが、当然申請を出されているものと思いますが、申請を受理

されたのか、却下されたのか、地元の区長からも要望が出ておりますが、なぜでき

ないのか、その理由をお聞きいたします。 

 ロ．新地団地南側入り口の改良を 

 この件につきましては、３月議会で柳沢昌雄議員が一般質問で取り上げておりま

すが、私も地元の要望により現地を見させていただきました。洞岩沢の砂防工事に

よりＡ０１号線を３ｍほどのボックスカルバートで斜めに道路を横断しております。

町道３４９号線は洞岩沢の右岸を５０ｍほど沢の上流に沿ってできております。そ

のボックスの入り口方向が５ｍほどボックスカルバートと並行というか、沿ってつ

いている、方向にあわせて伸びているため、Ａ０１号線の交差点では沢に沿ってい

るため、三角に道路中心方向に出てしまっているように感じます。現在、ガードレ

ールが設置されていて事故もないようではありますが、団地の生活道路でもあり、

路面勾配が６～７％もあるきつい道路のため、冬は凍結路面となったときに危険な

状態が想定されます。道路利用の観点から見ればボックスの上流側に三角に隅切り

が欲しいところであります。前回の町の回答では検討して進めていきたいとのこと

でしたが、検討の結果、どのような結論になったか、お答えをいただきたいと思い

ます。 

 ハ．洞岩沢流末に防護壁等の設置を 

 議会報告会の際に地元住民の方から出た意見でありますが、今から２５～２６年

前に集中豪雨により洞岩沢の水があふれ、新地地区に大変な被害をもたらせたこと

があり、上流の地形上、今後もまたあの当時のような集中豪雨災害の発生が十分考

えられるので、今後の対応を検討してほしいということであります。 

 災害の後、県単砂防工事としてＡ０１号線を挟んで約２００ｍほどの砂防工事が

今年２１年７月に完成しました。立派な工事でありますが、完成部分は沢のほんの

一部であり、工事完成区域が２００ｍは河床は必要以上に深く、万全かもしれませ

んが、工事区間の前後が心配であります。当時のような大水には対処できない洞岩

沢と感じられます。 
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 私も今回質問をするにあたり、新地地区の当時の被害者に話を聞こうと何人か聞

いたところ、役場職員の中に当時の被害経験者がおりまして、当時の様子を聞くこ

とができました。彼は中学を終えた年の夏のことであり、はっきり覚えているとの

ことでした。多分昭和４０年ごろと思うとのことで、国道１８号線近くの自宅があ

っという間に床上まで冠水してしまい、次の年には床を上げる改築工事をしたそう

であります。そこで坂城町誌で調べたところ、当時の公民館報から転記された記録

が出てまいりました。一部読ませていただきます。 

 「昭和４０年８月２日、午後７時２０分ごろから約３時間、南条・胡桃沢を中心

に１００㎜という未曾有の雨量を記録する集中豪雨に襲われた。坂城にとっては想

像以上のもので、局地的な短時間の雨で被害３千万円という大きな被害を出した。

家屋土砂流入１戸、家屋床上浸水７戸、家屋床下浸水１２８戸、沢・小川決壊３、

橋梁流失３、田畑土砂流入８町歩、水田冠浸水４０町歩。町では翌３日、水害対策

本部を設けて復旧作業に乗り出した。翌８月３日は松代を中心に地鳴りを伴う群発

地震が発生した」と記されていました。また、この年の昭和４０年５月２７日の台

風６号の大雨による出水のため、大望橋の取付け２号橋が流失したとあるので、雨

の多い年のように感じます。 

 このような大きな水害は４４年前のことであります。その後、集中豪雨１６年ぶ

りの災害という記録がありました。昭和５６年７月１３日と７月２１日に１時間に

６６㎜という集中豪雨のため町内至るところで被害が多発したという記録がありま

す。中之条用水の決壊とありますが、人家への被害は床上浸水４戸、床下浸水５３

戸という記録があります。これが２８年前のことでありますので、この水害を指し

ていることと思います。午後３時４０分から激しい雷とともに降り始めたとありま

すので、洞岩沢の土砂とともに中之条用水を壊し、１８号線まで水浸しになったよ

うであります。 

 そこで洞岩沢の流末が千曲川でなく、中之条用水、欠口用水ともいうらしいです

が、流末が用水ということが心配であります。普段のときは何にも感じないが、集

中豪雨のようなときには千曲川方向へ逃がし水路が必要であります。現在では２８

年前より人家もアパートも大分減りました。同じような豪雨が発生したならば相当

大きな被害が想定されます。今さら逃がし水路を新設するということは不可能と思

われますので、中之条用水を飛び越さないように中之条用水の左岸堤防上へ防護壁

の新設を検討していただきたいと思います。 
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 また昭和６１年に洞岩沢と中之条用水の合流地点の上流側へ１００ｍほど嵩上げ

工事をしていただきましたが、現在、大水の際は、この地点で水が漏れる状態にな

っております。あわせて３０㎝ほどの嵩上げを検討していただきます。 

 また今回の砂防工事で、洞岩沢の終点である中之条用水合流点の沈砂地の右岸、

長さ１３．３ｍの根継工事が未完成であります。設計変更になったのか。なったと

したら、その理由をお聞きいたします。 

 なお、根継工事上部壁のその上に、出水時に備え、６０㎝ぐらいの嵩上げをお願

いしたいと思います。 

 砂防工事が終わっても蚕影神社脇の砂防堰堤が満杯の土砂が堆積しておりますの

でしゅんせつをお願いします。あわせて合流地点の沈砂地のしゅんせつも要望いた

します。 

 いろいろ多岐にわたり申しましたが、もう１度質問を繰り返します。はみ出し禁

止ラインについて、町道３４９号線起点部分の隅切りについて、中之条用水左岸へ

防護壁の新設、中之条用水左岸嵩上げ、合流地点の沈砂地の根継工事、同地点の嵩

上げ工事としゅんせつ、蚕影神社脇の砂防堰堤のしゅんせつ。 

 今日は洞岩沢に悩まされている新地地区の皆さんが大分傍聴に見えておりますの

で、この地域の皆さんにとっては深刻な問題でありますので、納得のいくご回答を

お願いいたします。以上終わります。 

建設課長（村田君） それでは、私から順次ご答弁をさせていただきます。 

 まず、イのＡ０１号線、洞岩沢を中心に追い越し禁止区域をというご質問でござ

いますが、Ａ０１号線の道路改良に伴い、ご質問にありましたとおり、ベイシア坂

城店付近から南条小学校付近までの区間、従来の制限速度が３０㎞から５０㎞に変

更となりました。洞岩沢付近は地形上特に見通しが悪い場所であり、スピードの出

し過ぎや無理な追い越しによる交通事故の発生を未然に防ぐためにも、まずはこの

区間を追い越し禁止区域とすることが必要と考えておるところでございます。 

 この区間を追い越し禁止の黄色いセンターラインにしていただきたいという地元

からの要望は以前からいただいており、警察署とも相談をしておるところではござ

いますが、現在追い越し禁止区域については、南条小学校から先、中之条方面に向

けての道路改良も見届けた中で一体的に指定をすることも踏まえ、追い越し車両等

の状況を確認しているところでございます。来年３月には鼠橋まで国道バイパスが

開通する影響でインター方面へ向かう車などＡ０１号線を通行する車両の増大が見
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込まれておるわけでございます。幸いにもこれまで交通事故の発生はありませんで

したが、警察では、この区間の危険性を十分に認識しており、交通量の増加に伴う

交通事故の未然防止という観点からも対応を検討しているとのことでございます。 

 それから、許可申請を受理されたのか、却下されたのかというご質問もありまし

たが、本件につきましては、公安委員会において設置する案件でございますので、

要望を申し上げてあるということでございまして、先ほどもご答弁申し上げたとお

り検討をしていただいているところでございます。 

 町といたしましても、先ほど答弁したとおり、地域の皆さんが安心して通行でき

るよう、また中之条方面に向かった道路改良も時間がかかるというようなこともご

ざいますので、できるところから設置いただけるように、引き続き働きかけをして

まいりますので、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、ロの新地団地南側入り口の改良をということでございますが、ご質

問の中でお話のありました洞岩沢からの水害の状況から、洞岩沢河川改修につきま

しては、砂防河川ということもあり、長野県にお願いをして平成５年度より着手を

いただき、整備を進めてまいったところでございます。県からの多額な事業費の投

入及び関係地権者のご理解ご協力をいただく中で、河川沿いの町道改良もあわせて

実施することができ、一部残っていた河川の今年度工事も終了し、計画されていた

区間の河川断面については確保できた状況となっております。 

 ３月議会で柳沢昌雄議員さんからご質問をいただき、お答えをさせていただいて

おりますように、整備された構造物を一部取り壊し、再整備し直すことにより交通

安全の向上、通行しやすさ、見通し等さらによくしたいということであるわけでご

ざいますが、町単補助事業を初めといたしまして、町民からのさまざまな要望に対

して昨年からの景気状況、財政事情の中で、すべてお応えすることができないとい

うやむを得ない現実があるわけでございます。検討は進めてきておりますが、財政

事情の厳しい状況が続いており、対応ができていないという現実でございます。 

 今後、他の事業、他の要望の状況や財政事情を勘案する中で、再整備について引

き続き検討を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 続きまして、ハ．洞岩沢流末に防護壁等の設置をについてでございますが、洞岩

沢の流末が中之条用水になっていることから、中之条用水の断面は、洞岩沢が合流

する上流側は幅１．２ｍの水路ですが、合流部では幅２ｍになっております。流下
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断面を大きくしていることから洞岩沢の流量も勘案されているものと考えられます

が、過去に水害が発生している状況もありますので、ご質問をいただいた中之条用

水の左岸堤防への防護壁の新設等、用水管理上の面も考慮しながら対応を検討して

まいりたいと考えております。 

 沈砂地の右岸側の根継工についてでございますが、施工されていない理由を建設

事務所に確認中でございますが、設計変更されたものではないと考えられます。現

在の一部土砂が堆積している河床面から６０㎝程度高い位置にコンクリートの根が

出ており、沈砂地の土砂上げをするとコンクリート壁への影響が懸念される状況の

ため、根継工は必要と考えられますので、県に施工をお願いしてまいります。 

 根継工上部の上の嵩上げにつきましては、中之条用水の左岸堤防への防護壁等の

関連も考えられますので、周辺の構造物の高さ等を勘案し、検討してまいりたいと

考えております。 

 上流側の砂防堰堤の堆積土砂のしゅんせつにつきましては、しゅんせつにより上

流側の土砂が安定しなくなることも考えられるため、砂防河川でありますので、上

下流の状況を県に確認をいただき、しゅんせつが適当なのか、他の対応が望ましい

のかを相談し、検討してまいりたいと考えております。 

 中之条用水合流地点の沈砂地の土砂につきましては、以前は毎年土砂上げをしな

ければならなかった状況から、砂防河川事業実施により年間の土砂の堆積量は少な

くなってきており、現在は中之条用水の河床と同じ程度の堆積状況でありますので、

今後の様子を観察した上でしゅんせつについて対応をしてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 

３番（塚田君） お答えをいただきました。 

 はみ出し禁止ラインについては中之条の方向のそれとあわせてということですが、

そうすると、はみ出し区域ラインは長くなるのか、中之条の方向の工事はいつ終わ

るのか、再度お伺いいたします。 

建設課長（村田君） ご答弁させていただきます。 

 先ほどの答弁の中で申し上げたのは、南条小学校山金井の交差点から北に向かっ

て今、Ａ０１の改良工事をやってございます。その交差点の北側付近を見据えた中

で一体的に洞岩沢付近の追い越し禁止区域を検討しているということでございまし

て、中之条までいつこの改良がというのは、今ここで何年度に終了するということ

はお答えできないわけでございますが、いずれにしてもそういうことで、警察の方



 －８６－

では一体的に、と申しますのは、交差点から北に向かって今２７０ｍ改良という計

画を持っておりますが、その改良工事にあわせてというような考え方をお持ちのよ

うでございますが、まだその工事も相当期間がかかるということの中で、できると

ころから引き続き要望してまいりたいというふうなことでございますので、よろし

くお願いします。 

３番（塚田君） わかりました。ということは、検討していく、要望していくという

ことは、まだはっきりしたお答えはいただけないということであれしますが、これ

だけスピードを出されれば困るから、今度は違う形で取り締まりの強化の方をひと

つしていただきたいと思います。 

 それから、町道の隅切りについてでありますが、検討段階であるというようなこ

とで非常に残念ですが、地元としては本当に深刻な問題でもありますので、なるべ

く早くできるよう、ひとつお願いいたします。 

 左岸堤防壁、これは当てにしてよろしいということですかね。 

 それから合流地点の上流で、現在でも水が大水のときには漏るというんだけれど

も、それの嵩上げについては検討ですかね。工事ができるのかどうか。根継ぎにつ

いては、結局、地元説明がないままやらなかったということですね。これは完成し

なかったということで解釈してよろしいんでしょうか。工事はいつごろになるのか。

沈砂池の根継工事の件でありますが。 

 それから、その嵩上げもいいと。 

 蚕影神社脇のあれについては、満杯でもあれで今の時点はいいというふうに解釈

しますが、そういうことで解釈させていただきますが、もし……。必要があるから、

ちょっと今回一般質問で取り上げさせていただいたんですが、再度調査していただ

きたいと思いますが、ちょっとお答えをいただきたいと思います。 

建設課長（村田君） 根継工の件でございます。 

 この根継工については、現地を見させていただいて、確かにその沈砂池の泥上げ

をしていく上においては非常に危険性が伴いますので、早急に県の方へお願いして

対応してまいりたいということでございます。 

 それから嵩上げ等のお話がございましたが、これにつきましては、上下流、それ

からまた下流部の沈砂池の嵩上げの要望もいただきました。それらをいろいろ河川

管理上の面も考慮しながら、全体を見届けた中で検討してまいらなければならない

というふうに考えておりますので、多少時間をいただきたいということでございま
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す。 

 それから蚕影神社のしゅんせつ土砂の堆積でございますが、確かにしゅんせつを

しなければならないというふうに現地を見させていただくと考えられるわけでござ

いますが、先ほども答弁申し上げましたが、しゅんせつを行った場合に、上流の土

砂の安定といいますか、そういうものが懸念されるというふうに現地を見ますと考

えられるものですから、県に相談をいたしまして、そのしゅんせつをすることがい

いか、あるいはほかの方法で対応できるものかということを、早急に現地を見てい

ただいて対応してまいりたいということでございますので、よろしくお願いします。 

３番（塚田君） よくわかりました。 

 今の土木工事上、しゅんせつしないで、その上へまた再度上へ上へつくっていく

ような方法ですが、そんなことは考えられないでしょうかね。いいです、これは。

地元の人も納得してもらえたかどうか、経済状況もあるもんで、なるべく早い対応

をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 ２．農地保護について 

 イ．荒廃農地の町の対応は 

 この質問をするにあたり申し上げておかなければなりませんが、私は議会選出の

農業委員ですが、町議会議員として質問をいたしますので、念のため申し添えてお

きます。 

 全国的な問題となっておりますが、町内の荒廃農地、遊休農地等大分目につきま

す。一昨年のことですが、私の地域の農業委員から、約２haの遊休農地の地権者と

話がついたので、水田を再生して、賃貸料は要らないから耕作してくれる人を探し

てくれということで、定年を過ぎた７０歳近い私の友人に了解をとりました。しか

しながら、あと何年使ってくれるかが心配であります。 

 また先日、川東、千曲川のこっちですが、果樹栽培農家の方と話をする機会があ

りましたが、やはり農業者の高齢化が進み、後継者不足と相まって、あと５年後に

は３分の２は果樹栽培放棄になるだろうと嘆いていました。以前より農業委員が苦

労して遊休農地の実態調査をしておりますが、何をもくろんでの調査か、お答えを

いただきたいのであります。 

 町では季節ごとにアグリサポーターを募り、人手不足を補っていますが、これと

は別に、年間を通じて働いてくれる農作物の生産法人のような組織を町が軸になっ
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て立ち上げることができないだろうかと思うのであります。 

 以前にも一般質問で取り上げさせていただきましたが、当時のお答えは、農業委

員や農協等と協議して検討したいということでしたが、１年も２年も検討されてい

ては取り返しのつかないことになりかねません。果樹栽培は１年間放棄したら、も

とに戻らないと言われております。一時を争う問題と思うのであります。高齢のた

め果樹栽培をやめたいが、誰かやってくれる人はいないかという相談を受けたとき

に、町内の農業法人に話を持っていってみましたが、利益率の悪さを理由にあまり

広げたくないと断られました。町で農産物生産グループを立ち上げることができな

いようであれば、現在、既存の農業法人に町の農業支援センターが支援できないか、

お聞きいたします。 

 町の支援さえあれば新たに別の農業法人が立ち上がる可能性も出てまいります。

お答えをいただきます。 

 次に、荒廃農地解消に向けて国、県より補助金が助成されるシステムになってお

りますが、なぜ利用しないのか、お聞きしたいのであります。 

 県の方に問い合わせてみたところ、町に協議会さえあれば、すぐにでも対応でき

るとのことでした。どんな理由でつまずいているのか、お聞きいたします。 

 ロ．鳥獣被害に対する町の対応は 

 私の住んでいるところは山手ではなく、平坦なところに住んでおりますが、数年

前から自宅の前にタヌキがちょくちょくあらわれました。最近ではカメラを向けれ

ばポーズをとるぐらい人を恐れなくなっていました。 

 この４月になってからの話ですが、私の庭で子ダヌキ４匹がかわいい姿でじゃれ

合っていました。親子５匹のタヌキが近くに住み着いているとは感じていました。

朝夕、注意深く見ていたところ、ついにねぐらを突き止めました。隣の家の物置の

床下の小さな隙間から出入りしていたのです。出入り口近くにはモロコシの食い散

らかしが数多くありました。 

 隣のお宅は２年ほど前に奥さんを亡くされ、手薄になっていますが、早速隣の主

に話したところ「こんなところに住み着きやがってタヌキにばやかされれば困る。

そりゃあ困ったもんだ。タヌキの親子と同居していたなんて近所の噂が立っても困

る」ということで物置の中へスプレーの殺虫剤をまいたり、周りに金網を張ったり

していたが、出入り口が幾つもあるらしく、なかなか立ち退いてもらえず、ノイロ

ーゼ気味になり「考えると夜も眠れない」と言っていました。 
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 猟友会の方に撃ち殺してくれと相談したところ、人家のそばで簡単に猟銃を使用

することもできず、簡単に殺害するわけにはいかないと断れました。やむを得ず物

置の中へラジオを持ち込み、ボリュームを上げておき、居間の方で昼夜スイッチを

入れたり切ったりした結果、今ではどこかへあいさつもなく転居したようでありま

す。しかしながら、かわいい容姿に似合わず、農作物に及ぼす被害は甚大でありま

す。 

 野菜づくりが趣味の私もモロコシを時期を変えて何回かに分けてつくっています

が、収穫時期が近づくと全部先に横取りされている状態であります。現在では平坦

な地域でさえ、カラス、タヌキ、ハクビシン等の食害に悩まされております。山手

の方の話を聞けば、絶滅危惧種のツキノワグマが去年はドングリが豊作であったた

め、個体が増えてしまったが、今年は不作のようで、里に出没してきているようで

す。フェンス内の親子連れのクマの目撃者もいます。また、りんごの木に上った爪

痕を見たという人もいます。捕獲のために檻をかけても効き目が少ないようであり

ます。現在、坂城町ではどのような鳥獣被害対策を行っているのか、お聞きいたし

ます。 

 町で猟友会に委託料を払い、鳥獣害駆除をしているが、どのような成果が上がっ

ているのか、お聞きいたします。 

 あわせて被害状況が把握されておりましたら、お聞きいたします。 

 以前に国の補助金をもらって緩衝帯をつくって被害対策をしてはどうかと一般質

問をさせていただきました。お答えは地権者の協力が得られるかどうかという消極

的なお返事でした。実際に取り組んで圃場の周りの畑の草刈り等をしておけば、か

なりの効果があったという農業者のお話もあります。山手の荒廃農地は強制的にで

も協力してもらいたいものです。農業委員で緩衝帯の整備をするために地区の取り

まとめをするのはいかがか。国からの補助金が大分あるはずです。このままでは農

業離れも進み、耕作放棄地がますます増えることになりますので、早目の対応をお

願いいたします。以上２回目の質問を終わります。 

町長（中沢君） 塚田議員のご質問にお答えいたします。 

 荒廃農地に係るお話も出たわけでございます。荒廃農地をどういうふうに有効に

利用するか、あるいはまた、りんご園、ぶどう園、そういった集団化されたところ

が後継者がなくて、それをどのように承継する対策を立てていくか等々さまざまな

問題があるわけでございます。上平を元気にする会、あるいはふれあいの里南日名
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等々についても、いろいろな対応がなされているということでもございます。この

荒廃農地に係る基本的なことは農業委員会にお願いするエリアが広いので、後ほど

産業振興課長からお答えさせることにいたします。 

 そしてまた、鳥獣被害に対する町の対応というお話もあったわけでございます。

鳥獣による農作物の被害ということにつきましては、農家はもとより農協等から

いろいろな報告を受けているところでもございます。平成２０年度で被害面積が

５．３ha、被害量といいますか、いろいろ果物の被害量が１３５ｔ、被害額の総額

が１千万円ということでもございます。県の町村会などでのお話の中でも、最近は

鳥獣被害に対する対応が重要な課題となっており、集約して近く県や国に対して対

応を要請していくということにしておりますが、町にとっても今日的課題であるわ

けでございます。 

 被害の最も多いのは果樹でございます。カラス等の鳥類やクマ、イノシシによる

ものなどがございます。特別に被害が増えたという状況ではございませんが、日中

や夕方の早い時期にイノシシが出没したり、電柵を設置してあるにもかかわらず被

害を受けてしまうということ、野生動物が人里になれてしまっている傾向もあるわ

けでございます。せっかく手塩にかけて生産した、その農作物が荒らされるという

ことは、耐えられないことでもあるわけでございます。そのための対応は強く求め

られているというふうに理解しております。 

 次に、猟友会による駆除実績でございますが、６月から１０月まで檻による駆除、

８月から１０月まででは銃を使った鳥類の駆除、３月には銃器による獣類の駆除等

を実施しております。平成２０年度の実績は、イノシシが３１頭、ニホンジカ２頭、

ハクビシン２頭、カラス、スズメ等の鳥類が６６８羽でございます。 

 捕獲した鳥獣の処分につきましては、猟友会による自家消費を基本としておりま

す。猟友会では、そのほかに湯さん館や福祉ふれあいのイベントのときに、そうい

ったものを提供し、アピールをしているわけでございます。いずれにいたしまして

も、処分というのは自家消費ということが基本で、今後それをどういうふうに有効

に利用していくかということ、これまた課題であると考えております。 

 次に、緩衝帯の整備についてのお話がございました。 

 これは集落、農地に隣接した荒廃森林等を幅１００ｍ程度に藪払いして除伐する

と。そして見通しをよくして野生鳥類が人里へ出てきにくいようにということでも

ございますが、これはかなりの効果が出ているということでもございます。 
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 その整備でございますが、国、県の補助事業として実施するわけでございます。

次年度以降にも維持管理の仮払いが必要になってくる、それは住民でやるというこ

ととされておりますので、なかなか大変な事業でもございます。 

 町では昨年と今年、地区の代表者や農業委員、猟友会員等に呼びかけまして、鳥

獣害防止対策の研修会を実施しております。緩衝帯の整備につきましても、それぞ

れの地域での検討をいただくようお願いしているところでもございますが、相当数

の地権者の理解がまず必要だということ、維持管理のための体制づくりがなかなか

進みがたいということが現状でもございます。町では電柵等の被害防止施設の設置

等の補助金を出しているところでもございます。 

 野生鳥類被害の防止につきましては、総合的な対策が必要で、また時には広域的

な対応も重要になってくるわけでございます。地域ぐるみで鳥や獣の害を防いでい

こうという機運、また工夫を凝らすことも大事だと、こんなふうに思っております。 

 国におきましては、昨年、鳥獣害被害防止のための特別措置法を制定いたしまし

た。予算措置も拡充されつつあります。これらを有効に利用いたしまして、いろい

ろと地域の皆さんが連携して対応してまいると、町と相まって対応していくという

ことが大事だと考えております。以上でございます。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からは荒廃農地の町の対応はというご質問についてお答

えしてまいります。 

 耕作放棄地につきましては、発生要因ですとか荒廃状況、耕作放棄地の所有者の

皆さんや周辺農業者等引き受け手となり得る方々の状況など、その地域によってさ

まざまでございまして、耕作放棄地の発生、利用を図るためには地域の実情に精通

した皆さんの参画、きめの細かな取り組みが必要であります。 

 ご質問の中で耕作放棄地の調査等について何をもくろんで調査をしているのかと

いうことでございますが、これは農業委員会等でもご説明させていただいてござい

ますけれども、耕作放棄地の現状を的確に把握した上で、それぞれの状況に応じた

対策を講じ、農地の有効利用を進めていくというようなことが基本、目的というよ

うなことで対応しているわけでございます。町では耕作放棄地の現状を的確に把握

するために農業委員会と連携をし、町内すべての耕作放棄地を対象に昨年９月に現

地調査をしたわけでございます。 

 その後、本年４月に農振農用地の耕作放棄地が解消可能な農地を対象に、耕作放

棄地全体調査に基づくアンケート調査を実施いたしました。対象は３５７筆、回収
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はそのうち２４３筆、回答率６８％ということで、ご自身で農地の現状を把握して

いるという方が２０９筆、把握していないが２０筆、その他１４筆というような結

果でございました。 

 今後この農地の管理をどうするかということでございますが、自分で管理すると

いう方が９５筆、依頼したいが５１筆、その他９７筆ということで、今後この農地

をどうするかということでございますが、自分で耕作するという方が６９筆、貸付

希望８４筆、売渡希望１２筆、その他８４筆ということでございます。 

 農業委員会で、このアンケートの結果を検討した結果、まずは町の玄関口でもあ

る坂城インター周辺の耕作放棄地の解消から手をつけていこうということで検討を

進めているところでございます。 

 荒廃農地を利用した農産物生産グループを立ち上げないかというご質問でござい

ます。 

 現在、上平区において農業による地域おこしを基本に上平を元気にする会が設立

され、地域内の遊休農地を活用いただいております。また南日名においても、ふれ

あいの里南日名が発足され、遊休農地の有効利用が図られております。中之条では

農家数軒により直売所が開設され、地域農業の活性化が図られているところでもご

ざいます。 

 町といたしましては、農家等に対する耕作放棄地に係る指導、助言及び支援を行

って、耕作放棄地再生の取り組みを円滑に実施するため、坂城町耕作放棄地対策協

議会の設立の準備を今進めているところでございます。協議会には農業委員を初め

農業改良普及センター、農業協同組合、土地改良区及び農業クラブなど農業者の代

表等で組織いたしまして、耕作放棄地の再生利用に向けて取り組みをしてまいりた

いと考えているところでございます。これにつきましては、農業委員会でもご了解

をいただいているところでもございます。 

 今後この協議会を中心に関係機関が連携して、当町に適した作物の選定や担い手

等への農地集積とあわせまして地域での活動の支援も検討し、耕作放棄地解消に向

けた取り組みを推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 ご質問の中で既存の農業法人についての補助はどうかということもございました

が、具体的にそれぞれお聞きしていかないと、なかなか補助ということになります

と判断は難しくなりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 このような中で農業を営む人たちが協働し、その結果、農業生産グループ、こう



 －９３－

いったものが立ち上がっていけばというふうに考えるところでございます。耕作放

棄地解消に係る補助金につきましても、この協議会が受け皿となります。 

 何をつまずいているのかということでもございますが、この協議会が設立されて

からすべて動き出すというようなことでございまして、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。いずれにしても早急に設立できるように進めているところでご

ざいまして、県等との協議を今している最中でございます。 

 農業委員がいろいろな部分で遊休農地の解消にはご尽力をいただいておりまして、

議会選出ということでございますけれども、塚田議員さんにもお力添えを賜ってい

るところでございます。今後は農業委員のお立場で委員会等でのいろいろなお申し

出もいただければ大変ありがたいというふうに思います。 

 それとロの鳥獣害被害に対する町の対応の中で緩衝帯について農業委員が先頭に

立ってやってはどうかというご提案もいただいたわけでございますけれども、これ

については、先ほど町長が申し上げましたが、農業委員会等にもお話をさせていた

だいておりまして、農業委員さんと地元区が連携してやっていくことが事業推進に

つながると考えておりますので、この点についてもよろしくお願いいたします。以

上でございます。 

３番（塚田君） それぞれお答えをいただきました。 

 一番ここで言いたかったことは、再生してもやり手がいない、そういう上平を元

気にする会というような組織を各地区で立てるというようなことは前回もお聞きし

ているんですが、これは各地区へこのような会をつくってやっていくというのは不

可能に近い話なんですよね。だから、町が、この前も申し上げたんですけれども、

お～い原木会というトンネルの中のあれがあるけれども、ああいうように町が軸に

なって、どうだ、こういうグループをつくらないかというようなことを立ち上げて

もらえないかということで、団塊の世代もいくらも定年になって、おれもやりたい

よなんていう人も出てくるかと思うもんで、そういう方向に向けていきたかったわ

けなんです。 

 まだお聞きしたいことはあるんですが、あと３分ですが、ちょっと鳥獣被害です

が、我々素人というか、小さな畑でネットを張ってやっているんですが、町から補

助はあるのか、電柵等。それは普通の人は知らないから、もし……。電柵の補助、

それから檻、檻を貸してくれるということをお聞きしたんですけれども、有料で借

りるのか、捕れた鳥獣をまた山へ帰すという、そんな矛盾した対応なもので、その
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辺ちょっと、先ほどお聞きした６月から１０月までは檻で、その後はなんて言って

いたけれども、はっきりしたあれをお聞きしたい。殺害していいのが冬場しか、

１０月からとかいうような話ですが、法的なものがわからないものでお聞きします。

以上お願いします。 

産業振興課長（宮﨑君） お答えいたします。 

 まず電気柵については、町から３分の１の補助を申し上げてございます。 

 それと檻の設置でございますが、基本的には有害鳥獣という部分でございますの

で、一般の方に、捕獲は猟友会に委託しておりますので、一般の方にお貸しという

ことはしてございません。ただ、猟友会が設置する分にはそんな対応で今進めさせ

ていただいているところです。以上です。 

３番（塚田君） いろいろわけのわからない質問をさせていただいて、答弁の方で困

ったかもしれませんが、なるべく荒廃農地も後継者不足なので、グループを立ち上

げるようなことを検討していただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後２時２９分～再開 午後２時４０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、５番 山城賢一君の質問を許します。 

５番（山城君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いま

して一般質問をさせていただきます。 

 １．新型インフルエンザ対策について 

 イ．町の状況と未然防止への対策は 

 開会初日の町長あいさつにございましたように、新型インフルエンザに感染され

た千曲市の３０代の男性が亡くなられ、県内で新型で感染した患者死亡が確認され

たのは初めてということでございます。また国内では新たに８月２９日、兵庫、鹿

児島のそれぞれ３０代、６０代の女性の方、また３１日には北海道で４０代の女性

の方、また９月２日には京都府で６０代の男性、高知県で７０代の男性、昨日です

が、７日には宮城の９０歳の男性が新型インフルエンザで亡くなり、残念ながら国

内では１１人目ということだそうでございます。 

 厚生労働省は、仮定のシナリオとして今回の新型インフルエンザによる国内の感

染数は年内に約２，５００万人、人口の約２０％に達するとの推計罹患率に基づく



 －９５－

流行の予測を発表いたしました。高齢者が多い農村部、また都市部の人口の集中し

ているところにおきましては、罹患率が３０％を超えるという恐れもあるというよ

うな予測をしております。基礎疾患、持病でございますけれども、持つ人や、それ

から乳幼児に感染が広がった場合には、入院率が２．５％に上昇し、重症化する割

合についても０．５％に達すると見ております。 

 県の新型インフルエンザ対策本部では、小・中、高校や保育所などで新型インフ

ルエンザの患者が出た場合の学級閉鎖の基準を決め、季節性インフルエンザの基準

は、欠席者が学級の２割程度としているのを、新型の場合には感染拡大防止のため、

学級の１割を超えた場合とし、それぞれ市町村関係機関に通知をされているところ

でもございます。 

 特に注意が必要な人といたしまして、妊娠中の女性、また乳幼児、高齢者、呼吸

器疾患、心臓病、糖尿病、免疫機能が落ちている人などでありまして、該当する人

は事前に受診の仕方とか、かかったときの持病への影響などについて、かかりつけ

の医療機関に相談したり、また疑わしい症状があるときは、直接医療機関に受診を

しないで、発熱電話相談というものを利用して対応してほしいということでありま

す。 

 さて、町におきましても、国と県の行動計画を受けまして新型インフルエンザ対

策行動計画が作成されたところでもございます。家庭から保育園、幼稚園、小学校、

中学校、高校、あるいはお医者さん、それぞれお勤めの職場の人の移動による感染

の未然防止が大切なことであります。新型インフルエンザは人から人に伝染する能

力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザでありまして、一

般的には免疫を持っていないということで、世界的、全国的に、またかつ急速な蔓

延により生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあると言われております。 

 広報９月号にも新型インフルエンザに対する心得とか注意事項が小さく掲載され

ておりました。危機管理の対応が被害を大きく拡大させてしまうか、あるいは最小

限にとどめることができるかということ、これがひとつ行政の主導権があると思い

ます。これらに対して今日までの町の状況、あるいは住民の皆さんへの周知、予防、

拡大防止策についてお伺いをいたします。 

 ロ．要援護者への支援は 

 新型インフルエンザの流行が例年の冬の季節性インフルエンザの流行レベルに達

していると言われ、私たち一人一人が感染予防に関心を持っていただき、手洗い、
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うがいをこまめに行う、マスクの着用とか、咳やくしゃみの際には、よく言われま

す咳エチケットを守る、人込みのところへは外出しない、あるいは控え目にする、

感染源を体の中に入れないということ、基本的には自分で止めるということであり

ます。 

 今回のインフルエンザの特徴といたしまして、感染力は強いが、病原性は低い、

多くの人は軽症で回復している現状、それから若い人、高校生を中心とした若年層

の罹患が多い、これに対するタミフル、リレンザ、抗インフルエンザウイルスの薬

ですが、これが有効だと。それから慢性疾患、糖尿病、ぜんそくのある人や妊婦が

罹患すると重症化になりやすいということでございます。また、これに対してウイ

ルスに感染を繰り返すと、ウイルスが変異していくという可能性も発表されており

ます。要援護を必要とされる、特に一人暮らし、いわゆる一人暮らしの高齢者の方

や障害者の方々は新型インフルエンザに対する正確な感染情報、並びに日常生活維

持の対応に戸惑いを抱いておられるのではないかと思うわけであります。インフル

エンザにかからないような知識の啓発、あるいは日常生活の状況の確認、あるいは

生活必需品の対応について、町ではどのような体制を考えておられるのか。 

 また予防につきましては、これは保険は適用されません。発病予防に対するタミ

フルの服用は有効と言われておりますけれども、これら負担を含めて予防措置はど

のようにお考えになっておられるのか、お伺いいたしまして１回目の質問を終わり

ます。 

町長（中沢君） 山城議員の質問にお答えします。 

 新型インフルエンザ対策についてでございます。 

 今年５月９日に国内で新型インフルエンザの感染が確認されて以降、日本全国で

感染が拡大したところでございます。長野県内でも６月１３日に感染が確認されて

以降、多くの市町村に感染が広がっている状況でもございます。当初は感染が疑わ

れる患者全員に新型インフルエンザであるかどうかの詳細検査が実施され、感染者

数が報告されておりましたが、７月２４日から集団発生に係る確定患者及び疑似症

患者のみの届け出へと変更になったところでございます。届け出方法が変更になっ

たとはいうものの、７月下旬以降、感染者数が著しく増大してまいっております。

先ごろ、厚生労働省は本格的な流行シーズンに入ったということをあえて公表して

おります。 

 現在のところ、町内では集団的な発生事例はございませんが、近隣市町村におき
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ましては、学校、保育園等におきまして集団発生が見られ、休校や学級閉鎖措置が

とられたり、また基礎疾患のある方を中心に重症者や死亡者の発生も見られる現状

となってきたところでもございます。町では４月３０日に坂城町新型インフルエン

ザ対策本部を設置し、行動計画に基づき、町民への感染予防策を主に啓発、また広

報活動を実施しているところでもございます。今後も引き続き、正確、かつ敏速な

情報を町民の皆さんに提供するということを基本に、感染予防策の徹底による感染

拡大の防止、受診方法や療養方法の啓発、一人暮らし高齢者への支援、日常生活に

支障をきたすことのない行政事務の継続に努力する所存でございます。 

 今回の新型インフルエンザは、当初発生が強く懸念されておりました病原性の高

い鳥インフルエンザではなく、季節性のインフルエンザと同程度の病原性を持った

もので、多くは治療を的確に行えば軽症のまま回復するということでもございます。

感染者が大幅に多くなるということは大変なことであり、基礎疾患のある方の重症

化もいろいろあろうかと思います。いろいろな状況を踏まえながら町として油断す

ることなく、町、教育委員会、そしてまた保健センター、開業医の皆さんのお力を

得ながら対処してまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

福祉健康課長（中村さん） ロの要援護者への支援についてお答えいたします。 

 新型インフルエンザに係る要援護者への支援でございますが、現在、一人暮らし

高齢者等の要援護者につきましては、民生児童委員及び一人暮らし老人訪問員のご

協力をいただく中で各家庭を訪問しており、一声かけて安否等の確認を行っている

ところでございます。その生活状況等の確認の中では、新型インフルエンザ等の状

況提供も兼ねておりますし、相談にも応じております。本人に何か問題があれば早

期に発見ができ、連絡もとれるなど、敏速な対応が可能であると考えております。 

 なお、民生児童委員さんには新型インフルエンザの対応について今年の１月に研

修会を開くなど周知徹底を図っているところでもございます。 

 また一人暮らし高齢者の方には、安心電話による緊急通報システムがございます。

希望により設置をいたしておりますが、現在利用されている方は１９０人で、新型

インフルエンザに限らず、急病等によって援助が必要になったときに、ボタンを押

すことにより自動で緊急通報がされ、迅速に対応できる体制が整備されております

ので、必要な支援ができるものと考えております。 

５番（山城君） それぞれ町長と課長からいただきました。 

 安心電話で１９０人の方、ご利用されているということでございます。これでイ
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ンフルエンザに関するご相談がありましたかどうか、ちょっとお答えがなかったよ

うなので、お聞きをしたいと思います。 

 それから学校の関係ですけれども、ご家庭で体温検査、これを各家庭でおやりに

なって、学校へ行くか、行かないか、あるいは学校の方でやられているのかどうか、

その辺どんな対応をされているか、お聞きしたいと思います。 

 それから保険証で短期の方が、これは３月末の時点ですが、短期保険証の方が

２４名、それから資格者証というのが１００名ということでございますが、こうい

う方々のインフルエンザに対する対応はどんなお考えでいらっしゃるのか、お尋ね

をいたします。以上２回目を終わります。 

教育長（長谷川君） 今ご質問いただきました学校での対策及び検温等についてにお

答えしたいと思います。 

 今、家庭の方へお願いをしておりますことは、家庭でも、うがい、手洗いを励行

してほしいということ、それから朝の健康観察をして、もし疑わしい場合には検温

をして見てほしいということ、それから栄養、休養を十分とってほしいということ

をお願いしております。学校でも朝の健康観察の時点で様子がおかしい児童につい

ては検温する等の対策をしておりますが、毎日決まって全員という形ではありませ

ん。ただ、うがい、手洗い等については、これは今年の４月に坂城町の学校が、普

通のインフルエンザですけれども、流行もありまして、それ以来ずっと継続的にと

ってもらっております。今後も今のところ、うがい、手洗いの回数を増やすとか、

あるいはこれからしばらくたって乾燥期になりましたら、教室の湿度をどう保つか

というような対策をとって臨んでいきたいというふうに今考えております。以上で

ございます。 

福祉健康課長（中村さん） 安心電話による新型インフルエンザの相談につきまして

は、今のところ、こちらの方では聞いておりません。また国民健康保険の資格証明

書、それから短期保険証なんですが、短期の場合は同じように診療はできます。資

格証明書の方につきましては、連絡をいただけば、こちらの方で対応をさせていた

だくようにしたいと思っております。今までも急病の場合は、ご本人の方から連絡

をいただいたりして、それぞれその状況にあわせた対応をいたしております。以上

です。 

５番（山城君） 今回のインフルエンザにつきましては、国家的な対策でありまして、

これも緊急経済対策、国からの交付金事業の中にもそれぞれ、例えば支援する、そ
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ういう制度が、国に申請すれば支援できるという、例えば保育所へも行けないと、

来てもらっちゃ困ると。いけないと言われて、それに対する滞在する負担の費用と

か、これが町から、申請すれば出されるという、そういう通達が出ているはずなん

ですけれども、こんな対応については、インフルエンザはあっては困りますけれど

も、そんな国への、いざ困ったときのそういう交付金の申請は町ではされたのかど

うか、お聞きをしたいと思います。 

福祉健康課長（中村さん） 保育園の関係なんですが、インフルエンザの対策という

ことで、予防のマスクと消毒液、そういうものを交付金の対象ということで申請を

いたしました。７月の臨時会のときに補正予算をお願いしてあります。以上です。 

５番（山城君） マスクとか防護具とか消毒液、これは当然申請すれば支援が来るわ

けですが、今後あってはならないことですけれども、例えば保育所の閉鎖になった

場合、これも申請すれば国にそういう経済対策資金から申請していただけるという

制度がありますけれども、そういうことで、今までお話しいただきましたけれども、

町にはないと、学校もそれなりに適切な指導をいただいているということで、まこ

とに結構なことでございます。隣の千曲市、本当に学級閉鎖も実際行われていまし

て、どんどんこっちへ来ると困るんですけれども、その辺の防護策についてはよろ

しく対応をお願いしたいと思います。 

 ２．バイパス等事業化促進を 

 イ．事業決定を速やかに 

 平成３年度に事業化されました上田坂城バイパス、これは上塩尻から小網間です

が、４．９㎞のうち既に２．６㎞は暫定２車線で開通をしております。引き続きま

して、その延伸として小泉地籍の半過トンネル５７８ｍが２月２０日に貫通をいた

しました。そこで、その引き続きとして現在、鼠橋まで本線工事が進められており

まして、これは平成２２年３月末まで開通の予定となっております。また県の事業

といたしまして、国道１８号バイパスルートにあわせて進められている力石バイパ

ス１．８㎞が、これも平成２２年３月に完成をする予定であります。 

 しかしながら、坂城更埴バイパスは千曲市域での暫定供用区間３㎞が開通しては

おりますけれども、鼠橋以北についての事業化は見えていないのが現在の状況であ

ります。８月１８日に坂城町国道バイパス・県道整備促進期成同盟会におきまして、

全会一致で総会決議されました鼠橋から力石バイパスまでの事業化を何としても進

めていかなければならないと思うものであります。道路行政の抜本改革で道路整備
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の費用対効果を厳密にチェックするというような新しい政権のもと、政策が進めら

れるようでありますけれども、こんな厳しい見通しを危惧するわけではございませ

んけれども、町としてどう進めていかれるのか、町長にお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 ロ．インター先線延伸の事業化は 

 平成５年に上信越自動車道坂城地区の建設工事が始まりまして、坂城インター開

設とともに平成８年、主要地方道坂城インター線が開通をしたわけでございます。

工業の城下町として先行するように金井中之条工業団地、塚田工業団地の立地によ

り工業エリアの構築を図られてきたところでもあります。 

 しかしながら、インター線は国道１８号線に交差して左右と接続する閉塞区間と

もなっているわけであります。幸い町道Ａ０９号線、Ａ０５号線が整備されまして、

インター先線延伸の事業化の促進につきましては取り組むことに町の活性化が一層

期待されるところでもございます。さらには将来的に上田坂城バイパスとの接続を

見据えた先手の事業化に取り組むということでありますが、これにつきまして町の

基本構想をお伺いをいたしまして、１回目の質問を終わります。 

町長（中沢君） バイパスやインター先線等についてお答えしてまいります。 

 ご案内のとおり、上田篠ノ井間２７．３㎞のうち上田坂城バイパス４．９㎞につ

きましては、既に２．６㎞間が供用開始されており、残る区間、半過トンネルが貫

通し、平成２２年３月までに鼠橋まで暫定２車線で開通するということでございま

す。供用開始されますと、大量の車両が鼠橋を渡り、１日に８回も遮断されるしな

の鉄道の踏切というものもございます。その先１００ｍで国道１８号線に至るとい

うこと等がございまして、さらなる渋滞が懸念されます。小網の県道に出て村上の

信号から坂城大橋方面、力石バイパス方面へ流れることも予想されるところでござ

います。国道１８号線の渋滞解消と町内の円滑な交通確保というためには、先線の

１日も早い事業化についても町民の宿願でもあるわけでございます。 

 一方、県道でございますが、国道バイパスルートにあわせまして整備をいただい

ております力石バイパスについても来年の３月は開通する運びとなるわけでござい

ます。 

 今後でございますが、長野国道事務所においては、現在鼠橋から北４００ｍ区間

の航空測量と地形測量を実施していただくことになっております。先線の方へのひ

とつの目安でございます。国の財政事情も厳しいと、加えて国の政権交代等もござ
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いますが、いずれにいたしましても、鼠橋以北の力石バイパスの早期事業化につき

ましては、坂城町国道バイパス・県道整備促進期成同盟会において今後ともさらに

強力に要望してまいりたいと考えております。 

 次に、インター線先線の事業化でございます。 

 国道バイパスと連結する重要な社会的な基礎基盤であるわけでございます。国道

バイパスの延伸が事業化の大きな要素ともなります。事業的には大変費用のかかる

ことではございますが、毎年熱意を込めて県知事、県当局にも要望しているところ

でもございます。このインターの先線は、「ものづくりと安らぎのまち」の坂城町の

将来にとって大変大事な施策でもあり、さらにまた産業面でも千曲市、上田市とも

相まって重要な課題だと、こんなふうに考えておるところでもございます。今回こ

の８月１８日開催されました坂城町国道バイパス・県道整備促進期成同盟会におい

ても、皆さんにご決議をいただき、インター先線延伸の第一事業として、しなの鉄

道を横断してテクノさかき工業団地までの事業化について千曲建設事務所に、より

具体的に要望したところでもございます。 

 さらに８月２０日の高山村で開催されたボイス８１長野地域会議におきましては、

私から直接、村井知事に１８号線バイパスを初めインターの先線、上室賀坂城停車

場の早期完成等をお願いしたところでもございます。インター先線については、段

階的に整備していくという方向で具体的な対応に入っているということでもござい

ます。以上でございます。 

 先ほど１日に８回、しなの鉄道が遮断されるということでございますが、１時間

に８回ということでございますので訂正いたします。 

建設課長（村田君） 私からも順次ご答弁させていただきます。 

 ご質問のバイパス事業化につきましては、今日まで沿線の３市１町によります新

国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会で要望活動を進めてまいっております。 

 一方、坂城町におきましては、平成１７年６月に町全体の幹線道路網の促進を図

るため、町内全域のそれぞれの団体を構成員として坂城町国道バイパス・県道整備

促進期成同盟会を設立し、関係機関への要望活動を進めてまいりました。上田坂城

バイパスにつきましては、先ほど町長からお話があったとおり、来年３月末開通と

いうことであります。上田篠ノ井間２７．３㎞のうち、現在までに事業化された区

間でございますが、更埴拡幅の３．２㎞、上田坂城バイパス４．９㎞、坂城更埴バ

イパス、八幡稲荷山間３．０㎞、坂城更埴バイパス、稲荷山篠ノ井塩崎間２．６㎞
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でありまして、残る未事業化区間１３．６㎞の早期事業化について要望活動を実施

しておる状況でございます。 

 町といたしましては、バイパス効果を高める上からも、鼠橋以北から来年３月に

供用開始となる県事業の力石バイパスに至る３．８㎞について事業化の決定をいた

だけるよう、暫定的迂回路となる鼠橋通りの国道に至る間の踏切による交通遮断等

の問題などを取り上げながら強力に要望してまいります。 

 次に、インター先線の事業化についてでございますが、議員ご質問のとおり、事

業化着手に向けては町の重要な課題として取り組んできている事業であります。事

業種的に全体で６０億円とも７０億円とも言われる事業でございまして、県といた

しましても要望を受けても大変苦慮している状況であります。第１期事業として工

業団地取付道路までの具現化が図れれば、産業経済等の発展及びしなの鉄道、テク

ノさかき駅の利用促進にも結びつけられると考えております。 

 今回の要望活動に随行させていただきましたが、建設事務所の対応については前

向きな感触を得てまいったところでございます。いずれにいたしましても、担当課

として、この区間についての早期事業化の推進と早期に地形測量に着手していただ

けるよう、精一杯頑張ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。以上で

ございます。 

５番（山城君） それぞれ答弁をいただきました。前向きな答弁でございます。 

 国の政権が変わります。それぞれトップが煮詰まってまいりましたけれども、何

か編成内容がどこかの県に似ているような組閣になるような気がしてなりません。

ある県の知事を経験された方、公共事業全体として公共事業コントロール法をつく

っていくというような、こんなでたらめなことをちょっと新聞で見ました。それに

いたしましても、国の動向を見極めながら積極的な要望をお願いをいたしたいと思

います。 

 次に入らせていただきます。 

 ３．温泉施設について 

 イ．利用状況と今後の営業方針は 

 本定例会初日における町長のあいさつにおきまして、びんぐし湯さん館は平成

１４年４月１８日にオープンして以来、８月９日に入館者が２１０万人に達したと

いうお話をいただきました。日帰り温泉施設は、それぞれの地域において施設が整

備され、利用者には身近な福利厚生施設として、よりよい施設の利用へ求めて動い
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ていくのが現況であります。 

 営業報告書によりますと、７期は前年より４千余人、８期は７期より１万余人と

入館者が減少傾向でありますが、オープン以来、１日平均入館者数は８４８人とい

うことで、大変好評をいただいているところでもあります。単年度の１日入館者数

では、７期が８２３人、８期は、先ほどもお話がありましたが、７９１人というこ

とで、１日当たりにしますと３２人の減ということになります。入館料で見ますと、

７期は９，１３２万９，０１３円、８期は８，５１３万６，３８０円ということで、

６１９万２，６３３円の減ということになります。振興公社として経費の削減を含

めて総合的な経営改善を目指すとともに、利用者負担の公平性の観点から年間利用

券の料金改定等について検討していくと申されました。入館者利用増への方策、経

営刷新を図っていかなければならないわけでございますけれども、今後の公社とし

ての方針について町長にお伺いをいたします。 

 ロ．パブリック・コメントを生かして 

 びんぐし湯さん館は町の公的施設として町内外より来館され、多くの方々に利用

をいただいております。利用されるお客様とサービスを提供する公社とのパートナ

ーシップの構築は大変重要なことではないかと思います。いわゆるパブリック・コ

メントを生かすお客様との触れ合いで信頼をいただくことが事業の永続性を保ち、

新たな発想が生まれるという施設運営を担う重要なＯＪＴでもあると思います。Ｏ

ＪＴとは従業員教育とかということですが。びんぐし湯さん館ほっ湯ＨＯＴニュー

スは、そのひとつの媒体として大変有意義な広報紙でもございます。湯さん館で楽

しんでいただくという理念のもと、施設運営について今後どう認識されて進めてい

かれるのか、お伺いをいたしまして、１回目の質問といたします。 

町長（中沢君） びんぐし温泉施設について利用状況と今後の営業方針等についてで

ございます。 

 平成２０年度の入館者数は２６万９，８１７人、１日平均で７９１人と大変多く

のお客様に喜ばれているわけでございます。経営改善に努める中でお客様に親しま

れ、自分たちの温泉だというような気持ちの上でご利用いただく、そんな施設にし

てまいりたいなと、こんなふうに思っております。 

 長野経済研究所等の経営分析等を踏まえて、いろいろ論議する中では、入館者の

増加が第１、第２にして経費の削減、これにつきましては、今までの経費、人件費

さえも５％を削減する、あるいは光熱費を除く一般経費は１０％の削減目標を立て
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て対応しているところでもございます。顧客に対しては、利用者が常に公平感を持

って負担するという観点から、顧客単価を引き上げていく。引き上げるというより

も改正していくということでもございます。入館者数の増加に向けましても、町内

各団体、事業所、あるいはいろいろな面に対して営業を強化するとともに、飲食関

係の充実したものにして集客力のアップに努めたいと、こんなふうに思うところで

もございます。また年間利用券の改定にあわせまして、先ほど申し上げましたよう

に、経費の削減、そして、いろいろな面での幅広い対応をしてまいりたいと、こん

なふうに思うところでもございます。 

 顧客単価でございますが、入場券を含めて１人のお客さんが使っていただく金額

の引き上げができればということでもあるわけでございますが、振興公社の取締役

会、企業の専門的な皆さんも何人か入っているわけでございますが、そういったこ

と、あるいは株主総会、金融機関の方々が入っていただいておりますが、専門的立

場で年間利用券の値上げは当然検討すべきだということの意向をいただいているわ

けでございます。 

 びんぐし湯さん館の年間の利用者は３９３人でございまして、４分の３が坂城町、

残る４分の１は千曲市、上田市の方々で、どちらかというと、本当にお湯を愛して

いただいている中で町民の一部だということでもございます。現在２万８千円の大

人の年間利用券が平均お使いいただいている回数は２２１回でございます。たくさ

んご来館いただくことがすばらしいことなんですが、その１回当たりの入館料は

１２６．７円ということで、５００円をお支払いしている皆さんの４分の１の負担

ということでありまして、利用者負担の公平性を確保するということは、経営の当

然の留意しなければならないことでもあるわけでございます。 

 類似施設を見ますと、年間利用券３万５千円は東御市のささらの湯とか、ふれあ

いさなだ館、あるいは４万円は、湯楽里館、あるいは御牧乃湯などでもございます。

湯さん館の年間利用料金は２万８千円ということでございますので、格安な料金設

定になっているなと。ちなみに１人当たりの諸経費を見ますと、４８４円ぐらいが

かかっているなと、こんな思いもいたします。一般利用者を５００円は据え置きに

しておりますが、今後回数券については、１０枚お買いいただくと１２枚というこ

とになると、４５４円から４１６円という、この面については減額になるわけでご

ざいます。そしてまた、年間利用券の皆さんも私が経営上考えるには、現在の４分

の１相当の負担でなくて、３分の１相当を負担していただきたいということでござ
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います。そうなりますと、今まで１２６円が１４９円ということにもなるわけでご

ざいます。そういった面で、これは理解いただけるひとつの数字設定であろうなと、

こんなふうにも考えているわけでございます。 

 あわせて食事をする施設という中において、食事のメニューを、あるいはまた、

町の特産品であるねずみ大根焼酎の開発等々も進めまして、あらゆる面から経営の

健全化を図り、将来に向けてのひとつのステップとして、ここで経営改善をしてい

きたいということでございますので、何分のお力添えをお願いいたします。 

企画政策課長（片桐君） お答え申し上げてまいります。 

 最初に、利用状況と今後の営業方針のうちの利用状況について、まずお答えを申

し上げます。 

 湯さん館の平成２０年度の入館者は、先ほど町長からも答弁したとおりでありま

して、平成１４年のオープン以来から申し上げます。 

 平成１４年度が２８万４，３９３人、１５年度が３０万７，４１９人、１６年度が

２８万８，４４７人、１７年度が２９万２，３７２人、１８年度が２８万５，２７８

人、１９年度が２８万６１８人ということでございます。 

 また入館料の推移でございますけれども、平成１４年度は１億２，８８８万円、

１５年度が１億２，４８５万円、１６年度が１億１，１６５万円、１７年度が

９，７３６万円、１８年度が９，６１４万円、１９年度が９，１３２万円、２０年

度が８，５１３万円でございます。 

 次に、パブリック・コメントを生かしてという点につきましてお答えをいたしま

す。 

 びんぐし湯さん館では、お客様からお気づきの点や改善に向けた意見、要望等を

随時お寄せいただくために、お客様ご意見箱を入り口ホール付近に設置しておりま

す。また申し上げるまでもございませんけれども、びんぐし湯さん館では、お客様

にはフロントで入館券の提示などの手続をしてから当然館内へお入りいただいてい

るわけですけれども、そこでお客様と従業員とのコミュニケーションが生まれると

いうことでございますし、当然のことながら接客マナーとして気持ちよくごあいさ

つするよう努めているところでもございます。 

 このような場面でのやりとりやお客様ご意見箱のご意見等を取り入れて幾つかの

改善もこれまで図ってきております。ひとつの例でございますけれども、食堂では

メニューが固定されていると飽きてしまうというご意見から、日替わりの一品料理
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を１皿１００円で提供するようにいたしました。また料理ができたとき、呼び出し

アナウンスで行っておったんですけれども、これもお客様のご要望をいただきまし

て、注文いただいたときに個々にお持ちいただくブザーをお渡しして鳴らすという

方法へも変更いたしたところでございます。また、お風呂に入る際のマナーについ

て、お客様から苦情をいただくという場合もございます。そういった場合につきま

しては、館内にその旨を掲示してマナーの向上を呼びかけたり、また、ご意見によ

って館内の備品のレイアウトを変更したということも今までございました。 

 こういったお客様からお寄せいただいた苦情、ご意見、ご要望は大変貴重なもの

ということを深く認識しております。ご意見等を真摯に受けとめ、十分検討する中

で効果的なもの、可能なもの等から取り入れてサービスの向上に努めてまいりたい

というふうに考えております。 

５番（山城君） それぞれ答弁いただきました。 

 時間がなくなりましたので、いっぱい言うことはあるんですけれども。 

 設立当初、２万５千円でした。その後３千円、２万８千円に上げました。この理

由は私もわかっています。これは内税をお願いしますと。今回の値上がりについて

は、確かに諸々人件費５％、それから設備費、一般経費ですね、１０％削減すると

おっしゃっておりますけれども、これは一部ある機関において市場調査をいただい

た、その結果がこうだと。じゃあ、公社としての方向性というのは持っておられる

のかどうか。値上げしなきゃいけなかったのか。これはいずれにしても当然設備を

更新していかなきゃいけない、維持していかなきゃいけない、そういう事情は当然

ありますけれども、今回について、ほかの施設はこうだよと、それから坂城湯さん

館はちょっと安過ぎるという、そういう比較は町民としては理解いただけないんじ

ゃないかと。湯さん館としては、これだけ努力してきたんだけれども、実はこうな

んだよという、そういう説明がないと、今回の値上げについては、先ほど同僚の議

員も言われましたけれども、この状況下にあって値上げという問題は苦しいかなと。 

 例えば、旧来の商品がありまして、新しい商品をつくるについて中身の商品を付

加することによって値上げすることはお客さんには納得いただけるかなと思うんで

すけれども、サービス業の場合は、なかなかその辺難しいと思うんですが、世情の

関係でも、そういう製品に対して、値上げするためには、こういった付加価値をつ

けて値上げしたんだよと。こういう利用もできるんだよというご納得をいただける

んではないかなと私は思うんですが、その点について今回の値上げとなった、それ
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から取締役会、あるいは役員会で決めたことでありましょうけれども、これは町民

の皆さん方、あるいは利用されている皆様方に、それなりのご理解いただける根本

的な要素があったのかどうか、それによって来年になって執行されるということに

ついてお答えいただきたいと思います。 

町長（中沢君） びんぐし湯さん館が料金を値上げするという論調でのご質問ですけ

れども、決してそうではないわけでございます。５００円の一般の多くの皆さんの

料金はそのままにして、そして、その上で公平性を確保すると。従いまして、今の

年間の皆さんは４分の１ぐらいしか一般の皆さんの分で負担していただけないから、

それを３分の１にする、３分の２はそれなりに対応していると。あるいは回数券に

ついては、今まで１１枚を１２枚にすることによって今度は安くしているわけです。

ですから、全体的なバランス調整をとっていることであって、これは公平性という

観点から申し上げていることで、誤解のないようにお願いいたしたいと思います。 

 それと要は町の施設ではございますけれども、経営は第三セクターとして独立し

なければならないということでもあるわけでございます。相当努力する中で、最近

ご承知のように入湯税７００万円余を出しております。そのほか今まで２千万円、

３千万円出しておりましたいろいろな将来に向けての基金、これが数百万円に落ち

てきていると。そうすると、それは将来についてどうなるかという負担の心配もあ

るわけでございます。いろいろよろしくご理解いただきたいと思います。 

５番（山城君） お答えをいただきましたけれども、なかなか利用の皆さんにご理解

をいただく、これが基本ではないか。これにはやはり経営が成り立たなければ、こ

れは一般的にも公社は赤字経営がほとんどでございます。私も広域に電話で聞いて

みました。値上げしたところでも、ほとんど「経営はどうですか」と聞いたら、赤

字だそうでございます。この辺の判断がなかなか難しいと思いますけれども、ただ、

利用料金が安いからというのではなくて、やはり一番は利用者を確保することが一

番の前提でございます。皆さんに来ていただくということでございますので、より

一段の努力を期待いたしまして私の一般質問を終わります。 

議長（春日君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日９日は午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後３時４０分） 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

（１）企業創出支援事業の取り組みについてほか      宮 島 祐 夫 議員 

（２）下水道事業の今後はほか              柳 澤 澄 議員 

（３）介護保険のその後ほか               円尾美津子 議員 

（４）障がい者福祉についてほか             入 日 時 子 議員 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「一般質問」 

議長（春日君） 最初に、９番 宮島祐夫君の質問を許します。 

９番（宮島君） おはようございます。 

 ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を行

います。 

 第４５回衆議院選挙は３０日投票され、結党以来４５年続いた自民党が転落し、

歴史的な大敗から政権の座を失った結果となりました。 

 一方、民主党は３００議席を超え、９月中旬に開かれる特別国会において鳩山由

紀夫代表が首相に選任され、新しい内閣が発足されるわけであります。従って、今

までの日本の政治は大転換を迎えることになり、国民の新しい時代の変化に対応で

きる政治改革に期待をするところでございます。 

 さて、次に農業問題でございますが、最近、鳥獣被害、昨日も同僚議員から質問

がありましたが、地域によっては被害の格差はあると思うが、以前のイノシシの被

害の電柵で防止できない、最近はハクビシンが出没し、収穫期を迎える巨峰の被害

が多く、棚の上へ上り、ぶどうを食べてしまうという被害は非常に多いわけでござ

います。どうかひとつ収穫期にきて被害は甚大であり、行政として早急に実態に対

応していただくことをお願い申し上げるところでございます。 
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 １．企業創出支援事業の取り組みについて 

 イ．経営実態と雇用状況について 

 ご案内のように、昨年の秋以降、米国発世界的同一不況が１年を迎えようとして

いるわけであります。日本の実体経済に影響を及ぼし、世界経済の危機は最悪期を

脱したとの見方が広がっているわけであるが、とはいっても楽観は許せない状況に

あるわけであります。特に金融面にはまだ不安は残った上、雇用情勢なども悪化し

ている。引き続き連携をとりながら的確に対処していかなければならない。 

 そこで我が町の中小企業経営実態と雇用状況について、まず最初にお伺いをさせ

ていただきます。 

 積極的な財政出動や金融緩和策などによって生産回復が見られ、金融危機の震源

となった長野県の制度資金、あるいはまた、我が町の制度資金の両者の中小企業融

資制度の実績についてもお伺いをさせていただきます。 

 雇用条件の悪化は、所得の減少とあわせて個人消費を下押しするリスクがあるわ

けでありますが、消費減退で生産が低迷し、企業が再び雇用調整に踏み切れば、景

気再失速の悪循環に陥る懸念があるわけであります。この経済環境の中で地域企業

雇用環境の現況についてもお伺いをさせていただきます。 

 ロ．雇用創出補助事業の取り組みは 

 昨年秋以降の急激な景気悪化の影響により、雇用情勢は非常に厳しい状態が今に

続いているわけであります。雇用情勢改善と経済安定化を目指して離職者を正規の

常用労働者とし、新たに雇い入れる事業主に対し、町独自の補助制度を創設する考

えはあるかについてお伺いをさせていただきます。 

 ハ．県外有識者による企業戦略アドバイザーの組織構想について 

 国内はもとより世界に発信するには、坂城町企業振興発展のために坂城町の潜在

力を生かした坂城出身者であり、企業経験豊かな人による諮問機関組織の設置の考

えはあるかについてお伺いをさせていただきます。 

 以上で第１問の１回目の質問を終わらせていただきます。 

町長（中沢君） 宮島議員さんのご質問にお答えしてまいります。 

 私からは、企業創造支援というような取り組みを含めて全体的な面を述べさせて

いただきます。 

 世界の金融資本市場の危機というようなことから、世界中が同時に不況に陥った

と。日本の経済は輸出や生産の下げ止まりが、そういった動きは見えているといい
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ながらも、雇用環境は極めて悪化しており、個人消費も低迷が続くという依然とし

て厳しい状態にあるということには変わりありません。 

 先日の日本銀行松本支店の発表によりましても、県下の金融経済動向は、景気判

断を県下の経済は下げ止まりつつあるから下げ止まっているとしてはおります。企

業収益が厳しい状態にはあり、設備投資は大変減少している。実質はおおむね下げ

止まってはいるが、一部で持ち直しつつもあると。生産は持ち直しつつもある。 

 一方、雇用所得では、労働時給が厳しい状態にあるということで、雇用の問題が

大変な状況にあることは言うまでもありません。 

 町の状況といたしましても、製造業は大幅に減産を余儀なくされており、下げ止

まったと言われているとはいうものの、景気回復は本当に不確実な状況にあるなと。

引き続き厳しい経済環境にあり、企業のこれからの存在、そしてまた、雇用といっ

た問題には危惧しているところでもございます。 

 坂城町は工業の集積地として特色があり、全国的に注目されているわけではござ

いますが、そうした工業力が弱まるということになると、地域経済、とりわけ雇用

の問題に大きくかかわってくるということでもございます。そのためには製造業に

まず元気になってもらわなければならないということがございます。工業技術の高

度化、あるいは経営の安定、そして人材確保・養成といった、そういった面からの

支援は、坂城のテクノセンターを中核にいたしまして、テクノハート坂城協同組合、

商工会等が連携し、そこへ産学官の要素も入れながら頑張っているところでもある

わけでございます。 

 特にテクノセンターにおきましては、技術の諸々の課題に対応し、相談・技術、

あるいは巡回指導もしているところでもございます。また国や県、さらには信州大

学、あるいは産業技術総合研究所、長野大学、埼玉工業大学等とも連携し、研究シ

ーズの紹介や新技術製品開発、販売の開拓等もいろいろと支援しているということ

でもございます。 

 また今年からは前の県の工業試験所の総合センターのすばらしい所長をテクノセ

ンターのコーディネーターにお迎えして対応しているということでもございます。

このような技術的な支援を柱にいたしまして、町製造業の活性化に向けて幅広くさ

まざまな工業振興施策をとっているところでもございます。 

 工業振興という立場からいろいろな人材を活用してはというお話もあるわけでご

ざいます。確かに坂城町の出身のいろいろな皆さんが各業界で頑張っているという
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ことは誇りでもございます。そうした皆さんの助言、あるいは指導を受けるという

ことは願ってもないことだなと、こんな思いもいたしております。 

 また企業経営や技術開発は本当に多様性で専門的なことを要するというようなこ

とから、いろいろと全体的にお願いすることは無理な面もあろうかなと、こんなふ

うにも思っております。 

 ご承知のように、当町出身のセブン＆アイ・ホールディングの会長の鈴木敏文さ

ん、あるいはお招きした本田技研の元社長の吉野さん、そしてまた、通産省の後藤

次長さん等々もお願いしながら技術向上に努めており、いろいろな示唆をいただい

ているということでもございます。 

 特に工業力をアップするということで、坂城ならではの対策として、国の前の工

業技術院を衣替えいたしまして、産業技術総合研究所となったわけでございますが、

そこには２，７００人の研究者がいると。そういう皆さんのいろいろな協力を得て、

ものづくりコンソーシアムを立ち上げていると。これは県下にない対応だなと。こ

の小さい市町村においてテクノセンターがいろいろ中心になって頑張っていただい

ていると、これこそがいろいろ２年、３年に向けての基礎づくりにつながるなと、

こんな思いもいたしているところでもございます。いろいろな面でのお手伝いをい

ただければというふうに思っております。 

 現在、坂城町には東京坂城会がございます。いろいろな面で町に思いを寄せ、そ

して頑張っていただいているわけでございます。こういった皆さんをひとつの広告

塔と申し上げましょうか、サポーターとして、あるいはアドバイザーとして全体的

な面でいろいろご支援いただけないかという、こういった観点に立って、今、東京

坂城会の皆さんとも話し合いを進めているところでもございます。 

 こういったときこそ、まず工業力を高めるということは、常にいろいろな情報を

的確に得るということ、そして、この間勉強し合って、次なる糧を見出していくと

いうこと、それにはテクノセンターを中心に、あるものをまず生かしていくという

こと。これもあれもということはなかなか難しい話で「この町がこういうことをや

ったから、これも。この町がこうだから」でなくて、やっているそのものを、より

生かすという施策の展開が何よりは考えているところでございます。以上でござい

ます。 

産業振興課長（宮﨑君） 企業創出支援事業の取り組みについてということで、先ほ

ど町長からハの県外有識者による企業戦略アドバイザーの組織構想についてご答弁



 －１１４－

申し上げましたので、私につきましては、イとロについて順次ご答弁させていただ

きます。 

 まず、イの経営実態と雇用状況ということでございます。 

 最初に、町の中小企業の融資の実態についてからお答えさせていただきたいと思

います。 

 平成２０年度の制度資金全体の実績から申し上げますと、県の制度資金につきま

しては、融資件数９７件、融資額１０億６，１２７万円、町の制度資金につきまし

ては、３２件で１億３，４７０万円ということで、合計の融資件数は１２９件、融

資総額１１億９，５９７万円となってございます。これは平成１９年度と比較いた

しますと、県の制度資金につきましては４件減少いたしまして、融資額としては

８２３万円減少、また町の制度資金につきましては、１件増えまして、融資額は

３，２７０万円、これも増えて減少ということでございますが、減少となってござ

います。 

 融資の状況といたしまして、上半期の利用は全般的に減少しておりまして、前年

同期と比較いたしますと、県の資金におきましては、融資件数マイナス１９件、融

資額は３億８，３４８万円減少し、３８件、２億９，２３７万円の融資額という状

況でございます。 

 町の資金につきましては、融資件数は３件増加いたしまして１３件でありました

が、融資額は１，３２０万円減少して５，０５０万円という状況になっております。 

 また下半期の利用状況といたしまして、同じく前年同期の比較で、県の資金は

融資件数１５件、融資額で３億７，５２５万円増加いたしまして、５９件、７億

６，８９０万円という状況となっております。 

 町の資金につきましては、２件減少し、融資件数１９件で、融資額においても

１，９５０万円減少いたしまして、８，４２０万円という状況でございます。 

 町の制度資金につきましては、上期、下期ともに減少傾向でありましたが、セー

フティネットの５号の認定を受けて融資を受ける経営安定特別資金に利用が集中い

たしまして、この資金につきましては、下半期だけで１１件、４，３７０万円増加

いたしまして、１５件、７，０７０万円を融資しております。 

 また町の経営安定特別資金につきましては、限度額が１千万円でございますが、

県の同様の資金の限度額は３千万円でございますので、より大口の融資を利用する

ため、県の資金の利用が増えている状況となっております。 
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 次に、設備資金と運転資金別で見ますと、県の設備資金におきましては、平成

２０年度全体で融資件数１８件、融資額は３億８，６６８万円減少し、１８件、１

億６，９６７万円でございます。 

 また県の運転資金につきましては、融資件数が１４件、融資額３億７，８４５万

円増加し、７９件、８億９，１６０万円ということになってございます。 

 町の制度資金でございますが、融資件数は１件で、融資額は７００万円でありま

した。この資金につきましては、平成１９年度、２０年度合わせ、この１件のみと

いうことでございます。 

 次に、運転資金でございますが、融資件数３１件で、増減はありませんでしたが、

融資額は３，９７０万円減少し、１億２，７７０万円でございました。２０年度の

融資全般といたしましては、先ほども申し上げましたが、上半期は減少いたしまし

たが、下半期につきましては、昨年１０月以降の世界的な経済状況の低迷に伴いま

して、運転資金の融資が活発に利用されております。 

 続きまして、地域企業の雇用環境の現状についてでございますが、坂城町を管轄

区域とします篠ノ井公共職業安定所の有効求人倍率は、最新の７月分のデータで

０．３９となっており、前年度と比較してマイナス０．３８ポイントと引き続き厳

しい状況にございます。 

 次に、町内の企業の状況でございますが、８月２０日から２７日にかけて従業員

３０名以上の企業を基本として３８社を対象に調査を行った結果、今年以降、正社

員の雇用調整を行った企業はほとんどなく、派遣社員についても、今年３月末の契

約満了に伴い、再契約を行われなかった例がほとんどでございます。今年４月以降

については、残業時間の減少により外国人の派遣労働者が本人の意思により帰国し

たということによる減少が一部で見られております。しかし、公共職業安定所に問

い合わせたところ、国の雇用調整助成金を申請して活用している町内の企業は８１

社に上り、依然町内の企業にとっては厳しい経営実態があります。 

 次に、雇用創出事業の取り組みについて、ご答弁いたします。 

 当町における雇用創出補助事業への取り組みについてでございますけれども、離

職されている方に対しましての国のふるさと雇用再生創出事業及び緊急雇用創出事

業を活用し、この春から小・中学校の学習支援や林道の整備、また町の特産品開発

やばらのまちづくりのため、１０事業、２６名の方の雇用創出を図ってまいりまし

た。この中には実際にこの３月まで坂城町の企業に勤務されていて離職された方も
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お勤めいただいております。 

 今回の補正に計上させていただきましたが、本年度追加で新たに緊急雇用創出事

業として、千曲川水辺公園、これは野草園ということでございますが、これの整備

ですとか、土地台帳の整備、統計等に従事していただく方等４事業に新たに取り組

みまして、５名の雇用創出を図ってまいりたいと考えているところでございます。

この事業につきましては、今のところ平成２３年度までの３年間で６，５００万円

の補助金が予定されておりますので、十分活用して雇用の創出を図っていければと

考えているところでございます。 

 続きまして、雇用維持に努める事業主への支援策といたしましては、商工会が中

心となって町や中小企業能力開発学院等と連携し、企業が雇用調整助成金に加え、

教育訓練給付も受給できるように、経営体質強化研修会を行うため、町として補助

を行いたいと考えております。これにより自社でカリキュラムの作成や講師選定な

どが困難なために教育訓練講座を独自に開催することが難しい企業が１日１人６千

円の追加給付を受けることが可能となりまして、企業の資金繰りの支援になると考

えております。 

 また制度資金を利用している事業主に対しましては、保証料の補給を行い、最も

利用の多い県の制度資金の特別経営安定資金については、借入限度額を増やしまし

て、県、町ともに貸付利率の引き下げ、企業負担の軽減を図ってまいりました。 

 なお、今回の補正予算に教育訓練の支援及び保証料補給金の増額についても計上

させていただいているところでございます。 

 県内の市町村において新たな雇用創出を図る事業所への支援策の状況を見ますと、

上田市や飯田市を中心とする下伊那地域では、雇用奨励補助金等を新たに設け、事

業主や失業者に対しての支援制度が創設されているという自治体もございます。 

 当町におきましては、財政等厳しい中で町独自で新たな補助制度を設けるという

ことは現在のところ予定してございません。引き続き、国や県の動向を注視し、制

度等を最大限活用するとともに、商工会、テクノセンター、テクノハート坂城協同

組合や各種団体と連携して既存の予算の範囲で工夫しながら雇用創出、雇用確保を

図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 先ほどこれについては町長からも申し上げましたが、私どもは違った意味で企業

支援、例えばテクノセンター等を活用しているわけでございますので、そのような

ことに傾注したいと考えているところでございます。以上でございます。 
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９番（宮島君） それぞれ町長、担当課長から詳しく答弁があったわけでございます

が、町長の方からは、いまだ回復は非常に厳しい中で推移をしているというお話も

ありました。またさらに我が町の、いわゆるテクノセンター、あるいはテクノハー

トの機能発揮をしっかり産官学一体となって進めていくと。しかも私も初めてお聞

きしたんですが、新たに試験場の場長さんがコーディネーターとしてお入りになっ

たということで非常に人材的なものは強くなっているというふうに理解をしたわけ

でございます。あるいはまた、課長の方からも中小企業の実態なり雇用の状況につ

いてもそれぞれお話があったわけでございますので、そこで最初に町長に申し上げ

たいと思いますが、いわゆる雇用創出の取り組みでございます。 

 やはり雇用というものは、先ほど私も申し上げ、町長からも課長からも話があっ

たわけですが、経済再生のためには新しい仕組みをつくることが急務であるわけで

あります。課長の方からは、隣接の上田もやっています、あるいは下伊那にもある

というようなお話もございました。 

 ご案内のように、７月の完全失業率は過去最悪の状況にあるわけでありまして、

今後悪化の傾向を歯止めすることができる対策をここで打たなければいけないと私

は思うわけであります。それにはやはり町独自の、いわゆる工業事業主に、やはり

そういったものの補助金制度をつくるということが私は大変重要な課題だというふ

うに思うわけであります。やはり今後の悪化の傾向を歯止めすることが対策強化さ

れる局面でもあり、町独自で地域雇用対策の再生のためにも処方箋として早急にそ

の補助事業を実施していただきたいと思うが、町長の考え方についてお聞かせをい

ただきます。 

町長（中沢君） テクノの町として、あるいは自律の町として、そして１万６千人の

コンパクトな町として政策をどのように展開するかということは、すべてあれもこ

れもということでなくて、持てるいろいろな機関、人材をより有効に組み合わせて

いくということが何よりだなと、こんなふうに思っております。 

 雇用の問題ひとつとりましても臨時的なパートタイム的なそういったものの解消

の課題もございましょうし、町内において早目にではありますが、大手企業での人

員整理もあったわけでございます。それらの皆さんが雇用を維持しようとして精一

杯やっていると、その努力に敬意を表するとともに、それは企業の皆さんに、より

お願いしていかなければならないことだなと、こんなふうに考えております。 

 そしてまた、雇用の問題が、これだからすぐ明日からという対応ではなくて、こ
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こ２年、３年の中で今の雇用をしっかりと維持し、そしてその上に立って、より充

実発展させるということを描かなければいけないんだろうなと思うわけでございま

す。 

 そういう中において、先ほど申し上げましたように、坂城ならではということが、

このテクノセンターの機能でございまして、ほかにもございません。研究的なもの、

技術をより高める、あるいは経営ノウハウをより察知して企業体質を高めるという

意味においては、産業技術総合研究所などは本当に坂城と諏訪地域の２つしかいろ

いろとそことは連携をとれていないと。諏訪の場合は全体的な諏訪、坂城は坂城町

としてできているということは、そういったものをより生かしていくということが

何よりだなと、こんな思いもするわけでございます。各企業にいろいろ雇ったもの

でこれだけというのは、それもひとつの施策であることには間違いございませんが、

もっと町全体、各企業の工業力を高めるということの真の方法は何かということを

模索してまいりたいと思っています。以上でございます。 

９番（宮島君） 町長から雇用の問題については町独自のテクノセンターもあるよと、

そういう機能をしっかり発揮してもらう中で２年先というようなお話もございまし

た。我々の任期も２年あるわけでございますので、ぜひひとつ、そういうことで先

を見ながら、ぜひひとつ２年以内には実施ができるようにお願いしたいというふう

に思うわけであります。 

 さて次に、町長に今一点、県外有識者による企業戦略のアドバイザーの組織構想

でありますが、坂城町出身者に名誉町民である鈴木敏文氏、かつて日本経団連の副

会長を歴任し、ただいまは中央大学の理事長もなさっている非常に幅広い経済活動、

あるいはそういう学の活動をしているわけであります。やはりそういう日本経済の

トップである方々が、先ほどの東京坂城会という話がございましたが、そういう

方々をご苦労いただいて、町の企業として、そういう戦略等立ててもらったらどう

かと。これはまた町、商工会、あるいは企業代表の方々のご意見も聞く中で、ぜひ

ひとつここで２年、３年と言わないで、これはひとつ早急に実現をする方向でお答

えをいただきたいと思います。 

町長（中沢君） 先ほど鈴木敏文大先輩のお話も出たわけでございます。実は私も敬

愛しておりまして、年に少なくとも１度は直接東京でお会いして、いろいろお話を

お聞きしているということでもございます。まだちょっと皆さんにお話は早いんで

すけれども、町として何回か経済懇談会をさせていただいたわけでございます。ち
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ょうど同級会があるときに商工会等テクノセンターが中心になってお話を聞く、そ

れはあくまでも経済を中心にした話ですけれども、もっとふるさと、あるいはまた

人生の生きざま等について、小学生の高学年、あるいは中学生に、その思いを伝え

る場をつくらせてほしいということを今お願いしているところでもございます。そ

ういったことが町の本当に偉大な方の生きざまが将来につながると、こんな思いも

しているところでもございます。 

 いろいろな面で工業活動、企業活動というのは世界的に羽ばたいているものでご

ざいますので、坂城町の出身者をといっても専門的な面とか、あるいはいろいろと

こちらでお聞きしたい面とが差も出てきてしまうわけでございますので、全体的な

面については、私はもっと広い範囲で、先ほどの産業技術総合研究所、あるいはま

た通産、いろいろな方々との中で組み立てていく必要があると。とりわけ産学官も

大事にしながら結びつけをつけていきたいと。 

 ただ、ふるさと坂城という中で、でき得れば坂城町はこういうところだよと言い

ながら、また私たちの思いを語り合う、広告塔と言えば失礼でございますが、そう

いった面、あるいは坂城のよさをいろいろ内外にＰＲしていく、そして、時には坂

城に思いを寄せていろいろご支援していただくような、そういった仕組みづくりに

ついては、現在いろいろと東京坂城会の方ともお話を進めているところでもござい

ます。全体的な象徴的なことの中でいろいろお力添えをいただければと、こんなふ

うに考えております。以上でございます。 

９番（宮島君） ただいまお聞きすれば、全体的な中で進めていくということでござ

いますので、ぜひひとつその方法で早急にできるというふうに私は受けとめたわけ

でございます。 

 時間もありますので、以上で１問の質問を終わらせていただきます。 

 ２．ちくま農業協同組合南部支所統合に伴う営農支援について 

 イ．行政と連携による総合的な一本化を目指す施策は 

 今回、ＪＡちくまにおいて、組織整備の一環として統廃合により、坂城、中之条、

南条各支所が廃止になり、拠点店舗として南部支所が建設されるというふうなこと

を聞いておるわけでございます。なお、村上支所は南西部の店舗範囲でありますが、

農政面においては坂城町としての領域であるというふうに私は個人的にこのように

理解していることを申し上げておきます。 

 国際経済社会が急速な変化とともに担い手の高齢化、ＪＡを取り巻く環境は大き
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く変化してきているわけであります。組合員の負託に応えるには、ここで組織整備

をし、機能発揮を努めることが極めて重要な課題ではないかというふうに思うわけ

であります。 

 一方、行政においても、地域農業集落営農事業維持、推進方策についても、ＪＡ

と行政との連携により総合的な一本化を目指す施策について、まず最初にお伺いを

させていただきます。 

 農政事業として取り組むべき振興策はいろいろあると思うが、具体的に今までや

っている事業、あるいはさらに今後考えなければいけない事業については、例えば

耕作放棄地解消事業、中山間地対策、あるいは鳥獣害対策、特産品のブランド化、

農産物の確立対策、アグリサポーター等々があるわけであります。またさらに私は

新しい提案として、町にも農業開発公社の設置について取り組むべきではないかに

ついてもお伺いをさせていただきます。 

 ロ．地域農業の拠点構想について 

 平成２１年４月に組合員４，５００人を対象としてアンケート調査の報告書の内

容をお聞きしております。平成２１年度中に策定予定の次期中期計画の基礎資料と

するというふうにお伺いをしているわけですが、たまたま昨日、毎月の訪問デーに

ＪＡちくまの組合員のアンケート調査集計分析結果報告を見ることができました。

大変これはいい回収率で７４．１％というようなアンケートであるようであります。

また、さらにつけ加えますと、第５次総合計画がただいま策定中というふうに思う

わけです。特に宣伝のＧＯＧＯ機構なり、あるいは町民の意見を聴くということは

私は大事だと、農協もやっていますよということをつけ加えさせていただくわけで

あります。 

 そこで南部支所を拠点として、年度内に機関決定をし、場所、規模等については、

そちらで決めるようでございますが、そういった中での農協としての対応すべき点

について、ちょっと具体的に私は申し上げますと、今、地産地消なり、ただいま建

設中の食育・学校給食センターとの連携、地場消費、直売所組織との統一等につい

てお伺いをさせていただきます。以上です。 

産業振興課長（宮﨑君） 私から、ちくま農業協同組合南部支所統合に伴う営農支援

について、まず行政との連携による総合的な一本化を目指す施策はということから

答弁させていただきます。 

 議員さんご指摘のとおり、耕作放棄地の解消に向けた取り組みですとか、中山間
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地の農村や農地を守る取り組み、有害鳥獣から農地や農産物を守る対策等々、農業

政策、とりわけ農家の皆さんと直結するような事業については、ＪＡさんと連携し

て進めることが大変重要でございます。 

 しかし、現在のちくま農協につきましては、千曲市と坂城町、２つの行政体の中

にありまして、特に政策的な受け皿となるような事業については、片方だけに対応

するということは難しいのが実情であると考えます。 

 ただし、これは農協さん側の事情ということで、町からすれば農家の皆さんの暮

らしの向上等、農業政策の推進が重要でございますので、例えば農業委員会を初め

農業支援センターや有害鳥獣駆除対策協議会、その他多くの協議会などにご参画い

ただき、農協さんにご参画いただく中で、ともに推進をしているところでございま

す。 

 今後については、営農部等とできるだけ必要な情報を事務レベルで共有できるよ

うに先般もお話をさせていただいたところでございます。 

 また、その中で農業開発公社の設置についてもご質問いただきましたが、ご案内

のとおり、農業開発公社は地域の農業振興を目指して農作業の受託、担い手の育成、

農業経営基盤強化促進法の規定に基づく農地保有合理化事業による農地の賃貸借、

特産品の加工、開発など、地域の実情や課題にあった活動を行う法人ということが

一般的でございますが、このような機能的な面からいうと、私どもでいえば農業支

援センターと重複する部分が多いところでございます。農業公社がその機能を十分

に発揮するためには、ＪＡの協力が不可欠でございますので、広域的な視点に立っ

て事業内容、行政とＪＡの役割分担等々、さきにも触れさせていただきましたけれ

ども、千曲市や県を含めた中での検討、協議が求められてまいります。それらを考

えていくと、予算や人的な配置など、すぐにという状況にはないということをご理

解いただければと思います。当面は、それぞれの関係団体と現状の農業支援センタ

ー等での協力関係、連携により事業の対応を進めていきたいと考えているところで

ございます。 

 いずれにいたしましても、住民にとりまして町とＪＡさんの協力関係は欠かせな

いものでございますが、ＪＡさんにすれば組合員の利益を優先しなければなりませ

んし、ひとつの経営体ということでもございますので、行政と違うことも理解しな

ければなりません。ＪＡさんとの連携は重要ですし、千曲市との関係もありますの

で、当面は課題ごとに連絡・連携をとりながら進めていきたいと考えるところでご
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ざいます。 

 次に、地域農業の拠点構想についてということでございますが、まず地産地消、

食育・学校給食センターとの連携についてでございますが、町の給食センターが地

産地消を始めた当初、ちくま農協からは巨峰１種類、年１回の納品でした。しかし、

年々納品量、提供される種類は確実に多くなってきております。昨年度は、ちくま

農協から提供された果物の種類につきましては、あんず、プルーン、ぶどうでは巨

峰、ピオーネ、りんごでは秋映、シナノスイート、シナノゴールド、サンふじがあ

り、巨峰は年２回、サンふじは年３回納品されております。今年度新たにぶどうの

ナガノパープルを給食に提供する予定になっております。地産地消を始めた当初と

比較すると、ちくま農協から納品量、種類は格別に増加してございます。 

 また毎年１月末に給食センターの地産地消に協力しているグループが、その年に

自分たちのグループで生産される野菜、果物の収穫量、提供できる野菜、果物の種

類などを話し合う地産地消推進打合会に、ちくま農協の流通センターからもご参画

いただき、毎年新たに生産を始めた果物の紹介や供給可能な果物のご提案をいただ

いているところでございます。 

 さらに来年竣工となります食育・学校給食センターでも食育や地産地消の機能を

一層高めるようにＪＡさんと連携を密にしながら安全な給食提供をすることとして

おりまして、新しい施設の管理や運営について検討や準備が今重ねられているとこ

ろでございます。 

 次に、地産地消、直売場組織の統一についてということでございます。 

 現在、坂城町農産物直売生産者の会が対面販売を重視し、毎年、金曜夕市、土曜

夕市、びんぐし湯さん館直売地で農産物の直売をしております。また、Ａコープび

んぐし店での直売では、約１７０名が登録し、同店で常設販売をしてございます。

さらに今年５月には、坂城インター線沿いの中之条の有志の皆さんにより農産物直

売所なかんじょがオープンしました。できるところからやるということで、当面、

週１回の営業でございますけれども、地域の触れ合いの場として展望を持ちながら

営業が始まっております。 

 直売所についてのコンセプトというか、経営の基本的な方針については、規模、

店構え、販売品目、営業時間等によって決まってきます。今のところ、それぞれの

考え方の中でご負担にならない範囲で取り組んでおられます。これをひとつにして

いくことということについては大変なことということで、直売所の関係の皆さんや
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生産者、協力者の皆さんのお考えをどのようにひとつにまとめていくか、これから

の調整が大切でございます。 

 あと議員さんご質問のＪＡで進めている南部支所統合に伴う営農の支援でござい

ますけれども、ＪＡさんでは、かねてから課題となっておりました四ツ屋の旧坂城

支所について、できれば年内にも取り壊しをしたいという意向があるようなことは

お聞きしておりますけれども、全体の計画はこれからというふうにもお聞きしてい

るところでございます。 

 私どもとすれば新しいそういった施設、どういうふうに連携できるかという部分

もございますが、現時点では具体的に場所ですとか、内容ですとか、そういうもの

を示していただけない、そういう段階ではないということで、それらのお話を伺っ

た中で、ご協力できるところについてはご協力させていただきたいと考えるところ

でございます。以上です。 

９番（宮島君） ただいま担当課長から、質問に対して、ある程度のお答えと理解は

したわけでございます。 

 そこで町長に質問をさせていただきますが、ただいま担当課長から事業をこうい

うふうに進めているという話がございました。最高責任者の町長が、ちくま農協南

部統合に伴う営農指導について、町長としての行政と連携のとれる農政事業施策は

どう考えるか。今、答えの中で、四ツ屋の南部支所の取り壊し、これはかつては行

政の補助金をいただいてつくった建物であるわけであります。そういったものを取

り壊すという話が今出ているわけでございますが、そういったものの経済支援とい

うか、あるいは営農事業の支援というもの、先ほども町長からお話のあったテクノ

センター、２０年度決算で約５千万円ほどの町費、これはいわゆる行政の貢献度が

違いますが、そういう多額な金額がテクノセンターに出ているわけでございます。

これからの農業をどうするかということ、先ほどお話も出ておりましたけれども、

いろいろな組織の中の連携が大事になってくるわけでございますので、そういった

考え方の基本的な施策についてお答えをいただきたいと思います。 

町長（中沢君） ちくま農協が千曲市と坂城になって大きくなって力がよりついたと

いうことは、いい方向だなと。しかし、昔、町と坂城町商工会、そして農協が一体

となって地域で頑張った、そういった面はいまいち弱くなったなというのが現状か

なと、こんなふうに思ってもおります。ちくま農協の初代組合長とはよくお話をし

合っております。でき得れば、ちくま農協、坂城の商工会、また行政が一体となっ
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たいろいろ産業おこし、まちづくりをしたいというお話をし、互いに理解し合って

いるところでもございます。 

 先ほどお話のありました南部支所の今度の取り壊しでございますが、以前に困っ

ちゃうわいと、国道１８号線に何か農協のシンボルタワーであればいいけれども、

廃れた施設があることそのものが坂城といったら、そりゃそうだ、できるだけ早く

壊すわいということで、壊していただくことについては今年度中ぐらいにというこ

とはお聞きしているところでもございます。それは資産的なものでございますので、

まず、ちくま農協でと。 

 ただ、そこの中で、議員さんからもお話がございましたが、今後どうするかとい

うことがあるわけでございます。いろいろな目的が、例えば農協活動ということに

なるのか、あるいは坂城で一番今求めている消費者に対するいろいろなお店の方ま

でお力をいただければありがたいなと、こんな思いもあるわけでございます。工業

ともども農業が坂城の経済的基盤づくりであるということ、そして、まちづくりの

中で流通が欠けていると、坂城は弱いと、こういうことが補えるような、そういっ

た面での頑張り、そしてまた、食育・学校給食センターもできているわけでござい

ます。また諸々との連携の中での工夫をより凝らしてほしいと。 

 そして、さらに食を大切にする地産地消ということをともに町全体で考える中で

の供給基地でなければ困るなと。例えば食育・学校給食センターの中で地産地消と

はいいましても、１年のうちに、りんご、ぶどうの回数ぐらいは今までどおりでご

ざいますが、今後、野菜等いろいろな面を入れていくとすれば、量の問題があるわ

けでございます。坂城町の個店ではそれだけのことができるか、あるいはそれにつ

いては農協さんにいろいろな面で主体的になってもらなければならないなと。それ

にあわせて、今芽生えつつあるいろいろな農産物をつくって自ら売ると、こういっ

たものの中核にもなっていただければと、こんな思いもするところでございます。

以上でございます。 

９番（宮島君） ただいま町長から課長の答弁にあった四ツ屋ということになれば、

構想が出てくれば、ある程度の援助というか、そういう方向性を持てるような話を

お聞きしたわけですが、できたらひとつ年度内というお話もございましたので、Ｊ

Ａと十分話し合いをして、ある程度できる線をひとつ組み立てをしていただくこと

をお願いするわけであります。 

 さて、もう１点町長にお聞きするわけですが、農業開発公社を通告してあるわけ
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です。いわゆる農業開発公社の組織をつくれということでありますが、現下、農業

情勢は、国は平成１９年から２１年度までの３年間、農政集中改革期間として位置

づけているわけでありまして、国の施策の大転換を考えているわけであります。特

に先ほど申し上げました新しい内閣の中では、新たな事業の展開が出てくるわけで

ございます。そういった中での見直し、いわゆる新しい事業、展開に適合した内容

を確保する見直し、私は将来、提案したいのは、農業開発公社というものを行政と

農協と一体となって、そういう組み立てをしたらどうかという考え方について、１

点だけ町長にお聞かせいただきます。 

町長（中沢君） 農業の振興につきましては、議会の皆さんもいろいろとご提案もい

ただいていると。ちくま農協の皆さんにも、この地域で率先して頑張っていただい

ていると。さらに制度の中で農業委員会におきましても、昨今、農業委員会の役割

というものが大きく拡大されているという実情もございます。そうした中で農協や

農協、行政が一体となっている農業支援センターもあるわけでございます。さらに

ねずみ大根の活用というような中では、振興公社も関連してくるかなと諸々ござい

ます。 

 今の仕組みをどういうふうに組み合わせることによって農業振興に役立て得る機

構ができ上がるか、連携ができるかということを根っこにいたしまして、ご提案の

件等についても検討しながら、組織はできるだけ簡潔に小さく、効果が上がるべく

方法が私に課せられた課題だと、こんなふうに理解しておりますので、何分よろし

くご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

９番（宮島君） 大変積極的なご回答をいただいたわけですが、そういうことを早急

に検討していただきたいというふうに思うわけです。 

 時間もあれですから、１点だけ担当課長に。 

 ２０年度の決算の状況からでも結構ですが、ＪＡちくまと行政で提携している事

業内容、あるいは決算の内容について、１分間でお答えいただきたいと思います。 

産業振興課長（宮﨑君） ＪＡさんと一緒に取り組んでいる事業でございますが、全

体では、たくさんもちろんいろいろな場面でも一緒にやらなければ進んでいかない

部分でございまして、約８事業ほどでございます。予算的には４５０万円ぐらいであ

りますが、それは町から出ている部分でございまして、総事業費的には約１，７００

万円から１，８００万円の総事業費をもった事業をともにしています。例えば腐乱

病ですとか、ねずみ大根の補助、振興協議等もそうですし、生産調整推進事業、こ
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んなものも入っております。以上でございます。 

９番（宮島君） 事業内容、わかりました。 

 最後に一応申し上げたいと思います。 

 先ほども申し上げましたが、今月の下旬には鳩山内閣が誕生し、政治は大転換を

するわけでございます。国民の期待をどう持てるかということが大事でありますが、

ちなみに、いわゆる財政再建の問題も話題のひとつになろうかと思いますが、国と

地方の借金は２００９年度末に約８１６兆円になるというふうな新聞報道があるわ

けであります。いわゆる借金は８１６兆円、ＧＤＰの１７０％近くに達するという

ことで、先進国の最悪の水準であります。 

 ちなみに我が坂城町の２０年度決算を見てみますと、借入残高は下水道事業の起

債が５４億５千万円……。 

議長（春日君） はい、時間です。おやめください。 

９番（宮島君） そういうことでありまして、ぜひひとつそういったものについても

関心を持っていただきたいと思います。 

 時間もございますので、以上で終わらせていただきます。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０１分～再開 午前１１時１２分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、１３番 柳澤澄君の一般質問を許します。 

１３番（柳澤君） ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に沿い、一般

質問を行います。 

 １．下水道の今後は 

 この事業についての一般質問は、もう今後必要がなくなるように事業が進むこと

を願いながら、３つほどお尋ねをいたします。 

 イ．事業完了の努力目標は 

 大きな規模の事業でありますから、ある程度長い年数がかかることはやむを得ま

せん。４年ほど前に私が、残りの事業が約１００億円で、年間の事業費が３ないし

４億円だと。そうすると、あと３０年くらいかかる。これは町民にとって大変な不

公平だと申し上げたとき、町長も不公平は感じていると、そういうふうに言われま

した。その後になって２０年くらいでという話がおぼろに流れ、昨年９月の定例会

では、１０年くらいの計画を立ててとか、平成３０年ごろまでにはというようなや
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りとりがされました。今年度、町長の努力で幹線部分へ４億円の追加投資が計上さ

れました。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 ２０年度末普及率は５３．３％とのことですが、以後完了までの事業費はどのく

らいと見込んでいるか、お聞かせください。 

 また１２年の通水開始から１０年目になりました。現時点で事業完了は何年ごろ

と考えておられるか、努力目標でよいのです、改めてお聞かせください。 

 ロ．敷設の遅い地域へ説明をすべきではないか 

 普及率５３．３％、事業は峠を越えました。工事の遅い地域では、「金はないが、

仕様がない浄化槽をやるか」とか、「税金は払うが、下水道は相手にしねえ」とか、

「幹線だけでも先になぜ全町やらなかったんだ」というような声が高まっています。

事業がおよそ半分進んだ今、遅い地域へ出向き、早期完成に努力している現況や今

後の見通し等について説明する機会を設けたらと考えます。そのようなお考えはな

いか、お尋ねをいたします。 

 ハ．進捗状況と問題点は 

 工事はどのように、どの辺まで、幹線はどこまで、接続できるのはどこまで進ん

でいるのか、お聞かせください。 

 次に、２つほどお尋ねいたします。 

 ひとつは、南条の一部と上平について、昨年までは事業が遅くなることから合併

処理浄化槽設置に交付要綱に基づく補助金が出ていました。今年度から出なくなり

ました。この地域は何年くらいで供用できるということで外したのか、お聞かせく

ださい。 

 また事前に関係地域へ、どのように知らせたかもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 また通水開始から９年たちました。メンテナンスという面で想定以上の負荷負担

というようなものが発生していないでしょうか。例えば地形的にやむを得ないポン

プアップの装置などについて、そういう問題が起きていないか、現況と、あるいは

今後の見通しをお聞かせください。 

 以上で１問目について１回目の質問を終わります。 

町長（中沢君） 柳澤議員にお答えしてまいります。 

 下水道に関する件でございます。 
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 ご承知のように、坂城町は１２年にようやく給水、そして下水道が開始できたと

いうことでございます。早いもので１０年近くなるなと、こんな思いもいたしてお

ります。 

 先輩の皆さんも長野広域全体を網羅する千曲川流域下水道事業を取り入れたとき

には、もっと早く、そしてまた、負担もそれなりにしながらやっていくんだという

気構えで、そっちの方向へ方向転換したと。農業集落、あるいは一般のいろいろな

浄化槽、そういったものもやめて一本に絞っていったと、その当時はそんな意気込

みだったかなと、こんな思いもいたします。 

 しかし、その事業が一番上流の坂城町ということになりますと、工事の進行状況

も経済状態によって変わったり、いろいろ国、県の施策も変わってくる中で、一生

懸命やってはいるけれども、上流ということの宿命を背負ってしまったということ

が遅れる原因に相なっているなと、こんなふうにも思っております。 

 さらにまた、何とか早くしなければならないという中で、いろいろ工夫を凝らし

ていたわけでございますが、国の方へいろいろ幹線の延長ということを何回となく

お願いする中で、今年４億円相当の助成金を別途得ることができて、その９０％が

国でもってくれると。加えて小網地区の皆さんが、いろいろな地形状況等によって

千曲川流域下水道に期待するんだけれども、時間もかかり、経費もかかるというよ

うなことから、一般の浄化槽を含めた下水道にと選択していただいたと。まことに

ありがたい選択ですが、これらによりまして、いよいよこの１０年というひとつの

目標を持ちながら今後対応できるという可能性が出てきたなと、こんな思いがいた

します。 

 しかし、地形等いろいろな関係がございますので、すべて千曲川流域下水道にと

いうことの難しさはありますけれども、９０％ぐらいのひとつの流域の利用を考え

ていきますと、それも達せられるかなと。１０年計画を早急に立てて、そして皆さ

んにいろいろ理解をいただきながら進めていきたいというのが基本でございます。 

 下水道は、坂城町といたしましても生活の基盤をなす根幹的なものでございます

ので、町政のいろいろな中で最重点的に取り扱っていかなければならないなと、こ

んなことは種々感じているところでもございます。 

 ２１年度予算ではございますが、この経済状態という中でも他を抑制するという

こともせずに、公共下水道の事業費は前年対比１，４９１万６千円増を予算化した

ところでもございます。また６月議会、先ほど申し上げましたように、国の経済危
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機対策事業等を取り入れまして、４億円の補正をいただくことができたということ

で、これによりまして谷川以南の南条の金井、新地、鼠への幹線許可ができたとい

うことで、これに着手していくところでもございます。 

 財政状況も極めて厳しい中ではございますが、現在ほぼ４億円の枠設定をしてい

るわけでございますが、もう１億円何とか生み出せないかという中で、４億円程度

を用意することによって、そういった対応が可能になってきたなと、こんな思いも

いたします。今年度は約６割の下水道の普及率でございますので、１０年後の３２

年ごろには約９割で普及率を上げていきたいと、こんな思いもするところでもござ

います。 

 先ほども申し上げましたように、大きな事業費を要することではございますが、

生活環境ということが何よりも大事だという中では、施策の選択を迫られるという

ことでもございます。そうした面については、経済が向上いたしまして、こういう

町でございます、時には工業の力によっての税の増収も期待されるでもございまし

ょうが、隔年によりいろいろな差はございますけれども、何とか努力いたしまして

やっていかなければならない課題と理解しておりますので、ご理解いただきたいと

思います。以上でございます。 

建設課長（村田君） 私からも下水道事業の今後はということで順次ご答弁させてい

ただきます。 

 まず、イの事業完了の努力目標はについてでございますが、坂城町の公共下水道

の現状について、まずご説明をさせていただきます。 

 町の全体計画区域面積は６１９haであります。現在の事業認可区域面積は４２８

haということで、今年度事業認可区域の見直しをし、千曲川右岸の谷川以北までと

千曲川左岸の上平地区までを認可区域の約１６０haを含める予定で現在、変更認可

申請に伴う作業を進めております。残り千曲川右岸の谷川以南、約１３０haにつき

ましては、今後の下水道整備にあわせてということになるわけでございます。 

 総事業費でございますが、１８３億円、うち公共下水道分が１３８億円、流域負

担金が４５億円ということであります。供用開始を平成１２年１０月１日からした

わけでございますが、現在の整備済み区域面積は３３０haでございます。平成２０

年度までの投資済額は１０９億円で、うち公共下水道分は７３億円でありまして、

流域負担金分は３６億円となっているところでございます。 

 今年度につきましては、中之条の約１５ha、約１００戸と網掛地区の約５ha、約
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５０戸の約２０haの整備を進めておりますが、それを差し引きますと、いまだ整備

が必要な面積は約２９０haということであります。今年度約７億円の事業を実施い

たしますので、小網地区を除きますと、今後、事業に必要な事業費でございますが、

約６０億円ということになるわけでございます。 

 普及率につきましては、この９月１日現在で供用開始区域人口が９，３２５人で、

行政人口が１万６，２１５人ですので、下水道の普及率は５７．５％になるもので

あります。今年度の整備が済みますと、普及率については約６割ということになる

わけであります。 

 現在の坂城町の公共下水道事業の状況について説明をさせていただきましたが、

先ほども町長から答弁がありましたとおり、今後、重点投資を図っていくことによ

り、約１０年後、下水道普及率を９０％とし、浄化槽も含めると、ほぼ全域で水洗

化が図られるように工法の検討やコスト圧縮に努め、努力してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、ロの遅い地域への説明についてでございますが、ご案内のとおり、下水道

事業につきましては膨大な事業費がかかりますので、町の単独費だけでは到底実施

ができるものではございません。現在、町の公共下水道事業は汚水処理施設整備交

付金、下水道事業費国庫補助金等の事業を活用し、整備を進めており、財源として

は事業費の２分の１を国からの交付金、補助金として、残りの２分の１の９割は公

共下水道事業債で、残りの約１割は受益者負担金を充当しております。 

 公共下水道事業の計画は国、県へ申請を行い、基本的に５年ごとのエリアを定め

て進めておりますが、町の財政状況もあり、必ず５年でできるという状況ではあり

ません。公共下水道事業の実施にあたっては、毎年、年度当初、議会への説明を行

い、ご理解をいただき、広報、公告縦覧掲示場等で周知を図っております。 

 公共下水道の整備につきましては、千曲川川東の谷川以北及び千曲川川西地区に

つきましては、財源確保が図られたならば、約７年後の完了を目指し、計画をして

おるところでございます。千曲川の右岸、谷川以南の金井、新地、鼠等の公共下水

道事業実施が遅れる地域につきましては、かわりに合併浄化槽の整備による補助金

を出すことにより不公平の是正を図ってまいっておるところでございます。 

 遅い地域の説明というご質問をいただきましたが、必要に応じ、その時点での現

況を広報等でお知らせをしてまいりたいと考えておりますが、関係地域への説明を

というご質問もいただきました。 
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 今後の見通しについては、財源確保の問題がございますので、おおむね何年ぐら

いというようなアバウトな説明になろうかと存じますが、認可変更後において、そ

の説明会の実施については検討してまいりたいと考えておるところでございます。 

 続きまして、ハの進捗状況と問題点はということでございます。 

 公共下水道事業につきましては、議会からも再三事業の進捗について努力するよ

う要請され、町でも重点事業と位置づけ、努力をし、最大限の事業費を確保し、事

業実施を図っている次第でございます。 

 ご承知のとおり、公共下水道事業の実施エリアにつきましては、交付金の二重交

付となりますので、合併処理浄化槽の補助金は出せなくなるわけでございます。も

ちろん公共下水道が整備された地域につきましては、雑排水は１年以内に、トイレ

は３年以内に公共下水道への接続の義務が生じるわけでございます。多額の事業費

を投入し、町を挙げ、公共下水道を実施しますので、合併処理浄化槽の補助金が出

なくなることを広報し、合併浄化槽への設置をいただき、下水道への接続に時間を

要するということではなく、公共下水道事業の実施する地域となり、公共下水道事

業が整備され、快適な環境が確保できるということを考え、それぞれのご事情はあ

ると思いますが、ご準備をいただき、下水道が整備されましたら一日も早い接続を

お願いしてまいりたいと存じているところでございます。 

 町といたしましては、公共下水道の整備ができましたら、法律に基づき、速やか

に接続をしていただくよう、町民の方にお願いしていく立場もあるわけでございま

す。今後も厳正に広報、公告縦覧掲示場等で告知をしてまいりたいと存じておりま

す。公共下水道ができるだけ早く整備できるよう、引き続き努力してまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 関係地域への説明というご質問がございましたが、今年４月の広報で「下水道供

用区域が広がります」というお知らせの中に、浄化槽補助対象区域図を載せてご案

内をさせていただきました。また下水道管等は平成１２年の下水道の供用開始から

約９年を経過しようとしておりますが、通常の予定されたメンテナンスを行ってい

る状況であります。マンホールポンプにつきましては、現在１７基ございますが、

定期的な点検、適切な使用を行い、長寿命化に向け、取り組んでいるところでござ

います。 

 下水道の管、マンホールポンプ等の下水道の機器につきましては、基本的な耐用

年数は約２０年と言われておりますが、定期的な点検、適切な使用を行うことによ
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り長い期間利用することが可能でありますので、引き続き利用者の適正な指導もあ

わせて行い、下水道の長寿命化に向け、努力をしていきたいと考えております。以

上でございます。 

１３番（柳澤君） ここ数年のような経済の変動というようなことを考えると、努力

できる目標というような言い方でお尋ねをしなければなりませんし、また、お答え

いただくのも、そういうことにならざるを得ないということを承知をしているわけ

でありますが、昨年の９月に１０年くらいの計画を立ててみるかというような言い

方をされたのが、１０年の計画で３２年ごろにはという大雑把でない３２年ごろま

でにはというような、努力したいというようなお答えをいただきました。 

 それはそれといたしまして、遅れている地域への説明の機会をということについ

ては、事業化が決まったらというような言葉があったように聞こえたんですが、そ

れと同時に、もうひとつ合併処理浄化槽の補助金について、これは広報でその地域

が広がったというふうに知らせてあると、こういうお話でありました。それらにつ

いて、やはり遅れているところへは言い訳でなくて現況を説明をして理解を求め、

協力を求めるという姿勢であるべきだというふうに思うわけで、その辺もちょっと

もう一回お答えをいただきたいと思います。 

 それから合併浄化槽の設置についてでありますけれども、これは今のお答えをお

聞きしていると、ちょっとニュアンスが違うんですが、かつてはたしか遅くなるか

ら、遅くなることに不公平みたいな、そういうことが起きるから、とりあえず合併

浄化槽を設置してやってもらうんだと、そういうことであるから補助金を出すんだ

と、こういうことであったはずでありますが、どうも今ちょっと違うニュアンスの

ことのように聞こえたんですが、私の今申し上げたような理解でいいのかどうなの

か、ちょっとお聞かせください。 

 というのは、今、例えば上平、７年以内にできるというふうに、やるつもりだと

いうふうにお答えがあったわけでありますけれども、先ほども申し上げましたよう

に、経済の動向その他で、これは確実とは言えないということは承知していて申し

上げるんですが、仮にもう３年たってみたら、ちょっと国の状況も変わった、いろ

いろで、とても７年以内には無理だというふうになってきた場合に、そうすると

３２年はもうとてもだめだというように、仮定の話ではありますけれども、なった

場合に、また合併処理浄化槽への補助金を復活するというようなことは検討される

ことを少しは考えておられるのかどうか、そうなった場合。 
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 というのは、１５年以前にいったん区域から外れて補助金が出なくなった場所が

今ちょうど今回事業の中へ入れようということになった地域であるわけであります。

ところが、それは５年たったら早くできそうだからといって補助金は廃止になった

わけです。出なくなったわけです。そうすると、その以前の廃止されていた間に

１９件のお宅がもう補助金が出ないんだから若い人たちと一緒に暮らすにはどうも

やらざるを得ないということで、もう今後補助金が出ないんだということで自己資

金で、自分のお金で合併処理浄化槽を設置したんです。中に極端なのは、秋に設置

したら翌年の４月になったら、また補助金が出るとなったというお宅もあったわけ

であります。そのことは大変、詐欺とは申しませんが、事情でやむを得ないんです

が、大変その寸前に知らないで設置した人には何か全額でなくても何とか少しは配

慮をというふうに申し上げたんですが、全くそれはなかったわけであります。今７

年以内というふうに言われました。外れたというふうな、こういう状況の中で、そ

んなことも心配するんですが、そういうことは起きないでしょうか、それもあわせ

てお聞きをいたしたいと思います。 

 以上で２回目の質問にいたします。 

建設課長（村田君） 再質問にお答えをしてまいります。 

 合併浄化槽のお話をいただきました。下水道の認可区域に変更して含まれますと、

合併浄化槽の補助金は出ないわけでございまして、私の方から先ほどご答弁申し上

げたとおり、財源確保が図られれば、おおむね７年後の完了を目指したいというこ

とでございます。過去のいろいろ、上平地域だと存じますが、認可区域の変更を再

度また時間がかかったということで合併浄化槽云々というようなお話がございまし

た。そういうことのないように、おおむね７年後というのが合併浄化槽の補助金の

大まかな目安でございますので、担当課といたしますれば、そういうことのないよ

うに精一杯頑張るしかないのかなと。財源というお話でございます、膨大な事業費

がかかるということでございますので、それをそれより３年とかというお話がござ

いましたが、私の方から答弁できるのは、その時点でまたいろいろ考えていかなけ

ればならないかなという答弁しかできないわけでございます。 

 それから遅い地域への説明ということでございますが、先ほどもご答弁申し上げ

ました、認可変更後になろうかと思いますが、その点については広報でというふう

に考えておりますが、地域への説明会も視野に入れて検討してまいりたいというふ

うに考えております。以上でございます。 
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１３番（柳澤君） 地域への説明については、今の世帯主がこの下水道事業の当初の

計画をほとんど知らなかった年代が結構世帯主になってきているわけであります。

そういったこともありますから、特に長引いていることについて理解不足があった

り不満があったりしているわけでなんで、ぜひ考えていただくように、これは今の

課長の答弁を信じていきたいと思います。 

 それから先ほど事業費、事業償還とかいろいろなものを除いて、小網とかそうい

ったものも除いて１３８億円を７３億円、６５億円と思っていたら、小網の分が除

かれるから６０億円と、あと残る事業費というお答えでしたが、努力をすると言わ

れるとそれまでなんですが、去年、去年は特別だったのかな、３億円ちょっとが純

粋な事業費というふうに考えますと、３億円ですと６０億円の事業をするのには

２０年、４億円でも１５年というふうに数字上は出てくるわけですが、それがどう

して３２年、もう１０年足らずでできるというふうな話になるのか、ちょっと理解

が、理解の仕方が悪いのか、ちょっとご説明をいただきたいと思います。 

建設課長（村田君） ご答弁申し上げます。 

 最初の答弁でありますが、１８３億円、１０９億円が現在２０年度までというお

話で、残る事業費につきましては、約６０億円というふうに申し上げました。これ

は流域負担金も含めての話でございまして、約６０億円、流域負担金がその中では

９億円ということの中で、残りが約５２～５３億円になろうかと思いますが、先ほ

ども町長の方から答弁がありましたように、通年３億円ということで、それを重点

施策として約１億円というようなお話が町長の方からございました。１億円という

大きな事業費を毎年確保するということは並大抵ではございませんが、仮にそうい

うふうな設定ができたとすれば、約４０億円で１０年でございます。そのような中

で下水道普及率を２１年度終わると約６割の普及率になるわけでございますが、そ

れを９０％ぐらいとして、合併浄化槽のことも含めると、ほぼ全域で水洗化という

ふうにご答弁をさせていただきました。以上でございます。 

１３番（柳澤君） ７年以内にできなければとか、もっと延びれば合併浄化槽の設置

への補助金を復活することもあり得るのかとか、今のあと事業費がどのくらい残っ

ているから何年だというようなことも、みんな将来を考えての、そうなったらとい

う話ですから、これ以上申し上げても仕方がないと思うわけでありますが、ただ、

今、流域下水道の関係の９億円を除いて５２億円、１億円か２億円ぐらい、それに

しても経済が決してよくない現状の中での予算ですと、３億円の上わずかというふ
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うに思うんです。そうすると、１０年でというのは、５２億円だと５億円ないと

１０年で終わらないわけですよね。これは簡単な計算です。そこはどうも、ちょっ

と納得、理解できないわけなんでありますが、経済が上向いたらとか、このままい

ったらとかいう想像の中でのやりとりになってしまうみたいな感じで、これ以上申

し上げても仕方がないなというような気はするんですが、単純に５２億円残ってい

るのを１０年でということは、年間毎年５億円の財源確保ができないとだめなこと

なんであります。ご期待をしてやめたいかと思うんですが……。じゃあ、お答えい

ただけたらお願いします。 

町長（中沢君） 先ほど申し上げましたけれども、努力目標として１０年を設定する

ような環境に相なってきたということが第１点でございます。 

 そしてまた、町の財政ということは極めて厳しい中でも２年、５年先の変動も期

待することによって平均４億円程度負担するという覚悟を決めながら頑張っていく

ということに相なるわけでございます。いろいろ今までの合併浄化槽を解いたり、

あるいはまた設定したりということの疑義もありましたけれども、これは国との関

係で町独自がどうこうできる問題ではございませんので、その点については、そう

いうことができるだけないように努力はいたしますけれども、やむを得ないことか

なと。 

 それとあわせて大事なことは、今まで入る可能性のある地域があるわけですね。

その皆さんに、できるだけ早く入っていただくということも大事なことでございま

して、それが収入にもつながってくるわけでございます。総合的に、そしてまた、

１０年ということを目標にしながら頑張ると、そういうひとつの計画を町として、

まず立ててみろと、立ててくれやと、こういうようなことを関係者に申し上げてお

りますし、そういう計画ができ、また地域における認可区域が確定いたしますれば、

それなりの説明はご指摘のとおりしなければならないなと。それができないうちに、

ただ遅くなって、それは３０年前のことでございますということでは住民の皆さん

に申し訳ございませんので、やる方向をより明確にする中で説明をしてまいりたい

と思います。以上でございます。 

１３番（柳澤君） 数字的には十分納得のできない部分があるわけでありますが、そ

ういうことで努力をされるという町長の言葉を信頼して、次へ移りたいと思います。 

 ただ１点、町長の哲学をおかりすれば、国の制度がどうあろうが、何がどうあろ

うが、町民のためにという気持ちで考えれば、先ほどの合併浄化槽の補助金みたい
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なことは国の制度がどうあろうが何だろうが、何か方法を考えてという、町長の哲

学として、そういうものをぜひお持ちをいただきたいということを申し上げておき

たいと思います。 

 ２．新型インフルエンザの対応は 

 イ．行政が担うことは何か 

 昨日も質疑応答がありまして、重複する内容があろうかと思いますが、大事なこ

とですので、私からも少しだけお尋ねをいたします。 

 本定例会の招集あいさつで、町長も「町民の皆さんは、かからない、広げないの

気持ちを持ってご協力を。また町も関係機関と連携して万全を期していく」と述べ

られました。 

 今回のインフルエンザは実態が不鮮明であります。当初、罹患してもあまり重症

化しない、６５歳以上の多くは抗体があるなどというようなことも言われていまし

たが、死亡者がそういう年代でも出始めています。 

 ８月２８日、厚生労働省は、昨日も多少話がありましたが、９月下旬から１０月

に流行のピークが、そしてまた、年末にもということで、国内の患者数は年内に日

本人口の２０％、入院患者数は３８万人に達するというような大変な予測を発表し

ました。国立感染症情報センターの主任研究官はこれを肯定していますが、東北大

学の教授は、同じ場所で、現実にはそのような流行はないだろうというふうに言っ

ています。いずれにしても町長の言うように早目、早目に万全の体制を整えること

が大切だと思います。 

 国も高齢者は抗体がという言い方は消え、高齢者の多い農村部、基礎疾患を持つ

者、子供等の重症化を心配し始めています。子供の場合、１９歳以下の場合、イン

フルエンザ脳炎・脳症にかかる率が多い。５歳以下では３分の１は後遺症が残る、

それから１割は死亡に至る、そんな発表もあります。子供の場合、２４時間以内に

手当をしないと、そういうふうに進行してしまう可能性があると、こういうことで

あります。今までのインフルエンザよりも今度の新型インフルエンザはそういう心

配が大きい、こういうことであります。従って、どのように感染を防いでいくかと

いうことになろうかと思います。 

 町の備えについて、昨日も話が出ましたが、町内の体制で今年の春に対策行動計

画というのが立てられていますが、現在までにどのようにそれが動いているかを１

点。 
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 それからもうひとつ、関係機関、医師会等との連携をということが盛んに言われ

ていますけれども、具体的にどんな連絡や会議がもたれたか、その点についてお聞

かせをいただきたいと思います。 

 それをお聞きすれば、昨夜も今朝も有線放送で簡潔な対応の要点が流されており

まして大変結構なんですが、もうそれ以上申し上げることもないようなぐらいなん

ですが、ただ、昨日のお話の中で民生委員さんが触れる部分の人たち、あるいは有

線を引いていない人たち、加入していない人たち、また聞いていない人たちのこと

を考えると、やはり単に広報というようなものだけでなくて、特別に目立つ、パチ

ンコの広告ほどでなくても目立つようなもので回覧をするとか、チラシを出すとか、

これを時に応じて随時注意喚起のために出していくことが必要だと思うんですが、

そういうお考えがおありになるかどうか、お聞きをしたいと思います。 

 それから、このことも昨日も話が出ました。町内に感染はないというお話でした

が、そうした実態は今までも今後も、どのように把握できるのかという点、差し支

えなければお聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、学校や保育園であります。 

 学校ですが、集団感染の広がる最も心配な場所のひとつです。県はこれまでのイ

ンフルエンザについては欠席者が２割程度としていた基準を１割を超えたらおおむ

ね１週間の学級閉鎖というふうに先月直しました。手洗い、うがい等どのようにさ

れているか、また家庭との連絡のお話、昨日もありましたが、再度、学校での実態

についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 以上で２についての１回目の質問を終わります。 

福祉健康課長（中村さん） 新型インフルエンザ対応についてお答えいたします。 

 ４月３０日に坂城町新型インフルエンザ対策本部が設置され、行動計画に基づき、

町民の皆様へ感染予防の啓発及び広報活動を実施してまいりました。引き続き、正

確、かつ迅速な情報を提供することを基本に、健康被害を最小限にするべく活動し

ていきたいと考えおります。 

 庁舎内の対応体制でございますが、行動計画策定にあわせて課ごとの対応マニュ

アルを策定しております。このマニュアルは新型インフルエンザの発生段階、流行

段階に応じて職員がどう行動するかを規定したものでございます。ただいま保健セ

ンターの方で予防の啓発について主に広報をしております。 

 それから関係機関、町内開業医との連携でございますが、町内開業医の先生方と
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は定期的な連絡会議は設けておりませんが、６月に懇談会を行い、新型インフルエ

ンザの対応についてご指導をいただくとともに、診療体制づくりへのご協力をお願

いしたところでございます。また県保健所からは日々感染情報が入ってきており、

随時対応等の指導もいただいているところでございます。今後も必要に応じて関係

機関、町内開業医の先生方と連携を図っていきたいと考えております。 

 当町周辺の状況でございますけれども、県の指導をいただく中で、集団発生があ

った場合には町民の皆様にお知らせをし、より感染予防に努めていただくように広

報してまいります。町内で集団発生があった場合は、県保健所の方へ届け出が必要

となりますが、町の保健センターへも報告していただくよう要請しており、早期に

把握できるように努力しております。 

 それから、先ほどのチラシの件ですけれども、一応広報を通じてお知らせをして

いきたいと考えております。以上です。 

教育次長（塚田君） 新型インフルエンザ対応についてお答えをいたします。 

 夏休み以降、子供たちにとりまして急速に新型インフルエンザの蔓延が懸念をさ

れているところです。ご質問にもありましたが、この秋には最大の発生のピークを

迎えるのではないかということでありまして、その対策に国も奔走をしている状況

はご案内のとおりです。 

 ご質問の学校等における対応はということですが、現在その都度、県の教育委員

会から指導等が小まめに参ってきております。町としましても、その指示を基本に

対応しております。 

 最近の状況についての対応についてご説明いたしますが、７月３日に通知されま

した伝染病及び食中毒児発生の速報について、これにつきましては、新型インフル

エンザ感染により出席停止の児童生徒が発生した場合には、県に報告するというこ

と、そういうことが早急に連絡をよこせというふうに示されております。 

 現在、当町においては２名以上の集団発生は確認されておりません。しかし、昨

日、議会終了後ですが、村上小学校からＡ型のインフルエンザに１名感染したので

はないかという、１名が確認されたという報告をいただきました。学校では直ちに

県保健厚生課、保健福祉事務所、それから県の教育委員会、学校医などに報告をし、

早急な対応をとったところです。 

 新型のＡ型というのはＨ１Ｎ１ということでございますが、現在これについての

特定はされておりませんが、学校では対象生徒が軽症なことから、自宅療養といた
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しまして出席を停止し、「保健だより」等を発行し、他への感染の予防を早急にとっ

て対応をしているところであります。集団発生というのは２名以上ということで、

これについて県が発表ということになっておりますので、現在１名の発生というこ

とで報告をさせていただいております。 

 また８月の半ばには県より「インフルエンザの流行に関する情報について」とい

う通知がございまして、都道府県別では長野県が全国第６位、第６位というのは

感染しやすい状況にあるという、流行指標というのがありまして、そのレベルが

１．４４だということで、児童生徒の感染予防について、うがいや手洗いをするこ

と、十分に栄養と睡眠をとって体力、抵抗力を高めること、それから咳、くしゃみ

の症状がある人は咳エチケットを守ることなど、こういうことを児童生徒に指導す

るように指示がされてきております。 

 また２１日には新型インフルエンザの集団発生を踏まえた当面の学校の臨時休校

の目安についての対応等が示されてきておりまして、先ほどご質問にありました生

徒の１０％を超えた場合には学校で学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖等の対応をとっ

ていけと、おおむね１週間を目安だという指示もあったところです。 

 これらのことから、４月より、うがい、手洗い、「学校だより」「保健だより」、い

ろいろな形の中で対応をしてきております。それが功を奏してか、他の状況におい

てよりの発生件数もない状況にありますが、今後におきましても引き続き対応をし

ていきたいというふうに考えております。 

１３番（柳澤君） 聞いたことだけで結構です。 

教育次長（塚田君） インフルエンザの対応については迅速な対応をとっていきたい

というふうに考えております。以上です。 

１３番（柳澤君） 感染したからとか何とかという、その問題よりも防ぐことが大事

であります。学校や何かちょっと見ると、手洗いなんかの準備が少ないように感じ

ます。役場庁舎も含めて、あらゆる公共機関に手洗いをもっともっと用意するお考

えはないかお聞きしたいと思っていたんですが、もう時間がありません。ぜひその

ことを検討していただきたいんです。 

 というのは、うがいとかマスクは感染予防には、ほとんど効果がないんだそうで

す。一番は手洗いだと、こういうことでありますので、その辺も含めてお答えをい

ただきたいんですが、検討をお願いします。 

 それから、最後の３の昭和橋の安全通行についてでありますが、頭の上から落下
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するコンクリート破片に注意というような看板がありますけれども、前を見て運転

して前を見て歩いている者にそれはわかりません。注意しようがありません。何か

お金のかかることはわかりますが、とりあえず網を張るとか、あるいはポールを白

線にするとか、そういったお考えはないかどうか、一言お答えください。 

建設課長（村田君） 簡潔に答弁させていただきます。 

 ご質問の内容につきましては、急を要するところ、そういった場合が出てきた場

合には、ご質問のような対応を検討させていただきます。以上でございます。 

１３番（柳澤君） 以上で質問を終わります。 

議長（春日君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後１２時１２分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、１１番 円尾美津子さんの質問を許します。 

１１番（円尾さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従

い、質問をいたします。 

 １．介護保険のその後 

 イ．介護認定新基準の影響は 

 介護保険を利用するためには、すべての人が要介護認定を受けなければなりませ

ん。介護保険の入り口ともいえる仕組みである認定基準が４月１日から変わりまし

た。見直しの内容は、①として、認定調査員テキストの改定、②として、一次判定

ソフトの改定、③として、認定審査会資料・テキストの改定と、要介護認定のすべ

ての段階にわたって大幅な変更が行われ、介護保険制度が始まって以来、大改悪と

いうべきものでした。利用者にとって要介護の認定はサービスを左右する命綱とも

言えるものです。新基準導入前の厚生労働省でのモデル事業の調査結果において認

定度が低く判定されることが報告されていましたし、介護の現場からも疑問や反対

の声が上がっていました。 

 見切り発車のような形で４月１日から新制度が導入されたわけですが、その翌日、

２日の参議院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員が厚生労働省の内部文書の

存在を明らかにしたことから、事態が大きく転換しました。内部文書には今回の基

準を見直すねらいが認定軽度化による給付削減にあることが示されていました。給

付費用を引き下げる介護切りとも言えるものでした。厚生労働大臣は文書の存在を

認めざるを得なかったのです。その結果、１０月１日より認定基準がまた見直され
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ました。サービスを利用する皆さんにとっては全くの迷惑としか言いようがないと

思います。 

 ７月３１日に行われた長野広域連合の臨時議会では、鷲沢連合長から、新しい要

介護認定による６月までの判定状況は介護度が変わるケースが増え、軽度に判定さ

れるケースや非該当となるケースの割合が以前より多い状況となっていると報告が

ありました。 

 坂城町での現状はどうでしょうか。新基準での認定の影響はどうなっていますか。

介護度が変わることによってサービス内容や費用負担にも変動が出てきますが、ど

んな状況でしょうか。経過措置がとられていることから今まで受けていたサービス

が縮小されていないことを願うわけですが、どうでしょうか。 

 ３月議会の答弁では、どのように変わったか調査をしていくということでしたが、

新基準で認定の更新を受けた方への個々の調査はどのようにされましたでしょうか。

また利用者に対して制度の変更をきちんと説明されたでしょうか、お聞きいたしま

す。 

 １０月１日から再度見直しがされると言われますが、４月以前の基準に戻るわけ

ではなく、部分的な見直しと言われていますが、内容の周知が大切だと思います。

くるくる変わる制度で職員も大変だと思いますが、利用者はもっと大変です。サー

ビスを受けたい人が戸惑うことのない対応を求めますが、具体的にはどんな配慮を

考えておいでになりますか、お聞きします。 

 以上で１回目の質問とします。 

福祉健康課長（中村さん） 介護保険のその後についてお答えいたします。 

 介護保険のサービスを利用するには、どの程度の介護や支援が必要な状態かを判

断する要介護認定を受ける必要があり、要介護認定は医療、福祉、保険の各専門分

野の委員により構成される介護認定審査会により審査、判定がなされています。 

 介護認定調査に基づくコンピュータによる一次判定結果は、主治医が医学的な見

地で申請者の状態を記入する主治医の意見書とともに、認定審査のもとになる重要

な資料である調査員が直接被保険者を訪問し、本人の心身の状況などについて調査

をいたしております。 

 介護認定調査につきましては、ご質問のとおり本年４月から調査項目が８２項目

から７４項目に変更となり、実施されてきたところでございますが、軽度に認定さ

れるのでとの不安の声に応える形で、国レベルで検証・検討を進めるとともに、検
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証結果が出るまでの間、要介護認定の更新申請時に希望すれば従前の要介護度を継

続することができるという経過措置を設けて、安定的な介護サービスの利用確保に

対応いたしてまいりました。７月２８日に開催された第３回要介護認定の見直しに

係る検証検討会において、４月以降の調査に係るコンピュータによる一次判定結果

の軽度化が指摘されるとともに、本年１０月１日からの調査基準の見直しが示され

たところでございます。 

 坂城町における本年８月末現在の要介護認定の状況につきましては、認定者は

６２６名で、その内訳の構成比は、要支援１が４．６％、要支援２が９．３％、要

介護１が２１．９％、要介護２が１７．１％、要介護３が１９．６％、要介護４が

１３．６％、要介護５が１３．９％となっております。これを調査項目の変更前の

本年３月末の構成比と比較いたしましたが、先ほど申し上げた経過措置が反映され

ていることもあり、数字からは特段の軽度化は見て取れない状況となっております。 

 また当町における４月１日から８月末までの申請受け付けの状況を申し上げます

と、新規申請が４４名、更新申請が２２１名、変更申請が２６名、再申請が１０名

でございますが、経過措置の対象となる更新申請のうち８月末までに認定結果の出

た１８０名中経過措置を希望されたのは１１６名となっております。 

 １８０名の認定状況につきましては、前回より重度となった方が３３名、前回よ

り軽度となった方が１２名、前回と同様の介護度であった方が１３５名となってお

ります。 

 また経過措置を希望しなかった方６４名の状況を見ますと、前回より重度となっ

た方が１８名、前回より軽度となった方が１２名、介護度の変わらなかった方が

３４名となっております。ご本人の心身の状況の変化もありますことから一概に軽

度化の傾向とは言えない状況でございます。 

 しかしながら、更新申請をいただいた１８０名の認定審査会による二次判定での

一次判定結果の変更状況を調査しますと、軽度に変更された方が３名であるのに対

し、重度に変更された方は７０名と、経過措置が反映されているとはいえ、コンピ

ュータによる判定について軽度化の傾向が見て取れる状況となっております。この

ことは当町の要介護認定審査を委託している長野広域連合の実績データにもあらわ

れているところでございます。 

 個々の調査という点につきましては、その方の心身の状況の変化や介護者の状況

によりますので、お一人お一人の対応については、お問い合わせやご相談をいただ
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いた段階で、その方の状況に応じたよりよい対応に努めております。 

 利用者への説明については、特に更新申請の皆さんを中心に調査の内容が変わっ

たことに加え、経過措置について十分な説明に努め、経過措置希望調書にて希望の

有無を確認いたしてきたところでございます。 

 １０月１日からは現在の７４調査項目は生かしつつ、項目選択率のばらつきが大

きかったり、質問や要望が多く寄せられた項目を中心に調査項目の定義の修正を行

うことで問題点の改善を図るとしております。国のシミュレーションによりますと、

定義の修正により４月の見直し前と同等の状況に戻るということでございますので、

１０月以降の認定結果につきまして注視してまいりたいと思っております。 

 また実際に調査を行う認定調査員につきましては、説明会や研修会の参加を初め、

修正される定義の徹底を図り、信頼性の確保に努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

１１番（円尾さん） 今、坂城町の現状についてご答弁いただきました。 

 要は経過措置をとっているので、それほどの影響がなかったというような中身だ

ったろうと思いますけれども、この経過措置そのものが軽度認定の危険性を認めた

ために経過措置というものをとってきたわけですよね。安定的なサービスの利用確

保する、希望者には構成前のままでいいですよということを言いながら、例えば申

請についてそういうことを希望する人は丸をつけてくださいとか、印をつけてくだ

さいとかということがあったものですから、急に下がってしまうというようなこと

がなかったかと思います。 

 ただ、この制度が経過措置であって凍結ではなかったものですから、要は経過措

置を希望する人でも通常の更新認定と同じものをしなきゃいけないわけですよね。

訪問調査であったり、主治医の意見書、あるいは介護認定審査会のすべての手続を

しなければならないというのが、この経過措置を含めてなんです。そのためには、

それぞれの相当の費用が必要になってきます。全国では、その費用を低く見積もっ

ても３００億円以上と言われます。厚生労働省に新方式の審査判定のデータを送る

ためだけに使われる費用で、前代未聞の無駄遣いというのがこの経過措置ではない

かと私は思います。 

 それでは、その中で具体的なことについて質問をいたします。 

 ひとつとして、経過措置で今まで介護度を受けていた人が、１０月１日以降、ま

た基準が少し変わられるんですけれども、見直された認定基準で判定をやり直さな
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きゃいけないのかどうか、それが１点。 

 それから４月からの基準で新しく、先ほど何人かの方が新しい申請をしましたよ

とか、それから介護度の中で変更申請をした人というのがかなりあったわけですけ

れども、４月から始まった基準でそれが認定されてきているわけですから、１０月

に新しい認定基準ができたときには、その人たちはどのように対応していくのか、

また、やり直さなければならないのかどうか、その辺についてお尋ねしたいと思い

ます。 

福祉健康課長（中村さん） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 要介護認定の見直し後の４月１日から９月３０日までに認定を受けた方の対応に

つきましては、１０月１日から調査の定義が修正になることから、改めて認定調査

を行うというものではなく、認定の有効期間の満了まで現在の介護度が維持される

ということになります。これは経過措置の対象となった更新申請をされた方だけで

なく、新規申請、変更申請をいただき、認定を受けられた方も同様となっておりま

すが、介護保険の制度上、有効期限の満了前でも容体に変化があった場合や実情と

一致していないと思われる場合につきましては、その時点で要介護度の変更申請を

していただけることとなっておりますので、そういった制度もご利用いただきなが

ら対応を図ってまいりたいと考えております。 

１１番（円尾さん） 新しい申請の中で認定を受けた場合は、期限が来るまでそのま

ま今の状態が続きますよという今の答弁だったと思いますけれども、介護認定が被

保険者のサービスを受ける受給権にかかわるものですから、要は同じ保険制度であ

りながら認定を受ける時期によって申請内容が変わるという扱いが異なるというの

は大変不公平な扱いではないかと思うんですよね。そういう意味で不信感を持たれ

るようなことがあるのではないかということを心配するわけですね。 

 新方式の認定を出された要介護度で必要なサービスがきちんと受けられているも

のなのか、サービスからとりこぼされていないのか、先ほど今後の１０月からのも

のには注視していきたいということをおっしゃっていましたけれども、制度がこう

いうふうに形が変わっていく、わずかな、半年ずつこうやって変わっていくという

ような状況の中で、やはりその中身としてそれでいいのかどうかということは大変

疑問に思いますけれども、それをその人たちの状態がどうなのかということを検証

していくということが大事だろうと思うんですが、その辺については、どういうふ

うにお考えでしょうか、お尋ねします。 
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福祉健康課長（中村さん） ただいまのご質問ですが、認定調査員がおりまして、定

義の徹底、修正される定義の徹底を図ってまいりますので、認定調査員がそれぞれ

訪問いたしまして理解していただくように状態を判断させていただいておりますの

で、何か問題がありましたら、そういう形で努めてまいりたいと思っております。 

１１番（円尾さん） 調査員の方との連携をとりながらやっていくんだということは

当然のことだと思うんですよね。ただ、この制度がそういうふうに細切れで変わっ

ていくということに対しては、サービスを受ける人たちにとっては非常に戸惑うと

ころも多いと思うんです。 

 そういう点で、じゃあ、調査員の方だったり、いわゆるケアマネジャーの方だっ

たりということに対して、その人たちとの連携をどういうふうにもっているのか、

ちゃんとした密な連携がとれているのかどうか、再度確認しておきたいと思います。 

福祉健康課長（中村さん） ケアマネジャーの方、介護保険の担当、みんなそれぞれ

連携を取り合って、それぞれ問題が起きましたら相談いたしましてやっております。

今後もそのように努めてまいりたいと思っております。 

１１番（円尾さん） それぞれ相談しながらということは当然なんですけれども、特

に私がお聞きしたいのは、この制度がこういう形で変わっていくとき、それは受け

る方の人にしてみても、今まではこういう調査でよかったのに、ここの項目がこん

なになってきたよという形でかなり中身的に変わるかと思うんですよ。その辺に対

して、どういう連絡関係をとっていたのかということがちょっと気になったわけで

す。 

 だから、そういう点で、やはりこの認定項目、一番介護保険、本当に入っていく

入り口ですよね。サービスを受けるための入り口ですから、そこで戸惑うことがな

いように、やはりきめ細かな対応をこれからも続けていただきたいし、ずっと追跡

をしていってほしいと思います。それが一番だろうと思うし、特に新しい審査基準

で受けた新しい方、あるいは区分変更の方なんかがかなりおりましたけれども、そ

ういう人がまた今度６カ月の期限が切れたとき、新しい認定基準で見直されていく

わけですけれども、そうすると変更される可能性というのはあるかと思うんですよ。

自分が今こういう介護度だから、もう少し何とかというふうに思う方たち、思う人

たちはそれはそれで申請すればいいと思うんですけれども、期限まで待っている人

たち、その人たちがこういう制度の変更で影響を受けていく、そういうことがない

ように、ぜひきちんとした対応を望みたいと思います。 
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 続きまして、２番目の問題に入りたいと思います。 

 ２．公共事業を進めるために 

 イ．地権者に対する配慮を 

 町が行う公共事業には、町民の皆さんの貴重な財産を提供していただき、進めら

れていることが多くあります。公共事業が実施されたことにより、関係した土地の

固定資産税の評価額が大幅に上がることがあります。土地を提供してくださった人、

代替地を提供してくださった人に対して何らかの配慮があってもいいのではないか

と思いますが、どうでしょうか。 

 土地を売った場合は税法上の考慮があります。また建物などの保障、売り上げ保

障などもありますが、代替地として交換したときには何も配慮がありません。固定

資産税が上がっただけという結果がありまして、土地の価値が上がったからいいの

ではないかという人もいますが、そんな短絡的なことではなく、交換してくださっ

た土地があったから公共事業が進んだということを考えても何らかの配慮として町

の独自政策を制度として創設できないか伺います。 

 ロ．地元住民との合意は 

 公共事業への不満を耳にします。喜ばれる事業展開のために十分な説明責任を果

たしてほしいと思います。住民合意はどうされているのでしょうかについてお尋ね

します。 

 １回目の質問といたします。 

町長（中沢君） 円尾議員のご質問にお答え申し上げます。 

 公共事業を進めるにあたっての配慮ということでございます。 

 まちづくりの基盤を成します公共事業、これは大変大事な仕事であるわけでござ

います。道路の新設、拡幅、あるいはまた、いろいろな公共用地の取得等々がござ

います。地権者の協力なくしては進めない事業でもあるわけでございます。地権者

の貴重な土地を分けていただくということ、こういう上に立っては、常に保障の問

題等も正式にいろいろと取り交わされるわけでございます。何とかお譲りいただく

べく諸々の問題について地権者の意向を踏まえながら対応しているということが実

情であろうかなと、こんなふうに思っております。 

 しかし、公共事業に協力をいただいた皆さんに不快な面、あるいは何か不満の面

ということが出てくるということは、まことに残念なことでもあるわけでございま

す。公共事業をスムーズに進めるには、事業用地や代替地を提供していただく方等
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についての対応ということ、なかなか難しい面があるなと、こんな思いでございま

す。 

 そういった面で固定資産税をその後、その地域をどうすると、個々の話は保障の

中、いろいろ論議の中では対応してまいりますが、特別に制度化するということは、

私も長い行政の中で例がないんじゃないかと。なかなか難しい問題だなと、こんな

ふうに思いますし、なじみ得ない課題でもあろうかと、こんなふうに思っておりま

す。 

 お話にもございましたように、用地の交渉にあたりましては、本当に地権者の意

向を十分踏まえ、そして納得いくべく、いろいろな事前における説得と契約におい

ては進めていかなければならないと、理解いただくべくいろいろ説明して納得いた

だくべく努力することが大事だということになろうかなと思っております。以上で

ございます。 

建設課長（村田君） 私からはロの地元住民との合意はについてご答弁させていただ

きます。 

 今日、公共事業を実施するにあたりましては、計画、実行、評価のステップを確

実に行うことで、より住民の皆さんに役立つ効果的なインフラの整備が実施できる

とともに、計画から実行までの間に開催する地元説明会は住民との合意形成を図る

上で大変重要であると考えております。 

 ご質問をいただきました地元住民との合意はでございますが、基本となる設計が

完了した段階で地権者説明会、地区説明会を、また工事実施にあたっては、具体的

な工事内容を説明する工事説明会を事業の内容、規模等に鑑み、その必要性に応じ

て開催しており、地元自治会の区長さんを初め役員さんの皆さんには発注者側では

把握できない地元の実情等もありますゆえ、できる限りのご出席をお願いしておる

ところでございます。 

 このうち地権者説明会は、産業道路Ａ０１号線や県道上室賀坂城停線、田町区間

でも開催をいたしました。貴重な財産をご協力をいただく地権者の皆さんにお集ま

りをいただき、実施する説明会で事業の進捗に最も個別的要因が影響する事柄の説

明会となりますので、地権者の皆さんのご理解を得られるよう、慎重に実施をして

おります。 

 地区説明会は、事業中及び事業完了後において当該地区の生活環境、住環境に何

らかの変化が生ずると予測される範囲の皆さんを対象とする説明会で、食育・学校
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給食センター、中之条団地等でも実施してまいりましたように、自治区、組合単位

を基本に住民の皆さんへの説明会を開催しておるところでございます。 

 公共事業は、社会全体の快適で、よりよい生活環境を構築することを目的として

実施される半面、事業用地の提供や生活を取り巻く環境の変化など、一部の皆さん

にとっては異論をいただく面があることは否めない状況でございます。また民間事

業と異なり、社会全般における公平・公正性の保持も必要であることから、住民す

べての皆さんの賛同を得られない状況も生じますが、これら各説明会を開催すると

きには個別にご説明を申し上げながら、これからもでき得る限り地元住民の皆さん

と合意形成を図り、公共事業による社会整備を進めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。 

１１番（円尾さん） それぞれの中で地権者の皆さんやいろいろな方への話し合う中

で、地権者の皆さんのおっしゃっていることを受け入れながらいろいろなことをし

ていっているんだというお話が町長の方からありましたけれども、現実に法律の中

で、税法上とか保障とかいろいろなものの中、そこから外れてしまうという場合が

出てくるんですよね。そういうことに対して私はぜひきちんとしたものをつくって

いってもらいたい。制度という形で大きくとらなかったにしても、それができるん

じゃないかと。 

 今までほかの地方で聞いたことがないよとおっしゃっていますけれども、坂城町

の商工振興条例の中には町独自の施策もありますよね。新しく何かをした場合には、

１年間だけだけれども、その中で固定資産税に相当する分は助成しますよという制

度、この制度だってそこら中にあるものではないと思うんです。 

 だから、こういうものを独自策として、それは工業の町坂城として育成していっ

たり、それから町への貢献度とかいろいろなことを考えたときに、そのことをやっ

てきたということについては、これは大きく評価するところですけれども、やはり

公共事業で本当に、ずっと公共事業でそういう形があったときに、例えば土地を交

換なさったというような場合には、その方が交換して事業が終わったから評価額が

がんと上がるということがあるんですけれども、町の土地と交換したときなんかに

ついては何のあれもないわけですよね。そういうところに、やはり協力して損した

なというようなことや、もう町への協力はしたくないと、そんな思いをしている方

も現実にはおいでになるんですよね。だから、そういうことを私は、町の独自策、

ずっとやっていってくださいよというようなことは言いませんけれども、せめて評
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価額が３年に１度変えられるときに、大幅に上がるというような現状が出てきたと

きに、そこではやはり町としての誠意を見せていく、それぐらいのことはしていた

だきたいと思うんですけれども、その辺について町長の考えをもう１度伺います。 

町長（中沢君） お話の趣旨はそれなりに理解できます。私もテクノ工業団地、ある

いは村上保育園の土地の場合には、代替地を含めてお話しし合った経験もあるわけ

でございます。そのひとつひとつについては、ぜひ納得いただくべくいろいろな代

案を出しながら最終的にご理解いただいたということになろうかなと、こんなふう

に思っています。 

 制度でなくてもということで、いろいろ坂城町全体にあちこち多様な事業を実施

していますので、どういうふうに対応するかということは難しいことだなと。今、

田町の例をとりますと、半分の皆さんはいろいろと土地を提供し、そして次なるお

家をつくっていくと。それは交渉の中にあるわけでございますが、半分の皆さんは、

土地は出さないけれども、１６ｍによって路線化が今度は変わってくると、そこに、

いや、わしらは全然あれだったけれども、どういう負担がかかるんだやと。それは

一般的に言えば、その地域の土地価格が上がるんだから、財が増えるんだからとい

う説明は誰でもいたしますけれども、ちょっとデリケートな問題にもなろうかなと。 

 当面は行政とすれば、その都度納得いく交渉というか、お話し合いをしていくと

いうことから、まず始まることかなと。全体的にどうするかということは、ちょっ

と検討するにも時間がかかるお話かなと、こんな思いもいたします。以上でござい

ます。 

１１番（円尾さん） それぞれの方と合意形成をしていって、その事業を進めていく

というのは当然のことだと思うんですけれども、そこからはみ出ちゃったところに

対して、やはり何らか方法を考えていかなくてはいけないんじゃないか。その辺は、

ぜひこれは私、町長さんへの宿題として持っていただきたいと思います。今すぐ返

事が出てくるような問題ではないんですけれども、でも、町民の皆さんがこういう

思いをしているということを、やはり知っていただいて、じゃあ、何かいい方法は

ないか、商工業でこういう例をやっているんだけれども、それに合うような、それ

と同じことをしなさいとは言いませんけれども、合うようなものをやはりやってい

くことが、より町民の皆さんに理解されていくということだと思うんです。その点

について、宿題だと思って考えていただければと思います。 

 住民合意について、先ほど課長の方から、それぞれ計画のところで計画ができた
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ら、こういうふうにやっていくんだよという説明がありました。実際には地権者を

除いては説明の対象になってくるのは、ほとんど役員さんが多いわけですね。公共

事業だけではなくて、町単事業にも言えることなんですよね、この合意をとってい

くということに対しては。そういうときには、やはり地元の全体の人たちに対して

説明を対象にしていく、先ほど声はかけているけれどもというような話がありまし

たけれども、どの範囲でじゃなくて、それを利用する人たち、例えば道路だったら、

そこを通る人たちにも声をかけていただいて、こういう説明会をしていくんですよ

というぐらいの配慮はしてほしいと思うんです。その辺について、どういうふうに

お考えでしょうか。 

 それから住民への説明会などで多くの意見が出されてくると思います。個々の問

題は別としてですよね。個々の問題はそれぞれ個々で解決していっていただけばい

いんですから、個々の問題じゃなくて全体的な問題でいろいろな要望が出されてく

ると思うんですけれども、そういうような意見、出された意見を事業展開にどのよ

うに生かされているのか、その辺についてお聞きします。 

建設課長（村田君） 再質問にお答えいたします。 

 道路公共事業ということを例にとりましても、お話がありましたが、当該事業が、

例えば地域密着型であるのか、また全町型であるのか、そういうことなどの範囲性

を考慮しながら説明責任という観点から、その実施について検討してまいりたいと

考えております。 

 それから町単工事のお話もいただきました。 

 町単工事につきましては、私ども担当課といたしましては、区の総意として申請

をいただいて事業を実施してきておりまして、現地調査の折も、区長さん、あるい

は区の役員さん方に、その方法につきましてもご相談を申し上げながら進めてきて

おるということでございますが、ご質問にありましたとおり、いろいろな方々から

そういうお話があるということであれば、その手法についても完全ではないという

ふうに認識をいたします。 

 今後においては再度検証いたしまして、その事柄について対応してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

１１番（円尾さん） 今の課長の答弁の中で１点抜けましたので、もう１度、再度答

弁していただければと思います。 

 要は、そこでいろいろな意見が出されたものが事業展開にどのように生かされて
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いっているのか、その辺については、どういうふうにお考えになっているか、それ

をもう１度答弁いただきたいと思います。 

 それから、やはり道路など、今、地域密着型であったり全町的なものに分けてや

っているんだというお話でしたけれども、道路というのは地元だけではなくて、多

くの皆さんが共有する場所なんですよね。だから、そういう意味でも、この道路に

対する不安というのは、議会報告会もやらせていただいた中でも、かなり出てきま

した。その中で、やはり同じ公共事業をしていくのに大きなお金をかけながらやっ

ていくのに、もっときちんと了解をしていく中で、すっきりと公共事業ができれば

本当にいいのになというのが私自身の感想です、その中で。そのためには、やはり

説明を十分して合意を得ていく、それから皆さんの意見がどういうふうに反映され

るかというのも返していくということが大事だろうと思うんですよね。 

 全町に知らせていくという点については、先ほどの下水道の問題についての質問

の中でも説明をちゃんとしてくださいよというようなお話がありました。やはり道

路とか下水道とか大きな事業については、どんな事業なのか、どう展開するのか、

今後はどうなるのか、わかりやすく丁寧に、例えば図面なども示して広報などで工

夫して知らせていく、全員が納得ということはないかもしれませんけれども、ああ、

今あそこでこんな工事があっているのは、こういうためなんだな、あそこでやって

いるのはこういうことなんだなということが町民の皆さんに理解されていくという

ことが私は一番大事だろうと思うし、公共事業を進めていくためには大切なことだ

と思うんです。その辺について、もう１度答弁いただきたいと思います。 

建設課長（村田君） 再度答弁させていただきます。 

 公共事業につきましては、公平性が一番というようなこともございまして、説明

会等でいろいろご意見いただいたものにつきましては、でき得る限り精一杯の対応

をさせていただいておりますが、すべての皆さんのご意見を取り入れていくという

ことはなかなか難しいかなということでございます。 

 そういった意味におきまして、要望いただいたものについては、できる限りその

事業に取り組んでいくということは当然でございまして、今後とも地区だけではな

くて、その全町型といいますか、そういうようなものにつきましては、多くの皆さ

んのご意見を取り入れられるような、その対応についてまた検討させていただきま

す。よろしくお願いします。 

１１番（円尾さん） 今、建設課長の方からの答弁であれでしたけれども、主には道
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路とか、そういうことが建設課に関係してくることが多かったんですけれども、や

はり道路行政だけではなくて、公共事業を進めていくためにはどうなんだろうとい

うのは、町というか、庁舎全体で考え方をきちんと持っていく、それが大事だろう

と思うんです。それに対して、もちろん不都合があったり、それから不満があった

りしているということに対しても、それがどこまでできるかということは別として

も、きちんと聞く耳を持っていただきたい。それは道路行政だけではなくて全体の

ことに言えるんですけれども、そういうふうにしていただければと思います。協働

の町を進めていくというか、また町の仕事を理解してもらうというためには、町民

との情報の共有というのが、やはりどれだけできるかということで事業効果を左右

すると思うんです。十分な説明を求めていきたいと思います。 

 時間の関係もありますので、次の質問に入ります。 

 ３．環境にやさしい取り組みを 

 イ．太陽光発電等に助成制度を 

 地球温暖化が引き金となる異常気象が年々増加傾向にあり、心配であります。環

境政策に大きく方向が切られ、いろいろな取り組みが始まっています。昨日は、ご

み減量化対策について質問がありました。私からはエネルギーの確保の視点から環

境について質問いたします。 

 国が個人住宅への太陽光発電システムの助成を復活したこととあわせて、助成制

度の活用をしている自治体が増加しています。町民の方から見積を業者に依頼した

ところ、坂城町はいろいろなところで発展している町だと思っていたのに、太陽光

などに補助制度がなく、環境対策が遅れていると言われたと。大変恥ずかしい思い

をした、そんなことを話しています。坂城町でもぜひ導入されて環境にやさしいま

ちづくりをしていく時期がもう来ているのではないかと思いますが、見解をお尋ね

いたします。 

 平成１７年２月に策定された新エネルギービジョンでは、坂城町は日照時間が長

く、全日射エネルギー量は日本でもトップクラスである、太陽光発電には適した地

域の特性を持っていると分析しています。行政として、新エネルギーの導入や研究

開発に対して町独自の助成や支援制度の制定を検討すると記述されています。これ

ら新エネルギービジョンを実現するひとつとして、個人住宅に太陽光発電システム

に助成してはどうかと考えますが、どうでしょうか。 

 さて、いよいよ政権交代が現実のものとなり、タイミングのいいことに民主党の
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鳩山代表は７日に１９９０年度比、２０２０年までに温室効果ガスを２５％削減す

る中期目標を明言しました。麻生政権の８％と比較すると、大きな前進だと歓迎し

たいと思います。環境政策が大きく変わるであろうと思われます。 

 坂城町にあっては、取り残されないためにも太陽光発電等へ助成制度を創設する

ことを強く求めるものです。前向きな答弁を求めます。以上です。 

町長（中沢君） お話のありましたように、平成１７年の２月に坂城町は県下に先駆

けてＮＥＤＯと提携し、新エネルギービジョンをつくったわけでございます。風力、

あるいは太陽光、水力万般にわたるビジョンをつくったところでございます。当初、

風力発電というようなところにも目を向けたわけでございますが、環境というよう

なもの、また実際にそれだけの風力がないということで、しなかったという経過は

ございます。ただ、太陽光発電については、その策定ビジョンの経過の中でアンケ

ート調査をいたしております。一般の住民も、また坂城の中学生も実に関心を寄せ

ておりまして、これはみんなでやらなければならないというような方向が記されて

いるところでもございます。 

 国の施策につきましても、太陽光発電の助成については最初あり、その次にはま

た１度中止したということの経過はございますけれども、また復活して新しい国の

助成制度が生まれてきたわけでございます。低炭素社会づくりの行動計画や太陽光

発電の導入の拡大のためのアクションプランということでもいろいろな施策が出さ

れており、また本年１月からは住宅用太陽光発電システムの設置に関する補助金制

度も創設されたということでもあって、それぞれの皆さんがそれに対する対応がで

きるようになったなと。 

 ご承知のように、こういった自ら居住する住宅を対象にした、そういった太陽光

のシステムについては、一定の要件を満たした場合には、太陽電池モジュールの最

大出力１ｋＷについて７万円を補助するということでもあるわけでございます。現

在その制度は生かされておりますし、県下各市町村でも、そういった動向は見守っ

ているというのが現状でございます。 

 地球温暖化の防止、あるいは新エネルギーの拡大ということは、国の施策を受け

ながら、これからの重要な課題ということをも位置づけております。町としまして

は、公共施設である食育・学校給食センターにあたっても、あるいはまた、南条保

育園に続き太陽光パネルの計画を何とか成し遂げるように工夫を凝らし、また前進

しているということでもあるわけでございます。 
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 環境問題といいますと、ごみ処理の減量化ということとあわせて熱エネルギーの

有効利用ということは大事なことでございますので、個人の住宅の助成につきまし

ても、国の制度を補完する意味で何なりか、できるだけ若干の上乗せをして啓発と

いう面で対応できたらと、そんな思いがしているところでございます。以上でござ

います。 

１１番（円尾さん） 町長に答弁をいただきました。 

 ニュアンスとして実現が、これが近いのかなというふうに解釈させていただきま

すが、その中でもう１度再度質問をしていきたいんですが、エネルギービジョンの

すてきなものができているわけですけれども、その中身についてというか、その中

で、要は、これは努力目標だろうとは思うんですけれども、その中でやはりこれを

立てたときに、目標年度を２０１０年にするんだと、坂城町のエネルギーの需要量

の３％を確保していくんだということが努力目標であったんだろうと思うんですけ

れども、立てられています。ところが、２０１０年というのはもう来年なんですよ

ね。 

 そういう意味で、計画を立てることが目的ではなくて、計画に沿って政策化、実

現していくんだというふうに解釈すると、今までにこの４年間でエネルギービジョ

ンやそういうことに対してどんな検討が中でされてきたのか、その辺についてお尋

ねしたいと思います。 

町長（中沢君） エネルギービジョンをＮＥＤＯといろいろ話し合うという中では、

２年間にわたって研究した成果があるわけでございます。和平の上に風力発電をと

いうことで検討いたしました。結果においては６ｍぐらいの風速ではだめだなとい

うことに相なったわけでございますが、そういう風力発電、あるいはまた公共施設

等による太陽エネルギーの問題、それには南条保育園、あるいは食育・学校給食セ

ンターを何とかこぎ着けたということでもございます。 

 さらにＮＥＤＯとの話の中では、これはひとつの検討したということでございま

すが、びんぐし温泉の温泉水を利用してのエネルギーを電気に変えると、それは電

力をいろいろ供給する以前に、ひとつこういった仕組みで電力はできるんだよとい

うようなことの検討もあったかなと。そしてまた、ある企業におきましては、六ケ

郷用水を利用いたしまして、そこから水力を使った電力をということで、これは国、

あるいは関係者も寄りまして検討し、それは今も研究中のことではございますが、

そういった経過もあるわけでございます。 
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 何といったって各家の屋根を見ますと、これはすばらしいエネルギーの財だと。

これは個人にかかわるものだということが、これからの主要なことかなと思ってお

りますので、そういった面に力を込めていきたいなと。エネルギーということを学

ぶことによって、いろいろな創造的な産業にも役立てるなと、こんなふうに思って

おりますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

１１番（円尾さん） エネルギーについてはいろいろな方法をとってきたんだという

お話は伺いましたけれども、ＮＥＤＯなんかがこれを補助金を出したということで

エネルギービジョンの計画ができたわけですけれども、それについては、いち早く

手を挙げていったから、その計画がいち早く実現できるようにという対応もぜひし

ていただきたいと思うんです。 

 そういう意味で、このエネルギービジョンに沿って庁舎内で何らかのアクション

を起こしてきたのかどうかという点については、これは担当課から話を伺いたいと

思いますが、よろしくお願いします。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 全町的な取り組みといたしましては、町の総務課の方で行動計画をつくりまして、

この間分別の徹底、それから昼休みの消灯、それから各トイレ、パントリーにおき

まして消灯、それから節水の呼びかけをして、全町的な取り組みの中では、そうい

ったエネルギーの削減、また温室ガスの削減に町を挙げて取り組んできているとい

うことでございます。 

１１番（円尾さん） 質問の趣旨がうまく伝わらなかったかと思いますが、私は、せ

っかくエネルギービジョンという、こういうすばらしい計画をつくったんだから、

それを実現するために、この計画に沿ってどんなことが研究されてきたのかなとい

うことを聞きたかったわけですけれども、それはまた今後の課題としたいと思いま

す。 

 というのは、目標年度というのが２０１０年ということになっていますので、新

たに今まで計画してきた案はどうだったか、特にここで言われている、もちろん省

エネも必要でしょうけれども、むしろ新しいエネルギーをどうやって確保していく

のかというのが大きな計画の目的だったと思うんですよね。そういうことに対して

どうだったんだろうなというふうにちょっと気がかりだったからお尋ねしました。 

 また、これは何もこの５年間で終わっていくわけではないですし、今大きく政治

が変わろうとしている中で、環境政策ということにかなりブレーキが切られてきま
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すので、全世界で環境政策がやられてくると思います。やはり取り残されないとい

うことをきちんとして、計画を立てるときだけに一生懸命早かったけれどもという

のではなく、ぜひやっていただきたいと思っています。その中で食育・学校給食セ

ンターに太陽光を導入されたことは改めて評価したいと思います。 

 ただ、製造業が多い工業の町坂城では、どうしてもエネルギーの消費量というの

がほかのところよりは多くなっていますよね。そういう意味でも、また自律のまち

坂城として、ほかに誇れる環境にやさしい町であってほしいと思います。第５次長

期総合計画が作成されていきますが、環境政策ということが主軸になる計画である

ことを願って質問を終わります。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後２時３０分～再開 午後２時４０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、６番 入日時子さんの質問を許します。 

６番（入日さん） １．障がい者福祉について 

 イ．音声信号機と点字ブロック設置を 

 通告では、点字ブロックとなっていますが、正式には視覚障害者誘導用ブロック

というそうです。以後、誘導ブロックと略して言います。 

 この間、視覚障害者の方から「自分で外出したくても音声信号機や誘導ブロック

がないので危なくて外出できない。だから、目が見えない人はどうしても家にこも

りがちになってしまう」と言われ、はっとしました。障害のある人も、ない人も、

社会の一員として尊重し、支え合いながら地域の中でともに生活する社会こそ当た

り前の社会であるというノーマライゼーションの考えを頭で理解しているだけで何

もしてこなかった自分がとても恥ずかしくなりました。町でも毎年、人権を尊重し、

豊かな福祉の心を育む町民集会を開催していますが、本当に障害者の人権を尊重し、

必要な援助ができているでしょうか。障害を持っていても一人の人間として尊重さ

れ、十分にその人の能力が発揮できる基盤整備や施策がとられているでしょうか。 

 この間テレビを見ていたら、ユニセフ親善大使の黒柳徹子さんがネパールの盲学

校を訪問し、「日本はどこへ行っても盲人用信号機があるから目が不自由でも大丈夫

よ」と言っていました。しかし、まだまだ日本全国の交差点に音声信号機が設置さ

れてはいません。世界の経済大国、先進国と言われながら日本は福祉予算が少なく、

基盤整備が遅れています。 
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 坂城町でも、ご承知のように音声信号機は１カ所もありません。歩道の誘導ブロ

ックも文化センターから消防署までの産業通り沿いだけです。これでは怖くて外出

できないとつくづく感じました。２００６年に交通バリアフリー法が改正され、バ

リアフリー化が公園、駐車場、道路にも拡大されました。これにより新設、または

改良については適合義務となりました。町でもＡ０１号線やＡ０９号線の改良工事

が行われましたが、誘導ブロックや音声信号機の設置は検討されたのでしょうか。

障害を持っていても一人一人が自分に誇りを持ち、自立して生活するためにも自力

で外出できる環境づくりが必要だと思います。音声信号機や誘導ブロックの歩道整

備について答弁を求めます。 

 ロ．自動車改造費補助金について 

 町の条例に身体障害者用自動車改造費補助金交付があります。身体障害１級から

２級の人が自分で運転できるように車を改造する費用を上限１０万円まで補助する

となっています。しかし、本人が運転できないくらい重度障害のため、家族が運転

を余儀なくされ、車椅子やベッドなど乗せられるように車を改造しても本人が運転

しないので対象外になります。こんな理不尽なことがあるでしょうか。本人が運転

できないという重度障害者に対しては、何もしてくれない。とても矛盾を感じます。

職員も矛盾を感じないのでしょうか。他の市町村は本人だけでなく、重度障害で本

人が運転できない場合は家族の車にも補助金が支給されます。規定外と窓口で断る

のではなく、ケース・バイ・ケースで住民福祉の心を発揮してこそ町の条例が生き

てくるのではないでしょうか。工業団地祭りで司会者が町民に夢と希望を与える町

長と紹介されていましたので、夢と希望を与える町長の答弁をお願いします。 

建設課長（村田君） 音声信号機と誘導ブロックについてご質問をいただきました。 

 坂城町内では音声信号機については設置されておりませんが、誘導ブロックにつ

いては産業道路の文化センター北側から坂城インター線までの区間について街路事

業の実施の際にインターロッキング舗装にあわせて歩道内に設置をいたしておると

ころでございます。 

 誘導ブロックにつきましては、連続した区間で設置されていないと視覚障害者が

戸惑ってしまうことも考えられ、現在施工中の坂城インター線南側、若草橋までの

区間については、部分的に完成している区間もありますが、施工はしていない状況

でございます。アスファルト舗装の場合は接着するタイプの誘導ブロックもありま

すので、その区間の道路工事完成後でも設置することは可能でありますので、視覚
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障害者の利用頻度が高いと考えられる区間については設置を検討してまいりたいと

考えておるところでございます。 

 また信号機については、公安委員会で設置をいただいておるということでござい

ますが、音声信号機の設置場所の基準といたしましては、視覚障害者の利用頻度が

高い盲学校、リハビリテーションセンター、役所等の公共施設を含む区域に優先的

に設置をされている状況でございます。公安委員会で、その施設の設置にあたりま

しては通行状況等を確認した上で設置をされている状況でございますが、坂城町に

つきましては、この基準に当てはまっていないものと推測をされるものであります。

設置希望がある状況はよく公安委員会の方へお伝えをして、今後とも働きかけをし

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

福祉健康課長（中村さん） 自動車改造費補助金についてお答えいたします。 

 町の自動車改造費補助金につきましては、身体に障害のある方が自ら所有する自

動車を改造して運転できるように設けられたものであり、限度額は１０万円でござ

います。身体に障害のある方が自動車等により社会参加の促進を図ることを目的と

した制度でございます。 

 ご質問にございました趣旨の補助金につきましては、長野市が車椅子対応車両へ

の改造費用の補助を行っておりますが、近隣のほかの市町村では、まだ補助制度を

設けていない状況でございます。町には車椅子で乗車できる自動車、ストレッチャ

ー車の貸し出しを行っておりますので、必要に応じ、ご利用いただければと思いま

す。 

 また障害者の移動に伴う介助の支援につきまして、自立支援法に基づく移動支援

サービスがございます。これは障害のある方が外出するための支援を行うことによ

り自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的としております。買い物、散歩等

の外出の介助であれば、一部自己負担もございますが、このサービスをご利用いた

だくこともひとつの方法かと思うわけでございます。 

 そのほかに自動車の有料道路における割引制度、自動車の所有者が限定されます

が、自動車税、軽自動車税の免除の制度などもございます。 

 いずれにいたしましても、車椅子対応車両への改造に伴う補助につきましては、

今後、国、県及び近隣の市町村の動向を見ながら検討してまいりたいと考えており

ます。よろしくお願いします。 

６番（入日さん） 今、建設課長の答弁では、誘導ブロックについては今後場所の拡
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大をしていくということですので、ぜひお願いいたします。 

 音声信号機については、公安委員に働きかけているということですが、特に福祉

センターを利用するための文化センター前の信号だとか、田町の交差点の信号など

早急に音声信号機がついて視覚障害者の方が安心して渡れるようにしていただきた

いと思います。 

 交通バリア法の基本構想策定は、平成２１年６月末までで２５５市町村、３３４

の基本構想が出されています。公共機関を利用する高齢者や障害者の移動の利便性

や安全性の向上を図るため、駅のエレベーター設置や周辺の道路整備、音声信号機

や誘導ブロック設置に国が補助金を出します。市町村は高齢者や障害者等が生活上

利用する施設を含む地区について、基本構想を作成しなければなりません。長野県

でも諏訪市、塩尻市、岡谷市、松本市が策定しました。町でも障害者の要望をアン

ケート調査して障害者の声を生かした基本構想を策定してほしいと思います。ここ

は福祉センターですとか文化センター交差点ですと音声案内ができたらすばらしい

と思います。ぜひ基本構想に取り入れてほしいと思います。 

 ロの自動車の改造費の補助金ですが、国や県の動向を見て今後検討するというこ

とですが、「その他町長が必要と認めた場合」という１行を加えれば対象になるわけ

です。ぜひそういう前向きな考えをよろしくお願いいたします。 

 時間がないので、次の質問に移ります。 

 ２．遊具について 

 イ．安全性の点検と検査費用を 

 遊具による事故が多発したことがあり、町でもそのとき、平成１６年に全区に対

し、遊具の点検を指示し、１３区が遊具を撤去しました。公民館では毎年、区の担

当者に安全点検を実施するよう通知をし、各区では目視検査が行われています。し

かし、素人の目視検査ではさびやねじの緩み等、外観的な一部分しかわかりません。

ある区で専門メーカーに検査してもらったら、構造上の問題や設置場所の問題が指

摘されました。外観上問題がなくても近くに木や柵など障害物があると不適合と判

断されました。小さな滑り台と大きな滑り台が組み合わさった複合滑り台も小さな

滑り台のデッキの高さが不十分だと言われました。今回、他の区の滑り台を見て回

ったら、同じつくりの滑り台が何カ所もありました。 

 このように遊具が本当に安全かどうかは専門家でなければわからない点も多々あ

ります。しかし、遊具の検査に対しては、どこからも補助がありません。専門家に
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検査を依頼すると費用も高くなり、すべて区の持ち出しです。各区もお金がかかる

専門家の検査まではなかなか行えません。役員も１年ごとにかわるので、どこに検

査を依頼していいかわからないと思います。せめて１０年ごとに各区が専門家によ

る検査を実施できるよう、費用の援助や専門メーカーを紹介するなど、町としても

安全点検の向上に取り組めないか、答弁を求めます。 

 ロ．撤去と新設費用を 

 遊具の撤去には費用の２分の１、上限１０万円までの補助があります。しかし、

撤去には多額の費用がかかります。限度額を３０万円から５０万円に増額できない

か、お聞きします。 

 現在、多くの区が遊具を撤去したので、近くに子供が遊ぶ場所がないとお母さん

たちに言われました。子供を遊ばせるのに、びんぐし公園や文化センターのわんぱ

く広場に連れて行くしかないと言っています。子育て支援センターもありますが、

毎日通うわけにはいきません。夏は朝夕のちょっとした時間や、冬は日中の暖かい

時間帯に親子で散歩しながら行ける場所にあればというのが子育て中のお母さんの

声です。町内でも泉団地は遊具の種類も多く、子供を安心して遊ばせることができ

る公園があります。上五明や月見区の公園もいつも子供たちで賑わっています。身

近に遊べる公園は子供たちの天国なのです。町でも少子化が進み、地域に子供がい

ない区も生まれつつあります。子供が少ないのに遊具を設置するお金などない、設

置しても安全点検や維持管理費がかかる中で、なかなか新設に踏み切れないという

区もあると思います。 

 遊具の価格を調べたら、一番安いメーカーで中型の滑り台が４２万円から４７万

円、２人用ブランコが１６万円からでした。シーソーが２２万円から３０万円です。

これらは本体価格だけで工事費は別です。工事費まで入れると１００万円以上にな

ります。区にとっては、とても大きな負担です。区で遊具を設置する場合に費用の

助成ができないか、お聞きします。 

教育次長（塚田君） 遊具についてお答えを申し上げます。 

 遊具の安全性に対する措置につきましては、今お話のありましたように、平成

１６年度、大阪府での遊具事故を受けて全国的に見直しが行われたということで、

当町におきましても、企画調整課、まちづくり推進室が主幹となりまして、区長会

を通じて対処すべく取り組みが行われた状況であります。危険遊具の把握のために

町内の遊具の一斉点検を専門家に依頼して５ランクに分けて報告をいただきました。 
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 その後、その結果に基づきまして教育委員会における遊園地遊具管理等補助金、

これを利用いたしまして、撤去、修理が必要なものの中で申請をいただいたものに

対しまして、先ほどお話がありましたように、上限を１０万円として２分の１の補

助を行い、安全な環境づくりに努めたという経過があります。 

 この対応によりまして、現在では区で所有する遊具のほとんどについてすべて安

全な状況になっているというふうに理解をしております。統一的な対処を行って以

後５年を迎えるわけですが、その後の遊具の管理につきましては、設置者において

責任を持って管理をいただいているという状況であります。 

 教育委員会におきましても、ご質問ありましたが、青少年の健全育成と安全なま

ちづくりを進めることを目的に定期的な管理の一環をしていただくという意味合い

の中で、毎年行っております青少年を育む町民会議、育成部会におきまして、各区

の育成会長さんに補助金制度の趣旨等をご説明申し上げ、遊具の点検について再度

ご依頼を申し上げ、安全な環境づくりを進めているというところであります。です

から、毎年、定期的な点検をしてみてくれと、何かあれば教育委員会の方に相談し

てくれということで対応している状況であります。また小学校、保育園、児童館に

おきましても、目視による点検を実施し、修理等必要な箇所があれば即、対応する

という状況をとっております。 

 補助金制度につきましては、さきにも触れましたが、設置の管理者が責任を持つ

という基本的な考え方でありますので、検査費用については設置者が行うものとい

うふうに理解しておりますが、修理・修繕等の費用につきましては、区、あるいは

育成会での負担軽減や、さらに地域の子供たちの健全育成の一助になるという観点

から上限は設けてあるものの、補助を行っている状況であります。 

 ２つ目の撤去と新設費用をというご質問でありますが、先ほどの１６年度以降に

おきまして一斉に修理・撤去をしたことで、それ以降、教育委員会に申請のあった

もの、修理についてということで５件ということで、地域の遊具の安全性につきま

しては、地元で力を入れていただいているのではないかというふうに感じていると

ころであります。 

 また修理費用につきましても、修理が済んでいる状況で、ここ数年での各地区に

おける遊具整備状況の中では、申請されて補助を行った金額や件数も少なく、安全

な管理がなされているものではないかというふうに感じております。 

 引き続き、既存の遊具の撤去・修理には補助対象として対応してまいるわけです
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が、新設につきましては、やはり設置者の管理責任というものに及ぶこともありま

すし、そういうことがひとつの大きな理由として補助対象外となっているところで

もあります。現在の町の財政状況等も踏まえますと、新たな補助制度、また増額に

ついては大変厳しい状況にあると考えます。現状での対応の中で進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、修理・撤去につきましては、計画の段階、各育成会に

おいて計画がありましたら、教育委員会と密接な連携をとっていただく中で、危険

防止といった安全面を最重要視しながら双方の予算も考慮しつつ、安全・安心のま

ちづくりを行っていきたいというふうに考えております。以上です。 

６番（入日さん） 課長の答弁にもありましたが、平成１６年から５年が経過してい

て、毎年、育成会を通じて点検をしてもらっているということでしたが、保育園や

学校などでも目視の検査はしているということですが、実際に安全管理士や公園施

設製品安全管理士や整備技師等の有資格者による点検は行われているのか、その点

を再度伺います。 

教育次長（塚田君） お答えをいたします。 

 先ほどの平成１６年の遊具の問題が持ち上がったときに、全町の遊具についてす

べて業者に点検を行った経過がございます。それ以後につきましては、業者による

点検は実施をしておりません。以上です。 

６番（入日さん） 平成１６年から５年が既に経過していて、そのときは専門家に検

査をしていただいたが、それ以後はしていないということですが、遊具はすべて野

外にあるので、どうしても風雪によって劣化が激しくなると思います。特に学校だ

とか保育園だとか、大勢の方が使う場合は非常に日々の素人の目視点検だけでは何

か事故が起こってからでは遅いと思うんです。毎年やれということは言いませんが、

少なくとも何年かたったら専門家に診断してもらうという、そういうマニュアルを

つくるべきではないかと思います。多分答弁をお願いしても検討するということで

しかないので、ぜひこれからそういうマニュアルをつくっていただきたいと思いま

す。 

 それから遊具を使った遊びは運動能力を高めたり、知覚の発達や創造力などを養

います。子供の発達に応じていろいろな遊具に挑戦することで危険に関する予知能

力や事故の回避能力が身につきます。外遊びで多くの人と接し、社会的ルールや自

分の役割や責任に気づき、コミュニケーションが身につきます。子供の視野が広が
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り、感受性や道徳観、正義感などを育み、心豊かな人間になることができます。特

に今は生まれたときから車で移動し、歩くことが少なく、骨や筋肉が弱くなってい

ます。だからこそ身近なところに遊び場が必要だと思います。先ほど財政難のため、

これ以上の補助の拡大は考えていないという話でしたが、遊具の新設についても、

今後ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 ３．町道Ｂ００４号線について 

 イ．通学路としての安全性は 

 この通学路は坂小の通学路として、主に御所沢や岡の原団地の児童が利用してい

ます。私は以前、委員会でも狭くて危険だということを言ったのですが、区からも

ＰＴＡからも要請がないというだけで具体的な改善は図られていません。周辺の住

民からは何度も職員に話したが、何もしてくれないと言われました。特に、この道

は車１台がやっと通れる道幅しかなく、すれ違いできる場所さえありません。 

 今回改めて現場を見に行きました。側溝の蓋が一部取れていたり、段差があった

り、路肩が崩れていたり、雑草が生い茂っているなど、高齢者や子供たちに安全な

道とは言いがたいと感じました。特に冬場、雪で地面が見えないときは段差につま

ずいたり、足を引っかけてけがをした人もいると聞きました。急カーブの上に片側

が崖になっていて、とても怖いところです。道に雪が積んであると子供たちはよけ

る場所もなく、車の運転もひやひやします。雨で傘を差していれば車が通れないほ

ど狭いのです。カーブのところに直線に橋をかけて見通しをよくしてもらいたいと

いうのが近所の人の意見です。昨年の議員の報告会でも、この道の危険性が訴えら

れました。改良について今後の取り組みをお聞きします。 

建設課長（村田君） 通学路としての安全性はというご質問をいただきました。 

 ご案内のように、町道Ｂ００４号線は、現況幅員が２．５ｍほどの狭いところも

あり、通学時に車が通る場合、生徒は隣接宅地や農地での待避を余儀なくされてお

り、町単補助工事の申請でも込山区から道路改良工事の申請をいただいておるとこ

ろでございます。 

 また町単補助工事の現場確認の際に現状を確認させていただいておりますが、そ

のとき発見されたＵ字溝の蓋の破損箇所については、交換により対応させていただ

いておる状況でございます。 

 道路拡幅につきましては、全体が約３５０ｍほどあり、隣接して宅地の建物等が
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ある箇所や片側に段差がある区間もあり、建物等の保障や土留め工事の構造物も必

要となってくると考えられ、工事にあたっては多額の事業費を要すると考えられる

ところでございます。 

 道路事業につきましては、Ａ０１号線と坂都１号線で国庫補助事業及び起債事業

を実施をしておるわけでございますが、町の財政事情が厳しいことから、事業費を

抑制せざるを得なくなっており、道路事業として別に事業化を図るということは大

変困難な状況となっております。 

 側溝の蓋による段差については、側溝の改修等による対応は可能と考えられます。

また道路拡幅については、用地についてご協力いただける区間で部分的に拡幅をし

て待避場所を確保するといった対応については可能かと考えておるところでござい

ます。 

 その対応が可能な事業につきましては、町単補助事業等が考えられますので、関

係する区長さんと相談する中で対応を検討し、安全確保を図ってまいりたいと考え

ておるところでございます。よろしくお願いします。 

６番（入日さん） 建設課長の非常に前向きな答弁をいただきました。蓋は交換した

と。段差も今後解消すると。待避場所も確保するということですので、ぜひともよ

ろしくお願いいたします。 

 やはり非常に狭い道ですので、子供たちが事故に巻き込まれてからでは遅いので

す。本当に坂城町の道はどこも狭くて、やはりそういう点では再度通学路として安

全かどうか、そういう確認も大事ではないかと。田町から真っ直ぐ学校に上がる道

路は７時から９時まで一方通行になっていますが、そこの方がかえってすれ違いが

できるのに一方通行にしてあって、このＢ００４号線は車１台しか通れないし、す

れ違う場所もないのに、そういう措置がなされていないわけで、非常に子供たちも

周辺の住民も怖い、怖いと言っているわけです。今回、区の方からも要望を出され

て町単工事で改善するということですので、なるべく早い待避場所などの確保をお

願いいたします。 

 最後の質問に入ります。 

 ４．天下りについて 

 イ．町の出先機関への禁止を 

 官僚の天下りについては、国、県も国民の大きな批判を受け、なくすと言わざる

を得ない状況に追い込まれました。しかし、坂城町はどうでしょうか。７月に行わ
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れた議員の議会報告会でも不況で若い人でも仕事がなくて困っている。それなのに

役場を退職した人が横滑りというか、天下りというか、町の出先機関に勤めている

のはいかがなものかという意見が出ました。せっかく大学を出ても学んだことを生

かせる仕事につけない時代です。特に４０代から５０代になれば就職したくても仕

事がほとんどありません。子供も大学などで一番お金がかかる時期であり、年金が

もらえるようになるには、まだ何年もあります。失業し、お金が入らないというこ

とは、まさに死ぬか、生きるかにつながるのです。失業手当も改悪され、金額も減

り、失業支給期間も短くなりました。今後の暮らしに不安をかかえている人が大勢

います。誰でも少なくても６０歳までは現役で働きたいのです。安定した仕事が欲

しいのです。そういう中で定年退職した地方公務員が町の出先機関に再就職してい

ることを多くの町民は疑問を感じています。現役時代と違い、安い給料だから問題

ないと考えているとしたら間違いだと私は思います。どんな施設に県や町のＯＢが

再雇用されているのか、お聞きします。 

 多くの人が仕事を探している中、定年退職した公務員を再雇用するのではなく、

広く町民から募集すべきではないでしょうか。公務員の再雇用に対する町長の答弁

を求めます。 

町長（中沢君） 入日議員の質問にお答えいたします。 

 天下りについてということでございます。 

 坂城で上はどこなんだろうなと、一般的に天下りということは何だろうというこ

とになりますと、国を退職された高級官僚が出身官庁が所管している関係ある外郭

団体へ、あるいは関連する企業へ行きまして、そして理事や役員という高い職につ

いて、そしてなおかつ、今までの仕事と、その再就職先との癒着とか、あるいは、

そこに利権が温存しているとか、そして再就職者の高額な報酬、あるいは退職者の

退職金の重複の支払いとか、こういった面が指摘はされておりますけれども、それ

ぞれそういう場合でもひとつの高級官僚が一生いろいろやっていく、５０歳で定年

になる、定年というか、早期退職になるというときへの諸々の対応も含まれている

わけでございます。そうした中でいろいろな癒着状況が問題になっているというこ

とでもあって、有能な方々がそれぞれのところへ再就職することによって資源が生

かされ、人材が活用されるということも理解できるわけでございます。 

 民間企業においても再雇用制度がございまして、いったん退職をした場合には再

雇用すると。高齢者の雇用の安定と、そのいろいろな経験を生かす、機能を生かす
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と、これが今まで持っている技能をより生かすということが大事でございます。 

 ご承知かどうか、当町におきましても、再任用制度が条例化されております。そ

れは厚生労働省等の指導、また県等の指導の中で、定年延長ということの場合に、

定年退職以前に退職した者は５年間いろいろ延長することができるという制度があ

るわけでございますが、この制度そのものは坂城の場合は利用していないというか、

それに基づく延長者は１人もいないという、その厳しさもあるということを理解い

ただきたいなと、こんなふうに思っております。 

 現在、退職後についての関係の団体等へ派遣している場合にも、商工会、あるい

は勤労者福祉センター、社会福祉協議会等々いずれも定年前に退職された方であっ

て、なおかつ、その道では有能な方であり、また派遣先からぜひということで依頼

されている経過があるわけでございます。 

 そしてまた、国と違いまして、退職金もございません。給料も３分の１ぐらいに

ということで、より有効な人材活用という観点といろいろ町の補完的な事業ができ

得るということの中でやっていることで、その点は常にご理解いただきたいなと、

こんなふうに思っている次第でございます。 

 また今度の国の雇用対策の中では、民間企業の中でそれなりのいろいろな実績を

残している方については、町でもいろいろと再雇用といいますか、そういうものも

お願いしているという事実もございます。 

 いずれにいたしましても、町の職員が他へ退職後いろいろと頑張っているのは今

までの実績をより活用し、町の発展に寄与するということが前提であることをご理

解いただきたいと思います。以上でございます。 

６番（入日さん） 町長の答弁では、天下りと言われるのはもってのほかだと。利権

が動いていないし、退職金もないし、癒着があるわけではない、給料も３分の１で

あり、町としても再任用制度もある、企業でも延長雇用をしているところもあるで

はないかと、有能な人なので派遣先からも強く要望されて再就職をしているのだと、

今までの実績を活用して町の発展に寄与することを前提として再就職しているのだ

という答弁でしたが、町民にとってみれば、やはり横滑りや天下りというふうにと

れるわけです。 

 しかも、今本当に皆さん、仕事がなくて困っているんです。ある町民の方は、天

下りさせるなら、元課長だけでなく、課長職以外の人を雇用するならまだわかると。

なぜ元課長職だけが再就職できるのかと言われました。また、ある人は、役場にい
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たときは臨時職員を３カ月や６カ月の雇用にしたのだから、勤めるなら３カ月や６

カ月にしたらどうか、そしたら臨時職員の気持ちもわかるだろうと言いました。と

てもユニークで、組織にとらわれない自由な発想のすばらしさを感じました。 

 今、長野県の求人倍率は０．３９倍と落ち込んでいます。特に篠ノ井、上田職安

の求人は県下でも一番低いのです。求人の大半はパートやアルバイトで、安定した

正職員の求人はほとんどありません。町の出先機関など給料は低いかもしれません

が、仕事につけるだけで失業中の人はうれしいのです。特に子育て支援センターな

ども３カ月や６カ月で切り回しされている保育士さんや、そういう保育の資格を持

ちながら、なかなか勤め先がないなどという人もかなりいるわけですし、公募すれ

ば非常にそういう子育て支援などに情熱を持ってあたってくれる方もいると思いま

すし、児童館も今まで学校の校長経験者などが多く勤めていますが、やはりそれだ

けではなくて、そういう教育に熱心な人、あるいは厚生員やそういう資格を持った

人、あるいは図書館なども県や学校経験者の方が今まで勤めていますが、それもや

はり司書士の資格を持った人などかなりいるわけです。そういう意味でも、ぜひも

っと広く募集するべきではないかと思います。 

 私も数年前に就職活動をした経験があります。５０歳過ぎだとほとんど採用され

ず、自分に自信をなくし、生きる気力も失いそうになりました。そういう苦しみは

生活に困ったことのない町長にはわからないかもしれません。就職活動をしている

人の中には町の出先機関で能力を十分に発揮し、活躍できる人も大勢いると思いま

す。退職公務員の再雇用ではなく、広く町民から募集すべきではないでしょうか。

もちろん公務員の方が退職しても元気なうちは働きたい、自分を生かしたいと思う

のは当然のことです。ボランティア活動とか町の出先機関でなければ批判もされま

せん。生きるか死ぬかという瀬戸際にある人、仕事がなくて暮らしていけない人に

こそ手を差し伸べる行政であってほしいと思います。そういう意味で、多くの就職

活動をしている町民から公募をする考えはあるのか、再度町長にお伺いします。 

町長（中沢君） 町への就職ということになりますのは、これは町の役場に勤めると

いうこと、町の公務員になるということでございます。これは広くどなたにでも希

望して、そして就職の場へ出ていただいて頑張ってほしいと。 

 ただ、最近、それは悪いことではないわけでございますが、坂城の方が割合少な

くて、上田、千曲市の方が応募し、また、それなりの実績を上げてきているという

ことで、少し坂城の人に頑張っていただきたいなと、こんな思いはございます。 
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 入日議員さんの考え方は考え方として別においておきまして、先ほど申し上げま

したように、町が関連するところへいろいろ斡旋することそのものについては、す

べてをやっているわけでなくて、この人でなければ、この事業は務まらないという

こと、そしてまた、町の皆さんとともに歩み、その皆さんをまとめていけるという

ことの観点に立っていろいろ進めていると。 

 さらにまた、今言うならば、定年延長の制度もあるけれども、それはじっと我慢

していて、そういう方の一部の方については、退職を定年前にされたということ等

も踏まえては斡旋しているわけでございます。今の制度そのものも、より多くの皆

さんをお願いするという形の中で、教育を経験した方が図書館へというようなこと、

あるいは児童館へということも、それなりのキャリアがあり、人格がございまして、

そういうものを選考しているということでもあるわけでございます。ご理解のほど

をお願いいたします。 

６番（入日さん） もちろん能力があるから、そういう再就職ができるのだというこ

とは私も承知していますし、それだけの人格があるから町長も任命されるのだとは

思いますが、やはり今、仕事がないし、仕事を探している人が非常に多いと。そう

いうことについて、やはりもうちょっと町長として考慮すべきではないかと、その

ことを私は強く言っているわけです。 

 非常にそのことについては平行線になりますので、これで終わりますが、坂城ど

んどんの歌詞に「どんどん栄える坂城町」とありますが、町民の多くが、今の町の

状況は歌とは逆に、どんどん寂れる坂城町と感じています。駅前通りのお店も激減

し、商店街がない町は坂城ぐらいではないでしょうか。歩いて行ける場所に生活に

必要なものが買える店がない、老後の生活が心配だという声を多く聞きます。町長

も議員も何を考えているのかと苦情を言われました。来年の予算は各課長も答弁で

言いましたが、かなり厳しくなると思います。その中で住民の立場に立ち、町民の

生活向上や健康を守るために必要な事業をどう進めるか、補助金が出るから事業を

やるのではなく、真に町民にとって必要な事業を行うことが大事だと思います。そ

して、歌のようにどんどん栄える坂城町、住んでよかった、住んでみたいと言われ

るまちづくりのためにともに力を尽くしたいと思います。以上で私の質問を終わり

ます。 

議長（春日君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１０日午前１０時から会議を開き、一般質問及び平成２０年度一般会計決算
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案総括質疑、委員会付託各特別会計決算案総括質疑、委員会付託等を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後３時３２分） 
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９月１０日本会議再開（第４日目） 
 

１．出 席 議 員   １４名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

２．欠 席 議 員   なし 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  村 田 茂 康 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  

総 務 係 長  
青 木 知 之 君 

総 務 課 長 補 佐  

財 政 係 長  
柳 澤   博 君 

企画政策課長補佐  

企 画 調 整 係 長  
山 崎 金 一 君 

代 表 監 査 委 員  三 井 幸 雄 君 

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

（１）活力と暮らし易い町づくりの取り組みについてほか  田 中 邦 義 議員 

（２）町内企業の経済状況についてほか          大 森 茂 彦 議員 

第 ２ 議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 ３ 議案第３８号 平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第 ４ 議案第３９号 平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第 ５ 議案第４０号 平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第４１号 平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第 ７ 議案第４２号 平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

第 ８ 議案第４３号 平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

第 ９ 議案第４４号 平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第１０ 議案第４５号 平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「一般質問」 
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議長（春日君） 最初に、１番 田中邦義君の質問を許します。 

１番（田中君） 急激な世界不況がまもなく１年にもなります。中小企業が集積して

いる工業の町として、付加価値型のものづくり産業を培い、雇用の場をつくり、地

域経済と町財政を主導し、地域活力を演出してきた町内企業にとって、長期にわた

る大幅な受注の減少で、経営はかなり計り知れない苦境にあると思われます。一日

も早く景気が回復することを祈らずにはおられません。 

 そこで１番目の質問に入ります。 

 １．活力と暮らしやすいまちづくりの取り組みについて 

 最近の景気動向では、底入れや下げ止まりが伝えられておりますが、８月の失業

率は過去最悪、町内企業にとりましても、実感のない下げ止まりではないかと思い

ます。少子高齢化で国や地方の力である人口が減少に向かい、活力が萎える中での

不況が長引き、社会全体に町内も閉塞感に覆われ、元気がいまひとつ感じられませ

ん。 

 こういう経済状況のためなのか、町内の下請企業さんにあっては、日本中どこへ

行っても仕事がないのだから新たな受注開拓に回ってもだめだ、仕方がないと諦め

の状態にあります。 

 そこで、ここは一番、地域の元気出しと新たなビジネスチャンスを求め、起死回

生を図るために町長が自ら先頭に立って、今まで町内企業が取り引きなどしてこな

かった企業や、これから成長が見込まれるという太陽光発電とか電池などのクリー

ンエネルギー関連、あるいは環境、医療機器、航空機といった新たな分野のメーカ

ーや研究所に出向いて町の工業を売り込み、受注開拓などトップセールスを行うこ

とが必要と感じます。 

 それと同時に、これら成長分野向けの人材なり製造管理なり、そういう情報技術

を町ならではの独自の景気対策、雇用対策に取り組んで、町の主力産業と地域の活

性化に有効で効果的に施行する施策を展開することが望まれます。町長の所見と決

意・決断を伺います。 

 次に、暮らしやすさに移ります。 

 暮らしやすさとは一般に生活水準や快適さなどを言い、治安や仕事、子育て、教

育、住宅事情、交通、医療、文化等々いろいろな要素が総合して成り立っておりま

すが、これらのうち坂城町に必要な２つの点についての取り組みを質問します。 

 ロ．商店の創出支援策について 
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 食料品など日常生活用品を販売する店が町内から減って、また地区的に偏り、地

域によっては買い物が不便で大変なところが増えております。とりわけ高齢者にと

っては生活面で大きな負担になっております。およそ住民と直結している町など、

基礎的自治体は住民がかかえている不便とか不自由とか不満とか不都合など、そう

いうものの「不」の字を取り去ることが大事な行政サービスであります。そうする

ことで住民は、この町に住み、暮らし続ける町民としての公共サービスを実感でき

るものであります。商店は民間のこと、営利の追求であるから、行政ができること

は限られているという今までの発想になりがちですが、住民の暮らしやすい生活環

境づくりの一環として、住民と事業者と行政の三者が協力・協働して生活用品など

が歩いて買い物できる便利なまちづくり、地域づくりへ、空き店舗や事務所などを

活用して交流・ふれあいのコミュニティストアやボランティアスタッフによるボラ

ンティアストアなどの創出へ発想を変えて、暮らしを支援する地域密着型の商店の

創出に取り組む、そういう取り組みをこれから考え、また機会をつくっていっても

よいのではないかと考えます。町の所見を伺うとともに、少なくとも次の長期計画

に課題として取り組むべきと思いますが、この点についてもあわせて伺います。 

 ハ．利便性の高い町内交通への取り組みについて 

 高齢化が進む中で町内を走るもみじマークをつけた車両が確実に増えております。

この中には車を運転しなければ生活やお医者さんなどへ行くことができないので、

仕方なく運転している方も大分おられることと思います。さらに運転免許証を持っ

ておらない高齢者や体の不自由な方、具合の悪い方たちなども必要最小限の町内へ

の外出でさえ大変難儀をされていると思います。こういう人たちのためにタクシー

事業者などの協力を得て自宅の玄関から店や病院の玄関へ直行する利便性の高い町

内の公共交通システム、いわゆるデマンドバス、相乗りタクシーでございます。こ

ういうものを導入すべきと考えます。少なくとも次の長期計画に組み込むべきだと

考えますが、町長の所見をあわせて伺い、１回目の質問といたします。 

町長（中沢君） 田中議員のご質問にお答えいたしてまいります。 

 新たな工業振興への取り組みということでもございます。 

 昨今の日本経済は、厳しい経済状態の中でグローバル化、情報化、規制緩和、さ

らには少子高齢化という大きな環境の変化に、どのように対応していくかというこ

とが求められているところでございます。特に少子高齢化は経済規模の拡大を可能

にした基盤そのものをいろいろと崩壊させる要素も含んでいるわけでございます。
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厳しい経済状態の中で、企業がじっと耐え忍んで明日を見極め、新たなる活力をど

のようにして生み出すかということが緊急な課題だと、こんなふうに思っておると

ころでもございます。 

 受発注に対するトップセールスをというご意見でございます。行政の長がトップ

セールスによってでき得る分野は、いろいろあろうかと思います。工業の面では工

業誘致、いろいろ産業基盤をつくった、これに対する工業誘致というようなこと、

こういったものは責任が多いわけでございます。私自身、オリンパスの跡地を柳沢

精機さんにお買いいただいたという中では、３度、４度東京へ行きまして、社長さ

んたちとトップで対話をする中で、そういった方法を導いているわけでございまし

て、トップセールスを否定するものではございません。また町が下水道、あるい

は１８号バイパス、あるいはまちづくり交付金、そして、さらなる産業立地という

ような課題については、トップセールスによって、より効果が出てくる問題であろ

うかなと思っております。 

 しかし、いろいろな中で企業活動にいろいろ直接かかわりがあるような問題、農

産物のトップセールスは相当効果がございますが、工業製品の受発注に向けてとい

うことになると、大変難しい課題でございまして、経営者の自らの行動に頑張って

いただくということが何よりも大事だなと。 

 田中議員もそういった面の専門家でもございますが、受発注という中では、要は

多種多様な業種もございます。あるいはまた、それに対応するいろいろな手法もご

ざいます。企業関係者のお話の中でも長としては工業誘致とか、あるいは先ほど申

し上げましたような産業基盤の造成とか、テクノセンターとか、そういったものの、

より充実に努めて、受発注こそ企業が自らやらなければならない、プロだからこそ

できると、こういうことでもございます。 

 関係の情報収集をしながらお伝えするということは可能でございますけれども、

なかなか難しいなと。１０数年来みんなで培ってきたテクノセンター、テクノハー

トの機能、これは坂城ならではの機能でございまして、また企業の皆さんも産学の

皆さんもともに相交えて頑張っているところでございますので、そういった面をよ

り生かしてまいりたいと考えるところでもございます。 

 受発注の課題は、特に１００社を有するテクノハートが、そのためにテクノセン

ターをつくったときに企業の受発注が大事だということで、あわせて発足した経過

もあるわけでもございます。また現在、県の中におきましては、中小企業振興セン



 －１７６－

ターがいろいろな受発注について、これは専門の機関でございますが、キャラバン

隊をやったり、あるいは見本市も開催すると、こういう中でともに参加することを

支援していくということが求められているなと、こんな思いもいたしております。 

 また雇用の問題でございます。 

 町の政策が産業基盤をより高め、技術基盤を高めて雇用の創出する町だというこ

とで、これは大変大事な仕事でもあるわけでございますが、昨今いろいろと思うよ

うにいかないのが現状でもございます。現状を打破するには職業安定所とも連携を

とりながら、いろいろ対応してまいりたいなと、こんなふうに思っているところで

もございます。 

 独自の坂城町の工業振興施策ということになりますと、少子高齢化による社会の

要請に対する対応、あるいは先ほどもお話がありましたように、いろいろと省エネ

ルギー社会に向けての対応、そしてまた、新たなる生活価値観の変化による、そう

いった面からの対応、そしてまた、中国との関係等いろいろございます。こういっ

た面については、新しい分野、あるいはまた、さらなる創造に向けては将来を見極

めながら産学官ともに強化しながら対応してまいりたいと、こんなふうに思ってい

るわけでございます。 

 坂城町は工業の町でございます。今でこそ工業力をつけるということが何よりで

ございます。将来を見極める力、あるいは技術を開発する、そして人材を養成する、

相談機能を高めると、こういうことが求められているなと。 

 それにつきましても先ほどもちょっと述べましたけれども、１５年前にテクノセ

ンターが発足したわけでございます。これは企業の皆さんが長年論議して、そして、

それをもとに私どもが県、国へいろいろとお話をして、それによって設立された、

企業の皆さんも７千万円を支出しているということで、これこそが坂城の工業力を

高める原動力だという位置づけをしております。 

 そしてまた、中小企業受発注については、テクノハートに専門的に頑張っていた

だくということでもあるわけでございます。百年に１度と言われる今日の世界的な

経済危機の中で、坂城町を支える製造業ということでは、雇用調整あるいは人員整

理を含めた大きな難題にぶつかっているということでございますが、これもまた仕

方のない現状でもあろうかと思います。こういうような情勢の中でこそ、企業の技

術基盤を高めていくと、あるいはいろいろな新しい製品を開発していくということ

が重要であるわけでございます。ここでテクノセンター、あるいはテクノハートが
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今日的によそにない面で頑張っていることをお伝え申しておきたいと、お話しして

おきたいと思います。 

 まずテクノセンターでございますが、現在、経済産業省の企業立地促進事業費、

これは人材養成等を中心にした補助金でございますが、これを先ごろ採択を得まし

て、いろいろと経営に資する、経営をより高めていくためのセミナーとか、省エネ

ルギーの問題、あるいは新しい商品の開発等についての事業展開をしているところ

でもございます。 

 また、さらにテクノセンターでは、昨年７月から地域製造技術のレベルアップ、

あるいは新規事業への取り組みということで、国内最大の研究機関である産業技術

総合研究所と提携して、坂城ものづくりコンソーシアムを展開しております。これ

は坂城ならではの対応であろうと、こんなふうに思っております。関東の経済産業

省とも連携し、今は奇数月にイブニングセミナーを開き、みんなそこで企業視察等

も含めて、いろいろな面について企業の課題について対応しているところでもある

わけでございます。 

 また経済情勢が逼迫していると、こういう情勢の中では常に優良な人材確保が求

められているわけでございます。テクノハート坂城協同組合では、今年度組合企業

の人材確保や従業員の雇用安定施策を支援するために、中小企業労働力確保法とい

う新しい法律がありますが、その中小企業人材確保推進事業を採択していただきま

して、今後３年間いろいろな事業実施をしていくということにも相なっているとこ

ろでもございます。 

 またテクノセンターの充実に努力しております。テクノセンターは、議員さんも

ご承知のように、県の工業試験場の、長野県では最も技術的のレベルの高いセンタ

ー長を５代にわたって坂城町は招へいしているところでございます。今年の６月か

らは前工業試験場総合センターの所長さんの島田享久さんをコーディネーターにお

迎えして指導体制・相談体制を強化しているところでもございます。 

 そういった中で、国のものづくり中小企業製品開発等支援補助金というものがご

ざいますが、こういったものについていろいろと相談させていただき、これが東北

信の採択企業が１２ございますが、そのうち２つが坂城町ということでございます。

今後もそういった相談機能を進めながら、より充実させてまいりたいなと思ってお

ります。 

 加えて産学官連携ということで、信州大学、長野大学、あるいは埼玉工業大学、
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遠くは復旦大学等との連携もしているところでございます。そういった中で、この

夏には信大の方へ２０人ぐらいがいろいろと産学官の長であります日精の社長さん

を初め、現場研修し、また近く大学から各企業の方へ赴いていただくという仕組み

づくりもしているところでもございます。さらに１１月には中国上海復旦大学日本

研究センターの所長さんが直々に坂城へ見えまして、中国経済について懇談すると

いうことでもございます。いろいろな面で頑張っているということもお認めいただ

きながら、みんなで力を合わせて頑張っていくことが現在求められた最たるもので

あると理解しております。以上でございます。 

産業振興課長（宮﨑君） 私からは商店の創出支援についてご答弁させていただきま

す。 

 ご案内のように、町内の商店につきましては、現在のような経済状況となる前か

ら大変厳しい状況が続いております。昭和５０年代の中ごろまでは横町や立町に限

らず町内の各地域において歩いて買い物に行けるような場所に生鮮産品や雑貨を取

り扱っている商店がありまして、それぞれそこで営業が成り立っていたわけでござ

います。その後、交通網の整備等が進む中で近隣の大型百貨店などに町内の買い物

客が流出し始めまして、町内においても大規模資本のスーパーが立地したり、加え

て買い物客のニーズの変化などから、町内の商業については全般的に大変厳しい状

況となっているということでございます。 

 町におきましては、景観的な対応を含めまして、平成１６年度に商業インキュベ

ーターけやき横丁を整備し、商工会と連携する中で商業者として起業する方に対し

てのご支援をし、にぎわいの創出を目指してきたところでございます。民間におい

ては昭和５７年に複数のテナントが入居するジョイモールさかきがオープンし、そ

れぞれの商業の皆さんに頑張っていただいているところでございます。 

 ご質問にありました暮らし密着型という考え方の商業振興ということでございま

すけれども、これについては既存商店との連携、あるいは商工会の皆様との連携も

必要でございます。今後高齢化が進み、住民の皆さんのライフスタイルも年ととも

にさらに変化するということも予想されます。一足飛びに町内の商店が活性化する

ような特効薬はなかなかないわけでございますけれども、商業者だけではなく、今、

議員さんが言われましたような消費者の立場も踏まえて、暮らしやすいまちづくり

を目指す第５次長期総合計画の課題としてこれらをとらえて研究させていただきた

いと考えております。以上であります。 
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建設課長（村田君） 私からは利便性の高い町内交通の取り組みについてご答弁させ

ていただきます。 

 ご質問のデマンドバスでございますが、デマンドバスは呼び出しバスというよう

なことで戸口から戸口へという運行形態の新しいシステムでございまして、１便ご

とバスの発着時間と経路を決め、目的地に乗客を運ぶ仕組みと理解しておるわけで

ございますが、基地局の整備、あるいは情報機器類の整備、通信システムの導入、

オペレーターの人件費というような課題が出てまいります。また利用時間はどうな

のか、人数的にまとまるのか、利用頻度はどうかという課題も出てまいります。行

きたい時間に行きたいところへというニーズがはっきりしていますので、循環とい

うよりは集落から町の中心部に向かう仕組みには多くの増便が必要となるわけでご

ざいます。 

 一方、相乗りタクシーでございますが、道路運送法では民間のタクシー事業者に

委託をするということになろうかと存じますが、いわゆる乗合タクシーと言われて

おります。乗合タクシーとは、過疎地や交通空白地帯での輸送需要や住民ニーズに

対応するため、乗合バスではなく、乗車定員１０人以下の自動車を使用した運行形

態ということでありまして、これも先ほどから申し上げているとおり、いろいろな

課題が出てまいります。 

 町におきましては、高齢化社会に向け、高齢者や障害をお持ちの方など、いわゆ

る交通弱者の皆様の移動手段の確保につきましては、タクシー利用券ですとか、町

外出支援サービス等対応もしております。現在、循環ということから乗り換えなし

で移動できる利点、あるいは定期的に町内自治区を漏れなく巡回している交通シス

テムであり、当町の場合、面積的にもひとつのエリアとしてとらえる規模の中では、

不特定の皆さんが利用できる面におきましては、費用対効果を考えると、現在の循

環バス方式が当町に合ったシステムではないかというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、どんなシステムがふさわしいのか、循環バスを運行し

ながら利便性と費用のバランスを考慮しながら調査研究を進めてまいりますので、

よろしくお願いをいたしたいと存じます。以上でございます。 

１番（田中君） いろいろ時間を費やしていただいて答弁いただいたんですけれども、

結果として、できない理由をただ。私はできない理由を聞いているわけではなくて。

そして議長、答弁漏れがありましたので。ロとハは次の長期計画へ取り組む課題で

はないかと、取り組むべきだということに対しての回答が全然ないんですけれども。
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私はそういうことを、取り組むか、取り組まないかでいいんであって、町長に百年

に１度と理解されていながら、じゃあ、そのために特別今までとは違うやり方をと

いうことでトップセールスなんですよ。 

 ８月３０日の横浜市長になりました女性の市長は、あの方はもともとセールスマ

ンなどから上がってきた方ですけれども、今度選挙公約の３番目にトップセールス

をして企業誘致をしたりすると言っているんですよね。佐賀の武雄市の市長なんか

も、がばいばあちゃんのテレビカメラの撮影に、全然自分とは３０㎞も離れた町の

舞台なんだけれども、それを聞いたら、すぐ東京へ飛んで行ってテレビ会社だか映

画会社へ行って、ぜひうちでロケをやってくれといって売り込みにいって、そして

成功して１３万人だか１４万人の人が来ているんですよ。 

 やはり民間の企業さんができないところへ手を回すのがトップセールスであって、

今、長々と国の政策がこういうふうにやったというんですけれども、町として、ま

ずトップで取り組んでもらうという。一番わかりやすい例がヨーロッパの諺にある

んですけれども、ライオンの群れを率いる、いわゆるおとなしい鹿が率いたライオ

ンという精強部隊よりも、鹿というおとなしい部隊を率いるライオンが率いる部隊

の方が強いというんですよ。トップセールスというのはそこなんですよ。やはりト

ップが自ら先陣を持って切り込みに行くという、そういう思いで、今この緊急時、

しかもこれからは今までと違う分野が成長されると言っているのに、今までの企業

さんが行けないところへトップが行って名刺を配って、うちの町はこれだけのもの

ができますよという売り込みをしてきてもらうという、そういう必要性が今非常に

強いと思いますので、ぜひ町長にそういうことを考えていただきたいと思います。 

 いずれにせよ、商店も何も初期投資から始まって仕入れから資金がたくさんかか

る普通の商店を言っているのではなくて、軒先でもいいんですよ。全国では公園で

やっているところもあるんですよ。周りに住んでいるお年寄りやそういう人たちの

ために、歩いて買い物できるために一定時間、１時から４時とか３時とか、そうい

うときにボランティアの人たちが出て売り子をやって、いかに販売コストを下げる

か。例えば私はここの町内のある大手のスーパーさんなんかに行って、例えば一般

的に買える、生活に必要とする商品アイテムだけをちょっと分けてもらってきて、

そこで出張販売して、その売り子にボランティアでやってもらってコストを下げる

とか、そういうようなことを、いわゆる軒並みにやるのではなくて、歩いて買い物

に行けない、実はこの間も聞いたんですけれども、タクシーでお買い物に行ってい
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るというんですよ。しかも買っている間タクシーの運転手さんに待っていてもらう

と２千円以上かかっちゃうというんですよ。３千円買い物をするのに２千円も足代

を使っていると。そんなことをこの町の中で許しておいていいのかと言いたいんで

すね。 

 そういうことを知恵を出してやろうじゃないかと、それを再来年の長期計画の中

へ取り込むべきじゃないかと。タクシーもそうですよ。費用対効果と、今使ってい

る１，３００万円が果してどうなんだと。同じ１，３００万円使うんだったら、も

っときめ細かいサービスに向けるように努力しなくてはいけないんじゃないかと。

そういう思いでこの問題を挙げたんです。今満足しているんならこんなことを言う

ことはないんですよ。こういうことを今、行政として率先して取り組んでいかなく

ちゃいけない。町の人たちにそういうことをやりませんかと投げかけて、そういう

場をつくっていくという、そういうことを私は望んでここで挙げているんです。 

 もう１度町長にトップセールスについて、ほかのことはいいですから、トップセ

ールスと、それから長期計画へお店づくりと、お店というか、生活利便のお店づく

りと足回り、デマンドバスのことを相乗りタクシーというんですからね。同じこと

なんですよ。そういうものをやってお年寄りが高齢化社会に、便利な社会というこ

とは若い人たちも入ってくるんですよ。定住人口のためにも。ぜひひとつそういう

点を町長に最後もう一回１問の答弁をお願いします。 

町長（中沢君） 田中議員、いろいろ熱い思いを語られておるわけでございますが、

私、トップセールスをやらないと言っているわけではなくて、既にいろいろな施策

展開の中で十分トップセールスということに意を用いていますと。ただ、受発注と

いう分野は極めて難しい分野であって、その面は企業の皆さんともどもにやらなけ

れば何をどういうふうにするかということは難しいということを申している、実態

を申しているわけで、これはそういった補完とすれば、私はテクノセンターのスタ

ッフ等とより連携し、企業の皆さんといろいろ連携する中ではいろいろ効果があり

ましょうけれども、１人で行ってそういうことは難しい分野だなということを申し

上げた次第でございます。 

 それと長期計画についてですけれども、坂城町は今、長野大学という中で各分野

ごとにすべての問題についていろいろ論議するわけでございます。ですから、生活

環境の問題もデマンド方式の問題、あるいは今の交通体制はどうだとか、あるいは

リニアへの創出はどうだとか、すべてについてやるわけでございますので、これは
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当然長期計画を策定するには、そういうことが入るということをご認識いただきた

いと、こんなふうに思う次第でございます。以上でございます。 

１番（田中君） 町長がトップセールスでオリンパスにも行ったという、それは事実

でございます。要は今新しい仕事を取り組むという分野にも、町長は今度はトップ

セールスでやっていただきたいという思いで提案といいますか、要望を申し上げま

した。 

 時間の関係もございますので、第２問、本当はもっといろいろ突っ込んでやりた

かったんですけれども、長期計画でこれから検討するということでございます。私、

実はデマンドバスで飯綱町へこの間行って、２時間ほど担当の人にいろいろ勉強さ

せてもらってきたんですけれども、１年間に３０回、いろいろ町民の皆さんと事業

者の皆さんと行政で１年に３０回も会合をやって１年でつくったんですよね、デマ

ンドバス。町が今まで路線バスで回っていて、空き部屋で回っていたものを結局そ

れより多く乗るようにして、何と３００万円１年目は浮かしたというんですね。も

っとこれを１千万円まで浮かすということを言っていますので、そういうことを住

民の皆さんにも一緒になって考えてもらう、そういう取り組みをお願いしたいと思

います。 

 ２．国土調査の促進について 

 地籍、いわゆる土地に関する戸籍の明確化を図るために、国土調査法に基づいて

町が行う１筆ごとの土地について、その所有者、地目、境界、面積などに関する地

籍調査でございます。この地籍調査が南条地区では、私どもの方はもう既に２０年

も前に行われているんですね。だから、もう２０年もたっているから町の中はほと

んど終わっているのかと思っていたんですけれども、その後大分遅れているようで

ございまして、しかもわけてもこの社会情勢が変わって相続人や農地の後継者など

が不明な土地が増えているわけです。現在の地籍の修正とか見直しであるこの調査

によって土地取り引きの円滑化や、あるいは固定資産税の公平化、境界トラブルの

防止とか、あるいは境界トラブル解決などに住民や町民にとって非常に有効で必要

性が高いものであると思われます。それが現在ほとんど行われておりません。２０

年度決算書を見ても決算額は２３４万円で、６０件の赤線や青線の立ち合いとなっ

ております。未実施地区の住民の中に早く実施してほしいという強い要望も聞かれ

ます。なぜ遅れているのか。 

 イ．遅れている要因と課題は何か。また県への実施計画はどうなっているか 
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 ロ．今後の見通しについて 

 以上２点について、すみませんが、要点だけご回答・ご答弁をお願いします。 

建設課長（村田君） 国土調査のご質問でございます。 

 本町では昭和５７年から、ご質問がありましたとおり、国土調査のうち地籍調査

事業を実施してきたところでございます。調査の開始から既に２７年が経過してお

るわけでございますが、地区別で南条、中之条、坂城、村上地区の一部の調査が完

了済みであるということで、進捗率では全体の約５３％にとどまっている状況でご

ざいます。 

 進捗の遅れの原因についてでございますが、この地籍調査につきましては、立会

いにより１筆ごとに土地の所有者の確認を得るなど、調査実施に多くの時間と手間

を要することになります。また時代とともに土地の所有者の権利意識が高まり、隣

人関係への配慮等から、特に個人所有間の境界の確認作業への協力が得られず、予

定より多くの時間を要する場合もございます。個人所有間の確認ができない場合は、

筆界未定の処理がございますが、双方が筆界未定処理に同意しないと処理ができず、

さらに多くの時間を要することになります。課題につきましては、事業費的なもの

もございますが、筆界未定を減らさないと次の調査区に進めない現状があるわけで

ございます。 

 今後の見通しでございますが、本町の地籍調査をまだ実施していない区域は四ツ

屋、田町、立町地区の一部と苅屋原地区を除く坂城地区の全域と網掛地区の一部と、

小網地区を除く村上地区の全域５．８５㎢に及んでおり、ただいま四ツ屋と網掛地

区を調査中であります。 

 しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、土地の所有者の確認を得て境界

の確定まで多くの時間と手間を必要とする地道な作業でございまして、土地の所有

者の権利意識が高まる中で、境界確定までに数年間を要するケースも多々あるわけ

でございます。また調査区を何カ所もこなしていくことになりますと、それにかか

わる財源や人員確保などの課題もあるわけでございます。 

 いずれにいたしましても、全町完了の見通しについては厳しい状況ではございま

すが、完了に向けて努力してまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それから県への実施計画の届け出はというご質問がございましたが、これについ

ては計画調査区ごとの申請でありまして、町全体の実施計画の届け出ではございま

せん。その都度計画調査区ごとの申請をしておる状況でございます。以上でござい
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ます。 

１番（田中君） お話を伺いまして、これは行政サイドよりも地権者の皆さんという

か、住民の皆さんの協力ということが地権者の協力が大事だということで、それに

つけても、やはりそういうことで住民の皆さんに協力をいただくような周知広報、

あるいは地区懇談会等において協力していただくようなことをどんどんつけていた

だきたいと思います。 

 そこでひとつちょっとお伺いというか、要望というか、したいんですけれども、

１８年度から法務局がそういう境界などが確定しないものについて筆界特定制度と

いう制度を法律でつくったんですね。法務局が職権によって調査して境界を確定す

るという制度。トラブっていたりする人たちに対して解決を早めるという、そうい

う制度があるんですけれども、そういうものを使って町内で、例えば町道なり赤線

や青線と接しているような、そういう部分、あるいはそういう地権者の皆さんにと

って何か進めて杭を打てるような取り組みができないかどうか、そこだけひとつ簡

単にお願いします。 

建設課長（村田君） ご質問の筆界特定制度でございますが、ご案内のとおり、平成

１８年１月２０日に施行されたという制度でございます。この制度でございますが、

その土地の名義人の方の申請が要るということでございまして、歴史的経過の中で、

その境界について確定がなされていないということの中では、その登記名義人の方

が果して申請して、その特定制度を使って申請をしていただけるかどうかというこ

とが問題になろうかと思います。仮に申請をされて、要するに筆界特定登記官がそ

れを決めるわけですが、どちらの境界が正しいかということを判断するということ

ではありませんので、すべての問題が解決できるかなというような問題も生じてご

ざいます。そういった制度もございますので、そういった方々にお話を申し上げて、

よりよく進めていければなということを考えておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

１番（田中君） 住みよい地域、郷土づくりのために、そういうせっかく筆界特定制

度のような、トラブっているところについて解決を早めてくれる、そういう制度も

あるので、そういうものを営業も考えて、できるだけ地籍調査を進めるように取り

組みを要望しておきますので。 

 時間の関係もございますので、３番目の質問、財政の健全性についてに移ります。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が昨年施行され、１９年度決算から健
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全化判断比率が公表、本会議においても２０年度の比率が示されました。町は赤字

でないということで４つの判断比率のうち該当するのは実質公債費比率と将来負担

比率の２つだけでありますが、このうちの将来負担比率について、一般の人たちが

何のことか言葉がわかりませんので、私つくってきましたので、将来負担比率につ

いて質問を行いたいと思います。 

 イ．将来負担比率の積算内容について 

 町の将来負担比率は、これは将来にわたってトータルで、土地公社や葛尾組合な

どの一部事務組合も含めてトータルの負債等の負担割合を将来にわたって示すも

のでありますけれども、そういうものの中で、１９年度は標準財政規模に対して

１４７．７％、すなわち標準財政規模の１．４７倍の債務ということでありました。

この数値は、その後発表された全国の、あるいは県の平均を見ますと、全国の町村

平均で９２．２％ですから、約６割、それから県下町村では７６．８％ということ

で半分なんですね。いずれもうちの比率は大きかったわけです。県下でも大きい方

から９番目でありました、私、数えてみたら。しかし、２０年度は１２５．３％で

前年度よりも２２％も改善しております。この改善した要因は何なのか、説明を求

めるものでございます。 

 さらに比率算出のための将来負担額、ベースになります将来負担額、これを構成

する各要素があるわけです、ＡからＧまで。そういう中の町債の残高とか、あるい

は債務負担行為、将来の支出を約束する、借金して返すのではなくて、将来払うか

らという、建物に限るものになるんですけれども、そういうものについて一応項目

が、数値がどうなっているのか。それが前年とどうなったのか。あるいはこれから

どういう見通しなのかということを、概要で結構でございますので、時間がないの

で、お願いします。 

 ロ．土地開発公社の決算等について 

 土地開発公社が債務保証額や負債が町の健全化比率に組み込まれるということで、

経営の健全化、安定、黒字が望まれるわけであります。１９年度県内５２の土地開

発公社、市町村の土地開発公社でございます。半数の２７が赤字になっているわけ

です。町土地開発公社の２０年度決算を６月に配ってもらったんですけれども、私、

これ、ざっと見ました。４５万円の黒字になっております。しかし、長期保有土地

や造成分譲地の売れ残り土地など課題もあります。そこで２０年度決算書の中で３

つの点について説明を求めます。簡便にお願いしたいと思います。 
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 まず１つは、土地造成費の収益であります。 

 この収益、売上高が原価と同じ４，４６２万円になっているわけです。原価で販

売したということになると思いますが、どういうことなのか、なぜなのか、伺いま

す。 

 ２点目は、２０年度の販売費及び一般管理費が５，０３２万円と突出しているん

です。事業利益の圧迫要因になっているわけです。ですから、営業利益は赤になっ

ているわけです、３千万円ほど。この高額は一体どういうことなのか、説明をお願

いします。 

 ちなみに今年度の、２１年度の予算損益計算書、予定損益計算書では、販売費、

一般管理費は４４９万円で２０年度の１０分の１なんですね。どうしてなのか。去

年そんなに膨らんだのはなぜなのか、どうしてなのかだけ聞かせてください。 

 ３点目は、流動資産のうちの公有用地が３億３，１１９万円、代行用地が４億

５，９９４万円、この２つ合計で約８億円近くて、流動資産の全体の７２％を占め

ているわけです。これらは町の先行取得であり、速やかに町に買ってもらうべきも

のであるのではないかと思います。この処分の見込みはどうなのか、どう考えてい

るのか。 

 ちなみに流動資産に入っていますけれども、流動資産というのは、申すまでもな

く１年以内に現金化できるもの、１年以内に売れるものということでございますの

で、これが支障がないのかどうか、あわせて伺います。 

 土地公の最後に今年度から造成分譲地の販売促進キャンペーンを行っていますね。

子育て支援に１人２０万円とか、転入促進助成金に１件に３０万円など新しく土地

を買っていただいた人に恩典が出る制度化をしているわけですけれども、まだ半年

もたっていないんですけれども、成果と、あるいは半年やってみた課題なんかあれ

ば、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

 ハ．財政状況の町民への出前講座について 

 国も地方も膨大な借金をかかえて財政が厳しいと。そういう中で新しい事業の裁

量性が非常に難しく低くなっております。だからこそ住民の皆さんが自らまちづく

りや地域づくりに一緒になって参加していただく協働・協調の必要性が高まってい

るわけでございます。そういう協働・協調の町をつくるには、町の情報一切をいろ

いろ住民の皆さんも共有していただかなくてはいけない。わかっていただくことが

必要でありまして、そのためには財政状況や健全性など詳しく理解をしていただく
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ことが前提ではないかと思います。 

 そこでこういう言葉は、私もちょっとつくってきたんですけれども、非常に難し

い言葉ですよ。そういう言葉や用語だけでわかりにくいので、町民の皆さんに直接

わかりやすく説明する出前講座を行っていただきたいと思いますが、その考えをお

聞かせいただいて３問目の質問を終わります。 

総務課長（宮下君） 将来負担比率の積算内容についてお答えをいたします。 

 将来負担比率は、今ご質問にもありましたが、地方公共団体の一般会計等の借入

金、いわゆる地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を消

化し、将来に財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。こういった指標は、

地方自治体自らを律するという目的と、他団体と比べることによって自分たちがど

うなのかということを判断するために全国統一基準で算出をいたします。 

 ご質問のありました算出における数値と前年度比でございますけれども、初めに

指標算定の分子となります将来負担額について申し上げます。 

 １番としましては、長期の借入金である地方債、これは都市計画街路や消防、住

宅等々町事業全般にわたります借入金と言えますが、その現在高は２０年度、７３

億９，３００万円、前年度より８，２００万円の減となっております。 

 ２番目といたしまして、これまでも町が取り組んでまいりました土地改良事業、

農道や水路の改修等に活用しています農林漁業資金借入金、債務保証や坂城テクノ

センター、デイサービスセンター施設整備の借り入れにかかわる債務負担行為に基

づく支出予定額が２０年度、３億５，１００万円、７，９００万円の減でございま

す。 

 ３番目といたしまして、下水道事業の地方債残高に対する繰り出し見込額は、

２０年度、４７億９，４００万円、これは２億６，１００万円の増でございました。 

 ４番目といたしまして、葛尾組合等の一部事務組合の元利償還金に対する負担見

込額が、２０年度、３億６，９００万円、１億３，５００万円の減でございました。 

 ５番目といたしまして、職員の退職手当見込額、これは実際には考えられないこ

となんですが、前年度末に全職員が自己都合により退職すると仮定した場合に支給

する予定額ということであります。現実的には長野県総合事務組合におきまして、

県内の町村はすべて単年度で負担金を払ってやっているわけですが、計算上で出て

くる予定額としまして、２０年度、１４億３，９００万円、これは６，７００万円

の増でございます。 
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 ６番目が設立法人の負債額等の負担見込額、これが土地開発公社になりますが、

２０年度８億９，９００万円、５億７，３００万円の大幅の減となりました。株式

会社町振興公社や株式会社まちづくり坂城等の第三セクターにつきましては、それ

ぞれの企業に責任を持って運用していただく観点から、支出はしておりますが、損

失補償はしておりませんので、以上６項目、合計で１５２億４，５００万円が将来

負担額と見込まれます。ここから基金でありますとか、そういったものを控除しま

すと、分子となります数字は４４億３千万円、前年比６億６００万円の減となりま

す。 

 一方、分母につきましては、標準財政規模から公債費の基準財政需要額の算入分

を減じました３５億３，５００万円で、これを分母として割ります。それで現段階

での将来負担額が算出されるわけです。１２５．３％、標準的な財政規模の約１．３

倍というイメージですが、早期健全化基準が３５０％ですので、健全基準を充足し

ているということでございます。比率が前年に比べて２２．４ポイント減少した理

由は、ただいまご説明しました中でも特に土地開発公社の負債額の減というものが

大きいものだと思います。 

 今後の見込みでございますけれども、地方債は減少傾向にありますし、テクノセ

ンター等の償還金も２５年度と返済が見込まれております。こういった中では２０

年度の比率に対し、微減もしくは横ばいになるのではないかと推測をしているとこ

ろです。 

 それからハの財政状況の出前講座につきましては、現在ふれあい大学の出前講座

のメニューとしてございます。ご希望があれば、それに対応してまいります。また、

このほか決算、予算等のバランスシート等につきましても「広報さかき」で掲載を

し、町民の皆様にお知らせをしているところでありますし、今議会に報告しました

一般会計の決算及び財政健全化判断比率に対する意見書等につきましても、町ホー

ムページに掲載し、ご覧いただける状態になっております。数字はとらえ方によっ

て大変違った受け止め方になりますので、町民の皆様にわかりやすい説明ができる

よう努力をしてまいります。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 簿価と同額という点でございますけれども、これは分譲となりました団地ごとで

収支をつけることではなくて、土地造成事業全体でとらえております。例えば市田

の住宅団地の場合、９割方が販売になりますと、その全体の中で９割売れた分で借
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金等の返済をしていきますので、そうすると、その団地については借入金がなくな

りますよね。ただし、残りの１割売った場合にはすべて黒字になってくるというこ

とで、全体の中でとらえているということでご理解いただきたいと思います。 

 それから販売費、一般管理費の多い理由ですけれども、このものにつきましては、

一連のまちづくり交付金による用地の買い戻し、旧オリンパス跡地の工業用地の転

用とか、そういった観点でございまして、土地売却が進んだ結果、公社が土地売却

の事業費を多く収納できたと、それを年度末に公社の人件費負担分として町へ納付

金処理をしたということで、今年度、そのほかにいろいろな経費が公社自体もかか

っておりますので、そういった点で昨年より若干増えているということでございま

す。 

 それから３点目の分譲地の販売促進の件ですが、２件ありまして、これも公社の

方で値段を下げたり販売促進の５本の柱を立ててやってきていますが、２件の方が

この制度を活用して分譲地紹介謝礼金を払ったところでございまして、今後、固定

資産税等の減免も、子育て支援もしてくるということでございます。 

１番（田中君） 時間もありませんので、まとめて。本当はもうちょっとお聞きした

かったんですけれども。 

 いわゆる地域活力も暮らしやすさも、これはお互いに相互補完の関係にあるわけ

でございまして、結果的には定住人口をいかに増やしてにぎわいを出すかというこ

となんですけれども、そのためにも隣接している市町村とか、あるいは県内はもち

ろん国外を含めて地域間競争、ほかの町村に負けない、勝たなければならないわけ

でございます。他の町村と比較して、そのためには何が優れているか、何が暮らし

やすいかということが問われると思うんです。経済のグローバル化が進む中で雇用

の不安が地方ほど今強くなっております。この雇用を生み出す企業、事業所が活力

を高めてもらわなければ活性化ができません。このためにも企業と行政が相互に補

完し合って、企業の手が回らないところに行政の役割があります。他の国に今グロ

ーバル化で比較優位が進んでおります。新たな成長分野へ、暮らしやすい地域づく

りへ柔軟に適切に不易流行の心で機能的な施策をとることを強く望みまして質問を

終わります。 

議長（春日君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０１分～再開 午前１１時１１分） 

議長（春日君） 再開いたします。 
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 次に、４番 大森茂彦君の質問を許します。 

４番（大森君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、一般質問をい

たします。 

 １．町内企業の状況について 

 イ．町内企業の経済状況は 

 総選挙投票日の直前の８月２８日に政府が発表した７月の雇用統計によりますと、

完全失業率は５．７％と前月比０．３ポイント上昇し、過去最悪となりました。有

効求人倍率は０．４２倍と過去最低を３カ月連続で最悪記録を更新しております。

また民間信用調査会社の帝国データバンクが８日発表しました８月の全国企業倒産、

負債額１千万円以上の法的整理済みの倒産は、前年同月比で２．４％増の１，０４２

件でした。企業倒産は１５カ月連続増でございます。従業員数別では１０人未満の

企業の倒産が８４０件と全体の８０．６％を占め、小規模倒産が目立ってきており

ます。調査会社は今後の見通しとして、雇用環境が一段と悪化し、企業倒産が一層

加速するだろうと見ております。 

 そこでお尋ねするわけですが、町内の企業の中には一部に下げ止まりと言われて

いる一方、今でも従業員を解雇している企業もあります。またニュースにもならな

いで廃業や倒産をしているところもあると聞いております。 

 そこで町は町内企業の経営と雇用がどんな状況になっているのか、お尋ねいたし

ます。 

 次に、雇用調整助成金について伺います。 

 この制度は、経営難に陥った事業主が従業員を解雇せずに一時休業としたり、研

修、職業訓練、出向させた場合に雇用保険を使って休業手当や出向者の賃金の一部

を助成するものであります。町内企業の雇用調整助成金利用状況はどうなっている

のか、お尋ねいたします。 

 ２つ目に、個人経営者とその家族は労働保険には加入しておりません。当然、雇

用調整助成金の対象にはなりません。この方々の経営と生活は大丈夫なのでしょう

か。町はどのように把握されているのか、お尋ねいたします。 

 ３つ目に、今日の経済状況については、昨日町長がお答えしておりましたが、従

業員が３０人以上の企業３８社の調査をされたとのことでございますが、それ以下

の企業、特に個人事業主への調査も行っていただきたいと思います。町長は、２～

３年先を見据えた取り組みとしてテクノセンターなどでの各種講座や技術支援を行
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っておりますが、これはこれとして大切な取り組みでございますので、力一杯やっ

ていただきたいというふうに思います。しかし、体力のない零細業者には生活支援

も必要ではないでしょうか。町として何らかの支援をしてほしいと思うものであり

ます。町長の答弁を求めます。 

 ロ．制度資金の緊急融資について 

 １つ目は、国は不況業種を指定いたしまして、セーフティネット５号を発動し、

今では指定業種はほとんどの業種が対象となってきております。また県、町の制度

資金の貸出金利が２％から１．８％に引き下げられるなど、それなりの対応をされ

ておりますけれども、緊急融資の利用状況はどうなっているのか、お答えください。 

 ２つ目に、昨年秋、融資を受け、据え置き１年の企業は返済が始まろうとしてお

ります。しかし、現在の経済状況下では、この返済も大変苦しいのではないかと想

像できます。経営が改善できていない企業に町としてどういう対応策が考えられる

か、お尋ねいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

産業振興課長（宮﨑君） 私から町内企業の経済状況についてのうち、イの町内企業

の経済状況はについてから順次ご答弁させていただきます。 

 まず町内企業の経営と雇用の状況でございますが、先月２０日から２７日にかけ

て、先般もご答弁した部分もございますが、町内事業所３８社に電話による聞き取

り調査を実施いたしました。ここの聞き取り調査につきましては、従業員３０名以

上の２５社に加えまして、小規模零細事業所１３社を加えて行っております。 

 調査項目のひとつとして、昨年の４月から６月の売り上げの現状と現在の状況に

対する比較ということでの聞き取りを行いました。この調査項目につきましては、

ただいま申し上げました３８社に加えまして、本年４月以降のセーフティネット認

定の際に必要となります申請企業の売り上げ減少率データ、これは４３社分でござ

いますが、加えまして８１社について集計をさせていただいたところでございます。 

 その結果といたしまして、町内事業所の売り上げ状況は依然として厳しい状況に

あることには変わりないわけでございますが、事業所によっては若干の回復の兆し

も見えてきておるところもございます。 

 次に、雇用状況につきましては、さきに申し上げました調査対象事業所３８社に

おいては、この４月以降において雇用調整を実施した企業は１社あったということ

でございます。対象は２名ということでございました。また派遣労働者につきまし
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ては、勤め先の残業時間の減少によりまして、本人のご意向により退職された外国

人労働者が１社でございますが、出てございます。また従業員の採用につきまして

は、ごく一部でございますが、自動車関連の受注の増加によりまして、新規採用を

実施した事業所もございます。 

 なお、調査を行った事業所３８社において派遣労働者については日本人が１２名、

外国人が４８名というようなことで、６０名というような状況でございました。 

 次に、雇用調整助成金の利用状況でございますが、９月１日現在、既に受給して

いる事業所や申請書類の審査中の事業所を含めまして８１社というような状況でご

ざいます。 

 また小規模事業所、個人事業主の経営と生活などについて、訪問による聞き取り

調査をしてはどうかというようなご質問をいただきましたが、これにつきましては、

一斉に実施はいたしておりませんけれども、当課の職員ですとか、商工会の指導員、

テクノセンター及びテクノハートの職員などにより随時お伺いしているところでご

ざいまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、電話については定期的に調査を

してきているところでございます。これについては、引き続き必要に応じて範囲を

広げる等、対応していきたいということで考えております。 

 続きまして、家族経営などの個人事業主への支援策についてでございますけれど

も、ご指摘のとおり従業員がいない事業所については、雇用調整助成金の給付がな

いというのが、残念ながら現実的な話でございます。そんなような中で個人事業主

の皆さんの資金調達は大変厳しい、苦しいという状況になっていることは十分推測

できるところでございますけれども、これらについて独自の支援策という部分の中

では、なかなか難しいというようなことでございます。 

 次に、ロの制度資金の緊急融資についてでございます。 

 これにつきましては、平成２０年度の融資状況といたしまして、県の制度資金の

全体の利用状況につきましては９７件、１０億６，１２７万円、町の制度資金は

３２件、１億３，４７０万円で、合計１２９件、１１億９，５９７万円という状況

でございます。平成１９年度との対比では、県の制度資金は４件減少して、融資額

は８２３万円減少しております。また町の制度資金は１件増加いたしましたが、融

資額は３，２７０万円の減少ということでございます。 

 利用された融資の内容を見ますと、県と町の制度資金双方において昨年後半から

の需要が増加いたしまして、特にセーフティネット５号の認定を受けて利用される
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特別経営安定資金が大半を占めております。 

 県の特別経営安定資金につきましては、平成１９年度下期と平成２０年度下期を

比較いたしますと、３４件、５億８，１５０万円増加いたしまして、町の経営安定

特別資金については１１件、４，３７０万円増加している状況でございます。 

 また月別の利用状況といたしまして、昨年１２月から本年３月までの状況を申し

上げますと、１２月の県の制度資金は、融資件数１４件、融資額１億１，０２０万

円、据え置き期間は６カ月が１件、据え置きなしが１３件、１月は融資件数９件、

融資額８，７５０万円、据え置き期間は１２カ月が１件、据え置きなしが８件。次

に、２月は融資件数が９件で、融資額１億４，７９０万円、据え置き期間は１２カ

月が４件で、６カ月が１件、据え置きなしが４件ということでございます。また３

月は融資件数１９件、融資額３億４，２５３万円、据え置き期間は１２カ月が１１

件、８カ月が１件、据え置きなしが７件という状況でございました。 

 また町の制度資金につきましては、１２月は融資件数が７件、融資額４千万円、

据え置き期間は１２カ月が１件、６カ月が１件、３カ月が１件、２カ月が１件、据

え置きなしが３件。１月は融資件数３件、融資額２，１７０万円、据え置きなしが

３件でございます。２月は融資件数が３件で、融資額５５０万円、据え置き期間は

１２カ月が２件、６カ月が１件。３月は融資件数５件、融資額１，５００万円、据

え置き期間は１２カ月が４件、据え置きなしが１件という状況でございます。 

 次に、据え置き期間満了による資金繰りにつきましては、県、町ともに特別経営

安定対策の融資の限度額範囲内での追加融資を受けるということが考えられます。

この資金は本年度から限度額が３千万円から５千万円に拡大されまして、据え置き

期間につきましては、この６月から１２カ月から２４カ月に拡大されてございます。 

 いずれにいたしましても、融資にかかわる内容については、取引金融機関ですと

か、商工会の指導員にご相談されまして、拡大された制度資金、これらを十分研究

いただいてご利用いただければありがたいと思います。以上でございます。 

４番（大森君） ただいまの答弁で、町内の今の状況の中で若干先が見えかかったと

ころもあるかというお話とあわせて、やはりまだまだ売り上げが厳しいというとこ

ろがあって本当に気が抜けない状況だという町のつかみだというふうに思います。

また自動車関連の関係で新規の採用がされているということであるわけですが、や

はりこれが下請関連へ広がるということにはまだまだ相当の時間がかかってくるの

ではないかということで、本当に零細企業にとっては、まだまだ厳しい状況が続い



 －１９４－

ているということがあります。それで８１社について聞き取り調査をされたという

ことであるわけですが、その中でこういう状況ということであります。 

 次の制度資金の緊急融資とセーフティネットということであるんですが、県と町

合わせて１２９件が利用されているということであるわけですけれども、据え置き

期間が０カ月、借り入れをしてすぐその翌月から返済が始まるという、結構それは

ある程度体力のあるところかなというふうに思うわけです。私の経験上からでも、

やはり少しでも先へ延ばしたい、経済的に少し余裕が先になる分見えるかなという

ことで、やはり一番長くまで延ばすのかなと、私も思っておりましたけれども、据

え置き期間がゼロというのがあまりにも数が、こういう企業が多いということでい

けば、町内企業の体力はまだまだあるのかなと、そんなふうにちょっと勝手に判断

しているわけでありますけれども、そのかわり逆に１２カ月まで延ばす企業は少な

いということは、資金の必要なところに渡っていないのではないかということが非

常に懸念されるわけであります。ここのところが今の経済状況で一番大事なところ

であるわけですが、このことについて、その辺はどんなふうにつかんでいらっしゃ

るのか、再度答弁を求めたいと思うわけですが。 

産業振興課長（宮﨑君） ご答弁申し上げます。 

 資金が渡っていない小さいところをどの程度つかんでいるのかということでござ

いますけれども、私どもについては、今言ったような調査等の中で、それらの企業

についてはお話もさせていただいているところでございますけれども、ここへ出て

こない企業さん、これについては、例えばそれぞれの商工会ですとか、それぞれの

団体の中でお話をお聞きする以外にないというような状況であろうと思います。な

かなか私ども、あるいは金融機関等にご相談いただいていればいいんですけれども、

そうでない部分について一件一件の把握というのは私どもではしてございません。

ただ、融資については、先ほども言われましたけれども、もうこれで景気が厳しく

なってからぼちぼち１年たってくるということで、資金の方も早目早目に対応して

いかなければというふうにも考えるところでございます。 

 そういう中で、先般県も融資枠を２００億円ほど増やしたというメールが私のと

ころへ来ておりますけれども、そんなことでの対応であったり、やはり個々でご相

談いただければと。特に私ども、昨年の１２月からやっておりますけれども、毎週

第２水曜日に金融相談をしております。 

 この中では保証協会が来たりという部分でもございまして、保証協会でも小口零
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細企業保証制度、これはプロパー金融機関を通しての融資ということになると思う

んですけれども、それに向けての融資制度等も設けたり、新しいのも出てきている

ので、ぜひそこら辺の情報だけは的確につかむように、私どもに電話をいただいて

も結構ですし、できればそれぞれの企業によって状況が違いますので、取引先の金

融機関ですとか、商工会のそういった相談窓口へ来ていただければ何らかの形の次

へのあれになるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

４番（大森君） 特別外へ出て零細企業へ聞き取り調査ということは順次は行ってい

るということであるわけですが、また商工会の経営指導員の方々との話もお聞きし

ているというようなこともあるわけですけれども、やはり行政として、きちっとそ

このところは的確につかむということが第一に必要ではないかと思います。零細企

業は町内の工業の町というものを支えているところですよね。町内の一定の企業の

ところの仕事をいただいて、製品をきちっと納期、そして品質をきちっと守って納

めていると、こういう零細企業をきちっと保護していくということがなければ、当

町の工業の町坂城というのは、景気回復してきたときには、もうこの言葉は死語に

なるのではないかということを非常に危惧するわけであります。 

 特に最近、千曲民商が会員の皆さんにアンケートを行いました。その一部を紹介

するわけですが、今の経営で生活できるのかということを聞きましたら「できる」

が１７％で「できない」が７６％、それでは何で補っているのかと、その収入源は

何かということで、複数で回答を求めましたら、年金と預金の取り崩しと、それが

それぞれ同じ２８％でありました。あとがやはり借金が２５％、融資というよりも

借金であります。そしてまた、パートに出て若干収入を得ているということです。

今の生活の中で圧迫しているものは一体何なのかというこの問いに対しても、複数

回答で、税金が４０％、国保税が２９％、そして借金の返済が１８％ということに

なっています。この借金の返済についても、細かくは聞いておりませんけれども、

多重債務の関係もやはり心配されるということで分析しております。また国保の保

険証があるのかということで聞きましたら、６９％は「ある」と。「ない」というの

は０％です。そして３１％が無回答であったということで、この無回答が一体何か。

今までずっと回答してきていて、ここだけ鉛筆が止まったということではないかと

思うんですが、やはり今こういう生活状態になっているのではないかということを

本当に感じるわけですね。 

 ですから、全業種、全企業、２７０社あるわけですけれども、特に先ほどの８１
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社を除いた企業に対してアンケート調査でもぜひやっていただいて、零細業者が一

体何を求めているか、何が必要なのか、そこのところをきちっとつかんでほしいと

いうふうに思います。それについて町長の答弁を求めます。 

町長（中沢君） 最近の景況、そしてまた、町でいろいろ調査したアンケート結果等

によって、いろいろ現在の事態を掌握していくと。先ほどお話がございました中で

千曲民商の皆さんとも、この間いろいろ懇談しまして、それなりの理解というか、

状況は把握したところでもございます。私自身も企業の皆さんと会う言葉は「景気

はどうだい、仕事はあるかい」ということから始まっているわけでございます。調

査というと、なかなか定型的なものになるので、先ほど課長が申し上げましたよう

に、実情調査というのは、より身近に聞き取り、あるいはいろいろ会う機会を増や

しながら全体で掌握していくこと、これも大事なことだなと、こんなふうに思って

いるところでもございます。 

 そしてまた、先ほどのお話の中で、いろいろな国の施策の中に入り切っていない

わい、選外だわいというお話、しかしながら、町の企業であって大手もあり、零細

企業もある中でひとつ工業が成長していくということ、これも大事なことだなと思

っております。それには互いに交流というか、話し合いを進めて相談機能を高めて

いく、そういう中から何か仕事の面、金融の面を生み出していく、こういうことが

しなやかにできるような、そういう仕組みづくりが大事だと、こんなふうに考えて

いるところでございます。以上でございます。 

４番（大森君） いつの世も弱い者はいつも社会からはじき飛ばされるというのが本

当に残念でなりませんけれども、今、町長のご答弁のことをやはりきちっとやって

いっていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと次の点なんですが、雇用の問題として、特に町内でも人員整理をされる

というところが結構ありました。そして今も人員整理されているところがあるわけ

ですが、去年から今年にかけて失業されている方がいらっしゃるわけですけれども、

この失業されている方もいよいよ給付が切れるか、切れかかるという方が結構いら

っしゃると思うんですよね。そういう皆さんに対して町は一体どんなふうにつかん

でいらっしゃるのか。失業保険が切れた方たちが再就職や暮らしはどうなっている

のか。収入はゼロ、こういう人を町はどう見ているのか、町長の見解をお聞かせ願

いたいと思います。 

産業振興課長（宮﨑君） 雇用保険等切れる皆さんの雇用等どういうふうに町は把握
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して、どういうふうにやるのかということでございますけれども、どの方がどのよ

うに切れているかというのは、町自身としては、どなたがどうだということは把握

してございません。 

 それにつきましては、ハローワーク等で進めているわけでございますけれども、

町といたしますれば、確かにそういった雇用保険の期間が切れてくるという、これ

からそういう事態が発生するわけでございますけれども、職業安定所、私どもの管

轄は篠ノ井ではございますけれども、上田に特別そういった相談機能を設けた部分

で充実もございますし、私どもといたしましても、直接それは研修して資格も取っ

ていないものですから、できないんですが、ただジョブカフェ信州等の出先的なも

の、これは前回もやっているんですけれども、そのときはまだなかなかＰＲさせて

いただいてもお越しいただけなかったという部分もございますが、それらをＰＲ等

含めて進めながら対応していきたいと考えております。以上でございます。 

４番（大森君） 上田のハローワークの前では上田市の協力も得て、ひだまりねっと

というグループがハローワークへ仕事の相談に来て、その帰りに多くの方が寄って

相談されると。住む家がない、収入がない、１００円しか持っていない、２００円

しか持っていない、そういう方々が上田市も協力して生活保護の申請手続をしたり、

あるいは国保の保険証を交付したりということをされているという活動があります。

残念ながら坂城町にはそういうような場所もないんですが、行政として、そういう

相談窓口をきちっと持っていただいて総合的な支援ができる、そういう窓口をぜひ

開設いただけないかというふうに思うわけですが、その点についていかがでしょう

か。 

町長（中沢君） 上田地域、あるいは伊那地域に新たなる雇用に対する相談窓口が県、

国の力によってできた、これは私どもは上田の職安、あるいは篠ノ井の職安ともに

共有しておりますので、いろいろ私たちの分野でもあるというような認識で進めて

おります。坂城町でも、先ほど申し上げておりますように、テクノセンター、ある

いはそこに篠ノ井のハローワークからも随時そういった相談機能を特別に置いてい

ただいているということでもございます。 

 大事なことは、町の産業振興課、あるいは商工会等々が同じ目線で、そして聞く

耳を持つ、そういった面での対応が、より求められていると。そういうことに意を

用いながらひとつひとつ相談機能を通じて解決できればいいなと、こんな思いでご

ざいます。以上でございます。 
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４番（大森君） 制度資金の融資で返済が始まるにあたって経営が改善しないところ

に対してどういう対応をするかという点については、県がこの６月から２４カ月延

長したということで、再融資が可能だということで、そのことも多くの皆さんに周

知徹底していただきたいというふうに思います。 

 時間もありませんので、第２問の方に移りたいというふうに思います。 

 ２．町民の健康を守るために 

 イ．２０年度の国保について 

 ２０年度より後期高齢者医療制度で国保の被保険者が減少いたしました。その関

係で現年課税分の収入未済額は１９年度に比べて１２．６％減少していますとはい

え、滞納繰越分の合計では９，５４９万円と６．１％増となっております。滞納額

は年々増加しており、この調子でいきますと、２１年度決算では大台の１億円に乗

るのではないかと非常に心配するところであります。 

 そこで、この２０年度の国保の収納状況や滞納状況、資格証明の発行や短期証の

発行状況、これについてどのようになっているか、お尋ねいたします。 

 ロ．健診について 

 後期高齢者医療制度の導入にあわせ、これまでの病気の早期発見、早期治療が目

的であったものが、食生活の欧米化、あるいは運動不足、あるいはストレスなどが

日常化した現代社会で生活習慣病という、こういう患者がますます増え続けるとし

て、メタボリックシンドロームの考え方、内蔵脂肪症候群という、これを取り入れ

た生活習慣予防に重点を置いた健診が始まりました。 

 そこでお尋ねするわけですが、特定健診の受診状況と特定保健指導の状況はどう

いうふうになっているのか、健診率を上げる対策はどうされているのか、お尋ねい

たします。 

 ２つ目に、定期的に通院しているかかりつけの医療機関での受診もぜひ奨励して

いただいて、受診費用の差額を助成してほしいというふうに思います。受診費用は

町の集団健診では心電図について２，５００円であります。しかし、医療機関では

単価の関係いろいろとあるわけですが、心電図なしで２，６００円、今年度はオプ

ション扱いということで別途１，５００円かかります。医療機関での健診は合計で

４，１００円にもなるということで、町の集団健診と比べ、医療機関が１，６００

円の差額となるわけです。受診率を上げるためには、かかりつけの医療機関、特に

血圧の薬とか定期的にお医者へかかっている方もいらっしゃるわけですが、そうい
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う方が特別な時間をとらなくても、かかりつけのところでついでにできるというよ

うなことも考えていく必要があるというふうに思います。そういう点で、受診、健

診の費用の差額分をぜひ助成して健診率を挙げていただきたいというふうに思いま

す。 

 ３つ目として、人間ドックを受けた人も特定健診を受診したというふうにカウン

トされるわけです。病気の早期発見や早期治療ができると、多くの人に受けていた

だく必要があると思います。２０年度の人間ドックの受診状況は、保健センターに

お聞きしたら２８８件ということでありました。これで人間ドックの補助は、町は

１泊の健診で１万５千円、日帰りで１万３千円であります。ちなみに上田市では１

泊の人間ドックで２万５千円、日帰りが１万３千円、同じく千曲市では、１泊で３

万円、日帰りで１万５千円という補助を出しております。近隣市並みにぜひ補助金

を引き上げて町民の健康維持ということのためにぜひそういう引き上げをお願いし

たいというふうに思います。 

 ハ．高齢者の医療費について 

 国民年金のみの受給しか受けていない高齢者の方は、受給額は平均４万６千円か

ら４万７千円だというふうに言われております。特に高齢になれば病気になる方も

出てくるわけですが、収入に対する医療費の占める割合が当然高くなってまいりま

す。１人当たりの医療費はどのようになっているのか、お尋ねいたします。 

 また県下での、どのぐらいの位置にあるのか、医療費の一部助成はぜひ考えてい

ってほしいというふうに思うわけですが、この点についてお尋ねいたします。 

 ニ．子供の医療費について 

 子育て支援の一環として医療費無料化を実施しておりますけれども、小学校就学

前までの自治体は県制度と同じ１２自治体であります。その他の自治体は県制度に

上乗せをして年齢の引き上げを行っております。中学卒業までの町村が３７ありま

す。長和町では対象年齢を１８歳まで引き上げているというふうに聞いております。

当町も対象年齢を小学校卒業まで引き上げられないか、お答え願いたいというふう

に思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

町長（中沢君） 大森議員のご質問にお答えしてまいります。 

 町民の健康を守るという立場から福祉に対する諸々の提案があったわけでござい

ますが、厳しい状況の中で、なかなか実現には難しい面が多々あるなと、こんな思
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いもしております。 

 私からは、主として子供の医療費についてお答え申し上げます。 

 子供の医療費につきましては、福祉医療制度の乳幼児医療費といたしまして、医

療費の自己負担分の助成を行い、福祉増進を図っているところでございます。乳幼

児医療費につきましても、平成１８年度より新たに所得制限を撤廃するとともに、

小学校就学前までの外来につきましても対象として拡大したところでもございます。

これらの制度は県の示した基準により２分の１の補助金をいただき、実施している

ところでございます。県は福祉医療制度を取り巻く状況の変化に鑑み、将来にわた

って持続可能な制度として県民福祉の向上に寄与するためにという観点からの対応

でございます。この１０月からは受給者負担金を３００円から５００円に引き上げ

るということでもございます。 

 当町といたしましては、受給者負担金の引き上げにつきましては、長野県福祉医

療費給付事業検討会、あるいはまた、時には町村会等でもいろいろ論議しておりま

す。将来にわたるというように考える中では、その線に沿って同様な引き上げを行

いたいと考えております。 

 しかし、少しでも負担を軽減したいということから、受給者の方に十分周知し、

協力をいただきながら、６カ月間据え置き、来年の４月診療分から実施していく予

定でございます。 

 乳幼児医療の対象年齢を新たに拡大しますと、子育ての大変な時期を経済的に支

援するということで、家庭への負担が軽減されると、親が安心して子供を育てられ

る環境につながるということは十分承知しております。しかし、費用につきまして

は、県が２分の１の支給対象にはならないということで、全額町が負担するという

ことになるわけでございます。 

 そうした中で、現状を考えるときに、将来にわたって持続可能な制度でなければ

困るなと、こんな思いもいたしております。子育ては社会全体のものだと。しかし、

そういう社会で育った子供は、さらにまた社会にも尽くしてもらうんだと、こうい

うことも大事だなと。国の子育て支援が、政権が変わりまして新たにいろいろと論

議されております。そういう内容も把握する必要があろうかなと。福祉施策全体を

見直すということも大事になっておりますが、将来につなげるという観点からも論

議して、小学生の医療費につきましては、何らかの対応を考えてまいりたいと、こ

んなふうに思う次第でございます。 
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福祉健康課長（中村さん） まず、イの２０年度の国保についてお答えいたします。 

 国保税の収入状況につきましては、前年度収入済額は３億９，４１０万５，５２４

円、徴収率は９２．７％となっております。 

 内訳といたしますと、医療給付費分２億７，５６８万８，６９２円、後期高齢

者医療制度への支援金分８，０４０万６，０７８円、介護保険制度への納付金分

３，８０１万７５４円となっております。 

 国保税の滞納状況につきましては、２０年度から２１年度への滞納繰越額は４２４

人分、５，１９１件で、現年度分３，０９９万１，２７６円、過年度分６，４４９

万７，８９８円の９，５４８万９，１７４円となっております。 

 内訳といたしますと、医療給付費分７，８９６万１，７０４円、後期高齢者医療

制度への支援金分５８７万６，８７２円、介護保険制度への納付金分１，０６５万

５９８円となっております。 

 保険税の未納がある世帯につきましては、特別な事情がないにもかかわらず、１

年間保険税の納入がない場合は、資格証明書の交付を行っております。２０年度末

において交付件数は２４件で、前年度と比べ、１件の減となっております。また資

格証明書発行対象世帯以外の保険税未納世帯につきましては、納税相談の機会の確

保を目的に、未納額や納入誓約の履行状況などに応じて、６カ月、３カ月、１カ月

と使用期限を区切った短期被保険者証を交付しており、２０年度末の短期被保険者

証の交付件数は１００件で、前年度と比べ、７件の増となっております。 

 高齢化社会の進展や医療の高度化により、医療費は今後も増加を続けることが考

えられますが、２０年度より始まりました特定健診、特定保健指導による疾病の重

症化の遺伝予防や健康づくりの推進を通じた医療費抑制への取り組みを行うととも

に、保険税は国などの補助金や医療機関で支払う一部負担金とともに国保を支える

大切な財源でございますので、制度の安定した運営のために加入者の皆様に税の公

平な負担をお願いするとともに、適正な徴収に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ロの健診についてでございます。 

 特定健診の受診状況と特定保健指導についてでございますが、平成２０年度の国

の医療制度改正によって生活習慣病の予防を推進するため、４０歳から７４歳を対

象とした特定健康診査として各医療保険者に健診を義務づけ、その結果についても

受診者に対し、保健指導を行う事業が始まり、今年で２年目になりました。 

 平成２０年度の受診状況を申し上げますと、国民健康保険加入者３，１２８人を
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対象に１，３４２人が受診され、受診率は４２．８％でございました。 

 受診者の内訳でございますが、医療機関等に委託して行う集団健診で受診された

方が９３３人、委託した医療機関等で個別健診を受けられた方が１９５人、人間ド

ックで受診された方が２１４人でございます。 

 本年度の受診状況でございますが、まだ事業期間中でございますが、５月に行っ

た集団健診での受診者は８５９人でございます。 

 受診結果につきましては、実施医療機関等から報告され、保健師、栄養士により

分析し、受診者を対象に報告会を行っており、延べ２２回実施し、約６２０人が参

加しております。報告会では、特に生活習慣のもとである腹囲や血圧等が基準値を

超えており、改善が必要な受診者に生活指導を行っております。この中で特に重大

疾患の疑い、長期にわたる改善が必要な受診者へは個別に保健指導も行っておりま

す。 

 次に、受診率を上げる対策でございます。 

 健診事業につきましては、毎年３月に特定健康診査、がん検診等申込書を各戸に

配布し、希望を取りまとめて実施しております。申込書の配布から回収まで保健補

導員さんにご協力をいただき、健康への関心を高めていただくために連携した取り

組みを行っております。受診率向上のために健診にあわせた広報、有線等でお知ら

せを行うとともに、特に集団健診では休日や夜間に受診日を設定し、多くの方に受

診していただくための対応をしているところでもございます。また健康で楽しく生

活できるための学習会、講習会等の開催を通し、自分の健康は自分でつくり、守る

ことの大切さへの取り組みの強化を図っているところでもございます。 

 かかりつけ医療機関での受診費用の差額を助成できないかということにつきまし

ては、健康づくりを推進する上で個別健診も重要であると考えております。特定健

診は集団健診と個別健診とで実施しており、それぞれの委託契約により検査費用の

設定をし、集団健診、個別健診それぞれ検査費用のおおむね３５％をご負担いただ

くようになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 人間ドックを受けやすくするために補助金を引き上げてはどうかということでご

ざいますが、受診者に対する補助金ですが、３時間は、ご質問にもありましたよう

に、１万３千円、１泊２日は１万５千円でございます。補助金を引き上げることに

つきましては、現在の財政状況の中では大変厳しいものと考えております。 

 次に、ハの高齢者の医療費についてということですが、１人当たりの医療費の推
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移はどうなっているか、県下での位置はどのあたりかについてお答えいたします。 

 高齢者医療費につきましては、高齢者が将来にわたって安心して医療が受けられ、

増大する医療費を安定的に賄うため、平成２０年４月に老人保健制度から後期高齢

者医療制度に移行したところでございます。高齢者医療費は年々増加しており、主

な原因は高齢者の増加、高齢者は疾病率が高く、受診頻度が高い、医療費の高度化

などが考えられるところでございます。 

 本町の高齢者の１人当たりの医療費につきましては、平成２０年度は老人保健及

び後期高齢者医療の合計となりますが、年間で７９万３，７０９円と、前年度に比

べて１万９，０２８円減少したものの県下での順位は７位と依然と高い順位で推移

しております。 

 次に、国民年金のみの高齢者は医療費が大きな負担である、医療費の一部助成は

考えられないかについてお答えいたします。 

 平成１３、１４年に大規模な医療制度改正が実施され、医療費の医療機関での窓

口一部負担１割の導入や段階的に対象年齢の引き上げ、自己負担限度額及び現年並

み所得者の窓口負担割合の見直しなどが実施されてきたところでございます。後期

高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者及び６５歳から７４歳までの一定の障害認

定を受けた方を対象とした高齢者のみの独立した医療保険制度となり、保険料にお

いても収入に応じ、公平に負担していただくという仕組みとなっております。 

 先ほども申し上げましたが、高齢者医療費は毎年増加している状況でございます。

それに伴い、町の後期高齢者医療給付費負担金につきましても２０年度に対し、

２１年度はまだ予算の段階でございますが、増加している状況にございます。医療

機関での窓口負担に対する一部助成は大変難しいと考えているところでございます。 

 収入の少ない方につきましては、保険料において４段階に軽減措置を設け、公平

性を確保する中で極力負担が少ない制度としておりますので、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

４番（大森君） 大分時間もちょっとなくなってまいりましたけれども、ひとつ子供

の医療費の無料化について、受給者負担金というのがあるわけで、これについては

一応６カ月据え置いてということで、そういう対応をされるということであるわけ

ですが、町長の最後のところで何らかの対応も考えなければというお話がありまし

たので、ぜひその方向で検討願いたいというふうに思います。 

 あといろいろな点についてご提案申し上げましたけれども、すべて補助金ねだり
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というふうに思われるようなところもあるわけですが、その回答をいただいたのは、

すべて今の財政状況ではだめだということで一蹴されたということであるわけです

けれども。 

 そういうわけでありますけれども、県内でも医療費をあまりかからないでやって

いる自治体があるということで、ご紹介したいと思うんですが、原村では７５歳以

上の医療費の無料化が始まったのは１９７１年、そして１９８１年には６５歳以上

に引き下げられたということであります。そして現在も続いております。そして

子供の無料化については１９７２年から１歳未満を対象に始まりました。そして

２００６年には中学卒業まで引き上げられております。そして原村の高齢者医療無

料化制度というのは医療費の窓口負担、これは１割から３割負担なんですが、これ

を助成しております。そして受診の翌月以降、役場へ申請すると口座へそのかかっ

た費用を振り込まれると。そして高齢者のほかに中学生以下、そして母子・父子家

庭、障害者、寡婦の方々も医療費を無料にしております。さらに村民の世帯主が高

額医療費の自己負担限度額を超えると自己負担分を原村が助成をしております。 

 原村のように医療費の無料化を望むわけでありますけれども、財政が許さないと

いうことであるわけですが、当面医療費の一部助成ということを今後も求めていき

たいというふうに思っております。 

 時間がありませんので、最後ですが、今日の経済情勢で町民の暮らしは大変なも

のがあります。個々個別の手当をすることも大事でありますけれども、社会保障や

社会福祉、医療など生活全般にわたった支援が求められているのではないでしょう

か。町長もおっしゃいましたが、耳を澄ませて聴く心を持つならば町民の声が聞こ

えるはずであります。 

 以上で一般質問を終わります。 

議長（春日君） 以上で通告のありました１０名の一般質問は終了いたしました。 

 ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後１２時１２分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 議案の審議に入る前に、総務課長より発言を求められております。これを許可し

ます。 

総務課長（宮下君） 貴重なお時間をいただきまして、まことに申し訳ありません。

資料の訂正をお願いするものでございます。 
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 決算書２９７ページ、平成２０年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の事

項別明細書でございます。 

 款１項１目２、２９７ページでございます。後ろの方から見ていただいた方が。

款１項１目２の普通徴収保険料の備考欄でございますが、徴収率９８．１７％の後

ろに８３０４００という数字が入っております。この数字を削除していただきたく

お願いをいたすものでございます。よろしくお願いいたします。 

議長（春日君） 説明のとおり訂正することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 次に、日程に掲げた議案につきましては、去る９月１日の会議において提案理由

の説明を終えております。 
 
 

◎日程第２「議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

議長（春日君） 決算案の提案理由並びに詳細説明は済んでおりますので、直ちに総

括質疑を行います。 

 質疑にあたっては、自己の委員会の所管に属する事項については、各委員会にお

いてお願いいたします。 

 また質疑に際しては、決算書のページ及び科目を示されて質疑されますようお願

いいたします。 

 まず歳入について総括質疑に入ります。 

６番（入日さん） １３ページの町税についてお伺いします。 

 款１の町税全体について、昨年より不納欠損額が８３６万円増えています。内訳

としては、町民税が１４９万円、固定資産税が５８１万９千円ほど増えています。

徴収率はプロジェクトチームの努力とか担当者の職員の努力によって徴収率は上が

っているんですが、不納欠損額が増えていると。おおむね５年を目途に困難なもの

は不納欠損にしているんですが、今やはり非常に経済が悪化している中、５年で一

律切ってしまっていいのかどうかという、非常に税の公平性からもぎりぎり本当に

これはだめなんだという見極めをどのようにしているのか、また増えた原因とか、

主な増えた内容などお知らせいただきたいと思います。 

収納対策推進幹（春日君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 
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 町税の不納欠損につきましては、地方税法に基づき不納欠損処理を行っておりま

す。議員さんおっしゃいましたように最長で５年間という部分があります。今回、

平成２０年度におきまして不納欠損処理をいたしましたものの主な内訳でございま

すが、住民税につきましては４２人、２０９件、全体で２５８万７，７５３円、そ

れから固定資産税につきましては１３人、２８２件、９０２万１，７００円、軽自

動車税につきましては９人、１７件、６万９，４００円、法人町民税につきまして

は、６社、１４件、９７万８，８００円というような状況になっております。 

 平成２０年度につきましては、個人の方で事業をやっておられた方が破綻をいた

しまして、その結果、財産等競売にかかりまして、それが長年競売が落ちなかった

わけでありましたが、昨年競売が成立したということで大きな案件が１件終了して

おります。ほかに相続人の方、財産相続放棄等されておりまして、ないということ

で、その方につきましては住民税につきましては５３万円、それから固定資産税に

つきましては４１３万円等大きな額を不納欠損処理をさせていただいております。 

 また、このほか５年というわけではございませんが、外国人の方で課税当時は坂

城に住んでおられたんですけれども、出国をされてしまって再入国の予定がないと

いう方等につきましては、年度内で執行停止をいたしまして不納欠損処理を行って

おります。主なものにつきましてはそんな状況になっております。 

６番（入日さん） 毎年同じような説明があるんですが、特に固定資産税が非常に増

えてきていると。非常に今、不況の中でアパートの空きが非常に今目立っていて、

これからもっと固定資産税の減収というか、そういうのが懸念されるわけですが、

その辺の対策というか、固定資産税についてどのように考えているのか、お伺いし

ます。 

総務課長（宮下君） ただいまご質問ありましたけれども、固定資産税の中でそうい

うアパート経営をされている方の部分につきましては、例えば建物があるから、そ

れにかかって税がかけられているわけなんです。そういうことで、資産という形の

中での課税でありますので、その方の収入が云々という形のものではありませんの

で、その分につきましては、そこまでの考慮は今の税の中では考えられないという

ことでありますので、よろしくお願いいたします。 

議長（春日君） ほかにございませんか。 

 これにて歳入の総括質疑を終結いたします。 

 次に、歳出の総括質疑に入ります。 
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６番（入日さん） ページ６０ページ、項５の人権同和推進費の中で、説明の中で

０８の報償費として講師等支払いで１０３万１，１００円ですか、その中で講師に

幾らかかっているのか、お伺いします。 

 それから１０７ページの都市計画総務費の中の備考欄の１５、工事請負費の中の

説明で、坂城駅前広場工事１，３５９万円のことで関連して伺いますが、駅の新し

い駐車場ができたときに、月極の駐車場はあるんですけれども、ほかの駅はほとん

ど時間で駐車できるというような駐車場も用意してあるんですが、月極じゃなくて、

ちょっとこの日、駅へとめていきたいわというときの駐車場が近辺にないんですよ

ね。せっかくふるさと歴史館とかそういうところの駐車場があるので、そういうの

が利用できないかどうか、あるいはＢ・Ｉプラザなどの駐車場が流用できないのか

どうか、もちろん別個に拡張できて、そういう土地があればいいんですが、駅周辺

にそういう土地もないし、お金をかけてまた新たに駐車場を増やすということも今

の坂城町の情勢の中では難しいと思うんですよ。それで、そういうことについてど

ういうふうに考えて、どういう取り組みを今後されるのか、ちょっとお伺いします。 

 それから１０９ページの４公園管理費の中の１３委託料の公園管理業務で１，１１４

万７千円あります。その中で、びんぐし公園の噴水広場ですが、もちろんあそこに

「噴水のところに入らないでください」と書いてあるんですが、真夏の暑いときな

んか私でもちょっと入りたいなと思うんですよね。足だけでもちょっと浸そうかな

と思うんですよ。子供なんか特に余計噴水があれば、あそこへ入って遊びたいと思

うだろうし、結構遊んでいる子供たちもいるんですが、なかなか温水プールはあっ

ても夏のプールが近隣にないと。「あそこでちょっと子供が遊ばせたいんだけど、あ

そこのところが汚くて入れません」というふうに言われたんです。もうちょっと公

園管理をしているんならきれいにならないのかと、そういう苦情があったので、そ

のことについてお伺いします。以上です。 

企画政策課長（片桐君） お答えいたします。 

 報償費につきましては、ひとつ人権を尊重し、豊かな福祉の心を育む町民会議の

講師謝礼がひとつあります。それと小集落改善事業にかかわる弁護士への報酬があ

りまして、この弁護士さんの報酬が大きいという額であります。 

建設課長（村田君） １０７ページの駅前広場の駐車場のご質問をいただきました。 

 多目的広場の件でございますが、あの区につきましては、公社の方で月極でお貸

しをしているということでございます。私どもの担当の関係につきましては、しな
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の鉄道の坂城駅に３台分、日々使う方の駐車場を用意してございます。これは有料

でございますが。 

 ご質問の趣旨わかるわけでございますが、その他の駐車場については、私の方か

らは必要だという認識は持っておりますが、答弁は控えさせていただきます。 

 それから１０９ページの公園管理のご質問をいただきました。 

 噴水広場でございますが、そういった意見、重々踏まえて、安全管理の面等もご

ざいますので、できればということはございますが、検討をさせていただくという

答弁にさせていただきますが、よろしくお願いします。 

６番（入日さん） 先ほどの隣保館の講師ですが、弁護士費用が入っているので高く

なったというので一応納得はしたんですが、どうしてこれを聞いたかというと、坂

城町のいろいろなイベントのときに講師を呼ぶんですが、非常に講師の謝礼が高い

のではないかと。もっと身近な人でもいろいろな適した講師がいるし、なるべく今

不況のときに、お金のないときに、お金をかけないような方向で講師を選定するん

じゃないかという声が町民から挙がりましたので、ちょっとそのことを確かめて聞

いてみたかったんです。今後の取り組みとしても幅広くいろいろな人材を探して、

なるべくお金のかからない内容の適した講師を選んでいただきたいと要望しておき

ます。 

 それから駅前広場の駐車場については３台確保してあるというのは知っているん

ですが、やはり３台ではなかなか少な過ぎると思うんです。今の経済状態では無理

だという答弁はもちろんわかるんですが、今後の方向として、ぜひそういうことも

考慮に入れた、また取り組みをしていただきたいと思います。これは要望です。以

上です。 

１番（田中君） それでは５３ページ、まず予算現額の欄の繰出費が４千万円、これ

は詳細説明は次のページにあるんですけれども、国庫の繰り出しですが、これはこ

の後の後期高齢者も介護保険も同じなんですが、これの不用額が３００円とか８００

円とかということで、金額の割に、あまり小さいんで、この辺の繰り出しの仕組み

をちょっと説明をお願いしたいと思います。 

 それから同じ５３ページ、細かいことですみません。右側の備考欄の０７賃金の

中に運転手さんが２万２，６８０円あって、次の５４ページにも老人福祉費にも賃

金の運転手さんがここに突然に２，４００円と出るんですけれども、ほかのところ

は作業員とか何とかとなるんですが、この運転手さんは、こんな少額の運転手さん
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が、どういうことなのか。それで必要なときにお願いできるのかどうか、ちょっと

説明をお願いします。 

 それから、そのページの下の方でございますが、社会福祉協議会の補助事業の中

で１９の負担金補助金の中の、まずひとつ、ヤングヒューマンネットワーク事業、

今、少子高齢化で、しかも未婚の人たちが増えていると、晩婚化が進んでいると。

この間ちょっとある資料を見ていたら、未婚者の４０代以上は半分が占めていると

いうような晩婚化も非常に年齢が高くなっているみたいなんですけれども、そこで

質問は、毎年８万円、お見合いの費用なんですけれども、こんな程度で効果が出る

のかどうか。やはり若い人たちに結婚してもらうために、もっと取り組みを考えな

くちゃいけないのかどうかということの視点の中で、決算ですから、成果・効果、

去年はたしか１組だったような気がするんですけれども、これでどのくらい実って

いるのかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、そこの福祉協議会の補助金が、去年予算のところでもちょっと聞いた

かと思うんですけれども、約半額近くの４２３万円減っているんですけれども、支

障はなかったのかどうか、それぞれ福祉事業を行う上において支障はなかったかど

うか、わかったら説明をお願いします。 

 それから、次の５５ページでございます。 

 さっきも申し上げました２８の繰出金の関係ですが、介護保険が１億３，４００

万円、それから次のページの真ん中ほどに後期高齢者が３千万円、１億６千万円ほ

どあって、不用額が８，８６５円ということなんですけれども、これも金額の割に

不用額が、繰り出しなんで、どういう仕組みで繰り出すのか、ちょっと金額の繰出

額を聞かせていただきたいと思います。 

 それから次は５８ページでございます。 

 ５８ページの３分の１ほど上の右側の備考欄、福祉医療給付事業の５，２３１万

７千円でございます。これはこっちの決算の説明の方を見ますと、１万２，９３３

件の１人当たり４万５，４３３円の給付になっているんですけれども、この額はど

ういうふうに決まるのか。それから満額なのかどうかということ、あるいは対象者

の数はどうなっているか、その辺をちょっと説明をお願いしたいと思います。 

 人数に応じてこの金額が変化するのかどうかということを教えてください。 

 それから７０ページ、７１ページでございます。 

 ８目の児童館運営費と９目の放課後児童健全育成費、今日もずっと出ていますよ
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うに不景気が１年近く続いて２０年度は後半が急激な不景気というようなことで、

都会なんかテレビで保育園の待機児童なんかニュース見ていますと、お母さんが、

いわゆるお父さんの収入が減ったので共稼ぎするようになったから預けたいんだけ

れども、預ける場所がないというんですけれども、ここらはちょっと私も聞いたと

ころ、お母さんが働いていたけれども、整理というか、解雇というか、そういうふ

うにされたので、いわゆる保育園児なんかをうちへ引き取ったなんていう、都会と

は逆の動きかなと思っていたんですけれども、その辺を踏まえて入所状況と、それ

から待機児童なんかがどうなっているのか、そういう傾向、そういうようなことを

ちょっとこの不景気にあわせて子供たちが放課後健全に過ごせているのかどうかと

いう面からちょっと状況を聞かせてください。 

 それから１３６ページ、１３７ページなんですが、１３６ページの第２センター

の上の欄の６目でございます。文化センター管理費の中で、一番最後の文化センタ

ー第２駐車場整備事業ということで、これは今までコンビニさんなんかに迷惑をか

けていたのが非常にタイムリーにつくっていただいて大きな催しができるようにな

ったんですが、ここで上にある第１駐車場と図書館の駐車場と、ちょうど真ん中に

あるので、その辺の利用状況、利用がお互いに図書館なんか一杯になるかどうか知

らないけれども、この間４～５日前にあの横を通ったら第２駐車場はかなり、９割

方駐車していましたけれども、そういう文化センター第１駐車場と第２駐車場、そ

れから図書館の駐車場、その辺のお互いにあの近くですので、しかも第２駐車場は

真ん中なので、利用ができるような、そういう案内なんかをどう取り組んでいるか、

もしあったら聞かせてください。 

 それから右側にいきまして、８目の一番最後、青少年の関係、１９の補助金交付

金でございますけれども、青少年を育む町民会議、補助金２００万円ということで、

少子化というのが進んでいる中で青少年が少なくなっている中で、私はもっと前の

方の子供たちの方へお金をかけるべきだと思うんだけれども、青少年町民会議の

２００万円、これは今まであまり変わっていないと思うんですけれども、これは今

どんなような働きをしているのか、ちょっと説明をして、できたら、いずれも効果

的な面で、どういう効果的な傾向が見られるかがわかったら教えていただきたいと

思います。以上です。 

福祉健康課長（中村さん） まず繰出金について申し上げます。 

 国民健康保険の繰出金ですが、不用額が３０３円ということなんですけれども、



 －２１１－

これは繰出金の基準が決まっておりまして、国保の場合、国民健康保険基盤安定繰

出金の保険者の保険税の軽減分でございます。それから同じく保険者の支援費分と

いうことと、それから出産育児一時金の繰出金、それから国保財政安定化支援事業

繰出金、事務費繰出金ということで、町の負担分が決まっておりまして、予算に対

して支出額も決まってきますので、不用額も少なくてということでございます。 

 それから介護の繰出金、介護特別会計への繰出金につきましても同じように軽減

分の関係の、介護保険の町の負担分と、今のは軽減分ではなくて介護保険の町の負

担分と、それから事務費の関係、それと包括的支援事業の町の負担金分、それから

介護予防事業の町の負担分、率が決まっておりまして、金額が決まりますので、不

用額として残るのは少ないわけでございます。後期高齢者の医療特別会計につきま

しても、同じように保険基盤安定繰出金と一般の事務費の繰出金ということで、同

じように割合が決まっておりまして、支出をしているものでございます。 

 それから運転手の賃金ですが、これはマイクロバスの運転をお願いしたというこ

とでお願いしています。２万２，６８０円の方につきましては、研修会のマイクロ

バスをお願いしたものでございます。 

 ５４ページの方の運転手のバスですが、これは２時間だけお願いしたというもの

でございます。 

 それからヤングヒューマンネットワーク事業につきましては、これは結婚相談所

の登録者数が３９人ということで、現在やっております。 

 現在の状況ですが、相談登録者のうち交際中の方が今お１人だそうです。それか

ら昨年から交際して今年ご結婚される予定の方が１人いらっしゃるそうです。相談

所の開設に伴う補助金ということですが、あとそのほかに千曲市の社協の結婚相談

所と合同でイベントを行っております。昨年につきましては、イブニングパーティ

ーとかスキルアップ講座とか、それからクリスマスパーティー、ランチパーティー

とかということでやっておりまして、今年度２１年度につきましては、新たに上田

市の社協とも合同で行うような計画を立てているそうでございます。 

 それから社協の補助金の関係でございますけれども、毎年補助金が減額はしてお

りますけれども、社協の方では運営がきちんとできている状況でございます。 

 それから福祉医療費の関係ですが、福祉医療費につきましては、身体障害者の医

療費の補助ということで、重度障害者の福祉医療費ということで、自己負担を払っ

た分の一部、今レセプト１枚３００円の自己負担分をいただきまして、その残りの
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分をお返ししているというものでございます。ですので、件数によって金額、１人

幾らというものではございません。 

教育次長（塚田君） お答えを申し上げていきたいと思います。 

 まず７０ページから７１ページの児童館運営費、それから放課後児童健全育成事

業のご質問で入所状況等でありますけれども、児童館運営費につきましては、児童

生徒、放課後健全に過ごせる遊び場の場として提供し、指導を実施しているという

ことで、これにつきましては、３年生以上１８歳未満のお子様を対象にお預かりし

ているということで、実際には６年生までの方が来ているという状況です。 

 年間の利用者数ですが、お手元の２０年度の実績の資料の中には、最多時、南条

４名、坂城１５名、村上１８名というふうにありますが、延べでいきますと、南条

児童館が１１０名、坂城児童館が９８４名、村上児童館が１３６名というような状

況で利用されております。 

 それから放課後児童健全育成事業につきましては、保護者が仕事等により昼間家

にいない児童を対象におおむね１年生から３年生、放課後の適切な遊びの場所とし

て提供しているということでありまして、開館日数が２５０日、これは家庭の状況

により、一応登録をさせていただいているんですが、お手元の資料のとおりの人数

でございます。 

 ただ、年間の利用者数にいたしますと、南条では８，３１０名、坂城では１万

２，８４５名、村上では９，７６４名と、１日当たり３０名から５０名というよう

な多くの人数が来ております。 

 それから仕事の状況等、今の社会情勢の中でどうかということですが、やはり仕

事を離職された方もいるわけですが、やはり仕事を探したりという状況がほとんど

でございますので、そういう方についてはお預かりをしているという状況になって

おります。 

 それから１３６ページ、駐車場、文化センターの第２駐車場を整備、昨年させて

いただいたわけですけれども、駐車場の利用につきましては、図書館、それから文

化センター周辺には第１、第２、第３ということで、夢の湯の上にも駐車場を止め

るような形で、舗装はされておりませんが、あります。その北側に第２駐車場を整

備したわけですが、やはり今までの文化センターの駐車場の利用状況を考慮します

と、やはり講演会とか運動会、文化祭とかスポーツ大会、そういった主要な事業の

ときにはやはり道路まであふれてしまうと。場合によっては警察の方から連絡もい



 －２１３－

ただくようなこともありましたので、駐車場を整備していただいたということであ

ります。 

 それから主要な事業をやるときにはパンフレット等に図書館なり第１から第３ま

での駐車場の配置、あるいはそれで足りない場合にはお休みのときは近くの会社の

駐車場もお借りするなどして行ってきておるんですが、それらの駐車場の位置を示

したパンフレット等を配置して共通的に利用できるような状況をとっているという

のが今の現実であります。有効利用に向けて使っているということです。 

 それから１３７ページの青少年を育む町民会議補助金２００万円ということです

が、町には青少年を育む町民会議という組織がございます。この組織はいろいろな

関係団体を組織しまして、町の青少年の健全育成を図っていくということを目的に

活動をしている組織でありまして、一応教養部、環境部、育成部という３部会から

成っておりまして、各学校関係とか、それから警察関係とか、あと民生委員だとか、

育成会だとか、いろいろな町の団体の方が組織をされて、その中で町民会議という

ものをつくっております。 

 ２００万円の状況ですけれども、育成会の地域の育成会２７区あるわけですが、

その助成金として一部３分の１ぐらいお出ししております。それから、ご存じかと

思うんですが、一番大きな大会でウォークラリー大会、毎年各地域を回ってやって

いるんですが、ウォークラリー大会の参加費等に使われております。 

 それから最近では通学合宿、上平、それから南日名等始まりましたが、それらに

対する補助、それからあとは地域の自然環境伝統文化の継承といったことで、やは

り子供たちに坂城の自然、歴史、そういうものをやはり小さいときから学んでいっ

ていただきたいということで、そういう事業をした区等に対しましては、補助金を

おあげをして地域子供たちの地元に対する関心を深めていっていただきたいと、そ

んなような形の中で、いろいろな形に使われております。２００万円は、このとこ

ろへだけ使われているのではなくて、そういった各種事業に振り分けられて使われ

ていると、そんなような状況になっております。以上です。 

１番（田中君） わかりました。ちょっと今、教育次長に、最後の。私も町民会議、

１回、文化センターでやるあれがメインかなと思って、あれに２００万円も使うの

かなと思っていたんですけれども、今、各地域の育成会なんかにも助成したり、一

番関心を持っているのは、通学合宿、上平とかなんか、入横尾とか一部でやってい

るんですけれども、こういうのはほかからの要望というのがあって断ったような、
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そういうのもあるんですか。それともこれは全町的に、今どうしても子供たちが個

になって、あるいは横のつながりはできても縦、上下ができないというような、地

域の連帯なりを育む上において問題が指摘されているんですけれども、ああいう１

晩、２晩、みんなで枕を並べて地域の子供たちが寝るという、非常におもしろい、

いい事業だと思うんで、ああいうものをどんどんやるべきだと思うんですけれども、

そういうのは去年の場合２００万円で助成しているんですけれども、助成の割合な

り、あるいは応募というか、希望した地域に全部応えたのかどうかだけ、ちょっと

聞かせてください。 

教育次長（塚田君） お答えをいたします。 

 今、議員さんが言われましたように、やはり今の子供たちの上下関係とか横との

つながり、やはり昔の子供たちが連なって飛んで歩いていたという、そういう時代

というものが今なくなってきているという中で、こういう通学合宿、最低でも２泊

３日という形の中で行おうとしておるんですが、ほかの地域の状況を聞きますと、

長いところでは１週間やっているようなところもあります。 

 坂城町におきましても、１８年度から実際に事業を取り入れて行ってきておりま

して、一番最初におきました上平地区の育成会で取り組んでいただきました。一昨

年からは南日名区でも取り組んでいただいておるわけですが、育成部会の折に、こ

ういう事業があるんだよということをお話を申し上げて、ぜひ取り組める区は積極

的に取り組んでくれということでお話を申し上げております。 

 補助金については、一応２泊３日ということで、上限４万円の補助を、先ほどの

補助金の中で予定しております。実施するすべての区に対しては全額補助していく

予定ですけれども、ただ、実施するにあたっては子供たちがすべて御飯の用意から

買い物から勉強からすべてやるというようなことで、やはり条件的なものがある程

度必要になってきます。やはり２日もお風呂に入らないというわけにはいきません

し、そういうことを考えると、ある程度の条件がそろっているところというような

ことで、現在においては上平と南日名２区について実施されているのが現状です。

ただ、やってみたいなという区があるんですが、すみません、それから入横尾でも

１回行われた経過があるんですが、やってみたいという区があるんですけれども、

やはりそういった条件がそろわないと、なかなか二の足を踏んでしまうというよう

なことで、現状はそのような状況になっております。以上です。 

議長（春日君） ほかにございますか。 
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 ないようでありますので、次に進みます。 

 これにて歳出の総括質疑を終結いたします。 

 本案につきましては、歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費のうち項１総務管

理費中目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住

民基本台帳費を除く総務費、款３民生費のうち項１社会福祉費中目５人権同和推進

費、目６隣保館運営費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中目１０合併処理浄化槽

設置費、款５労働費、款６農林水産業費、款７商工費、款８土木費、款９消防費の

うち項１消防費中目４水防費、款１１災害復旧費、款１２公債費、款１４予備費の

各事項を総務産業常任委員会に、歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中目１１

防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費、

款３民生費のうち項１社会福祉費中目５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く

民生費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛

生費、款９消防費のうち項１消防費中目４水防費を除く消防費、款１０教育費の各

事項を社会文教常任委員会にそれぞれ審査を付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 日程第３「議案第３８号」から日程第１０「議案第４５号」までの８議案、各特

別会計決算案につきましては、担当課長からの詳細説明は省略いたしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって担当課長からの詳細説明は省略することに決定いたしました。 
 
 

◎日程第３「議案第３８号 平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決

算の認定について」 

 「質疑なく、総務産業常任委員会付託」 
 
 

◎日程第４「議案第３９号 平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について」 

議長（春日君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

１１番（円尾さん） 国民健康保険特別会計についてお尋ねします。 
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 まず、中身的には、これは監査委員さんの意見審査意見書の方を見ていただくと

わかりやすいかと思います。１７ページです。 

 その中で実績報告書の方にもありましたけれども、１９年度と２０年度は後期高

齢者医療制度という形で入りましたので、自ずと被保険者の数が変わってきてい

るんですけれども、２０年度については、実績報告書の方で出されていまして、

１，６００人から減ったということが書かれていますが、１９年度の世帯数と加入

者の数がわかりましたら知らせていただきたいと思います。 

 それから不納欠損についてですけれども、これが町民税なんかとリンクしてくる

とは思うんですけれども、実際に２０年度は非常に多くなっているわけですけれど

も、その中身について説明いただきたいと思います。 

福祉健康課長（中村さん） 国民健康保険の加入者の推移ということで、１９年度末

の世帯数が３，１６４世帯、被保者数が６，０４３人でございます。 

収納対策推進幹（春日君） 国民健康保険の不納欠損につきまして、件数でございま

すが、９件、２５７人、合計で３６２万４，０４４円ということになっております。 

 主な内訳でございますが、先ほども一般会計の方でご説明いたしましたが、お１

人事業をやっておられる方が経営破綻されたということで、その方の１件だけで

１５５万円不納欠損処理をさせていただいております。以上です。 

１１番（円尾さん） それぞれ今答弁いただいたわけですけれども、この中で、そう

すると、現年課税分で収入未済額が１２．６％減ったという形でしたけれども、現

実には７３４世帯、１，６８５人という方が保険者ではなくなっているので、実際

には未収額が増えたというふうに判断できるんじゃないかと思うんですけれども、

その辺はどういうふうになっていますでしょうか。 

 それから、今もうひとつの点で、多分滞納繰越の中には新しい後期高齢者医療制

度の方へ移行した人の分も入っているんだろうと思うんです。どのくらい入ってい

るのかはちょっとよくわかりませんけれども、それらに対する対応はどのようにさ

れているのか。 

 それからもう１点は、先ほど不納欠損で１人の方が財産をなくしてというお話が

ありました。不納欠損されてしまって課税対象にならなくなると、国保の被保険者

として対応していくのかどうか、それはできるのかどうか、その辺について確かめ

ておきたいと思います。 

収納対策推進幹（春日君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 
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 被保険者数、後期高齢者医療が始まったということで、確かに被保険者数が減り

ました。その方が一部、新聞報道でございますが、７５歳以上の方につきましては、

比較的、安定的に収納が確保されていたということであります。町の状況も見ます

れば、単純に比較はできませんけれども、大分国保につきましては収納率が現年、

過年とも落ちているのが現状でございます。 

 それから不納欠損をされた方について保険証の交付がされるかというご質問でご

ざいますが、この方につきましては、もうお亡くなりになっておられる方で、お１

人の世帯ということで、現在は国保には加入されておりません。 

１１番（円尾さん） 今の滞納繰越分の中に、制度が変わって後期高齢者の方へ行か

れた人も繰越分の中にあるんだろうと。それに対してはどうするんでしょうかとい

うことがひとつあります。 

 それで忘れていましたので、もう１点お聞きしたいんですけれども、現年度課税

で収入未済額になった方、この年からなったと、新しくなったという人がどれぐら

いいたのか、おわかりでしょうか。やはり新しい人を出していかないということが

滞納を少なくするためのひとつのあれですので、その辺わかったら教えてください。 

 さっきの滞納繰越の分で、お亡くなりになっているからという話で、今回の場合

はそういうことがないんですけれども、例えば、そういう形でまだ現存していらし

てという言い方がいいかどうかわかりませんけれども、財産がなくて、破産されち

ゃったんだけれども、そういう法的な措置があったんだけれども、じゃあ、その人

も国保の加入者であると認めるのかどうか、その辺が法律的にどうなっていますで

しょうかということをお尋ねしたいんです。お願いします。 

収納対策推進幹（春日君） ただいまのご質問ですが、後期高齢者に移行された滞納

者の方につきましては、基本的には、国民健康保険につきましては、世帯単位で課

税ということになっております。世帯主の方に課税をさせていただいております。

後期高齢者の方に移られたということで世帯が全部国保から抜けてしまう場合は別

ですが、通常は世帯主の方ということで、お残りになっている世帯主の方が引き続

き納付をしていただくような感じになります。 

 それから新しく新規に国民健康保険の滞納になった方ということでございますが、

約２７世帯ということでございます。以上です。 

福祉健康課長（中村さん） 国保の資格の関係ですが、滞納処分にあったとしても資

格はそれでなくなるというものではありませんので、資格はそのまま国保の、社会
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保険に入ったり、転出をされたり、お亡くなりになったりということでなければ資

格はそのままです。 

 それから後期高齢者の医療制度の方にその方が移ったとしても、国保のときに滞

納分があれば、そのままその分も滞納ということで納めていただくということにな

ります。よろしくお願いいたします。 

１番（田中君） こっちの方の主要施策の実績の１１５ページに国保の特別会計の説

明があるんですけれども、ちょっとひとつお伺いしたいことは、２行目にあるんで

すけれども、加入率が２６．９％という、町民全体の４分の１しか入っていない保

険なんですね。これはほかの市町村もこういう、どんどん減っていくんですか。そ

れとも坂城町は特に異常か、わかれば教えていただきたいんですが、そういう中で

中ほどにあるんですけれども、昨年から後期高齢者という形で７５歳以上の医療費

をたくさん使うような人たちが外れているわけですよね。だったら収益がもっと改

善していいような気がするんですけれども。いわゆる高額医療を使う人たちが抜け

て、残った人たちは比較的まだ若い中高齢というか、元気な人たちじゃないかと思

うんですけれども、そういう面では差引残高が２，３００万円の黒字ということは、

少ないような気がするんですけれども、その辺はどうなんですかね。何かわかれば

ちょっと説明をしていただきたいなと思います。 

福祉健康課長（中村さん） 国保の加入率につきましては、２０年度から後期高齢者

に、７５歳以上の方が抜けましたので、１９年度末で老人保健の対象になっていた

方が１，６５０人いらっしゃいます。その方が抜けられていますので、加入率が低

くなっているということもあります。他町村の状況は、今手元にございませんので、

よろしくお願いします。 

 それから医療費が後期高齢者へ移って医療費が少なくなったということはなって

おります。しかし、その人たちも国保税を納めていただいております。その分が一

定の収納率もよい方たちがいなくなって後期高齢の方へ移っていきますので、収入

の方もその分が減ってきているという状況になりますので、一概に収入から差し引

きの残が残るということにはならないということだと思いますが。 

議長（春日君） 審議の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたしま

す。 

（休憩 午後２時２９分～再開 午後２時４０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 
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 引き続き、総括質疑を行います。 

（進行の声あり） 

議長（春日君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 
 
 

◎日程第５「議案第４０号 平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」 

 「質疑なく、総務産業常任委員会付託」 
 
 

◎日程第６「議案第４１号 平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

 「質疑なく、社会文教常任委員会付託」 
 
 

◎日程第７「議案第４２号 平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

 「質疑なく、総務産業常任委員会付託」 
 
 

◎日程第８「議案第４３号 平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 

 「質疑なく、総務産業常任委員会付託」 
 
 

◎日程第９「議案第４４号 平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

議長（春日君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

１番（田中君） ２６５ページの保険料の関係でございますけれども、収入未済額が

４９４万９千円ということなんですけれども、済額の１億８，６００万円に比べて、

これは比較的未済が少ないと思うんですけれども、ちょっとお聞きしたい点は、こ

のうち特別徴収と普通徴収では差があるのかどうか、その辺はちょっとわかったら

教えていただきたいと思います。 

収納対策推進幹（春日君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 
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 介護保険につきましては、年金から特別徴収を実施している方が大部分でござい

ます。納税義務者数、特徴されている方は４，１４０人ということで、調定額１億

７，１０６万５，７００円、収入済額も同額で、１億７，１０６万５，７００円と

いうことで、特別徴収につきましては１００％納入になっております。以上です。 

議長（春日君） ほかにございますか。 

（進行の声あり） 

議長（春日君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 本件については、社会文教常任委員会に審査を付託いたします。 
 
 

◎日程第１０「議案第４５号 平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

 「質疑なく、社会文教常任委員会付託」 
 
 

議長（春日君） ただいま各常任委員会に審査を付託いたしました日程第２「議案第

３７号」から日程第１０「議案第４５号」までの９件については、次回の会議にお

いて審査結果の報告をお願いいたします。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１１日から９月１６日までの６日間は委員会審査等のため休会といたしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日１１日から９月１６日までの６日間は委員会審査等のため休会とす

ることに決定いたしました。 

 次回は９月１７日、午前１０時から会議を開き、決算案の委員長報告、補正予算

案等の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後２時４７分） 
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９月１７日本会議再開（第５日目） 
 

１．出 席 議 員   １４名 

１番議員  田 中 邦 義 君  ８番議員  林   春 江 君 

２ 〃  中 嶋   登 君  ９ 〃  宮 島 祐 夫 君 

３ 〃  塚 田   忠 君  10 〃  池 田 博 武 君 

４ 〃  大 森 茂 彦 君  11 〃  円 尾 美津子 君 

５ 〃  山 城 賢 一 君  12 〃  柳 沢 昌 雄 君 

６ 〃  入 日 時 子 君  13 〃  柳 澤   澄 君 

７ 〃  安 島 ふみ子 君  14 〃  春 日   武 君 

２．欠 席 議 員   なし 

３．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

町 長  中 沢   一 君 

副 町 長  栁 澤   哲 君 

教 育 長  長谷川   臣 君 

会 計 管 理 者  中 村 忠比古 君 

総 務 課 長  宮 下 和 久 君 

企 画 政 策 課 長  片 桐   有 君 

まちづくり推進室長  塚 田 陽 一 君 

住 民 環 境 課 長  塩 澤 健 一 君 

福 祉 健 康 課 長  中 村 清 子 君 

子 育 て 推 進 室 長  中 沢 恵 三 君 

産 業 振 興 課 長  宮 﨑 義 也 君 

建 設 課 長  村 田 茂 康 君 

教 育 次 長  塚 田 好 一 君 

収 納 対 策 推 進 幹  春 日 英 次 君 

総 務 課 長 補 佐  

総 務 係 長  
青 木 知 之 君 

総 務 課 長 補 佐  

財 政 係 長  
柳 澤   博 君 

企画政策課長補佐  

企 画 調 整 係 長  
山 崎 金 一 君 

代 表 監 査 委 員  三 井 幸 雄 君 

４．職務のため出席した者 

議 会 事 務 局 長  吾 妻 忠 明 君 

議 会 書 記  金 丸 惠 子 君 

５．開   議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 請願・陳情について 

第 ２ 議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 ３ 議案第３８号 平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第 ４ 議案第３９号 平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

第 ５ 議案第４０号 平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第４１号 平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第 ７ 議案第４２号 平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

第 ８ 議案第４３号 平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

第 ９ 議案第４４号 平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

第１０ 議案第４５号 平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

第１１ 議案第４６号 坂城町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議案第４７号 坂城町営住宅等管理条例の一部を改正する条例について 

第１３ 議案第４８号 平成２１年度坂城町一般会計補正予算（第４号）につい

て 

第１４ 議案第４９号 平成２１年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第

１号）について 

第１５ 議案第５０号 平成２１年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

第１６ 議案第５１号 平成２１年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）について 

第１７ 議案第５２号 平成２１年度坂城町老人保健特別会計補正予算（第１号）
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について 

第１８ 議案第５３号 平成２１年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について 

第１９ 議案第５４号 平成２１年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について 

第２０ 議案第５５号 平成２１年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 

追加第 １ 発委第５号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期

に求める意見書について 

追加第 ２ 発委第６号 高齢者の肺炎球菌予防接種への公費助成等に関する意

見書について 

追加第 ３ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（春日君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
 
 

◎日程第１「請願・陳情について」 

議長（春日君） 社会文教常任委員会に審査を付託いたしました請願及び陳情につい

て、委員長から審査結果の報告がなされております。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 「請願第２号 子どもの医療費無料化制度の対象年齢引き上げを求めることにつ

いて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第３号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早急に求めるこ

とについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第４号 ヒブワクチンの早期定期予防接種化等を求めることについて」 
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 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

 「陳情第５号 肺炎球菌ワクチンへの公費助成等に関することについて」 

 「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 
 
 

議長（春日君） 日程第２「議案第３７号」から日程第１０「議案第４５号」までの

平成２０年度一般会計及び各特別会計決算承認案については、去る９月１０日の会

議において、各常任委員会に審査を付託した案件であります。 

 その審査結果について委員長から報告がなされております。 

◎日程第２「議案第３７号 平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

議長（春日君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（安島さん） 総務産業常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月１０日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を付託されました

議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち、歳入及び歳出

の款１議会費、款２総務費のうち項１総務管理費中目１１防犯対策費、目１２交通

安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費を除く総務費、款３民生

費のうち項１社会福祉費中目５人権同和推進費、目６隣保館運営費、款４衛生費の

うち項１保健衛生費中目１０合併処理浄化槽設置費、款５労働費、款６農林水産業

費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のうち項１消防費中目４水防費、款１１

災害復旧費、款１２公債費、款１４予備費の各事項について、９月１１日、１４日

の２日間にわたり委員全員の出席のもと委員会を開き、審査にあたっては町長、副

町長の出席を得て、説明員として総務課長、会計管理者、企画政策課長、産業振興

課長、建設課長、隣保館長、議会事務局長及び各担当係長等の出席を求めて、所管

による関係資料を得る中で、慎重かつ詳細に審査を実施いたしました。 

 以下、委員会において審査された概要についてご報告申し上げます。 

 （総務課） 

 〈歳入〉 

○ 町税の未済の主な原因は。 

△ 全般には急激な経済状況の変化により収入等が減少したことによると思われる。

特に個人町民税は前年所得課税のため、退職され、収入がなく、納められないと

いうケースや特別徴収から普通徴収に切り替わり、１回当たりの納付額が大きく
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なったことも一因と考えられる。法人町民税については、業績悪化で未納が１３

社ある。固定資産税は無収入でも資産を有していることにより納税義務が発生す

るため未納となる場合が多い。 

○ 個人町民税の滞納者数と前年度比較は。 

△ 人数で３３９人、１９年度は３４９人で、若干減少傾向。徴収率では法人町民

税以外は前年対比プラスとなっている。 

○ 徴収率改善の要因は。 

△ 収納推進対策会議の中で、今回初めて滞納整理実施計画を作成し、その中で収

納率の数値目標を立て、取り組んだ結果ではないかと思われる。 

○ 法人税で前年度滞納分は２０年度でどのくらい回収できたのか。 

△ 滞納繰越分の歳入額は６４万５，６００円である。 

○ 固定資産税の不納欠損が大きく増えている。内容と対応は。 

△ 全体で９０２万１，７００円、１３名、２８２件、競売にかかった場合や破産

の宣告を受けた場合で差し押さえする財産等がないものについては不納欠損処理

をしている。１３名のうち３名分で、約６００万円となり、大半を占めている。 

○ ２０年度差し押さえの実績は。 

△ １１件、滞納分総額で約４，１５０万円である。 

○ 町税等の未収金が特別会計も含めると３億９千万円を超えてしまう。払えるの

に払わないなど悪質なケースの見極めとその対応は。 

△ ２０年度から県との連携という形で協定を結び、滞納整理に取り組んでいる。

法的な措置の部分にかかわるノウハウを学んだ。今後、納税の公平さを確保する

ためにも、そういった対応等が必要と考えられる。 

○ 民生費負担金の収入未済額の内訳は。 

△ 保育料等の滞納で、現年分は１６名、１７６万円である。 

 〈歳出〉 

○ 税償還金については年度途中で補正したが、不用額が約７５万円ある。なぜか。 

△ 税源移譲により所得税と住民税の配分が変わり、１９年の所得が減って所得税

の軽減を受けることができない方の減額措置を行うものであったが、法人等の還

付金が予測できない部分が不用額となった。 

○ 仕事における携帯電話の使用について、個人負担ではなく、公用の携帯電話で

対応すべきではないか。 
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△ 現在、町長秘書と消防主任についての緊急時の対応もあり、公用の携帯電話を

所持している。事業課など現場に出ることの多い課については、公用の携帯電話

の所持が望ましいが、財政事情などにより職員の個人携帯電話に頼っている状況

である。今後対策等を考えていきたい。 

○ 長期債元金、補償金免除繰上償還の金額は。 

△ １，６６３万１，８９８円である。 

 （会計室） 

○ 八十二銀行派出手数料１０５万円について、算出の根拠は。 

△ １人分の人件費の２分の１、実際の４分の１の額を１７年度後半から支払って

いる。現在の２倍の金額を要求されている。 

 （企画政策課） 

○ 道路事業に伴い、昔の道が残っている箇所が見受けられるが、どのような管理

をしているのか。 

△ 今後町で利用する予定がない場合、周辺の方から買い取りの申し出があれば相

談に応じる。昨年も１カ所、２筆、６６０万円ほどで売却をした。 

○ 温泉管理事業、びんぐし湯さん館施設基金について、当初は２，０２９万３千

円の予算に対し、３７０万円ほどの決算となっていて、かなり減っているが、そ

の理由は。 

△ 振興公社納付金と基金利子を積み立てるものが入館者の減少及び原油価格の上

昇等による経営状況の悪化に伴い、町と振興公社との協定の中で減免できる規定

となっており、減額したものである。 

○ 原油高騰など販売管理一般経費が増えることは予測できたと思うが、予算を２

千万円と計上した理由は。 

△ ２千万円というのは、それを目標に経営していくという方針によるもので、当

初予算に計上したが、原油価格の上昇や景気の悪化に伴い、減額した。 

○ その目標に向けての取り組みは。 

△ 企業への個別訪問、区会などでの利用に向けての営業活動を積極的に行った。 

○ １回券での利用者を増やすための検討は行っているのか。 

△ 老人会、区及び企業などへの優待セットをメニューに加え、営業努力を行って

いる。 

○ 振興公社の経営は赤字なのに６６万円の配当が町にある。これは町の財政にも



 －２２７－

影響することだが、問題ないのか。 

△ 配当金については、公社の前年度決算により決まる。２０年度の配当金は公社

の１９年度決算に基づくものである。 

○ 厳しい経営状況ということで納付金を下げているのであれば、配当金も下げて

もよいのではないか。 

△ 振興公社の２０年度の経営は非常に厳しい状況であったため、今年度の配当は

３分の１とした。 

○ 温泉施設改修工事５３４万２千円の内訳は。 

△ 外湯及び玄関アプローチの目隠し工事２５２万６千円、花壇改修工事１７８万

５千円、畳の表替え９９万７千円の３工事である。 

○ 地域づくり活動支援事業について、その審査内容と事業効果はどうか。 

△ 長野大学の安井教授を委員長とする７名から成る選考委員により審査を行って

いる。申請者から事業説明を受け、それに対する選考委員からの質問を行ってい

る。選考会後、別室で採点表の集計を行い、申請額が予算の範囲を超えている場

合は点数により補助率を決定して交付している。 

○ ２～３時間で終わってしまうようなイベント的な事業ではなく、地域の活性化

につながっていくような事業に支援をしていくことが重要だと考えるが、どうか。 

△ 若干イベント的な事業も見受けられるが、今まで申請のなかった区からの申請

もあり、新たな可能性も出てきている。 

○ 補助額が事業により違うが、点数１点につき幾らといった基準があるのか。ま

た事業費は金額どおり支出されているのか。 

△ 選考会の点数の順位により、１位は申請額の９５％、２位は９０％というよう

に補助率をつけている。地域コミュニティの活性化が重要と考えており、３００

万円の予算を上限額の３０万円で配分してしまうと１０件しか採択できないため、

多くの区で地域の活性化につなげてもらうため、予算の範囲内で補助額に差をつ

けている。 

○ バラ公園の野草園整備事業の原材料費の内訳は。 

△ 丸太３２０本、３０万円ほど。ほかにチップ９万５千円、そのほかシートなど

５４万２千円である。 

○ 国際交流事業について、国際交流協会の外国人会員数と、その事業内容は。 

△ 個人会員１３３名のうち外国人会員は日本に帰化された方も含めて５名ほどで
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ある。事業としては、坂城どんどん、国際連参加、韓国陶芸家との交流事業、マ

レットゴルフ大会である。 

○ 広報広聴一般経費と電算一般経費でそれぞれパソコンの購入を行っているが、

別々に手続をしているのか。また町内業者より購入しているのか。 

△ 情報系のインターネット用の端末と基幹系の税業務等を行う端末と用途は別に

なっており、機能も若干違っている。入札の結果、町内業者より購入している。 

○ 町内の自治区における区会議員の女性の登用状況は。 

△ ２０年１０月調査で７区１３名、２１年８月調査で、１３区２９名となった。 

○ 部落解放同盟補助金を２４０万円と減額しているが、今後の方針は。 

△ 法の廃止に伴い、一般事業となったことから、年々減額をしている。 

○ この補助金の使途と主な事業内容は。また、その効果は。 

△ 人権政策確立支援を求める運動及び啓発活動が主な取り組みである。また同和

問題の解決が補助の目的であり、その効果は表面化しづらく、判断は難しい。 

○ 人権同和推進費の講師謝礼１０３万円の内訳は。 

△ １００万円が弁護士費用、１万５千円が町民集会講師謝礼、１万６千円が解放

子供会講師謝礼である。 

○ 部落解放同盟の会員数は。 

△ ２０年度の会費会員は１９名である。 

 （産業振興課） 

○ 財団法人更埴地域勤労者共済会負担金１，５６０万円と坂城勤労者総合福祉セ

ンター管理委託３９０万円があり、負担金と委託料と二重支出しているのか。 

△ 共済金負担金１，５６０万円のうち厚生労働省から７００万円の補助、残りを

坂城町、千曲市で負担している。坂城勤労者総合福祉センター管理委託３９０万

円は、施設の管理を行っている。 

○ 補助金が近いうちに終わるが、今後の対応は。 

△ ７００万円の補助金が来年度で終了する。今年度は５００万円の規模で実施し

ていく。できるだけ自立して運営していただくよう、お願いしている。 

○ 有害鳥獣駆除費について、１１９万円の内容は。 

△ 猟友会に委託して駆除しているものである。 

○ 有害鳥獣による被害額は。 

△ 農家や農協からの聞き取り調査の推計からすると、２０年度は約１，１００万
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円である。 

○ 有害獣予防施設設置事業には３分の１の補助が出ているが、電柵は１件当たり

どのくらいかかるのか。 

△ 太陽光による充電式等もあり、価格は違うが、平均５万円から６万円である。

農地であれば専業農家でなくても補助は受けられる。 

○ 耕作放棄地対策について、昨年は調査が行われたが、その後の取り組みは。 

△ 昨年は全筆調査を実施した。今年に入り、復旧可能な農地については所有者の

意向で確認するアンケートを行った。農業委員会では集計結果に基づき、町の玄

関口である坂城インター線沿いの耕作放棄地について、まずは取り組んでいく。 

○ 農業支援センターの役割、活動は。 

△ 町の農業支援部門の中心で、町、農協、農業団体等で構成している各部会に分

かれて活動している。特にあぐりサポート事業を盛んに行っている。そのほか新

製品の開発として、味ロッジ等への補助を行っている。遊休農地の解消について

は、支援センターの部会を生かして別組織として協議会を立ち上げようとしてい

る。 

○ 中山間地域直接支払事業について効果は。 

△ 現在、南日名、北日名、入横尾、小野沢、島の５集落が取り組んでいる。それ

ぞれが集落協定を結び、耕作放棄地発生防止に一定の成果が上がっているものと

認識している。 

○ まちづくり事業補助金２００万円の内訳とその効果は。 

△ １９年度まで商工会経営改善普及事業補助金８５０万円として支出していた。

２０年度より商工会としても、まちづくりの一環として実施する祭りやイベント

にも積極的に参加してほしいとの意味合いも込めて、商工会経営改善普及事業補

助金６５０万円と、まちづくり事業補助金２００万円に分けて支出している。 

○ １９年度と比較して中心市街地活性化事業の具体的な成果は。 

△ ９月以降に、けやき横丁に新たに１店舗入居した。夜９時以降も営業されてい

る。徐々にではあるが、人の寄りどころになるところが整備されてきている。 

○ 産学官のコーディネート事業委託の中身は。 

△ １８年度締結した協定に基づき、信大繊維学部へ委託している。坂城産学官連

携研究会の事業で技術セミナー、技術相談のコーディネートのほか、昨年からは

学生の町内企業見学会もコーディネートいただいている。また信大繊維学部と企
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業との連携による新技術への取り組みも始まっている。 

 （建設課） 

○ 道路台帳等保守管理委託料の内訳は。 

△ 認定・廃止が１件、改良・舗装が４６件、交通安全施設が２件である。 

○ 交通安全施設設置要望の申請件数と設置は。 

△ 要望申請は２８カ所で、実施は１４カ所。別途対応が４カ所である。延長が長

いものについては継続事業として対応している。 

○ 町単補助事業の要望数と実施数は。 

△ 要望数は１２７件で、実施箇所数は４１カ所である。 

○ １，４００万円の予算を２７区で分割している。区長会で調整して重点地域を

設け、順番で事業を実施できないか。 

△ 地元区会の状況もあるので難しい。 

○ 道路改良事業費の繰越額約５，５００万円の内容と繰り越しの理由は。 

△ Ａ０１号線２８３万５千円、Ａ０９号線２，２０５万円、坂城町周辺道路整備

事業３千万円である。３カ所とも用地買収の関係上遅れた。 

○ 各年度の用地買収までの期間は。 

△ 補助金交付決定が６月、用地買収の契約が９月から１０月で、その後工事発注

になり、繰り越しになった。 

○ 清掃、除草委託費の内訳は。 

△ Ａ０１号線鼠橋通り、Ａ０１号線消防署から文化センター信号機、逆木通りの

清掃、除草の業務委託を６５万円でシルバー人材センターへしている。残り約

１９万円は造園業者にクロエンジュの剪定を定期的に実施している。 

○ 河川愛護会補助金は県の補助で、補助率は２分の１か。 

△ ７月の河川愛護月間を中心に町内１９団体にお願いしている。県内全体の団体

の活動実績により補助率の増減はあり得る。 

○ 町営住宅の滞納状況は。１９年度との比較は。 

△ ２０年度末で３０名、７２２万７，８００円である。１９年度との比較につい

ては、人数は変わらないが、９４万円の増となった。督促状、自宅訪問、場合に

よっては勤務先まで訪問し、対応している。また分納誓約も行っている。 

○ 中之条住宅の入居者の内訳は。また空き状況は。 

△ ３８世帯のうち２０世帯、約４０人が町外からの入居者である。３８世帯のう
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ち２０代２０世帯、３０代１１世帯、４０代４世帯、５０代３世帯である。空き

状況は３ＬＤＫ２戸が空きであり、随時募集している。１戸は入居意思確認中で

ある。 

○ 雇用促進住宅の状況は。 

△ 厚生労働省が即時廃止を撤回したため、少なくとも２０１１年までは入居が可

能となった。昨年の数字で８０世帯入居可能なうち５５世帯が入居している。 

○ 耐震診断の件数と、これまでの実施件数は。 

△ 簡易耐震診断１０件、精密耐震診断１８件、避難施設２件である。今までに実

施した件数は、１９年度が簡易耐震診断１００戸、精密耐震診断１０戸などで、

合計で１１０件２８戸となる。 

○ 県道事業、県道上室賀坂城停車場線田町工区の町の負担額は。 

△ 交付金対象事業の負担金が事業費１億７，１２８万９千円の１０％として、約

１，７１２万９千円、県単独事業の負担金が事業費８１８万８千円の１５％とし

て約９２万８千円となる。合計総事業費１億７，７４７万７千円に対し、１，８０５

万６，７００円を支出したものである。 

○ ばら祭りの収益金は。 

△ ばら祭り実行委員会の会計に入金されている。 

○ びんぐし公園維持修繕費の内訳は。 

△ 公園ができてから１３年が経過した。今回初めてテニスコートの人工芝を５００

万円で張り替えた。そのほかからくり時計の修繕７０万円、ローラー滑り台の修

繕４０万円である。 

○ 循環バスの借上料、運行委託料は決算書にないのか。 

△ 監査委員からの指摘があり、本年度から駅管理業務等委託費に一本化した。 

○ 昭和橋の危険防止策は。通行止めを最終手段として落下しそうなところの点検

を実施し、対応できないのか。 

△ 災害復旧としては昭和橋の下部工が終了した。上部工はこれから国の交付金を

もらい、長寿命化修繕計画を作成し、計画的に修繕を図っていきたい。それとは

別に危険個所を把握し、防止策を検討したい。 

○ 損失補償金等２７２万円の内訳は。 

△ 昭和橋の工事に伴う工事用車両が通行する橋梁の補強に係るものが主なもので、

そのほか千曲川の瀬追いに伴う井戸枯れに係るものが２件である。 
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 （議会費） 

○ 議員の共済費の負担率の今後は。 

△ ２８年度までは変更がない予定である。 

○ 政務調査費についての町民への周知は。 

△ 情報公開の対象となるので、請求があれば対応する。 

 以下で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３７号「平成

２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち総務産業常任委員会に審査を付託さ

れました各事項について、全員の賛成をもって原案のとおり認定することに決定い

たしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） 委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（中嶋君） 社会文教常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る９月１０日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を付託されました

議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち歳出の款２総務

費のうち項１総務管理費中目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費

生活費、項３戸籍住民基本台帳費、款３民生費のうち項１社会福祉費中目５人権同

和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、款４衛生費のうち項１衛生費中目１０

合併処理浄化槽設置費を除く衛生費、款９消防費のうち項１消防費中目４水防費を

除く消防費、款１０教育費の各事項について、９月１１日、１４日の２日間にわた

り、委員全員の出席のもと委員会を開き、審査にあたっては町長、副町長、教育長

の出席を得て、説明員として住民環境課長、福祉健康課長、教育次長、子育て推進

室長、図書館長、文化センター所長、保健センター所長、各保育園長、地域包括支

援センター所長、学校給食センター所長及び各担当係長等の出席を求め、所管によ

る関係資料を得る中で慎重かつ詳細に審査を実施いたしました。 

 以下、委員会において審査された概要についてご報告を申し上げます。 

 （住民環境課） 

○ 購入した庁用車はどのような車か。 
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△ 青色回転灯を装備した。防犯パトロール車を昨年９月に購入した。 

○ 交通指導員は何人か。街頭指導や町行事への参加など活動日数に対して報酬額

が少ないのではないか。 

△ 現在は指導員９名を委嘱している。年額４万１千円は実際に活動いただいてい

る日数と比較すると比較的少ない気もするが、ボランティア的な活動としてご理

解いただいている。 

○ 交通安全施設清掃等の委託先はどこか。 

△ 千曲交通安全協会坂城支部と委託契約し、カーブミラー等の清掃、枝払い、停

止線の白線引きなどをお願いしている。安協役員が中心となって実施しており、

坂城支部から各分会へ交付金を均等に支払っている。 

○ 町内の犯罪状況は。 

△ 平成２０年中の犯罪件数は６８件で、前年比５１件減少している。侵入盗、乗

り物盗などの窃盗犯が５３件、器物破損等１２件、暴行傷害の粗暴犯２件、無銭

飲食１件である。 

○ 振り込め詐欺の現状は。 

△ 警察によると、最近振り込め詐欺による被害が増えている状況にある。有線放

送等によって啓発に力を入れている。 

○ 高齢者層の交通事故発生件数が多いようだが、免許証返納者に対するタクシー

券配布など実施している自治体もあると聞くが、町としての施策を考えているか。 

△ あくまで個人の判断であり、これを推進すべきかどうかも含め、今後検討して

いきたい。 

○ 外国人の状況は。 

△ 登録者数は今年３月末で４７７名、８月末現在では４０４人である。８月末現

在、ブラジル１８４人、中国１２６人、韓国２５人、タイ２５人、フィリピン

１２人である。 

○ 狂犬病予防注射で３０頭が未実施となっている。未実施犬の飼い主に対して、

どのような対応をしているか。 

△ 獣医師会、保健所と協力し、未実施犬の飼い主には注射の実施をするよう指導

している。町としても指導機関である保健所に積極的な指導をお願いをしている。 

○ 河川の定期検査の結果は。 

△ 調査結果については、調査回数年４回掛ける１５カ所で、延べ６０回である。
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河川の有機汚濁の指標として用いられる。生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）につ

いては、延べ調査回数６０回のうち１２回、大腸菌が５７回それぞれ基準を上回

った。平成１９年度ではＢＯＤが２６回、大腸菌が５９回基準を超えていること

から、２０年度の方がやや水質がよくなっているものと推測される。 

○ 井戸水調査の結果、２件が水質基準不適合となっているが、場所はどこか。ま

た基準を超えた物質は何か。 

△ １カ所は四ツ屋で、物質はトリクロロエチレン、もう１カ所は福沢で硝酸態窒

素及び亜硝酸態窒素であった。 

○ ３６万円の不法投棄ごみ撤去は何日実施して、どのようなごみがあったか。 

△ ごみ撤去はシルバー人材センターに委託を行い、１８日実施した。ごみは可燃

ごみ２，４２０㎏、不燃ごみ２，１３０㎏、粗大ごみ８０点であった。粗大ごみ

８０点のうち５９点が古タイヤであった。 

○ 第三分団（入横尾、町横尾、泉区）管轄のコミュニティ施設詰所の新規設置場

所について、どのように考えているか。 

△ 今年度中には場所を選定したい。候補地としては３区の中間にある旧泉公民館

跡地付近を考えている。旧泉区跡地公民館に面積がとれないとなれば、交和物産

跡地も含め、関係３区とも協議する中で今年中には建設地の選定を完成させたい。 

○ 退職報償金の内容と支給額基準、昨年の支給人数は。 

△ 団員が消防団を退団する際に退職報償金を支給する。昨年は１０人に支給した。

支給基準は町条例による階級、勤務年数による支給基準が定められている。 

 （福祉健康課） 

○ 社会福祉協議会補助事業の負担金が４５０万円ほど減っているが、補助金がな

くても会費や各サービスで収入により独立採算でやっていけるのではないか。 

△ 介護サービスの利益は上がっているが、今のところ町からの補助も必要と思わ

れる。今後も社会福祉協議会とは予算の際、協議をしていきたい。 

○ 外出支援サービスで車椅子を使っている重度の方で介護ヘルパーも必要な方へ

の対応は。 

△ 通院であれば看護師さん等に支援してもらえるとありがたいが、運転できる方

がいる場合には町のストレッチャー車を実費で貸している。 

○ 老人クラブが減少しているが、その内容と対応は。 

△ 泉区と大宮区が減り、現在１３クラブである。町からは老人クラブ連合会には
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補助金を出している。単体地区クラブの連帯を図っていただくよう、老人クラブ

連合会に要望していきたい。 

○ 安心電話は年度末で１８５台だが、足りているのか。 

△ ９月１日現在、一人暮らし高齢者の登録者数は２０９人で、２１年度に５台購

入しており、現在１９０人に安心電話を設置している。今後も計画的に整備を進

めていく予定である。 

○ 母子家庭はどのくらいあるのか。 

△ ２０年度で１４７世帯、１９年度では１４０世帯、１８年度は１３７世帯であ

り、年々増加傾向にある。 

 （保育園） 

○ 広域入所は何人か。 

△ 主に千曲市と上田市の保育園に通園しており、１１名いる。 

 （南条保育園） 

○ 委託料について施設整備、園舎管理、施設設備管理の内容は。 

△ 施設整備はシルバー人材センターに委託し、園庭整備等をしてもらった。園舎

管理は警備委託で、施設整備管理は電気関係の保守である。 

○ 園長として保育園に関する課題は。 

△ 臨時職員と正規職員の割合が近くなってきているため、正規職員を増やすこと

ができればと思う。一時預かりの充実も図りたい。 

○ 栄養士が南条保育園に配置されているのはなぜか。 

△ ３園を兼ねており、栄養指導、調理指導、献立制作、保護者の栄養相談など行

っている。南条保育園は６カ月の乳児が受け入れられるため、栄養士が毎日子供

の健康状況を見て離乳食の管理をする必要がある。 

 （坂城保育園） 

○ 駐車場が少ないことへの対応は。また６月の雨漏りの補修は。 

△ 雨漏りについては、すぐに補修を行った。２年に１度、建設基準法による定期

調査があるため、そこで補修等が必要となった箇所については予算措置をしてい

く。駐車場については、お迎えの時間をずらしてもらうなど対応をしている。 

 （村上保育園） 

○ 消防設備点検料について、他園と比べ、村上保育園が高いのはなぜか。 

△ 非常照明設備点検料が別途かかっているためである。 
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○ インフルエンザの対応は。 

△ 福祉健康課へ毎日、風邪、インフルエンザの状況を報告している。手洗い、ド

アノブの殺菌消毒などを行い、現在は発症していない。 

 （子育て支援センター） 

○ 相談件数５１１件というが、他の機関へ連絡するなどの困難事例はあったか。 

△ １０件前後あった。児童相談所、小・中学校、保健センターなど、その都度必

要に応じて連絡をとり、ケース会議を開くなどをし、対応した。 

 （災害救助費） 

○ ８世帯の災害見舞金の内容は。 

△ 災害によるものが８件で、その他のケースでは地震などの自然災害に対しても、

その被害状況により支払われるが、今回はアパート等の罹災者に支払われている。 

 （保健衛生総務費） 

○ 日々雇用傷害保険の内容は。 

△ 保健センター業務に従事する医師、看護師等の事故により死亡または障害に対

して保障するものである。保障額は死亡後遺症障害１件１億円、入院１日７万５

千円、通院１日５万円を上限としている。 

○ ながの食品衛生協会坂城支部補助金の内容は。 

△ 主な支部の活動は町内の飲食業者の食中毒予防計画のための立ち入り巡回指導

や検体の実施などである。 

○ 輪番制病院運営負担金の内容は。 

△ 長野広域連合が窓口になり、負担金の算出基準は救急患者数割２４万５，７２４

円、人口割８万９，８４９円となっている。２０年度の病院受入数は、長野日赤

病院が２９人、篠ノ井総合病院が６８人、長野松代病院が１人、千曲中央病院

１６人、合計１１４人である。 

○ 結核レントゲンの診査を受ける人数が少ないが、状況はどうか。 

△ ６５歳以上の方を対象にしている健診、６５歳以上の方はかかりつけ医で受診

している人も多く、また身体不自由、入院、施設入所等で受診できない方も多い。

平成２０年度は申し込み方法を変えたことも影響して例年に比較すると受診者が

少ない状況であった。このため今年度は申し込み方法を見直し、現在１千名ほど

の方が受診している。 

○ 新型インフルエンザ対応について、保健センターの対応は。また発生状況は把
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握できているか。 

△ 広報、有線等を通じて予防対策を啓発してきている。県からほぼ毎日県内の感

染情報が届いている。町内で集団発生した際は、有線を通じ、町民へ情報を伝え、

より強く感染予防を呼びかけていきたい。 

○ 健診は早期発見、早期治療をすることが重要。健診の成果が出ているのか。受

診の状況はどうか。 

△ 国はがん検診について５０％の受診率を目標として啓発を行っている。町の受

診率は大腸、胃、肺、子宮、乳房検診のいずれも国、県の平均受診率を上回って

いるものの、２０から３５％程度であり、高いとは言えない状況である。 

 （教育文化課） 

○ 児童館運営費の臨時職員は何名か。 

△ 臨時の厚生員は南条、坂城、村上で各１名の３名である。 

○ 児童館でのインフルエンザの対応は。 

△ マスク、消毒液等を配布して、一部まだ届いていないものもあるが、届き次第、

随時配布する。 

○ 小中学生国際交流事業１７５万円の実績は。 

△ ４月３１日から８月３日までの中国嘉定区へ行った旅費等の補助で１３５万円、

７月２８日から７月２９日の１泊で中学２年生２５名と外国人指導者５名で実施

した国際交流の補助４０万円である。 

○ 不登校児はどのくらいいるのか。 

△ 不登校児は小学校で４名、中学校で１８名である。 

○ 教育振興事業の賃金、臨時職員の内訳は。 

△ 学級支援で南条小学校２名、坂城中学校で１名、外国籍児童支援は、坂城小学

校と坂城中学校で１名である。 

○ 中学校総務一般経費の修繕料は。 

△ パソコン、プリンターサーバーネットワーク復旧の修繕費である。 

○ 婦人会は現在どこの地区にあるのか。また会員数は。 

△ 平成１８年度に再結成しており、現在、婦人会は１つの団体になっており、会

員数は５１名である。 

○ 現在の図書館の状況は。 

△ 蔵書が増えてきているが、なかなか廃棄できない。西側へ増築ができないかを
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検討する。 

○ ふるさと歴史館の利用はどのくらいか。また入館料は値上げできないか。 

△ 年間約４千人の来館がある。政策的なことなので、検討していきたい。 

○ 武道館で行っている剣道の活動状況、指導の状況は。 

△ 中学校は専門の指導者がいないので、中学校から委嘱を受けて３名の外部指導

員が行っている。スポーツ少年団は３地区にあるが、団員数減少のため一括で練

習を行う日を設け、月曜日、土曜日は武道館で稽古を行っている。スポーツ少年

団の指導者は６名、その他中学校、高校、一般の稽古会を毎週月曜日に行い、指

導にあたっている。 

○ 給食センターの調理業務の委託について、振興公社との打ち合わせの進捗状況

は。 

△ 振興公社企画政策課、給食センターで近日中に第１回目の打ち合わせを開催す

る予定である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３７号「平成

２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算」のうち社会文教常任委員会に審査を付託さ

れました各事項について、挙手多数をもって原案のとおり認定することに決定をい

たしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

１番（田中君） 総括のときにちょっと不勉強でやらなかったんですけれども、教育

の関係の学力向上事業の関係でございます。 

 さきに第３回の全国学力調査の結果というか、概要も発表になったんですけれど

も、ひとつこれは学力調査が始まって３年たったんですけれども、学力調査じゃな

くて全国学力。学力向上事業も、いわゆる２年以上はやるということなんですけれ

ども、その辺についてダブっているというか、あるいはその効果なんかは、委員会

では、どのように協議したかどうか教えていただきたいと思います。 

議長（春日君） １番、田中邦義議員に申し上げますが、ただいまの報告をされた報

告に対しての質疑でございますので。 

１番（田中君） 質疑の中に学力向上事業の関係がないので、その辺はどのような討

議というか、協議をされたのかということを、まず委員長にお聞きしたいと思いま
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す。 

議長（春日君） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５０分～再開 午前１０時５１分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 委員長の質疑に対する報告をお願いいたします。 

社会文教常任委員長（中嶋君） 大変失礼いたしました。なかなか不慣れで申し訳ご

ざいません。 

 質疑はなされました。詳細はまた、よろしければ私の方へ聞きにきていただけれ

ばご報告を申し上げます。以上でございます。 

議長（春日君） 委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５２分～再開 午前１１時００分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 ただいまの田中議員の質問に対する答弁を求めます。 

社会文教常任委員長（中嶋君） 大変失礼をいたしました。 

 質疑内容をご報告いたします。 

○ 学力向上事業について、実施してから３年がたっているが、評価は。 

△ ４年目になる。成果は３年目ぐらいから先生方の意識が変わってきている。テ

ストの結果からどのようにすればよいか、具体的な話が出てきている。ＮＲＴで

昨年度の指導がどうだったのか、判断できてきている。先生方が自分の授業を見

直す機会となった。 

 以上でございます。 

議長（春日君） これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

６番（入日さん） 私は、議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算

の認定について」反対の立場で討論します。 

 決算審議は町民が主人公と言える事務執行がされているか、執行内容が適切であ

ったかどうか、事業効果等について判断しました。 

 歳入については、収納プロジェクトや担当職員の日夜分かたぬ努力により収納率

の向上が図られたことに対しては敬意を評します。 

 しかし、町税の不納欠損額が昨年より８３６万円増えており、特に固定資産税が



 －２４０－

昨年より５８１万９千円も増えています。企業の倒産など不況の影響が大きいと思

われます。２１年度はさらに税収の落ち込みが予想されます。応能負担制度に舵を

切り替えない限り国や地方の財政向上は望めないでしょう。これからは補助金があ

るから事業をするのではなく、住民要求に沿った事業をやるべきだと思います。行

政の援助なしには生活できない町民への温かい施策を中心に据えるべきだと思いま

す。 

 農産物加工センターやＢ・Ｉプラザ、鉄の展示館、ふるさと歴史館、けやき横丁

などいろいろな施設ができましたが、目立った成果も上がらず、採算もとれない状

況が続いています。つくる目的や意義を十分に討議し、設計の段階から町民、特に

利用する当事者を巻き込んだ取り組みや計画がされてこなかった結果ではないでし

ょうか。建物ができてから入居者を探すという建物先にありきの姿勢があったので

はないか。頼まれて入ったが、壁が傷つきやすく、とても使いづらいし、設計も悪

いと言われました。利用者が先にあって、それらの声を聞いた上で物事を進めてい

たら、こんなことは起こらなかったはずです。商店街のにぎわいや駅前の活性化に

もほど遠い状況です。 

 歳出については、国も廃止した解放同盟への補助金や人権政策確立支援への補助

金はなくすべきです。町長も以前「言っていることはよくわかる。おれもしたいが、

意気地がなくてできないだわい」と言われました。声高に言われたり、うるさく言

われたりする者の声を優先するのでは行政の長としていかがなものでしょうか。 

 調整懇談会や委員会審議でも問題になりましたが、非正規保育士の比率が高くな

っています。クラス担任の保育士は全員正規職員にすべきだと考えます。国の人員

削減に従うだけでなく、国の間違った政策を正す意気込みが首長には必要だと思い

ます。 

 まず役場職員が安心して働け、自分の力を十分に発揮できるように職場環境が整

っていなくては町民要求や町民の暮らしを守る行政はできません。財源不足なら特

別職の給与を見直し、トップから身を削り、見本を示してこそ、町民や職員の理解

も得られるのではないでしょうか。報酬審議会を開催し、一日も早く審議すべきだ

と思います。 

 遊休農地が増え、農地の荒廃化や鳥獣被害の増加などの対策も急務です。農業委

員会やＪＡ任せではなく、全町挙げて考え、取り組まなければ被害が広がるばかり

です。早急に広く町民に呼びかけ、意見交換や協力を要請する必要があると思いま
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す。 

 中之条団地建設に関しては、３月議会の２１年度予算の反対討論でも述べました

が、自力で住宅を確保できる中堅所得者向けの住宅ではなく、お金がなく、民間ア

パートを借りられない人たちにこそ町の住宅政策はあるべきだと私は考えます。 

 民主党政権になり、温暖化防止に向け、ＣＯ２削減目標が大幅に引き上げられま

した。国が太陽光発電の補助金を復活したので、町としても上乗せを考えたいとい

う町長の前向きな答弁がありました。太陽系の中で地球だけが水に恵まれ、太陽の

熱と光を受けるほどよい距離にあり、何千億年もの時間をかけ、生き物が住める星

になり、今の地球ができました。この美しい星は私たち人間だけでなく、多くの生

き物、生物にとってもかけがえのない大切な生命維持装置なのです。その星が今、

人間の限りない欲望により、わずか百年余りの間に環境破壊が進み、今最も大切な

その生命維持装置が崩れようとしています。日本を初めアメリカ、中国、ロシアは、

その現実をしっかり認識し、早急に対策をとるべきです。企業の利益を優先させて

も金余れども人滅ぶでは何にもなりません。命こそすべてに最優先されるべきもの

であり、それを守ることに国や自治体の存在意義があるのです。坂城町も一日も早

い温暖化防止の施策を期待します。 

 首長は国や県の施策の範囲でしか事業を行えないようでは存在意義が疑われます。

町が発展するためには町民の力が不可欠であり、その力をどう引き出すかは首長の

能力にかかっていると思います。町民の声なき声に耳を傾ける姿勢が大事だと思い

ます。 

 ２０年度に定年退職した職員が町の出先機関に再就職しました。町長は「一般的

に天下りとは国の高級官僚が関係ある外郭団体に行き、高い職につき、利権が絡ん

でいたり高額の給与や退職金をもらっていることだ」と答弁され、「町の職員の再就

職は給与も低く、退職金もないので天下りとは言えない。また早期退職した職員は

今までの経験を生かし、望まれて再就職した」と答弁がありました。しかし、町の

課長職は国に例えれば高級官僚の部類にあたり、外郭団体の長などのポストは国に

例えれば高い職だと一般の町民は受け取ります。ましてや課長のときに関係のあっ

た外郭団体に再就職したのですから、国のミニ版だととられても仕方ないと思いま

す。 

 今までの経験や能力を発揮してもらっているという答弁がありましたが、ある施

設では問題が起こって相談しても優柔不断で約束したことも守れず、解決もできず、
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ついに外部の人が見かねて解決したということがありました。利用者も、なぜこん

なに解決する力も意欲もない人が責任者なのか、やる気がないならやめてもらって、

もっとよい人を雇ってもらいたいと言っていました。町長が答弁したように本当に

経験や能力が生きているのか、望まれて行ったのか、大いに疑問を感じます。町民

に不信をいだかせ、批判をされないためにも門戸を開き、就職がなく困っている町

民を募集すべきだと思います。 

 以上問題点を指摘し、来年度事業の取り組みを含めた私の反対討論を終わります。 

議長（春日君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

１３番（柳澤君） 議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定

について」賛成の立場から討論いたします。 

 昨日の特別国会において新しい鳩山内閣が誕生しました。子育て支援や高齢者医

療問題を初め公約に掲げた政策が具体化されていくと思いますが、安心できる国民

生活の構築、経済不況からの脱却へ進むよう願うものであります。補正予算の見直

しという方針も出ていますが、直接住民と接する市町村の意向や財政に十分配慮さ

れるよう願うところであります。 

 ９月４日、日本銀行松本支店は、県内の経済動向について「企業収益が厳しい状

況の中で設備投資は大幅に減少している。輸出はおおむね下げ止まり、一部で持ち

直しつつある。生産は持ち直している」と発表しました。しかし、町内製造業を取

り巻く環境は依然厳しく、先が見えない状況で、一日も早い景気回復が望まれると

ころであります。 

 さて、平成２０年度決算状況ですが、歳入で自主財源の中心となる町税について、

個人町民税は前年度比２．２％の増、法人町民税については、町内企業も世界的経

済不況の影響を受け、３９．５％の大幅な減でありました。固定資産税は長野新幹

線関連の特例減額適用が終了し、１３．６％の増加で、町税全体の決算は、前年と

比較してマイナス３．４％にとどまりました。関係者、担当職員の努力を評価する

ところであります。 

 一方、収納未済額が年々増加傾向にあります。負担の公平の観点からも一層厳正

な対応が必要であります。 

 地方交付税については、算定の基礎となる基準財政収入額が税収等に起因して増

加したことから、交付税全体では前年度と比較してマイナス２２．５％、１億５千

万円の減額となりました。交付税総額については、三位一体改革などにより減少傾
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向が続いています。今後国の予算編成に向け、交付税総額の安定確保を図るために

引き続き国、関係機関に対し、働きかけの努力を願うものであります。 

 繰入金については、中之条地籍の工業用地売却に踏み切られ、工業地域開発事業

特例会計から大きな繰り入れがありました。また必要に応じ、財政調整基金からの

繰り入れも行っていますが、今後の厳しい財政運営を見据え、各種基金の運用とと

もに適正な取り扱いに留意されたいと思います。 

 次に、歳出についてであります。 

 第４次長期総合計画の後期５カ年計画、また実施計画に沿って機をとらえた財源

の確保に尽力され、諸公共事業の展開がされました。 

 形が見えてきた南条小学校東側のＡ０１号線などの道路改良事業や下水道事業な

どの継続事業を初め、中之条住宅団地の完成、村上小学校体育館の耐震化工事、ま

ちづくり交付金事業による坂城駅前広場整備や食育・学校給食センターの建設用地

確保など都市的基盤の整備や教育、福祉の向上に努めてきた点も評価いたします。

また自治区が主体で取り組む地域づくり活動支援事業、地域活性化プレミアム商品

券、あるいは学校と地域ボランティアが一体となっての学校支援地域本部事業など

特色ある事業も行われました。 

 財政指標については、財政力指数が０．８０５から０．８４９へ上昇、経常収支

比率は８９．０％から８８．１％へと０．９ポイント改善していますが、いずれに

しても高い水準での推移となっています。 

 人件費や物件費の抑制など行財政改革推進計画の取り組みの成果があらわれてき

ていますが、さらなる経常的経費の削減、行財政効率化への一層の努力を望むもの

であります。 

 財政健全化法により実質公債費比率や将来負担比率などの健全化判断指標が公表

されました。町はいずれの指標においても早期健全化基準を下回っていますが、今

後起債残高等に留意するとともに行財政運営の透明化、町民への説明責任といった

点でも一層の取り組みを願うものであります。 

 以上２０年度の事業財政等の幾つかに触れましたが、行政と地域が一体となって

の安心・安全なまちづくり、うるおいのある環境づくり、健康づくりの推進など元

気な坂城町を目指して前進する行政であることを期待申し上げ、総合的な評価によ

り、議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定」に賛成の討

論といたします。 



 －２４４－

議長（春日君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

４番（大森君） 私は、議案第３７号「平成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算認

定について」賛成の立場で討論いたします。 

 平成２０年度は世界的な投機マネーが石油の高騰を招き、あらゆる産業と町民に

大変な経済状況を引き起し、加えて昨年秋にはアメリカ発の経済不況が直撃し、今

なお苦しい状況が続いております。 

 雇用の面では規制緩和が働く人の３分の１を非正規雇用にいたしました。この人

たちは解雇と同時に住むところも奪われ、お正月には首都のど真ん中に派遣村が

出現するなど先進国ではあり得ない状況をつくり出しました。今では求人倍率が

４．７％になり、上田のハローワークには１日１千人の求職者であふれています。

ハローワークの前で何でも相談のテントが張られ、支援団体が相談に乗っておりま

す。 

 自民党・公明党政権は構造改革の名で社会保障費を毎年２，２００億円減額し続

け、医療、福祉、介護や教育など国民に負担を強いてきました。こうした国民いじ

めの政治は我慢ならないところまできて、今度の総選挙では今までと違う新しい政

治が求められました。その結果、民主党が衆議院の過半数を占め、新しい政権の誕

生となりました。政権交代という日本の歴史に新しい１ページを開いたことになり

ます。国民の期待に応えられる政治展開を求めるものであります。 

 さて、２０年度の決算でありますが、一般会計の歳入総額が７１億１，００１万

９，０３５円で、前年対比８億９，４５０万２，９４７円の増となり、１４．４％

の増でありました。歳出総額は６７億５，８５９万６，９３２円で、前年対比６億

４，５９０万９０２円の増となり、１０．６％の増となりました。歳入歳出の差引

残高は３億５，１４２万２，１０３円で、前年対比２億４，８６０万２，０４５円

の増の決算状況でありました。財政構造をあらわす指標である経常収支比率、財政

力指数、公債費比率、実質公債費比率などともに前年度と比較して改善されており、

景気後退の中で明るさが見える一面だと思われます。 

 町民税については、２０年度は前年度対比１７．６％の減であり、特に法人町民

税は昨年からの世界的経済不況で景気後退の影響を受け、３９．５％の大幅な減と

なっています。町税の滞納は２億２，９４２万２，１２０円となり、１９年度に比
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べ、８７１万９２６円増となりました。年々滞納は増加傾向にあります。新しい人

が滞納にならないよう、特に心がけることが大切だと思います。 

 特別会計でも同じ状況であり、合わせると３億９千万円を超える滞納であります。

町民の生活がどんなに大変になってきているか、数字の上でも見てとれます。職員

の収納への努力はよくわかりますが、払えるのに払わない人、払うことが大変な人

を見極め、滞納整理に努めていただきたいと思います。 

 財政健全化判断比率が２０年度より実施されました。実質公債費比率は単年度で

は改善が見られていますが、今後も引き続き努力していただきたいと思います。 

 歳出について。 

 自民公明麻生政権は選挙目当てと言われる景気対策、経済対策の目玉として３年

後の消費税の税率アップをセットにして２兆円の定額給付金事業を実施いたしまし

た。実施には迷走に迷走を続け、最後には自治体に丸投げをするという最悪の結果

になりました。町には事業費として２億４，７００万円、事務費補助として１千万

円が交付されました。全体で２兆円ものお金を使うのであれば、後期高齢者医療制

度や障害者自立支援法などの廃止、そして医療、社会保障の充実などに充ててほし

かったと思います。 

 同和対策事業についてですが、長い間懸案でありました小集落事業の土地問題が

職員の努力により一定の解決が見られたことは、早い時点での解決を求めてきた立

場からも評価するところであります。運動団体への補助金２４０万円は期限を切っ

てやめるべきです。人権政策確立支援に対する補助３０万円は法律の制定に異論が

多く、可能性はないものと判断しますので、やめるべきです。 

 妊産婦検診について、妊産婦補助を２回から５回へと回数を増やし、今年度は

１４回に引き上げたことは評価するところであります。国の補助は期限が切れてい

ますが、引き続き１４回を堅持すべきだと考えます。 

 子供の医療費無料化について、事業費１，６８７万円で小学校入学前までを実施

していますが、県内では１８歳までの自治体を筆頭に、中学卒業以上が３９自治体

となっています。子育て支援として当面、小学校卒業まで引き上げるべきと考えま

す。 

 保育園への臨時職員が非常に多くなっております。子供たちへの影響が気になる

ところであります。国保での特定健診の検査項目がメタボ対策に特化されたため、

従来の健診にあった病気の早期発見に必要な項目が除外されるなど問題があります。
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人間ドックを受けやすくするために補助金の増額は必要と考えます。国保加入者だ

けでなく、全町民を対象とした健康づくりを、健診への補助を増額するなどして強

めていただきたいと思います。 

 産業支援として、緊急経済対策のセーフティネット５号の実施と中小企業振興資

金貸付預託金３億５千万円は企業への融資を実現させ、雇用を守るという一定の成

果がありました。今後、融資制度、小口資金等の充実を図り、小規模事業者の育成

にも力を入れるべきと考えます。 

 中之条住宅団地が立派に完成いたしました。住宅法などの変更により入居基準の

範囲では戌久保団地の人が入れる人は少なく、残念に思うところであります。これ

からの自治体の住宅政策は、高齢者、障害者、低所得者への住宅提供をしていくも

のであるべきと考えます。 

 町単補助工事など町が行う工事について関係する区役員への説明だけでなく、町

民全体の問題として町は説明責任を果してほしいと思います。せっかく町民要望で

行った工事が喜ばれるような工事にしていただきたいと思います。 

 中学生の不登校が高い率になっております。問題をかかえる子供等の自立支援事

業は、子供たちがかかえるさまざまな悩みや困難に対して各機関が連携し、フレン

ドリールーム、大峰教室などの取り組みがなされてまいりました。今後、不登校予

備軍と言われる３０日未満の欠席児童・生徒についても注目し、早い時期からの指

導・支援が必要と思われます。中学においても少人数学級を実現し、きめ細かな生

徒指導にあたることが必要と考えます。 

 以上主な点について前進面を評価し、改善点を指摘しまして、議案第３７号「平

成２０年度坂城町一般会計歳入歳出決算認定について」賛成の立場で討論といたし

ます。 

議長（春日君） ほかにございますか。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（春日君） 起立多数。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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◎日程第３「議案第３８号 平成２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決

算の認定について」 

議長（春日君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（安島さん） 去る９月１０日の本会議において総務産業常任委

員会に審査を付託されました議案第３８号「平成２０年度坂城町有線放送電話特別

会計歳入歳出決算の認定について」９月１４日の委員会において、説明員として企

画政策課長、まちづくり推進室長、まちづくり推進係長の出席を求め、慎重に審査

を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

○ 加入率６０％と減少傾向にある。大切な行政の連絡手段であり、料金値下げの

検討もされているようだが、どのように考えているのか。 

△ 現状から通話での利用が増えるとは思えない。だが、高齢者等には必要なもの

となっており、現状維持を図っていきたい。また料金の値下げ、改定については、

加入促進の一面もあるが、監査委員からの指摘もあり、設備更新による償還が終

了したことに伴うものである。 

○ 災害放送と同様、屋外スピーカーによる一般の広報活動は考えられないのか。 

△ 屋外スピーカーについては苦情も多く、意見も多様である。 

○ 放送内容については、どのように決定しているのか。 

△ 企画委員会の中で検討している。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３８号「平成

２０年度坂城町有線放送電話特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成に

より原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 
 
 

◎日程第４「議案第３９号 平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について」 

議長（春日君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（中嶋君） 去る９月１０日の本会議において、社会文教常任委



 －２４８－

員会に審査を付託されました議案第３９号「平成２０年度坂城町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定について」９月１１日の委員会において、説明員として福

祉健康課長、総務課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告を申し上げます。 

○ 前年度から収入未済額５５０万円、不納欠損額も３００万円増加している。新

たな滞納者も２４人増えたが、その対応は。また国保税軽減額の対象者数は何人

か。 

△ 収税を進める上において国保は特に生活に密着したものであるので、他税に優

先して振り分けを行っている。厳しい状況であるが、加入者の協力を得て進めて

いく。平成２０年度の軽減対象者数は６割軽減分については医療分４１４人、支

援金分４１４人、介護分１７３人となっている。４割軽減分については、医療分

１０６人、支援金分１０６人、介護分４３人となっている。 

○ 保険税滞納世帯の資格者証、短期証の交付状況についてはどうか。また、どの

ように交付するのか。 

△ ２０年度末で資格者証２４件、短期証交付１００件の交付を行っている。短期

証の内訳については、６カ月１８件、３カ月４３件、１カ月３９件となっている。

交付については、納入誓約の履行や未納状況の改善などを基準にあわせて交付を

行っている。 

○ 無資格の期間は生じないか。 

△ 保険証有効期限内に納税相談を実施、納入誓約状況を確認後、新たに期限を設

定して短期保険証を交付するため、空白期間は生じない。 

○ １人当たり２９万５，０３３円となった医療費について、現状はどうか。また

全県で１７位と高額になっている要因は。 

△ １９年度は全県で１１位であったものが、２０年度は１７位となった。坂城町

は企業の町で、他の市町村に比べ、退職被保険者の比率が高く、退職者の保険加

入後の医療費が多いことが原因のひとつと考えられる。 

○ 特定健診受診率の目標を６５％としているが、数値目標の達成についての考え

は。 

△ 平成２０年度は３５％、２１年度は４５％、２２年度は５０％、２３年度は

５５％、２４年度は６５％の受診率をそれぞれ目標として、２０年度は目標を上

回る４２．８％の受診結果となった。 



 －２４９－

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第３９号「平成

２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」挙手多数によ

り原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

１１番（円尾さん） 議案第３９号「平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について」反対の立場より討論いたします。 

 ２０年度は７５歳という年齢で区切る後期高齢者医療制度の創設により、国保の

加入状況は、前年度対比、世帯数でマイナス７３４世帯の２，４３０世帯、被保険

者はマイナス１，６０５人の４，３５８人となりました。そんな関係で前年との数

字の比較は大変難しい現状にあります。 

 昨年秋に始まったアメリカ発の経済危機は、私たちの生活を直撃しており、保

険税の滞納が増加しています。２０年度に新しく滞納になった世帯は、加入者の

１．１％にあたる２７世帯との答弁がありました。収入未済額の合計が１億円に近

い９，５４８万９，１７４円になっています。前年度は調定額に対しての滞納額が

１４．８％でしたが、２０年度は１８．６％と大きな伸びを示しています。町民生

活の厳しさをあらわしたものと言えます。将来に向かって国保会計のあり方を政策

的な位置づけの中で検討を始める時期に来ているのではないかと考えます。 

 滞納者に対してのペナルティーとして資格証明書、短期保険証、未交付数は１４６

世帯となっており、加入者の６．１％にあたります。前年度は４．８％でした。滞

納解消に向けた職員の努力は認めるところですが、保険証は加入者の健康を守る砦

とも言えるものです。資格証明書では病院に行けない現状があります。発行すべき

ではありません。県下の自治体では資格証明書を出していない自治体の方が多くな

っています。これまでにも検討すべきと求めてきましたが、応えてはもらえず、大

変残念に思います。 

 ２０年度は特定健診が国保加入者の４０歳から７４歳を対象に新たに実施されま
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した。初年度の目標値の受診率を達成できたことへの職員の努力は評価するところ

です。集団での健診と個人で受ける健診の自己負担額が同一ではありません。同一

にしていただく努力をしていただきたいと思います。 

 ８月２４日に日本人間ドック学会が２０年度の人間ドック受診者のうち異常なし

とされた割合が初めて１０％を割り込み、これまでの最低の９％であったことを発

表しました。生活習慣を乱す原因となる職場ストレスなど生活環境の悪化が最大の

理由であろうと推測されています。受診者の９割が何らかの異常があったことに驚

きですが、早期発見という点では、ドックを受けた意義は大きいと思います。町の

人間ドックの補助金をもっと増額して受けやすい環境をつくるべきだと考えます。

そのことが長い目で見て医療費を削減していくことにつながると思います。 

 以上、議案第３９号「平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について」反対といたします。 

議長（春日君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

５番（山城君） 私は、議案第３９号「平成２０年度坂城町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定」につきまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 高齢化社会が進行する中、国民健康保険は地域住民が安心して医療を受けるため

の地域保険の担い手として重要な役割を果たしております。その一方で、加入者の

高齢化、高額な医療費を必要とする疾病の増加や医療の高度化による保険給付額の

増加が著しく、健全な財政により安定した制度運営をいかに行うかが喫緊の重要な

課題であると考えます。 

 このような現状の中、歳入の柱である保険税の徴収にも昨秋からの急激な経済状

況の変動により厳しい状況が続いておりますが、個別相談や納税相談、夜間あるい

は年間を通じての滞納整理など税収の確保には常に大変なご苦労をいただいている

ところでもございます。 

 一方、歳出でありますが、保険給付額の支払額は１０億４，３２２万４千円とな

っておりまして、依然として増加傾向にあると言えます。このように増え続ける医

療費の抑制と医療給付の適正化に向けた取り組みとして、平成２０年度から実施さ

れました特定健診、特定保健指導においては、計画目標を上回る受診結果を得るな

ど、受診勧奨にご努力をいただき、メタボリックシンドロームに着目した疾病の重

度化の未然予防と健康づくりの推進を通じた医療費抑制に向けた取り組みが図られ

たものと思うものであります。 
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 後期高齢者医療制度や前期高齢者交付金などの制度や保険者間での財政調整制度

の創設といった大きな改正がされたことにより、制度が複雑化し、また退職者医療

制度の廃止により団塊世代の離職後の保険加入による負担増加が予想されるなど、

今後はさらに厳しい事業運営が迫られるものと考えます。安定した制度運営に不可

欠である適正な保険料収入や基金の残高確保など多くの課題もあるところでござい

ますが、引き続き被保険者の負担の公平性を図る観点から、国保税の適正徴収を一

層図られるなど、被保険者の健康事業の推進と医療費の抑制におきましても、さら

なる取り組みをお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。 

議長（春日君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

議長（春日君） 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
 
 

◎日程第５「議案第４０号 平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業

特別会計歳入歳出決算の認定について」 

議長（春日君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（安島さん） ９月１０日の本会議において総務産業常任委員会

に審査を付託されました議案第４０号「平成２０年度坂城町同和地区住宅新築資金

等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について」９月１４日の委員会において、

説明員として企画政策課長、隣保館長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施

いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

○ 諸収入について、貸付金未済額が２，８００万円ほどあるが、回収の可能性は

どうか。 

△ ２０年度末現在、７名、１２件、２，８０６万２千円の滞納となっている。そ

のうち１名は今年度中に完済となる見込みである。もう１名は少額ではあるが、

返済がある。残りの５名に関しては、難しい状況である。 
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○ 長期債の償還期限は何年になるか。 

△ 平成２９年である。 

○ 貸付金未済額が償還期限後も未納額として残るのではないか。 

△ 現状のままでは残ってしまう可能性もあると思われる。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４０号「平成

２０年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」全員の賛成により原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 
 
 

◎日程第６「議案第４１号 平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

議長（春日君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（中嶋君） 去る９月１０日の本会議において社会文教常任委員

会に審査を付託されました議案第４１号「平成２０年度坂城町老人保健特別会計歳

入歳出決算の認定について」９月１１日の委員会において、説明員として福祉健康

課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告を申し上げます。 

○ 補正予算で予算が大幅に減額された理由は。また予算措置はいつまで必要なの

か。 

△ 平成２０年４月からは後期高齢者医療制度へ移行したが、医療費については３

月から翌年２月の診療分が単年度での支払いとなるため、平成２０年度について

は、平成２０年３月の診療の１カ月と過誤、月遅れ請求の支払いとなるため、大

幅な減額となった。老人保健特別会計については、２０年度以降についても過誤、

月遅れ分による請求がある。経過措置として３年間は特別会計で対応することに

なるが、平成２３年度以降で処理が残る場合は、一般会計での対応となる。 

○ 審査支払手数料の単価は基準があるのか。また単価及び支払件数はどのぐらい

か。 

△ 審査支払手数料は審査報酬支払基金と厚生労働省の協議により決定されており、

国保連合会分が単価１１１．６円、診療報酬支払基金分が単価１１４．２円、調
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剤審査以外の調剤分は５７．２円で、合計５，１１１件である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４１号「平成

２０年度坂城町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成により

原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 
 
 

◎日程第７「議案第４２号 平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

議長（春日君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（安島さん） ９月１０日の本会議において総務産業常任委員会

に審査を付託されました議案第４２号「平成２０年度坂城町工業地域開発事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」９月１１日の委員会において、説明員として産

業振興課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

○ 不動産売払収入で３，９７７万７千円を減額しており、売却予定地は駐車場用

地として貸しているようだが、駐車場料金は徴収しているのか。 

△ 当該用地は土地開発公社の所有であり、公社で徴収し、収入となっている。当

初は２１年３月までは借地ということであったが、昨年からの不況もあり、現在

のところ土地購入については厳しい状況である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４２号「平成

２０年度坂城町工業地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛

成により原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 
 
 

◎日程第８「議案第４３号 平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 

議長（春日君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 
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総務産業常任委員長（安島さん） ９月１０日の本会議において総務産業常任委員会

に審査を付託されました議案第４３号「平成２０年度坂城町下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」９月１４日の委員会において、説明員として建設課長、

担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告申し上げます。 

○ 小網地区は２１年度より合併処理浄化槽での整備地域としての下水道事業の対

応となったが、設置工事は始まっているのか。 

△ 小網地域は現在５７世帯があるが、２０年度の２件を含め、１６世帯が浄化槽

の設置が完了している。今後の世帯数の増減もあるが、残りが４２から４３世帯

で、２１年度も５件の要望があり、実施しているところである。 

○ 井戸水を使用しているお宅が多いが、合併処理浄化槽を設置するにあたり、問

題はないのか。 

△ 小網地域が合併処理浄化槽で実施を行うようになった経緯の中に、県営水道が

ほとんどの地域が未整備であり、整備するにも時間を要する点があった。合併処

理浄化槽はそれほど高い水圧を必要としないため、現在ある井戸水をそのまま使

えるので問題はない。 

○ 受益者負担金の収入未済額の１，９２４万円に該当する方は公共枡がついてい

るのか。町で投資しているところはあるのか。 

△ 公共枡は設置し、接続していただくことが義務であるので、設置している。公

共枡までは町で費用負担をし、町で設置している。 

○ 受益者負担金を滞納している人は何人で、滞納しながらも接続している人はい

るのか。 

△ ８３名の滞納者で、うち３件は接続もしている。 

○ 現年度の使用料収入未済額で新しく滞納者となった人数は。 

△ ２０年度で６８件、１２名である。 

○ 不納欠損４６万円の内容は。 

△ ２件、１名で、本人が死亡され、相続人がなく、処分財産がないため処理をし

た。 

○ 高齢者や一人世帯などの生活困窮者で接続が困難な方への対応について、どの

ように考えているのか。 

△ 都市計画法や下水道法により事業を行っているため、所有者等の義務としてお
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願いをしている。ただ、生活が困窮している等のケースについては、受益者負担

金の滞納の問題もあり、今後よりよい方法を検討していく必要があると考える。 

○ 受益者負担金、納期前納付報奨金４６０万円の内容は。また報奨金の割合は。 

△ １５０件で約６割が利用いただいている。受益者負担金は５年の年４回の計

２０回の分納が可能であるが、最大で１９回の前納ができ、最大１１％の報奨金

が出る。 

○ 下水道特別会計の総額は約８億７，８００万円であるが、工事費は約２億

７，５００万円である。あと１０年で工事が完了するのか。 

△ 来年度以降、約６０億円で、千曲川流域下水道の建設分の９億円を除くと５１

億円となり、例年並みの３億円プラス１億円で、１０年間で４０億円となる。コ

スト削減等する中で合併処理浄化槽を含めた普及率を９０％にしていきたい。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４３号「平成

２０年度坂城町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」全員の賛成によ

り原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）認定」 

議長（春日君） 審議の途中ですが、昼食のため午後１時３０分まで休憩をいたしま

す。 

（休憩 午後１２時０３分～再開 午後１時３０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 ただいまお手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま提出された議案を日程に追加いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 
 
 

◎日程第９「議案第４４号 平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について」 

議長（春日君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 
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社会文教常任委員長（中嶋君） 去る９月１０日の本会議において社会文教常任委員

会に審査を付託されました議案第４４号「平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定について」９月１１日の委員会において、説明員として福祉健康

課長、総務課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告を申し上げます。 

○ 保険料の特別徴収と普通徴収の人数はどうなっているか。年金の受給額の誓約、

年額１８万円以下の者で特別徴収にならない人は何人いるか。そのうち滞納者は

何人いるのか。 

△ 特別徴収が４，１４０名、普通徴収が５９０名という状況である。年金の受給

額が年額１８万円以下や無年金のための特別徴収ができない者は１２７名で、そ

のうち１０名が滞納者となっている。 

○ 要介護認定者の人数は昨年に比べてどうか。 

△ ２０年度末の認定者は総数で６２８名であり、昨年の同時期と比べて大きな変

化はない。１８年度をピークに、ここ２年くらいは６３０人前後で推移している

ので、この状態である。 

○ 施設入所の待機者は何人いるか。 

△ ２０年度の年度末現在で在宅において入所を待っている人は３９名である。 

○ 地域密着型サービスにおける通所介護とグループホームの利用状況のデータは

あるか。また夜間訪問介護はどうか。 

△ 地域密着型サービスにおける通所介護サービスの利用者は、平成２０年度の年

間延べ人数で４１４名、月平均で３５名になる。グループホームの利用は、年間

延べ人数で１９４名、月平均１６名という状況である。地域密着型サービスにお

ける夜間対応型訪問介護サービスの利用はない。 

○ 老人保健施設の利用状況はどうか。 

△ 年間延べ人数で７０８件、月平均で５９名である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４４号「平成

２０年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」挙手多数により原

案のとおり認定することに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 
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（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

６番（入日さん） 私は、議案第４４号「平成２０年度坂城町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について」反対の立場で討論します。 

 これは国の制度なので２０年度予算に対して反対しませんでしたが、制度の欠陥

を正す必要から反対討論します。 

 介護保険の最大の問題点は、４０歳以上のすべての人から医療保険分とは別に保

険料の負担を押しつけ、保険料の二重取りの点と所得がなくても取られることです。

そのため払えない人がどうしても生まれます。坂城町でも滞納が約４９５万円あり、

不納欠損も出ています。また保険料を取られているのに、いざサービスを受けたい

と思っても老健施設や特養はいつも満杯で、いつ入れるかわかりません。施設不足

や受けたいサービスが受けられないのが現状です。税金を勝手に取り、サービスが

必要に応じて受けられないのでは国家的詐欺ではないでしょうか。 

 介護事業所も一人一人に合った適切な介護をしたくても介護度によりサービスが

制限されるため、実費負担になり、お金がなくてサービスを受けられない人が出て

います。また介護報酬が低いため、職員に十分な賃金が払えず、きつい仕事でもあ

り、職員不足に陥っています。坂城町でも以前、特養をつくりたいと申し出があり

ましたが、町長は「美山園も美里園もあるので、町では足りている。これ以上負担

が増えることはしたくない」と断ったと聞いています。委員長報告にもありました

が、町でも２０年度施設入所希望の待機者が３９名います。これからもっと高齢化

が進み、施設の需要は増える一方だと思います。施設建設の要望があれば認可し、

待機者を生まない施策を望みます。 

 介護保険は国の制度であり、町はそれに沿ってやっているに過ぎませんが、保険

料を取られて十分な介護が受けられない現状や所得がない人から保険料を徴収する

など問題点が多くあります。介護保険が始まるまでは、お金がなくてもサービスが

受けられたのに、介護保険のスタートで、お金がなければサービスが利用できなく

なった。こんなことが許されてよいのでしょうか。国も民主党政権になり、国の方

針も変わることと思います。介護保険の抜本的見直しを図り、お金がなくても必要

なサービスを受けられるように変えるべきだと思います。そのためには全国の地方
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自治体が力を合わせ、国に改正を要求することを要望し、私の反対討論とします。 

議長（春日君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

議長（春日君） 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
 
 

◎日程第１０「議案第４５号 平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

議長（春日君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（中嶋君） 去る９月１０日の本会議において社会文教常任委員

会に審査を付託されました議案第４５号「平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定について」９月１１日の委員会において、説明員として福

祉健康課長、総務課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下その概要についてご報告を申し上げます。 

○ 保険料の収入額が当初予算より決算では大幅に減額されているが、理由は。 

△ 当初予算の保険料の積算は、前年の所得による概算額であり、国の施策と年度

途中に実施した保険料の軽減分も当初予算の段階では見込めなかったため、大幅

な減額となった。 

○ 特別徴収ができず、普通徴収に切り替わった方の人数は。 

△ 特別徴収については、介護保険料を引いている年金で２分の１判定を行い、対

象にならない方は自動的に普通徴収となるよう、電算システムで処理をしている

が、普通徴収のみで納付されている方は４０３名である。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第４５号「平成

２０年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」挙手多数に

より原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（春日君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

６番（入日さん） 私は、議案第４５号「平成２０年度坂城町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について」反対の立場で討論します。 

 医療費がかかるからといって７５歳以上を別の保険にするなど、世界でも例があ

りません。日本だけです。高齢者になれば、どこかしら具合が悪くなるのはいたし

方ないことです。老人は役立たずだからお金を使うのはもったいないという暴言も

あったように、日本の政治家は今までの日本を築き、ここまで発展させてきた多く

の先輩に対して感謝も尊敬の心も全く持ち合わせていないことが暴露されました。

無駄を排除し、効率だけを追った結果が今の殺伐とした社会をつくり、人の和の大

切さを壊したのだと思います。所得のない人からも保険料を徴収するため、滞納者

を生み出し、無保険者は具合が悪くなっても医者にもかかれません。これは憲法

２５条で保障された生存権にも違反する制度ではないかと思います。そんな制度は

廃止にするしかありません。国の誤った政策を変えられるのは地方自治体だけです。

町としても地方自治体に呼びかけ、後期高齢者医療制度の廃止を国に要求すること

を要望し、私の反対討論とします。 

議長（春日君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（春日君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

議長（春日君） 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 
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◎日程第１１「議案第４６号 坂城町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１２「議案第４７号 坂城町営住宅等管理条例の一部を改正する条例につ

いて」 

議長（春日君） これより質疑に入ります。 

６番（入日さん） この説明というか、第２５条の２の中で、暴力団員であることが

判明したときにという明け渡しを求めることができるとなっていますが、入居時に

私は暴力団に加盟していますよとか、組織の一員ですよなんていうことはほとんど

ないと思うので、どういうふうに見極めるのか、その点について伺います。 

建設課長（村田君） ご答弁申し上げます。 

 疑義があった場合には、警察に照会するということになっております。以上です。 

６番（入日さん） 前もちょっと網掛団地で、入ってしばらくたったら暴力団員だっ

たということがわかって、近所の人が何とかできないかというような問題が起こっ

たんですが、実際その人が近所で暴れたとか、暴力団員たちが住宅に押しかけてき

てどうのこうのとかあったというのならわかると思うんですが、ただ普通におとな

しく仮面をかぶって住んでいればわからないわけですよね。だから、そういうこと

に関しては、その人の身分が本当に暴力団員だということがわからない限り、町と

しても対策はとれないと思うんですが、そのことについてお聞きしたんですが、結

局何も起こさなくて、おとなしくしていれば暴力団に入っていても一応入居はでき

ているというふうにとられてしまうんですが、それでよろしいのですか。 

建設課長（村田君） ご答弁申し上げます。 

 確かに議員さんおっしゃるとおり、その判断についてはなかなか難しい点もござ

います。ただ、今回この条例を施行するにあたりましては、県の方からの通達にも

ございまして、警察署と協定を結んでこれを施行していくと、排除に向けていくよ

ということでございますので、入居当初、それから今入居なさっている方全員につ

いて、それを調べるということはなかなか困難ではございますが、入居時等も厳正

に審査をする中で、担当課といたしましては、その点について十分配慮をしながら

警察と連携を密にして、その情報はそのものにだけ使うということでございますが、
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照会ができるということになってございますので、そういうふうに対応していきた

いというふうに思っております。よろしくお願いします。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１３「議案第４８号 平成２１年度坂城町一般会計補正予算（第４号）に

ついて」 

議長（春日君） これより質疑に入ります。 

６番（入日さん） １９ページの款８の土木費、目１の住宅管理費の説明１３００７

公営住宅等長寿命化計画策定業務委託８４万６千円、これはどこへ業務委託をして、

どんな内容を検討しているのでしょうか。 

 それから２１ページ、同じ土木費で目４の公園管理費中に説明１３００１公園環

境整備委託１４２万８千円、これはどこへ委託して、仕事の内容はどんなものでし

ょうか。以上です。 

建設課長（村田君） まず、ご質問の１９ページの公営住宅等長寿命化計画策定業務

委託でございますが、この内容につきましては、既存の町営住宅につきましては、

建築後４０年以上たっているというような中で、緊急的に屋根の修繕ですとか、壁

の補修ですとか、諸々単費で修繕をしてまいったわけでございますが、このたび制

度が変わりまして、地域住宅交付金で国の交付金が受けられる制度に変わったとい

う中で、この地域住宅交付金の補助制度の中では、長野県全体その要綱で長寿命化

計画を立てていきなさいよというふうに県の方から指導が参って、今年度中に全市

町村、策定をしろと、そういうことでないと有利な交付金が受けられないよという

ことがありまして、町営住宅をかかえている坂城町も戸数がたんとありますから、

こういうものを取り組んでまいりたいということで、この業務委託を予算計上させ

ていただいたということでございます。 

 委託先につきましては、県の住宅供給公社へお願いをするということでございま

す。 

 それから２１ページ、公園環境整備委託１４２万８千円の中身はということでご

ざいますが、これにつきましては、ふるさとの原風景ということの中で千曲川水辺

公園、野草園の整備に向けまして、緊急雇用創出事業ということの中で、その野草

園の整備について作業委託をするものでございます。以上でございます。 

 すみません。答弁漏れがございました。委託先については、社団法人更埴シルバ
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ー人材センターに予定をしております。以上でございます。 

６番（入日さん） 内容はわかったんですが、１９ページの公営住宅の長寿命化への

計画ですが、特に坂城町の住宅は４０年以上という古い、しかも町営住宅の場合は

木造で非常に耐久的にも年数が大幅に超過していると。中之条団地みたいに建て替

えられれば一番いいんですが、そうすると、今度低所得者層が入れなくなるという

問題が起きてくるんですが、一応町としても今の住宅をできるだけ長寿命化させて

ということで今回策定をして、どのくらいの規模でお金がかかるかとか、どんな修

繕が必要かというのを多分策定すると思うんですが、とにかくこれから高齢化社会

に向けてやはりバリアフリー化と水洗化は欠かせないと思うんですよね。 

 それから今まで屋根だとか外壁だとか、ちょこちょこといろいろな修理があるん

ですが、その辺もやはり結構風雨に耐えられるような外壁だとか屋根の構造とかと

すると、かなりの金額がかかってくると思うんですが、その辺の長期計画について

と、それから、今、町営住宅もかなり滞納者が出ていて、２０年度はかなり収納プ

ロジェクトと担当者によって金額は減ってきていますが、そういうふうに新しく改

造してきれいになったときに、いわゆる保証人の見直しだとか、そういうことをし

ていかないと、やはり滞納者が減っていかないし、ちょっと個人のプライバシーも

あるのでどうかとは思いますけれども、やはり利用していて利用料を払わないとい

うのは非常に税の公平性からも問題があると思うので、その辺についてどう考えて

いるのか、お伺いします。 

建設課長（村田君） 老朽化した町営住宅をどうするのかということだと思いますが、

今回この長寿命化計画につきましては、既設のあるもの、既設で修繕とかいろいろ

な関係について地域住宅交付金の交付金対象になっているということでございまし

て、新たに建て替えとか、そういうことではございません。要するに今の建物を長

くもたせるために修繕をどういうふうにしていったらいいかということを、その計

画を立てまして、それをいったん県の方へ提出をすると。計画現況調査とか、そう

いうものの分析をして一応計画を作成するということで、この委託があると。実際

に、これはもう直さなきゃいけないなというときは、その計画に基づいて申請をす

ると交付金が認められるということでございます。 

 それともう１点、新しく既存の住宅の中身を新設したり改良したりした場合の今

の保証人の見直しとか、そういうものについては、現行の制度で対応してまいりた

いと考えております。よろしくお願いします。 
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 大変申し訳ございません。答弁漏れがございました。家賃の滞納のご質問でござ

いますが、これにつきましては、担当課で鋭意努力はしているわけでございますが、

昨今いろいろ経済不況の中で本当にお支払いについて大変だなという方もおいでま

す。そんな中で夜そのお宅にお伺いしたり、また職場等へも時間をつくっていただ

いてお伺いしたり精一杯滞納については努力してきております。全額滞納金につい

て納めていただけない方は、分納というような形で、金額が多い方も多少なりとも

分納をいただいて継続してお支払いをいただいております。ご指摘の点よくわかる

わけでございますが、今後ともその滞納整理については鋭意努力してまいりますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 

８番（林さん） １点だけお伺いいたします。２４ページ、目４食育・給食センター

建設費４万５千円の計上ですけれども、このところでお聞きしたいのは、先日の一

般質問の中で堆肥化に向けた考え方をお聞きしましたら、町でもそのような考え方

をお持ちだということはわかりましたけれども、たまたま新しい給食センターがで

きるにつけて、現在の給食の残飯または野菜の切れ端などの処理方法は今どのよう

な状況で、今後に向けては新しい給食センターができるに向けての考え方はどのよ

うにお持ちなのか、お聞かせください。 

教育次長（塚田君） ２４ページの食育・給食センターの建設費に関してでございま

すが、現在は残飯については焼却処理ということで葛尾組合の方へお願いをしてお

ります。新しい給食センターにつきましては、最新の機械を導入いたしまして、粉

砕をして細かくして、なるべく匂い、悪臭等出ないような形の中で処理していくと

いうことで、一切表へ出ないような形の中で対応していくという考え方でおります。

以上です。 

８番（林さん） ただいまご答弁いただきましたけれども、現在、焼却処理というこ

とは本当に考えていかなければいけないことだと思います。それにしても粉砕し、

匂いを抜く処理で表に出ないようにするということは、具体的にどういうことをな

さるのか、ご説明いただきたいです。 

 教育をする過程の中で焼却処理ということは十分考えていただかなければいけな

いことですし、堆肥化に向けた、まず一歩目は給食センターから何らかの方策を考

えていただきたいと思いますけれども、その辺のお考えをお聞かせください。 

教育次長（塚田君） 今、林議員さんの方からもちょっとお話がありましたが、堆肥

化ということ、そのことについて考えております。今後、先ほど粉砕して細かくし
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て堆肥のように利用していく中で、どこで利用していくか、どなたに利用していく

かということを給食センターの方で募集するような形で、使う方を募集するような

形で今考えておりますので、堆肥化に向けた方向で検討しているという状況です。

以上です。 

１番（田中君） この予算書では２１ページの教育費の教育総務費、事務局費という

ことでございますけれども、ちょっとこの予算とは直接関係ないんですけれども、

教育の関係でお聞きしたいと思います。 

 今、村上小学校の学級閉鎖等で新型インフルエンザで大変なことと思いますけれ

ども、先ほどもちょっと委員長報告の中で申し上げたんですけれども、総括でちょ

っと聞けなかったので、状況説明をお願いしたいと思うんです。 

 まずひとつは、学力向上事業というのを２年生以上の子供たちに毎年、学力総合、

いわゆる総体の評価テストという形で行っておられると。そういう中で３年前から

全国一斉の文部省の学力テストも入ったんですけれども、まずこの重複ということ

についてどういう取り扱いをしているかということで説明をお願いします。 

 そして２番目といたしまして、学力テストの３回目の、ちょっと概況等を見ます

と、かなりひとつの傾向というか、定着してきていると。そういう中で大都市部と

地方との格差というのは、むしろ秋田とか福井とか富山というような地方の方が意

外と頑張っているということで、これは定着しているということ。 

 それからもうひとつ大事なことは、生活調査をあわせてやっている中で規則正し

い生活をしている子供たちの正答率は高いという実態があるわけですね。そういう

こと、あるいは学力テストが、私、毎回ちょっと今まで２年はもうちょっと概況を

示してほしいということで一般質問等でお願いしたんですけれども、わからないの

で、ちょっとナンセンスかと思うんですけれども、そういうものがどのような形で

現場なりで改善なり取り組みが、あるいは学力向上というような形の中へ取り組ま

れているかというようなことをあわせて説明をお願いしたいと思います。 

教育長（長谷川君） ご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず１番の町の方で予算を組んでお願いしております学力向上事業の中心になっ

ておりますのは、ＮＲＴという学力検査であります。この検査は４月に実施します

が、前の年の、例えば６年生ならば５年生のときの学習指導がどうであったかとい

う成果を小単元にまでさかのぼって分析をすることができるテストであります。で

すから、それぞれの小単元別に習熟度がどうであったか、そこでの指導が子供たち
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に定着したか。定着していないとすれば、それに対してどう補充をするかとか、あ

るいは指導法をどう改善するかという、こういう子供たちの学力を見るというより

も先生方の指導の改善、これを図るために必要なデータをとるテストであります。 

 重複ではないかというご指摘でありますが、国で行っております全国学力学習状

況調査は、６年生と中学３年が実施しておりますけれども、これは小学校でいえば

１年から５年までの学習内容について検査をしておりますし、中学については、小

学校１年から中学２年までの学習状況について検査をしているものでありまして、

ある面でいいますと、今、町でやっておりますＮＲＴのテストの方が学習指導にど

う生かすかという意味では大変有効なテストだというふうに考えております。ＮＲ

Ｔのテストの方が１年早く取り入れさせていただきまして、今年４年目であります。

先ほど社会文教委員長さんの方から報告がありましたように、効果が上がっている

というふうに見ております。 

 次に、全国学力テストの結果について、規則正しい生活をしている子供の方が正

答率が高いのではないかというご指摘等がございました。 

 これについては、学力テストと学習状況調査とが重ね合わせて見ることができる

テストでありますけれども、今までのところ、有効に利用できているのは、一人一

人の子供にとって、あなたのテスト結果とあなたの生活習慣の中で見ていくと、ど

うもここら辺に問題があるねということは、それぞれの保護者の皆様に個別懇談会

等の機会をとらえてお知らせをしております。 

 ですけれども、町全体で今、相関を見ているんですが、はっきりとこういう生活

をしている子供はこうだということが見えるような相関は今のところ、ちょっとま

だ発見できておりません。しかしながら、全体の傾向とすれば、例えばテレビを見

る時間がというような面で考察はできるんですけれども、そこでも特に坂城町があ

る部分突出して問題があるというようなところでの考察はないように思います。む

しろ食事の問題等は全国的なレベルから見れば、いい状況にありますし、特別そう

いう特段この点はというところは今のところ全体としての相関は発見できておりま

せん。以上であります。 

１番（田中君） 町が子供たちに問題があるとか、学力がどうこうという、そういう

情報が何もつかんでいないので、そういう前提に立って質問したわけじゃなくて、

今、教育長の答弁の中で、ちょっと２点ほど確認したいんですけれども、ＮＲＴの、

いわゆる町独自でやっている４年目になる、それについては、先生方の指導の改善
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に生かしているというんですけれども、それは個々の先生が自分の教えたクラスを

見てやるんですか。それとも教員会議なり科目会議で取り組みをしているのかとい

うのをちょっと１点聞かせていただきます。 

 もう１点は、全国学力の関係は、お一人お一人の子供たち、あるいはその保護者

に生活と学力との結果というか、それを示して改善を要望というか、指導している

というんですけれども、これは町全体としての分析とか評価とか、そういう取り組

みというのはされているんですか。そういう町全体として、いわゆる先生方なり教

育長なんか入って分析をしているのかどうか。そして、そこに問題点などを抽出し

ているのかどうかという、そういうことについて、今問題があるからとか何とかと

いうんじゃなくて、私ども全然学力テストなんかも全然わからないわけですよ。そ

ういう中でどういう形で取り組んでいるのかなと、その概況的な。文部省発表のも

のを読むと、さっき言ったように幾つかの３回通して固定化というか、傾向が出て

いるというような中で、そういうような何かひとつこの町の教育のあり方なり実績

の中でひとつの方向というか、そんなようなものがつかんできているのかどうかと

いうこともあわせてちょっとお伺いしたいと思います。 

教育長（長谷川君） お答えいたします。 

 まず１点目のＮＲＴのテストをどういう形で分析をしているかということであり

ますけれども、まずひとつは、個々の先生が自分の前の学年のときはどうであった

かということを分析しております。これは学級担任がかわることもありますので、

かわった場合には新しい先生と前もっていた先生と両方で分析をしているという状

況であります。 

 それから学年としてどうであったか。これは単元の組み方であるとか、学年行事

の入れ方とか、そういうこともこれには関係がありますので、そういう点で。 

 それから学校全体でどうかということで分析をしております。学校全体として、

どういう傾向があるのかということ等もあります。 

 それから町全体のことについては、どこで分析しているか、そしてその結果はど

うであるかということですが、これは坂城町全体での結果については、これは……。 

 すみません、学力テストの方でしたね。全国学力テストの結果については、坂城

町のデータは教育委員会で分析を進めております。それぞれの学校では自分の学校

の分について分析をしていただいております。先ほど申し上げましたように、特に

相関がないというふうに申し上げました。分析してみて特に何か偏っているという
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ようなところはほとんど見つかりませんでした。むしろ何というか、日本的に言え

ば、まさに平均的なひとつの町であるのかなということを生活状況などのところで

は見れております。多少先ほど言いました食事のことであるとかはいい傾向が出て

おりまして、あいさつのことなどもいい傾向が出ているかなと思っています。 

 そういうような分析をして、それをまた学校の分析とあわせて教育委員会で統合

して見ているという、こんな方式で今進めておるところであります。以上でありま

す。 

７番（安島さん） それでは３点お聞きいたします。 

 １３ページの款４衛生費の目４健康増進事業費についてでございます。 

 これは私、６月に一般質問でお聞きいたしました女性特有のがん検診ということ

で、国から補助金が２８５万３千円来るということで、子宮頸がん、乳がんの５歳

刻みの対象者の人に無料検診のクーポン券が町から配送されるという事業でござい

ますけれども、まず対象者の人数、それとこれからどのように進めていくのか。東

御市などでは配布されているようなんですけれども、事業計画ですね、どこの病院

で検診が受けられるのか、まずそのことをお聞きいたします。 

 そのページの検診のところで、今インフルエンザが非常に小・中学校で広がって

まいりました。その中で、この４月に配られました新型インフルエンザ対応マニュ

アルの中で、蔓延防止対策ということで、１つ目は小・中学校の休校措置というこ

とで、これはクラスの１０％の子供が感染した場合はクラス閉鎖または休校措置を

とっていくということでございますが、２番目の町施設の閉鎖措置ということで、

これから秋いろいろな行事がございまして、人が集まる場合がたくさん出てまいり

ます。その中でこれから寒くなりましてインフルエンザが蔓延してまいりますと、

どういうふうなそういった集会の場での閉鎖措置が行われるのか、どういう基準で

行われていくのか、お聞きいたします。 

 それと３つ目でございますが、２３ページの目３の図書館費についてお聞きいた

します。 

 図書館費の説明の欄ですが、図書館長、それと臨時職員ということで、７８万５

千円というのが入れ代わりになっておるんですけれども、図書館に行きますと、図

書館長さんが毎日勤務されているという今状態ではありません。その中で今どうい

うふうな体制で図書館の運営をされているのか、その点、まず３点お聞きいたしま

す。 
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福祉健康課長（中村さん） まず女性特有のがん検診推進事業につきましてですが、

対象者につきましては、子宮頸がんの対象者は４６４人、乳がん検診の対象者は

５６９人でございます。受診ができる医療機関ですが、女性特有のがん検診推進事

業、市町村間相互乗入れ業務委託ということで、県の医師会と委託契約を結びまし

て、長野県の中の医療機関ですが、子宮頸がんにつきましては８７医療機関、それ

から乳がんにつきましては５１医療機関と実施ができるようになっています。それ

から町独自で子宮頸がん、乳がんともひとつの医療機関と契約をいたしました。 

 それから、これからの事業の進め方ということですが、今回補正予算をお願いい

たしましてお認めをいただきまして、該当者に検診手帳とがん検診が無料になるク

ーポン券を配布いたしまして、１０月から来年の３月まで、先ほどの委託契約、医

療機関、県の医師会となんですが、契約をいたしまして実施をしていきます。なる

べく早く該当者の方にはクーポン券、検診手帳をお送りするように準備を進めてま

いりたいと思っております。 

 それからインフルエンザの関係ですが、基準なんですが、行事の際には、できる

だけ今までの行事をその都度その都度状況を見て１週間前ぐらいのところで状況と

様子を見て判断をしていくということで、できるだけ通常の行事ができるような形

で考えております。以上でございます。 

教育次長（塚田君） ２３ページ、図書館の館長、それから臨時職員の関係ですが、

現状４月から館長におきましては週２．５日をお願いしております。図書館運営に

ついては知識のある方でありまして、お任せをしてあるわけですが、どうしても家

庭の都合、仕事の都合で当面２．５日しか来られないという状況の中でお願いをし

てあります。それに対応する形の中で臨時職員ということで予算の振り替えでお願

いをしたという状況であります。以上です。 

７番（安島さん） この女性特有がん検診の推進事業については、町民の皆さん、ま

だまだ周知が徹底されていない、これからということだと思うんですけれども、無

料クーポン券が配られましても、病院の方に足を運んで検診を受けるということは、

なかなか初めての方などは非常に大変なことなんですけれども、どのようにして、

せっかく無料のクーポン券を配布するわけですから、検診率を高めていくのか、そ

の辺の推進についての何か計画をお持ちでしたらお願いいたします。 

 それとインフルエンザについてでございますが、庁舎の中も不特定多数の方が出

入りされまして非常に大変これから感染が危惧される場所でございますけれども、
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その辺の庁舎内の職員体制、これから職員の家族にインフルエンザの患者が出た場

合とか、その辺のことです。まず今一番配慮されているところ、これから、今すぐ

できる対策について総務課長の方からお願いできたら答弁ください。 

 それと図書館についてでございますが、館長さんが週２．５日しか出勤しないと

いう職員体制で、臨時職員を雇うということですけれども、支障はないのかどうか、

その辺ですね。もう１度お聞きいたします。 

福祉健康課長（中村さん） 女性特有のがん検診につきましてですが、１０月からと

いうことですので、ここで検診手帳と、それから無料になるクーポン券を送ります。

それで送った方の受診がされたかどうか、確認などをできればしていきたいと考え

ております。以上でございます。 

総務課長（宮下君） インフルエンザのご質問でありますが、役場庁舎等町施設の関

係には先日、小学校の方で学級閉鎖、学年閉鎖という形になった段階から消毒液の

方を配布させていただきました。 

 一番私どもが心配いたしますのが、今議員さんもおっしゃいましたけれども、役

場の機能が停止することがないように、どのような取り組みができるかということ

であります。１４日、月曜日の日も対策本部を開く中では、改めましてやることと

しては、単純かもしれませんけれども、日常的なうがい、手洗いの励行というもの

を奨励するように各課長の方から担当課の中に、職員の中に伝えるようにお願いし

ています。また発熱ですとか、のどの痛み等ある場合につきましては、早目に医療

機関への診察をいただいて、もし万一の場合がありました場合にはお休みをいただ

くと、被害を広げないような形をしていくというようなことを考えております。 

 それから事業的な部分につきましては、計画どおり基本的には進める中で物事を

考えていきましょうということで進めています。ただ、イベント等を開催するにあ

たりましても、やはり参加する側の方も熱がある場合については、そういった参加

をお控えいただくとか、そういうことをしてご協力をいただきたいというふうに思

います。また、もちろんインフルエンザの疑いがあると診断された方につきまして

は、参加をいただかないで我慢をしていただくというような中で、お互いが協力し

合ってそういったイベント等が開催できるご協力体制をお願いしたいというふうに

考えております。また万一の場合につきましても、私どもも、例えば住民環境課の

窓口等につきましては、開かないというわけにいかない状況もありますので、それ

なりの体制というものは考えながら事務を進めていくことであります。 
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教育次長（塚田君） お答えをいたします。 

 この３月までは館長、それから館長については職員の方から行っておりました。

それから館長の下には係長ということで職員もおりましたが、今回、館長について

は嘱託という形でお願いする中で、町の方からの職員を副館長ということで、運営

管理につきましては責任を持っていただく体制をとってきております。それから司

書、それから臨時職員につきましても、今まで携わっていただいているベテランの

方をお願いしてある状況でございます。４月からそういう体制できておりますが、

特に貸出業務等について支障のない状況であるというふうに考えております。以上

です。 

議長（春日君） 審議の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたしま

す。 

（休憩 午後２時３０分～再開 午後２時４０分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 引き続き、質問を受けます。 

１１番（円尾さん） 先ほどの、ページでいきますと７ページ、総務費の中の一般管

理費の中でお尋ねします。 

 先ほどの話の中で、インフルエンザ対策として各場所に手洗いなどの消毒液を置

いたという話がありました。特に手洗いが一番有効だと言われていますから、不特

定多数の方が入ってくる役場というのは特に大事にしたいと思うんですが、先ほど

の話ではカウンターのところにあるよという話でしたけれども、なかなか目につか

ないし、中へ入ってきたら、そこからカウンターを通らないでこちらへ行ったり、

あっち行ったりすることが多いんです。だから、せめて風除室に置いてわかるよう

に、皆さんがそこで気づくようなところに配備していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 それから同じページ、企画費の中で、説明の中で温泉施設改良工事がなされて

６８０万円ですか、出ていますが、その中身についてお知らせください。 

 それから１２ページ、民生費３目の保育園総務費について伺いたいと思います。 

 まず１つは、今年の保育園入園のときに、こういう経済状況の中で仕事をやめざ

るを得なくなって保育に欠けたという場合には、仕事がないもんだから、保育に欠

けると認めないというようなレッドカードなんかが出されたわけですけれども、そ

れが対応された人がいるのかどうか、その辺を１点お聞きします。 
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 それと同時に、保育園の中でのインフルエンザということについては、大変心配

がありますし、やはり小さい子供たちがいるということと、長時間の保育時間とい

うことがありますので、どんな対応をされているのか。万が一閉鎖というようなこ

とがあったら、それに対してどんなふうな工夫をしているのか、その辺についてお

聞きします。 

 もう１点は、やはり保育園の中で、それぞれの園で障害児の加配というのがある

かと思うんです。昨年の実績報告書の中でも、この保育園は何人、この保育園は何

人というような形の報告が出されていましたけれども、今年の現状はどうでしょう

か。その辺についてお尋ねします。 

総務課長（宮下君） 役場庁舎におけます消毒液の置き場所ということでご質問をい

ただきました。 

 議員さんが来てわからないとなると、一般の方もなかなかわからないのかなとい

う不安もありますので、置き場所等につきましては検討をさせていただきたいと思

います。 

企画調整係長（山崎君） それでは私からは７ページの温泉管理事業、節１５工事請

負費について内容でございますが、お答えいたします。 

 これにつきましては、まず源泉から温泉水を汲み上げる水中ポンプの老朽化に伴

います水中ポンプと水位センサーの老朽化に伴います、その交換工事、それが２３０

万円、それと浴室及び脱衣室に設置してございます空調機４台の修繕、これが１９０

万円、それと温泉を送水する送水ポンプ及びそれを中継するポンプがございますけ

れども、そのポンプの交換工事が１６０万円、それと浄化槽ポンプ、地下給水ポン

プの交換、その工事が１００万円、計６８０万円ということでございます。 

子育て推進室長（中沢君） お答えします。 

 まず、保育に欠ける状況の方が入園できない事例があったかということでござい

ますけれども、正確にはございません。保育に欠ける状況の方の入園、保育に欠け

ない方の入園ということはございません。 

 それからインフルエンザの対応についてでございますけれども、日常的には各う

がい、手洗いはもちろんのこと、園児の手の触れるおもちゃ、あるいはドアノブ、

それからあらゆる園児の触れるところには消毒で拭いて感染しないような措置をと

っております。また長時間保育についても、うがい、手洗いの励行をして、かから

ないような措置をとっております。 
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 万が一発生したらということでございますが、その際には保育に欠けるお子さん

を預かるという状況の中で、直ちにクラス閉鎖等を行うということにはなかなか難

しい面がありますので、状況に応じて慎重に対応していきたいというふうに考えて

おります。 

 それから障害児加配の今年の状況はということでございますけれども、昨年と同

様に障害児の保育を実施しております。各園若干のばらつきはございますけれども、

南条保育園では７名の園児でございます。坂城は６名、村上は４名でございます。

統合保育ということで集団保育の中で障害児の成長を支援しております。以上です。 

１１番（円尾さん） 役場庁舎の消毒については、明日来たら変わっているんだろう

なということを期待しておきたいと思います。 

 びんぐしの件については、わかりました。 

 保育園の関係ですけれども、保育に欠ける子供を保育するというのは当然なんで

すけれども、そうじゃなくて、これだけ経済状況が大変な中でリストラなんかにな

ってやめざるを得なかったと。その中で入園のときに、それこそレッドカードを出

されて、こういう人は保育に欠けませんよということを出されたと思うんですよね。

だから、そういう措置がとられたことがあるのかどうか。保育に欠けていないとい

うことじゃなくて、保育園が主体的にそういうことをしたのかどうかということを

お尋ねしているんです。 

 それから保育園のインフルエンザについては、閉鎖というような形はなかなかと

りにくいというような話もわかるんですけれども、要は保育園全体がインフルエン

ザの蔓延にならないためには措置も必要になってくる可能性が大きいと思うんです

けれども、そういうときに代替で何かをすると、よその市町村なんかではそんなこ

とを考えているところが多いと思うんですけれども、そういう方向・方法なども考

えたことがあるのかどうか、その辺と、それから障害児加配の問題が出されてきま

したけれども、本当に障害を持っている方たちに加配をして、それでそのところで

十分効果が出るという形があるかと思うんですけれども、昔に比べるとという言い

方はちょっと変ですけれども、障害を持っている子供たちが増えてきたように私は

思うんですけれども、情緒不安定だとか、そういう中での増えてきているように思

いますけれども、加配をしたことで、これが効果が見えてきているという状況にな

っているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

子育て推進室長（中沢君） お答えします。 
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 年度途中でリストラ等でやめざるを得なくなったご家庭のお子さんが保育園をや

めたかということでございますが、そういう事例はございません。もし、そういう

事例がありましても、直ちに退園してくださいというような措置はとっておりませ

ん。それぞれの状況を勘案して引き続き入園を認めております。 

 それから障害児保育についてでございますけれども、当然、通常の集団保育の中

で伸びることがございますし、加配保育をつけて遅れている部分については補助を

しながら通常集団保育を実施しておりますので、きめ細かな対応、指導ができてお

りますので、大きく伸びております。 

 当然インフルエンザの発症が複数、１割以上出てきた場合の措置については、当

然必要になってくるわけですけれども、ただ、一律に１割以上出てきたからという

一定の基準はございますけれども、どうしても勤めに行かなければいけないという

ご家庭もありますので、その辺については慎重に、どういうふうに対応したらいい

か等、今後検討させていただきます。ただ、うつらない、感染させないという措置

は万全をとっていきたいと思います。以上です。 

１１番（円尾さん） すみません、配慮していただきまして。 

 保育園でインフルエンザにかかったときには対処していくということは当然なん

ですけれども、じゃあ一体どんなことが考えられているのかということをお聞きし

ているんですよね。細かい対応をしていくというのは当然のことで、その向こうに、

こういうこととこういうが対応としては考えられるよということをお尋ねしている

んですけれども、そのことについて、どうお考えでしょうか。 

子育て推進室長（中沢君） お答えします。 

 集団発生の場合には、基本的にはクラス閉鎖等をしてうつさない、あるいはかか

らないという状況をつくらなければいけないということは当然でございます。ただ、

クラス閉鎖することによって感染を防止できるということが有効であるということ

でございますので、基本的には、ご家庭あるいはおじいちゃん、おばあちゃん、勤

めているお父さん、お母さんが交代で休んで家庭で見てもらうということが基本で

はございますが、ただ、一律の基準で果して保育に欠けるご両親が勤めている家庭

に、そのやり方で大丈夫かというところについては、少し検討していきたいと思い

ます。場合によっては一時保育ができるかどうかについても検討していきたいと思

います。 

 ただ、この辺については新型インフルエンザの感染が拡大するということが予想
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されるということであれば、それなりに保健センターあるいは医療機関等のご意見

を参考にしながら具体的に対応していきたいというふうに考えております。 

１３番（柳澤君） 今日は発言を控えていようと思ったんですが、ちょっと心配にな

るわけであります。余計な心配だということで済めば、そんないいことはないわけ

ですけれども、９日に時間がなくて十分なことを申し上げられませんでしたけれど

も、今回のインフルエンザが本当に新型という性格を持ったものが広がった場合に、

村上小学校で出たから慌てて手洗いを置くというような、大変こう言うと嫌なこと

を言う、いつでも変なことを言うと言われそうですけれども、本当に心配をするか

ら申し上げるんですが、どうも今お聞きしていても、もう少し真剣に考えろやと、

そういうふうに申し上げたい気持ちになってしまうわけであります。 

 この間も申し上げましたが、若年の、特に９歳以下、５歳以下という子供にこれ

がうつった場合、今までのインフルエンザと違って脳炎・脳症にかかる率は非常に

高いという状況の中で、先ほどは保育園を閉鎖することはできないというような言

い方もされました。問題はそうじゃないんです。そういう場合も起きたらどうする

と。各家庭と連絡をとって、そうなる場合もあるから、今から準備しましょうぐら

いの各保育園が文書を出す、町として学校も保育園もすべて含めて、もう少し緊張

感のある対応、そんな心配、必要なかったと後で思うほどの体制をとられる必要が

あると思うんですが、どうでしょうか。手洗いにしても入り口にひとつ置けば済む

とか、そういう問題じゃないと思うんです。もう普通の店なんかは幾日も前から置

いてあります。マスクは人にうつさないため、手洗い、うがいが身を守るため、そ

ういうふうに言われていますが、弱毒性だなんていうことが言われたせいか、ちょ

っと何か今お聞きしていると緊張感に欠けている、そんな感じがするんですが、簡

単でいいです、お答えいただきたいと思います。 

福祉健康課長（中村さん） ただいまの保育園の関係もそうなんですが、それぞれお

便りでインフルエンザが感染拡大していますということで、もし園に園児が感染し

た場合は、休園になることもありますのでというようなお便りは出しております。

それぞれ各保育園で、より手洗い、うがいということで、やってくださいというこ

とで家庭に連絡をとっております。 

 それと、もし発生した場合の休園の関係なんですが、もちろん同じような形で休

園にはなりますが、ただ、どうしても保育に欠けるお子さんを預かっているわけで

すので、そうなったときに、どうしても家に１人置いておくわけにいかないとかと
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いう方があった場合、また、それぞれ対応がどういうふうにできるかということは、

ちょっと保育園ともそういう、村上保育園が一番、村上小学校ということもありま

すので、ご兄弟がいたりとかということもありますので、そんな話をして対応を考

えておきましょうということで、今どういう状況がいいのかということではやって

いるところでございます。 

１３番（柳澤君） 急に先ほど出しまして、ちょっと整理をしていなくてすみません

でしたが、２つのことをお聞きしたつもりです。 

 １つは、町全体としての危機管理的な意識の面での、そういった点でどうなんだ

ろうという、これが１点。 

 それから保育園については、例えば先ほど最初のお答えのときには閉鎖すること

は無理だというようなふうに言われたような気がするんです。２回目のときには、

それも考えるみたいな言い方でしたが、いずれにしても、ちょっと曖昧であります。

保育園については、そうならなければいいんですが、最悪のことを考えて、みんな

親たちは働き盛りの忙しい体ですから、子供を家へ帰しても見ることができるもの

が困難だという場合もあるだろうから、一回寄ってもらって、そういう場合の対応

を連絡をとり合ってするとか、近くでするとか、あるいは親戚へ声をかけてすると

か、そういうこともお願いしますよみたいな、そういう会合も、夜でもなんでもい

いから開くぐらいの、やはり心配りをする必要があるんじゃないかと。その２点を

もう１度お願いしたいと思います。 

福祉健康課長（中村さん） 保育園の関係ですけれども、保育園につきましては、基

本的には学校と同じように学級閉鎖、学年閉鎖ということでやっておりますので、

保育園も閉園というような形、クラスがまず閉園というか、お休みになるよという

ような形になりますが、ただ、実際に保育にどうしても欠ける子供が、もし、いら

っしゃったときにどうするかということで対応を、個々に子供さんの状況にもより

ますし、ということで考えていきたいと思っています。今、総括園長ともそういう

話をして、そういうふうにやっていきたいと思っております。保育園の方でもそう

いうふうには考えているんですが、保育に欠ける方についての扱いという部分のと

ころで、ちょっとどのようにしていいかということが、まだはっきりしていません

で、また園長とも話し合って、今、議員さんの方でご提案いただいた夜にでも保護

者の方と会議とか、そういうことができるかどうか、園の方と相談してみましてや

ってまいりたいと思います。 
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 それから全体の関係ですが、例えば先ほど総務課長の方からも答弁いたしました

けれども、対策本部会議を月曜日の日に開きました。行事についてどうするかとか、

一番は今の現状、小学校の状況、中学校の状況等出していただいて、今後行事等ど

のようにするかということ等本部会議で話し合いました。 

 先ほど総務課長も答弁申し上げましたけれども、役場の庁舎の中で業務が滞らな

いように、具体的にうちの福祉健康課の方につきましては、窓口を持っております

ので、窓口の対応、例えば１人１週間休んでしまったときにどうするか等それぞれ

の担当課で総務課の方からそのような文書も参りまして、それぞれの担当課の方で

は、そのように対処をそれぞれ業務が滞らないようにということで対応してまいっ

ております。以上です。 

総務課長（宮下君） インフルエンザの対策につきまして、庁内の緊張感ということ

ですけれども、学校関係、それから保育園関係の毎日の情報につきましては、私ど

もに来ましたら、例えば福祉健康課に、福祉健康課に来たら私どもにというような

形の中で、情報を共有する中で毎日のチェックをさせていただいております。それ

に基づいて人数等が拡大する状況になればそれなりの対応について考えていかなき

ゃならないということであります。 

 今、福祉課長の方でも申しましたけれども、インフルエンザの場合につきまして、

職員が出勤できない状況も想定されるわけであります。それにつきましては、各課

ごとで、まず業務の優先順位をまずつけてくれと。何を住民の皆さんの毎日の生活

の中に支障がないような形をとれるのかということで考えています。ただ単純に役

場業務の関係というのは役場庁舎だけには限らないわけです。例えば、ごみ収集

等々そういった万一の場合については、どういう体制をとるのかということは各担

当のところで十分考えておりますので、その辺につきましては状況に応じて対応を

とっていくということでありますので、よろしくお願いいたします。 

１２番（柳沢君） インフルエンザの問題で今それぞれ担当の方でお答えをしている

わけですけれども、保育に欠けるということ、これは児童福祉法の問題、それから

学校教育法の問題の場合には幼稚園ということだし、児童福祉法の関係では保育に

欠けるということですけれども、自分の大事な子供が病気になっている、また学校

なり、また保育園なりが休ませなきゃいけないというときぐらいは、いくらなんで

も親が見るのが当然だと思います。だから、保育に欠けているからといって行政の

方へそれなりにきちっとやりなさいと、その事務、その考え方は、それは私たちも
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わかります。だけども、やはり保護者が何といってもこれは子供を守らなきゃいけ

ない。ことに少子高齢化と言われる中の少子化の中では、自分の大事な子供を守る

ためには親もそれだけに考えなきゃいけないと、こういうことで、保護者と直ちに

連携をとって、それでこうだというようなご理解を得るように早く進めていった方

がいいんじゃないかなと。そういう連携というものはきちっととっておいて、だか

ら勤めが忙しいからだめだとかどうだじゃなくて、それをやっていただくようにし

ていった方がいいと思います。この点について、町長の方から何かお考えがあった

ら。 

町長（中沢君） いろいろインフルエンザのことにご心配いただいて大変だなと。そ

れぞれの皆さんが考えていただいているなと、そういうことについては感謝いたし

ます。 

 いろいろ出てきたとき、役場の庁舎を閉鎖ぐらいのことぐらいのニュアンスを持

たれていると思いますけれども、地震があった場合には、皆さんは家を守れと言い

ますけれども、役場の職員は、ここへ集合ということでございます、災害の場合は。

従いまして、どういった事態があろうとも役場の機能を止めることはできないとい

うことだけはご承知おきいただきたいなと、こんなふうに考えております。 

 それと、この間早速本部会議を開かせていただいたんですけれども、各ポジショ

ンからいろいろ上がってきました。学校では何回となく保護者へいろいろな手続を

どうする、こうするときめ細かい対応をしております。保育園しかりです。 

 そうすると、今回の場合には、学校は少なくも教育委員会が県の教育委員会等と

相談して対応するというルールがございます。また保育園等についても県といろい

ろ話し合ってやるということで、これは全県がそういった、まず出さないように、

拡散しないようにということで精一杯努力してもらっているということでもござい

ます。 

 しかしながら、村上小学校の場合も一応は各学校から帰宅していただいて友達に

うつさない、その対応をすると。家庭においては今お話のございましたように、自

分の子供、自分の孫ということですから、一時的にというよりも、基本的にはそこ

をベースに物を考えなければいけないなと、こんなふうに思っております。行政も、

これもあれもというような体制でなくて、人に学びながらやっていくということが

大事であります。 

 この間あるイベントについて中止する何々ということもありましたけれども、ま
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たあるところでも、そういうお話があったから、いや、違うんだと。少なくも町と

して町的なイベント等については１週間前にいろいろ検討して決める仕組みをつく

らなければいけない。１月も向こうのことを今からやめるというような論議をする

のではなくて、１週間前にみんなで確認し合ってやっていかないと、他のイベント

もできなくなると。粛々とそれは対応せざるを得ない。表へ出たことよりも、そう

いった面でのお話が大事だなと。 

 私もその後、早速医療的には千曲医師会の方へ要請書を出しまして、たまたま役

員会があるということで、坂城がこういう状態だからお力添えをお願いしたいとい

うような対応をしているわけでございます。また教育長からは毎日のように、この

間など、どんな文書を出しているという、学校からＰＴＡの皆さんへ出しているそ

の文書のひとつひとつまで私のところへ上げておるということでございます。あわ

せてこういったことだけは、災害だからどうにもならない、先を先をと言って急ぐ

のではなくて、その場その場で対応していくということが基本だなと、こんなふう

に思っております。 

 村上小学校の場合も、それに基づいて現在対応中だと。これがまた保育園に万一

そういうことがあれば、それは教訓になるということで、学びながらやらないと先

が急ぐばかりが対応じゃないなと。私どもにはそれなりに一生懸命やらなきゃなら

ないわけでありますが、限界もあるということ。それ以上に関係の皆さん、とりわ

けお父さん、お母さんは、こういう災害はどこにもあるということで協力を得なけ

ればならないなと思っております。以上でございます。 

１２番（柳沢君） 今、町長の方からご答弁があったわけですけれども、その場その

場、先を急ぐばかりが能ではないというか、先を急ぐばかりではないというような

お話もあったわけですけれども、先行的に考えていかないといけないという面もあ

るわけなんです。これはすべてのことについても言えることで、やはり後手後手と

いうふうで回っていくと、どのような弊害が、それ以上のものがあるかということ

も計算に入れていないと、世の中の状況は見られないし、また見て、それを早く対

応していかなければ何事もうまくそれが進展していかないと。経済もしかりである

し、すべての問題も行政上においてはそのようにある程度先手先手を打つことにお

いても、やはり大きな災禍にならないということも私たちは心していかなければい

けないと。やはり大きく考える、軽視することが一番大変なことで、軽視によって

は大変なことになるということも常に頭の中へ入れていかないといけないんじゃな
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いかなというふうに思うわけです。 

 今回の場合には、私も実は昨日、町内の医師の先生方の聞き取り調査的にいろい

ろ状況を聞いたが、小学生が何人インフルエンザにかかっているという状況等、全

体的にいけば相当数の医師のところへ風邪らしい、熱がある、おかしいという方た

ちが、数はちょっと申し上げられませんが、これは予想以上にあることは事実なん

です。そういうようなことを見た場合に、これはないがしろにし、侮ると大変なこ

とになっていくと、こういうことも言えると思います。 

 そのようなことで、これから行政もだし、私たち議会もそうですけれども、この

面については、ある程度神経質的になってはならないかもしれないが、神経質的に

ならないと、これは最小限に食い止めていくことができないということも考えてい

かなきゃいけないと、こういうように考えています。今後ともそういうことで行政

もそのような対応を、努力はされてきていますけれども、なお一層の努力をしてい

ただくよう、これは要望でございます。お願いします。以上です。 

２番（中嶋君） しつこくなるようでまことに申し訳ないんですが、同じようなこと

をまた申し上げるわけですが、町長もおっしゃっていたとおり、町長も職員のこと

をよく考えているなとは思います。私も１町民として安心したんですが、役場は閉

鎖しないよと、この言葉も大事だと思います。 

 ただ、状況によっては半分とか３分の１も休んでしまったらどうなるだやと、そ

んなようなときでも町長は休まないよというふうに私は受け取りました。立派だと

思います。町長自らきっとカウンターのところに立つんでしょう。そういうことで

もって評価をいたします。 

 ただ、私もいろいろ保健所なんか行って調べてきたんですが、ついこの間までは

豚インフルエンザと言ったんですよね。やはりこれは食品関係のことを言ったりす

ると、また豚の肉が売れなくなっちゃうとか、そんなような部分もあって、Ａ型イ

ンフルエンザ、新型インフルエンザとも言うようです。Ｂ型は何かと言われると、

昔流行りました香港型であるとか、ソ連型とか、そういうものだと思います。 

 やはりそうは言いましても、それでは、この期に来てＡ型がうんとおっかないか

というと、今うんとおっかないということで話になっていますが、当時考えれば、

やはりソ連だって、うんとおっかなかったんですよ。香港もうんとおっかなかった

んです。でも、やはりそれはそれだけのいろいろ対応策をとってきたから、季節型

のインフルエンザというやつは香港かソ連だそうです。もうそんなに怖くなくなっ
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てきているんです。ただし、でもそうは言ったってＡ型はうんと怖いよということ

で今そうなってきておるのも現状であり、それはやはりこれからまだ研究していか

なければいけないこともいっぱいあるんだそうですね。 

 ある話を聞きましたら、タミフルかリレンザ、この薬を５日間飲めば大体治っち

ゃうそうです。そのかわり中には２日か３日でやめちゃうと困るんだそうですね。

５日間全部飲み切らないと、熱が下がっても。そんなようなことも保健所でちょっ

と聞いてまいりました。だから、とにかく飲み切っちゃってもらいたいと。じゃあ

５日間飲めばどうなるだいと聞いたら、１年ぐらい、これもはっきりはしませんが、

大体香港や今のソ連と同じように１年間ぐらいは耐性菌ができて風邪にかからない

んじゃないかというようなことを言っていました。だから早くかかって早く治っち

ゃえば一番いいかなというふうにも冗談っぽく思ったんですが。 

 特に私は今心配しているのは、千曲市ではちょっと既往症の方が亡くなっちゃっ

たという事例があったり、それから、うんと恐れていることが起きているんですよ

ね。それは皆さんも当然ご承知のとおり、健常者が亡くなり始めたということです。

普通の元気のいい人です。それから坂城町で、もしかしたらこんなことがあったら

えらいことだと私思っているのは、やはり子供が亡くなったとか、妊婦が亡くなっ

てしまった、こんなことがあったらとんでもないことになります。ですから、そう

いうようなことの危機意識、危機管理をもう少しお持ちになっていただきたいなと

いうふうに私は思っております。 

 それから、もうひとつ、これは要望みたいなお話を申し上げますが、逆に言いま

すと、先ほど町長も言いましたが、本当にこれを学んでいただきたいと思います。

なぜかと言いますと、私は鳥を心配しています。今は豚というような部分のＡ型で

ありますが、もしかしたらＣかＤかわかりませんが、鳥でも発生したときに大パニ

ックになるように思いますので、逆に言うと、今この時期にＡインフルエンザのと

きにうんと真剣に取り組んで、それで、ここで結論めいたことを言いますが、一応

私も社文の委員長の立場で、やはり真剣に考えています。もちろん全議員真剣に考

えておりますけれども、立場上私はプラスアルファぐらいのことを考えて、先ほど

役場の平成２１年の４月に作成した各課別発生段階別対応マニュアルを全部読ませ

てもらいました。 

 これを見ると大分えらいところに来ていますね、マニュアルからいくと。１や２

じゃないんですよね。各課の対応が。これを見ると、１から１、２、３、４になっ
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ています。１は発生前期、２は海外発生期、３は国内（県内）発生期、４は大流行、

前期大流行になっているんですよ。３に来てますでしょう。新聞を見れば村上小学

校載っていますもんね。長野県中の市町村全部載っているかというと、そうじゃな

いでしょう。我が坂城町の村上小学校が載っているでしょう。そうすると、今の危

機管理のこのマニュアルでいけば、もう３に来ているなと。あと４しかないじゃな

いですか、これ。 

 だから、そういう部分を考えると、ひとつ言っておきます。できましたら平成

２１年４月作成になっていますが、こういうものを、例えば９月、１０月ぐらいの

ところで、もう１度再度確認をし直して、きちっとしたマニュアルを坂城町独自の

ものをつくっておくことが私は鳥インフルエンザが来たときに効果がうんと出ると

思いますが、そんなようなものはおつくりになるかどうかということを総務課長で

もいいし、町長でもいいし、お答えいただければ幸いです。こういうものをつくる

かどうかということです、きちっとしたものを。以上です。 

町長（中沢君） いろいろなご提案をいただきまして、ありがとうございます。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、これは日本中全国の問題でございます。

国の情報、県の情報、そしてまた私ども、そういう中でしなやかに、そしてすぐ対

応できる、そういった面の仕組みをつくり上げていくと。それには町の職員もまた

それぞれの場においてインフルエンザというものがどういう広がりがあり、どうい

うふうに影響があるのか、そしてまた、その毒性はどうなんだと、いろいろあろう

かと思います。これは粛々と研究を重ね、そしてまた、情報収集をして、そして、

その場その場で対応していくということが何より求められるなと。 

 そういうときが起きればということで先を先を研究すること、これは当然なこと

であるわけでございますが、今その場に処してどういうふうにするか。この間も本

部会議をしましたら、何しろ手を洗って、うがいして、それしかねえだわい、じゃ

あ、ワクチンはどうなっていると。ワクチンは国からまだ町の方へどういうふうに

配布されるか、それも明確ではねえんだわいというような状態でございますので、

そういう仕組みの中で対応しているということでもございます。精一杯職員に対す

る啓発はしてまいりたいと、こんなふうに思っております。以上です。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１４「議案第４９号 平成２１年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算
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（第１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１５「議案第５０号 平成２１年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１６「議案第５１号 平成２１年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１７「議案第５２号 平成２１年度坂城町老人保健特別会計補正予算（第

１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第１８「議案第５３号 平成２１年度坂城町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について」 

議長（春日君） これより質疑に入ります。 

６番（入日さん） １点だけお尋ねします。 

 ４ページの款２下水道費、目２公共下水道事業費で説明１３００３平面測量

３，５００万円、これはどこの地区でしょうか。 

建設課長（村田君） お答え申し上げます。 

 この平面測量につきましては、谷川以北の、これから認可区域に加えていく０．６

㎢の区間、地域、それから上平地域０．９９㎢、そして谷川以南の南条の金井、鼠、

新地の区域１．３３㎢の測量でございます。以上でございます。 

６番（入日さん） 谷川の周辺のことはわかったんですが、上平の０．９９㎢という

のは小学校とか児童館とか、その周辺ということでしょうか。 

建設課長（村田君） 答弁申し上げます。 

 上平地域全域でございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
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◎日程第１９「議案第５４号 平成２１年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第

１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎日程第２０「議案第５５号 平成２１年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

議長（春日君） 審議の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたしま

す。 

（休憩 午後３時３４分～再開 午後３時４４分） 

議長（春日君） 再開いたします。 

 次に、追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「発議第５号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早

期に求める意見書について」から追加日程第２「発議第６号 高齢者の肺炎球菌予

防接種への公費助成等に関する意見書について」までの２件を一括議題とし、議決

の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（春日君） 朗読が終わりました。 

 趣旨説明を求めます。 

２番（中嶋君） 私から、発議第５号以下２件の発議がございますが、一括し、趣旨

説明をいたします。 

 発議第５号「細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早期に求める意見

書について」意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 細菌性髄膜炎は、初期は発熱以外に特別な症状が見られず、診断も難しく、重篤

な状態となって初めてわかる怖い病気で、毎年１千人もの乳幼児がかかり、死亡率

５％、後遺症の残る率は２０％と言われ、小さな子供を持つ家庭に大きな不安を与

えている。 

 しかし、この病気の原因とされるインフルエンザ菌Ｂ型ヒブと肺炎球菌には既に

ワクチンができ、世界保健機関（ＷＨＯ）は１９９８年に世界中のすべての国々に
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対して乳幼児へのヒブワクチン無料接種化を推奨している。肺炎球菌についても七

価ワクチンが世界７７カ国で承認され、このワクチンを定期接種化した国々では細

菌性髄膜炎は過去の病となっており、アメリカでは発症率が約１００分の１に激減

したと言われている。 

 日本ではヒブワクチンは２００８年１２月にようやく接種できるようになったが、

まだ任意接種のため４回接種で約３万円もかかり、子育て世帯には大きな負担とな

っている。また七価ワクチンは幼児期に接種できるものとしてはまだ認められてい

ない。ヒブワクチンと七価ワクチンの公費による定期接種化が実施すれば恐ろしい

細菌性髄膜炎から子供たちを守ることができる。ぜひ一日も早く肺炎球菌ワクチン

の承認と両ワクチンの公費による定期接種化が実現するよう、以下の点について要

望する。 

 記。１、速やかにヒブワクチンを公費による定期接種対象疾患に位置づけること。 

 ２、乳幼児が接種できる肺炎球菌七価ワクチンの早期承認と公費による定期接種

化をすること。 

 ３、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの安定供給のための措置を講ずること。 

 ４、当面ヒブワクチンについて乳幼児がいる世帯に周知徹底すること。 

 以上よろしくご審議の上ご協賛を賜りますようお願い申し上げまして趣旨説明と

いたします。 

 引き続き、発議第６号「高齢者の肺炎球菌予防接種への公費助成等に関する意見

書について」意見書の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 肺炎は死亡率の第４位に位置し、特に高齢者になるほど死亡率が増加する傾向が

見られ、肺炎の死亡者のうち６５歳以上の高齢者が９５％以上占めている。肺炎の

起因菌の約２８％が肺炎球菌であり、肺炎球菌は肺炎や気管支炎等の呼吸器感染症

の代表的病原体で、敗血症、骨髄炎といった致死率の高い合併症を起こしやすいこ

とでも知られている。 

 世界保健機関（ＷＨＯ）は肺炎球菌ワクチンによる予防接種を推奨し、アメリカ

では米国疾病対策センター（ＣＤＣ）は６５歳以上の高齢者や肺炎球菌による重篤

疾患に罹患する危険が高い慢性呼吸器疾患、糖尿病のハイリスクグループの人たち

に肺炎球菌ワクチンの接種を強く推奨するとともに、費用に関する公費助成が広く

行われている。 

 肺炎球菌ワクチンの接種は、１度接種すれば５年以上は効果が持続するとされ、
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住民の健康不安に応え、重症化を防ぎ、死亡率を低下させ、また長期入院を防ぐこ

とで費用対効果も期待できる。 

 また副作用については、日本ではアナフィラキシーなどの重篤な副作用は報告さ

れておらず、安全性の高いワクチンと言える。 

 よって、国においては高齢者の健康増進のために肺炎球菌ワクチンの予防接種に

ついて予防接種法上の取り扱いを検討するとともに、高齢者に対して公費助成制度

を設置することを強く要望する。 

 以上よろしくご審議の上ご協賛を賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明

とさせていただきます。 

議長（春日君） 趣旨説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後３時５２分～再開 午後３時５３分） 

議長（春日君） 再開いたします。 
 
 

◎追加日程第１「発委第５号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を早

期に求める意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第２「発委第６号 高齢者の肺炎球菌予防接種への公費助成等に関する

意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
 
 

◎追加日程第３「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（春日君） 各委員長から会議規則第７５条の規定による閉会中の委員会継続審

査調査の申し出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（春日君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査調査とすることに決
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定いたしました。 
 
 

議長（春日君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会のあいさつがあります。 

町長（中沢君） 平成２１年第３回坂城町議会定例会の閉会にあたり、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 ９月１日に開会され、本日までの１７日間の長きにわたり審査をいただきました。

提案いたしました人事案件、一部事務組合等の組織の変更、平成２０年度一般会

計・特別会計決算の認定、条例の一部改正、平成２１年度一般会計・特別会計の補

正予算につきましては、原案どおりご決定賜り、ありがとうございました。 

 さて、８月３０日に執行されました衆議院選挙の後の特別国会におきまして、昨

日、鳩山由紀夫民主党代表が第９３代内閣総理大臣に指名されたところでもござい

ます。お祝いを申し上げるとともに、もろもろと期待しているところでもございま

す。 

 長野県選出の参議院議員の北澤俊美さん、本町にも縁のある方でございますが、

入閣されました。ご活躍をお祈りするところでございます。 

 先ほど議会の皆さん、心配のあまりいろいろとインフルエンザについてご論議が

あったわけでございます。村上小学校の６年生と３年生、そしてまた、中学の１学

級が閉鎖されるという事態にもなっているわけでございます。村上小学校では運動

会も延期するということでもあるわけでございます。教育委員会では本当に学校と、

そしてまた保健所と連携をとりながら、いろいろ対応して精一杯頑張っているとい

うことに頭の下がる思いもするわけでございます。 

 １４日の月曜日には、町内においても対策本部会議を開きまして、各課長から、

また職員がこの問題を共通な問題として共有すること、研鑚すること等を指示した

ところでもございます。それとあわせて国と県と、そしてまた私ども町が連携をと

りながら、いざというときの対応をできるよう準備を急ぐということも指示したと

ころでもございます。 

 町の事業の中でイベントがいろいろ行われてきております。近く運動会もあると

いうようなことですので、必要以上に過剰に反応するということをちょっと慎んで、

状態を的確に把握しながら粛々と対応していくと。いざというときに対応できるよ

うな仕組みづくりをしていくということでもございます。千曲の医師会に対しまし
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ても新たなる要望を申し上げたところでもございます。 

 明日は鉄の展示館におきましてお守り刀の展覧会、そして、その授与式がござい

ます。全国の刀匠、そしてまた、刀職者の受賞者が出席するわけでございます。坂

城としては全国的な催しということで対応してまいりたいなと、こんなふうに思っ

ています。 

 実りの秋を迎えました。諸々のイベントが計画されているわけでございます。

１０月１７日には坂城駅周辺の地域交流推進事業、何とかにぎわいをというような

こともありまして、にぎわい秋祭り２００９を商工会の感謝祭ともどもに開催する、

そしてまた、１１月１３日、１４日には「全国辛味大根フォーラム」を開催する、

何とか挑戦しておこうということで頑張っているところでございます。 

 学びの秋と申しましょうか、そういう中で１０月２０日には広中平祐先生をお招

きして児童・生徒の算数・数学への関心を高める「算数大好き事業」、そしてまた、

１０月３１日から始まる文化祭におきましては、信州大学の笹本先生に郷土の講座

を、村上義清に係る、そういった講座をみんなで勉強していくと相なっております。

１０月１４日には町と経済産業提携をしております復旦大学日本研究センターの所

長さんに来ていただきまして、中国経済、今日的な課題についていろいろお話を伺

うということでもございます。 

 スポーツの秋ということで大峰祭、あるいは小・中学校、保育園の運動会が重な

り合っております。こういう計画の中でもいろいろ頑張っていただいて、体を鍛え

るということがこの季節の最高の課題だなと思っております。皆さん方におかれま

しても、くれぐれも体に留意されて、ご活躍されんことを心から祈念申し上げまし

て閉会のごあいさつといたします。 

議長（春日君） これにて平成２１年第３回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午後４時００分） 
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   坂城町議会議員 



一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要        旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．びんぐし湯さん館の経営は 

イ．料金改定について 

ロ．収益改善について 

ハ．食堂や売店の実状は 

ニ．経営内容について 

２．ショッピングモールについて 

イ．誘致はできないか 

ロ．商業用地について 

２ 番 

中 嶋  登 

町    長 

 

企画政策課長 

 

産業振興課長 

２ 

１．ごみの減量対策について 

イ．可燃ごみ減量化への取組みと課題は 

ロ．資源化への促進策について 

ハ．ごみのポイ捨て防止対策について 

ニ．環境基本計画策定について 

２．「高額医療・介護合算」新制度について 

イ．新制度の取組みと住民への周知は 

８ 番 

林  春 江 

町    長 

 

住民環境課長 

 

福祉健康課長 

３ 

１．南条地区洞岩沢付近の諸問題について 

イ．Ａ０１号線洞岩沢を中心に追い越し禁止区域ラインの設置

を 

ロ．新地団地南側入口の改良を 

ハ．洞岩沢流末に防護壁等の設置を 

２．農地保護について 

イ．荒廃農地の町の対応は 

ロ．鳥獣被害に対する町の対応は 

３ 番 

塚 田  忠 

町    長 

 

建 設 課 長 

 

産業振興課長 

４ 

１．新型インフルエンザ対策について 

イ．町の状況と未然防止への対策は 

ロ．要援護者への支援は 

２．バイパス等事業化促進を 

イ．事業決定を速やかに 

ロ．インター先線延伸の事業化は 

３．温泉施設について 

イ．利用状況と今後の営業方針は 

ロ．パブリック・コメントを活かして 

５ 番 

山 城 賢 一 

町    長 

 

教 育 長 

 

福祉健康課長 

 

建 設 課 長 

 

企画政策課長 



発言順位 要        旨 通 告 者 答弁を求める者 

５ 

１．企業創出支援事業の取り組みについて 

イ．経営実態と雇用状況について 

ロ．雇用創出補助事業の取り組みは 

ハ．県外有識者による企業戦略アドバイザーの組織構想につい

て 

２．ちくま農業協同組合南部支所統合に伴う営農支援について 

イ．行政と連携による総合的な一本化を目指す施策は 

ロ．地域農業の拠点構想について 

９ 番 

宮 島 祐 夫 

町    長 

 

産業振興課長 

６ 

１．下水道事業の今後は 

イ．事業完了の努力目標は 

ロ．遅い地域への説明を 

ハ．進捗状況と問題点は 

２．新型インフルエンザ対応は 

イ．行政が担うことは何か 

３．安全な昭和橋を 

イ．安心して通行できる日は 

１３番 

柳 澤  澄 

町    長 

 

建 設 課 長 

 

福祉健康課長 

 

教 育 次 長 

７ 

１．介護保険のその後 

イ．介護認定新基準の影響は 

２．公共事業を進めるために 

イ．地権者に対する配慮を 

ロ．地元住民との合意は 

３．環境にやさしい取り組みを 

イ．太陽光発電等に助成制度を 

１１番 

円尾美津子 

町    長 

 

福祉健康課長 

 

建 設 課 長 

 

企画政策課長 

８ 

１．障がい者福祉について 

イ．音声信号機と点字ブロック設置を 

ロ．自動車改造費補助金について 

２．遊具について 

イ．安全性の点検と検査費用を 

ロ．撤去と新設費用を 

３．町道Ｂ００４号線について 

イ．通学路としての安全性は 

４．天下りについて 

イ．町の出先機関への禁止を 

６ 番 

入 日 時 子 

町    長 

 

建 設 課 長 

 

福祉健康課長 

 

教 育 次 長 

 



発言順位 要        旨 通 告 者 答弁を求める者 

９ 

１．活力と暮らし易い町づくりの取り組みについて 

イ．新たな工業振興への取り組みについて 

ロ．商店の創出支援策について 

ハ．利便性の高い町内交通の取り組みについて 

２．国土調査の促進について 

イ．進捗の遅れの要因と課題は何か 

ロ．今後の見通しは 

３．財政の健全性について 

イ．将来負担比率の積算内容について 

ロ．土地開発公社の決算等について 

ハ．財政状況の町民への出前講座について 

１ 番 

田 中 邦 義 

町    長 

 

産業振興課長 

 

建 設 課 長 

 

総 務 課 長 

 

企画政策課長 

１０ 

１．町内企業の経済状況について 

イ．町内企業の経済状況は 

ロ．制度資金の緊急融資について 

２．町民の健康を守るために 

イ．２０年度国保について 

ロ．健診について 

ハ．高齢者の医療費について 

ニ．子どもの医療費について 

４ 番 

大 森 茂 彦 

町    長 

 

産業振興課長 

 

福祉健康課長 

 



細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化を 

早期に求める意見書について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び坂城町議会会議規則

第１４条第３項の規定により提出する。 

 

（別紙） 

細菌性髄膜炎ワクチンの公費による 

定期接種化を早期に求める意見書 

 

 細菌性髄膜炎は、初期は発熱以外に特別な症状がみられず、診断もむずかしく、重

篤な状態となって初めてわかる恐い病気で、毎年１０００人もの乳幼児がかかり、死

亡率５％、後遺症の残る率は２０％といわれ小さな子どもを持つ家庭に大きな不安を

与えている。 

 しかし、この病気の原因とされるインフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）と肺炎球菌にはす

でにワクチンができ、世界保健機関（ＷＨＯ）は１９９８年に世界中のすべての国々

に対して、乳幼児へのヒブワクチン無料接種化を推奨している。肺炎球菌についても

七価ワクチンが世界７７カ国で承認され、このワクチンを定期接種化した国々では「細

菌性髄膜炎は過去の病」となっており、アメリカでは発症率が約１００分の１に激減

したといわれている。 

 日本では、ヒブワクチンは２００８年１２月にようやく接種できるようになったが、

まだ任意接種のため、４回接種で約３万円もかかり、子育て世代には大きな負担とな

っている。また、七価ワクチンは乳幼児に接種できるものとしてはまだ認められてい

ない。 

 ヒブワクチンと七価ワクチンの公費による定期接種化が実現すれば、恐ろしい細菌

性髄膜炎から子どもたちを守ることができる。ぜひ、１日も早く肺炎球菌ワクチンの

承認と両ワクチンの公費による定期接種化が実現するよう、以下の点について要望す

る。 

 

記 

１ すみやかにヒブワクチンを公費による定期接種対象疾患に位置づけること 



２ 乳幼児が接種できる肺炎球菌（七価ワクチン）の早期承認と公費による定期接種

化をすること 

３ ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの安定供給のための措置を講じること 

４ 当面、ヒブワクチンについて乳幼児がいる世帯に周知徹底すること 

 

 以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

 

   平成２１年９月  日 

 

衆 議 院 議 長  横 路 孝 弘 

参 議 院 議 長  江 田 五 月 

内閣総理大臣  鳩 山 由 紀 夫  殿 

厚生労働大臣  長 妻 昭 

 

長野県埴科郡 

坂城町議会議長  春 日   武 



高齢者の肺炎球菌予防接種への公費助成等に 

関する意見書について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第７項及び坂城町議会会議規則

第１４条第３項の規定により提出する。 

 

（別紙） 

高齢者の肺炎球菌予防接種への公費助成等に関する意見書 

 

 肺炎は、原因別死亡率の第４位に位置し、特に高齢になるほど死亡率が増加する傾

向がみられ、肺炎の死亡者のうち６５歳以上の高齢者が９５％以上を占めている。 

 肺炎の起炎菌の約２８％は肺炎球菌であり、肺炎球菌は肺炎や気管支炎等の呼吸器

感染症の代表的病原体で、敗血症、骨髄炎といった致死率の高い合併症をおこしやす

いことでも知られている。 

 世界保健機関（ＷＨＯ）は肺炎球菌ワクチンによる予防接種を推奨し、アメリカで

は米国疾病対策センター（ＣＤＣ）は、６５歳以上の高齢者や肺炎球菌による重篤疾

患に罹患する危険が高い慢性呼吸器疾患、糖尿病等のハイリスクグループの人たちに、

肺炎球菌ワクチンの接種を強く推奨するとともに、費用に関する公費助成が広く行わ

れている。 

 肺炎球菌ワクチンの接種は一度接種すれば、５年以上は効果が持続するとされ、住

民の健康不安に応え、重症化を防ぎ、死亡率を低下させ、また長期入院を防ぐことで、

費用対効果も期待できる。また、副作用については、日本ではアナフィラキシーなど

の重篤な副作用は報告されておらず、安全性の高いワクチンといえる。 

 よって、国においては高齢者の健康増進のために、肺炎球菌ワクチンの予防接種に

ついて予防接種法上の取扱いを検討するとともに、高齢者に対して公費助成制度を設

置することを強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

 

   平成２１年９月  日 
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厚生労働大臣  長 妻 昭 
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